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環境白書の刊行にあたって 

 

昨年秋、全県を舞台に開催された「のじぎく兵庫国体」では、生まれ変わっ

た兵庫の元気とともに、多彩な地域特性や文化などの魅力を全国へ発信するこ

とができました。このような兵庫の魅力を育んできたのが多様で豊かな自然環

境です。 

とりわけ、「豊穣の海」と呼ばれた瀬戸内海は、私たちに多くの恵みを与えて

くれてきました。この環境を守るため、これまで沿岸の行政や事業者が連携し

て、汚濁物質の総量削減などの水質保全に取り組んできました。 

しかし近年、水質の状況はほぼ横ばいで推移しているものの、汚泥による底

質の悪化や自然海岸の減少が進み、漁獲量の減少やノリの不作など新たな課題

が生じています。 

豊かで美しい瀬戸内海の再生には、水産資源の回復や廃棄物の適正処理等を

進める法整備が必要なことから、その実現をめざし、瀬戸内海環境保全知事・

市長会議と連携して百万人署名を展開しています。 

また、目には見えないところでも環境の破壊が着実に進んでいます。地球の

温暖化もその一つです。昨年発表された気候変動に関する政府間パネル（ＩＰ

ＰＣ）の報告は、温暖化は確実に進んでおり、その原因は人間活動にあること

が間違いないと指摘しています。 

私たちは、この現実をしっかりと受け止め、それぞれが行動していかなけれ

ば、次代に取り返しのつかない大きな影響を及ぼすことが危惧されます。 

兵庫県は、来年度から「止めよう温暖化！～ひょうごから、あなたから～」

をキャッチフレーズとして、産業部門での排出抑制強化、家庭部門での省エネ

機器の導入促進、運輸部門での低公害車普及など、あらゆる部門において地球

温暖化対策の一層の充実を図っていきます。 

 多くの環境問題は、私たちの暮らしや社会の活動に起因しているだけに、そ

の解決には、県民一人ひとりが自然や環境への理解を深めいくことが欠かせま

せん。 

このため、幼児期に動物や花木に触れる「ひょうごっこグリーンガーデン」

をはじめ、小学３年生全員が取り組む環境体験事業、大人たちも自ら環境保全

に取り組むグリーンサポート事業など、ライフステージに応じた環境学習、体

験学習を進めます。体験学習を通して子どもたちが命の大切さを学び、他者へ

の思いやりの心を育むことは、最近のいじめ等の問題をなくしていくことにも

つながるのではないでしょうか。 

この白書は、平成１７年度の環境の現況と取り組み、平成１８年度の主要な

施策と今後の方向を中心に取りまとめたものです。 

本書が、皆様に広く活用され、兵庫の環境行政への理解を深めていただく一

助となることを期待します。 

 

 平成１９年３月 

兵庫県知事 井戸 敏三 
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第１章 環境を巡る概況 

第１節 時代の潮流 

第１ 都市・生活型公害への変化 

 本格的な成熟社会を迎えた今日、中央集権・一

極集中による画一性と効率性を優先する社会シス

テムから、地方分権・多極分散による多様性と個

性を優先する生活者の視点に立った新しい社会シ

ステムヘの転換が進んでいる。このような時代の

変化の中、国内においては、工業地帯での産業公

害問題が改善する一方、都市全体からの生活排水

や自動車の排出ガスなど、地域に広く分散する汚

染源による環境負荷が都市・生活型公害として浮

上している。 

 

第２ 地球環境問題の深刻化 

 二酸化炭素(炭酸ガス)等温暖化ガス濃度の上昇

による地球の温暖化、フロンなどによるオゾン層

の破壊や酸性雨など、地球規模での環境問題が深

刻な様相を帯び、世界各国において環境問題への

取組が進められている。2005 年２月には「気候変

動に関する国際連合枠組条約京都議定書」が発効

し、今後、より一層の温室効果ガスの排出抑制が

求められている。 

 

第３ 循環型社会への移行 

 社会の成熟とともに、人々の意識には、物の豊

かさよりも心の豊かさを重視する傾向が強まり、

大量生産・大量消費・大量廃棄を生み出す社会の

あり方への疑問が広がるとともに、地球温暖化防

止をはじめとする環境保全のためには、社会経済

システムと一人ひとりのライフスタイルの変革が

必要であるという考え方が強まっている。 

 

第４ 環境リスクの顕在化 

 環境に影響を及ぼすおそれのある多数の化学物

質が、恒常的に環境中に排出されていることによ

る人の健康や生態系への影響、ダイオキシンなど

微量ではあるが長期的な暴露によって人の健康が

脅かされるなどの環境リスクの高まりについて懸

念が生じている。そのような懸念を背景として、

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律」(ＰＲＴＲ法平成

11 年法律第 86 号)などに示されるように、人々が

環境情報を知ることができるということが重視さ

れ始めた。 

 

第５ 生物多様性の危機 

 人間の活動に伴う環境変化の影響により地球上

の生物の生息環境の健全性が損なわれ、多くの生

物種（生物多様性）や生態系が存在の危機に直面

しており、「生物の多様性に関する条約」が 1993

年に発効するなど野生生物種や生態系を保全する

ための国際的な取組が展開されている。国内的に

も「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律」（平成４年法律第 75 号）や「特定外

来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律」（平成 16 年法律第 78 号）が制定されるなど

取組が進んでいるところである。 

 

第６ 環境効率性※の重視 

 経済面においても、環境負荷を低減させながら

経済性を向上させる「環境効率」という考え方が

世界的に重視され始めた。また、事業者の責任に

ついても「特定家庭用機器再商品化法」（平成 10

年法律第 97 号）・「使用済自動車の再資源化等に関

する法律」（平成 14 年法律第 87 号）の制定に見ら

れるように、「拡大生産者責任」といった新たな考

え方が示されるとともに、産業廃棄物等の不適正

な処理についても、「産業廃棄物等の不適正な処

理の防止に関する条例」（平成 15 年条例第 23 号）

を制定する等、取組を進めつつあるところである。 

 
第７ 持続可能な社会の形成に向けた取組の活発化 

 環境省において、「環境と経済の好循環ビジョ

ン」が発表されるなど、環境を良くすることが経

済を発展させ、経済が活性化することによって環

境も良くなるという環境と経済が一体となって向

上する社会の実現が求められている。 

 このように、持続可能な社会の形成に向けて、

個人、民間団体、企業、行政の取組が広い範囲で

活発化し、とりわけ、環境と社会と経済の面で、

企業の社会的責任がより強く認識されてきている

ところである。 

 

※環境効率：1992 年にリオデジャネイロで開催された地球サミットに向けて、産業界からの提案の一つとして、「持続可能な発展

のための世界経済人会議の（ＷＢＣＳＤ）」が提唱された概念であり、製品やサービスの生産にあたって環境への負荷の比率を示

すものである。 
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第２節 兵庫県における環境の現状と課題 

第１ 共生と循環の環境適合型社会の実現 

 生活水準の向上、生活の利便性の追求に伴い定

着した大量消費・大量廃棄型のライフスタイルや

社会経済システムは、環境へ過大な負荷をかける

ものとなっている。社会の構成員すべてが、日常

生活や事業活動を通じて直接的・間接的に環境へ

負荷を与えていることを認識し、「環境倫理(環境

に配慮する行動規範)」を持つことが必要である。

現状の枠組みの中での努力にとどまらず、生活行

動や経済活動を環境の保全と創造が組み込まれた

新たなものに変革することが求められている。生

活行動においては、環境への負荷が大幅に少ない

新たなスタイルについての社会的共通認識を確立

し、それを実践していくことが求められている。 

 このように、環境問題が多様化・複雑化し、多

岐の分野にわたる環境の保全と創造が必要となっ

ている今日、様々な分野やレベルで、より多くの

活動主体(担い手)が求められており、たとえば、

廃棄物処理やリサイクルの問題などは、県民個々

の生活や事業活動が直接起因し影響するものであ

ることから、それぞれの地域の住民や事業者が、

自ら考え、自ら行動していくことが必要である。 

 このため、県民一人ひとりが、今日の環境問題

について理解し、持続可能な社会を実現するため

の手段として、環境教育・学習に対する重要性の

認識が高まっている。 

 
第２ 地域環境への負荷の低減 

 平成 17 年７月、石綿（アスベスト）関連製品を

製造していた事業所の従業員や周辺住民の間で、

中皮腫や肺がんなどアスベストが原因と見られる

疾病死が多数発生していることが、全国で報告さ

れた。 

石綿は、かねて、建築物など身近な製品に多用

されていたため、環境・健康に対する不安や、ア

スベスト関連事業所の監視体制、アスベスト含有

建築物解体時のアスベスト飛散防止対策等の必要

性が指摘されている。 

また、平成 18 年度には、県内工場において、大

気汚染防止法に基づく排出基準違反、データの不

正な取扱い等の不祥事が判明したことから、県内

企業に対し、改めて公害関係法令の遵守について

周知を行う必要性が生じている。 

このため、今後も、県民の不安を解消し、安心・

安全に暮らせる地域を実現することが改めて強く

求められている。 

 
第３ 自然環境の保全と美しい環境の創造 

 本県は、地形・気候などの自然条件の特色から

生物の多様性は非常に高い状況にある。しかし近

年は、その生物多様性の一翼を担ってきた里山や

ため池など人為的に維持されてきた環境が、管理

の低下などにより荒廃が進みつつある。藻場・干

潟の減少により、海での生物の多様性や人と海と

の触れ合いの場が失われつつある。こうした事態

に対し、全県的な自然環境の保全と美しい環境の

創造への理解と機運が高まり、様々な保全・回復

への対応が検討、実施されつつあるが、さらに積

極的な推進が必要である。兵庫の風土が育んでき

た生物多様性やゆとりと潤いのある美しい環境な

どを保全・継承することが必要である。特に特定

外来生物に対する対策や瀬戸内海の保全と再生の

必要性が高まっている。 

 
第４ 地球環境問題への対応 

 環境への負荷が大幅に増大し、その結果、地球

温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減

少といった地球規模の環境問題が生じるなど、

「環境の叫び」に耳を傾けない限り、人類の存続

そのものが危うくなっている。地球環境問題には、

事業活動だけでなく県民一人ひとりの行動が深く

かかわっていることから、地域レベルでの取組が

一層重要なものとなっている。すべての県民が、

地球環境の有限性を認識し、地球に暮らす住民一

人ひとりとしての意識を持ちながら人類の持続

可能な発展を支えていく必要がある。特に地球温

暖化問題への取組は、従来の国や大企業を中心と

した取組から、地域や私たち一人ひとりの取組が

強く求められるようになってきている。 
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第２章 平成 18 年度における主な取組及び今

後の方向性 

第１節 環境適合型社会の形成 

 
第１ 平成 18 年度における主な取組 

１ 「新兵庫県環境基本計画」の検証 

 本県では、平成 14 年５月に策定した「新兵庫県

環境基本計画」に基づき、『共生と循環の環境適合

型社会』の実現を基本理念に、環境行政の総合的

かつ計画的な推進を図ってきた。 

その結果、今日までに地球温暖化防止や循環型

社会形成等に係る取組において一定の進展がみら

れたところであるが、京都議定書の発効（平成 17

年２月）による地球環境問題への一層の対応の要

請や、ヒートアイランド現象、土壌汚染問題、生

態系保全対策、有害化学物質規制等の環境課題の

顕在化・深刻化、さらには、国の「第三次環境基

本計画」（平成 18 年４月閣議決定）との整合の必

要性等といった環境行政をめぐる近年の状況変化

を踏まえ、「新兵庫県環境基本計画」の検証・改定

作業に着手した。 

 

２ 県自らの環境負荷低減に向けた取組の推進 

 (1) 環境率先行動計画の推進 

  県の事務事業に伴う環境負荷の低減を図るた

め、平成 17 年３月に策定した「環境率先行動計

画」(ひょうご・エコアクション・プログラム・

ステップ３：平成 17 年度～平成 22 年度)に基づ

き、温室効果ガス排出量削減等を進め、県既存

施設の省エネ化改修や太陽光発電設備等の自然

エネルギーの導入を引き続き実施した。 

 
（平成 18 年度の取組） 
 ・県施設省エネ化改修の実施（14 施設） 
 ・自然エネルギーの導入（太陽光発電：４施設） 
 

 (2) 環境創生１５％システムの推進 

県が行う公共工事に環境に配慮した取組の導

入を促進するため、平成 14 年度から「環境創生

５％システム」を導入し、総事業費１億円以上

の事業の工事費の５％以上を環境創生措置（環

境の保全と創造に資する措置）に充てることを

義務づけており、平成 17 年度対象事業からは、

環境創生措置の質・量両面からの一層の充実を

図るため、新たに「環境創生１５％システム」

を適用し、環境優先社会の実現に向けた取組の

更なる強化を行っている。 

スリット（透過型）砂防えん堤（戸谷川・宍粟市）

 
第２ 今後の方向性 

１ 「新兵庫県環境基本計画」の改定 

 環境審議会に諮問し、有識者の意見を踏まえつ

つ計画の改定作業を進めていく。 
改定にあたっては、本県の環境行政をめぐる環

境変化を踏まえつつ、国の「第三次環境基本計画」

や「21 世紀環境立国戦略」（平成 19 年 6月策定予
定）との整合にも留意する。 
 
２ 県自らの環境負荷低減に向けた取組の推進 

 (1) 環境率先行動計画の推進 

「環境率先行動計画（ステップ３）」に基づき

温室効果ガス排出量削減の目標を達成するため、

平成 19 年度も引き続き、県施設省エネ化改修事

業を行い、県施設の照明機器の高効率化等、費

用対効果が大きい設備改修により、省エネ化を

推進し、太陽光発電設備等の自然エネルギーを

導入する。 
 
（平成 19 年度の取組予定） 
 ・県施設省エネ化改修の実施（29 施設） 
・自然エネルギーの導入（太陽光発電：3施設） 
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 (2) 環境創生１５％システムの推進 
平成 19 年度は、「環境創生１５％システム」

の環境創生措置へのより技術的先進性の高い措

置・工法の導入や環境創生措置の効果のより的

確な把握手法等について、環境審議会等におい

て検討を行うなど、環境創生措置全体の見直し

を検討する。 

 
第２節 担い手の育成とパートナーシップの形成

（環境学習・教育の総合的推進） 

 

第１ 平成 18 年度における主な取組 

１ ひょうごの環境学習・教育の総合的推進 

本県では、平成 18 年３月に、環境学習・教育施

策の総合的、計画的な運営指針を示すとともに、

環境学習・教育の推進に向け多様な主体が連携・

協働を進める上での共通の理念、目標を明らかに

するため、「兵庫県環境学習環境教育基本方針」を

策定した。 
平成 18 年度からは、環境学習・教育を総合的・

体系的に推進するため、庁内の連携の場として「兵

庫県環境学習環境教育推進本部」を、また各県民

局ごとに「同地域推進本部」を設置し、市町、地

域団体等との連携のもと、環境学習・教育の展開

を図っている。 
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２ 体験型環境学習等の推進 

森・川・海の兵庫県の豊かな環境をフィールド

に、県民局や市町、ＮＰＯ等と連携し、自ら「体

験」、「発見」する体験型環境学習を実施した。 

 

 (1) 施設ネットワーク形成事業 

  県立六甲山自然保護センター、県立コウノト

リの郷公園、県立母と子の島等、環境学習・教

育を行うことが可能な県立施設やその周辺のフ

ィールドにおいて、ＮＰＯや地域住民、大学、

研究機関等と連携した体験型環境学習・教育事

業を実施するとともに、施設間のネットワーク

の形成を促進した。 

 

 (2) エコオープンカレッジ 

千種川流域を舞台に、森・川・海のつながり、

環境の保全・再生に果たす役割、流域のくらし

や文化と川や環境とのかかわりについて県民が

学ぶエコオープンカレッジを開催した。 

 

 (3) 「はばタン」の環境学習 

  のじぎく兵庫国体のＰＲ活動を通じて就学前

の子どもたちに大人気となっている国体マスコ

ット「はばタン」を活用し、紙芝居やクイズ等

により“もったいない”精神や環境実践活動に

ついて学ぶ環境学習を展開した。 

平成 18 年 10 月 28 日・29 日に「第 18 回兵庫
のまつり ふれあいの祭典」の同時開催イベント
として、丹波の森公苑において開催した「さわ

やか環境まつり ひょうごエコフェスティバル
２００６」において、「はばタン」が環境学習デ

ビューし、子どもたちと一緒に環境クイズをし

たり、植樹をしたりするなど、体験型の楽しい

環境学習を行った。 
また、平成 19 年２月 27 日にも、神戸市立神

戸幼稚園において、紙芝居を使ったはばタンと

園児との環境学習も行った。 

３ ひょうご

 情報発信、

等の機能を有

となる「ひょ

設するなど充

リニューアル

スタルタワー

同プラザに

県民からの相

ネットホーム

の案内、環境
「はばタン」の環境学習 

エコプラザの充実・整備 

交流促進、活動支援、総合相談窓口

し、環境学習・教育の中核交流拠点

うごエコプラザ」に交流ルームを新

実・整備し、平成 18 年５月 27 日に

オープンした（神戸駅前：神戸クリ

５階、延床面積 110 ㎡）。 
は、コーディネーターを２人配置し、

談等への対応や情報提供、インター

ページを運営し、講座・イベント等

学習に関する情報を発信している。 
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第２ 今後の方向性 

１ ひょうごの環境学習・教育の総合的推進 
平成 19 年度においては、自ら「体験」、「発見」

し、自ら「学ぶ」環境学習・教育を進めることに

より、環境や生命を大切に思う“こころ”を育み、

学習から実践へとつなげていくことを基本理念に、

幼児期からシニア世代までのそれぞれのライフス

テージに応じて体験を基本とする体系的なプログ

ラムを内容とする環境学習・教育を展開していく。 

 
 (1) 幼児期 

－ ひょうごっこグリーンガーデン － 

  幼児期については、幼稚園や保育所等を中心

に公園や自然の中で動物や花木に接するなど、

自然体験をする「ひょうごっこグリーンガーデ

ン」事業を展開する。 
ア 「グリーンガーデン実践事業」 

   全県で２００幼稚園、保育所を「ひょうご

っこグリーンガーデン実践園」に指定し、幼

稚園、保育所関係者、地域住民等により、自

然体験やはばタンを使った環境学習等具体的

事業を展開する。 
 イ 「保育士等環境学習リーダー研修」 

   地域に根ざした環境学習を推進するため、

地域の核となる人材の資質向上を図る研修を

実施し、ひょうごっこグリーンガーデンの展

開を促進する。 
 
 (2) 学齢期 － ひょうごグリーンスクール － 

学齢期については、学校菜園や学校林、市民

農園などで自ら耕作や手入れ、取り入れをする

など、環境体験活動を展開することにより自然

の一員であることを学ぶ「ひょうごグリーンス

クール」事業を展開する。 
ア 「環境体験事業（小学校３年生対象）｣ 

   自然に対する畏敬の念をはじめ、命の大切

さ、命のつながり、美しさに感動する豊かな

心を身につけるため、すべての小学校３年生

を対象に、栽培・飼育等の自然に触れ合う体

験型環境学習を 19 年度から３ヵ年で段階的

に全校実施する。 

 

イ 「ひょうご環境教育実践推進事業」 

   学校における環境教育を一層推進するため、

「環境教育実践推進校」を指定するとともに、

「ひょうご環境教育新副読本」を作成するな

ど、「海・川・森」の環境教育プログラム等を

活用した総合的な体験型環境教育を実践する。 
 
 (3) 成人期 

－ ひょうごグリーンサポートクラブ － 

成人期については、次代を担う幼児、児童・

生徒に対する環境学習を支えたり、自ら環境保

護活動を各種フィールドで活動する「ひょうご

グリーンサポートクラブ」事業を展開する。 
ア 地域環境学習コーディネーターの配置 

「環境体験事業」等の実施を支援するため、

ひょうごグリーンサポーターグループの立上

げ支援など地域における環境学習事業の円滑

な実施を図るため、各県民局に地域環境学習

コーディネーターを 1名配置する。 
イ グリーンサポーターグループの形成 

   子どもたちの環境体験活動を支えるひょう

ごグリーンサポーターの募集、登録、活動支

援や分野別サポーターグループ会員の意見交

換、研鑚などを図る研修会を実施する。 
 
２ エコハウス（仮称）の整備 

環境学習の拠点施設として、建物自体に導入さ

れた地球温暖化対策技術や、映像や体験・参加型

の学習プログラムにより、地球温暖化を始めとす

る環境問題について、「感じ」「学び」「知る」こと

ができる施設として、自然と都市とが共存する播

磨科学公園都市に、「エコハウス（仮称）」を平成

19 年度に開設する。 
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第３節 地域環境への負荷の低減 
 
第１ 平成 18 年度における主な取組 

１ 企業に対する公害関係法令の遵守徹底 

 県内工場において、大気汚染防止法に基づく排

出基準違反、データの不正な取扱い等の不祥事が

判明したことから、ばい煙発生施設の改善、粉じ

ん対策の徹底、情報の開示、環境管理体制・機能

の強化と意識改革等を指示するとともに、県内企

業に対して、改めて公害関係法令の遵守について

周知を行った。 

 

 

 

２ ディーゼル自動車運行規制の実施 

 本県における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

環境基準の早期達成・維持を目指し、平成 15 年

10 月に改正された「環境の保全と創造に関する条

例」に基づき、特別対策地域（神戸市灘区、東灘

区、尼崎市、西宮市南部、伊丹市、芦屋市）にお

いて、大型ディーゼル自動車等の運行規制を実施

している。 

 平成 18 年 10 月から運行規制の対象となる車両

が増加することから、新たなリーフレットの作成

や、運行規制結果等を掲載した「環境情報誌」を

創刊するなど、都道府県・関係団体に配布し周知・

啓発に努めた。 

ひょうごの環境学習・教育の総合的推進 

年 次 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度  

 

基本的方向 

【先行実施】 
【人材・施設のネット

ワーク】 

 

【拡大的展開】 
 

【全県的展開】 

ひょうごグリ

ーンサポート

クラブ 

 
 

①地域人材の環境学

習への参画・協働 

 

 

②地域環境力の向上 

 

③地域人材・フィール

ドの活用 

グリーンサポートク

ラブ運営協議会 
 
コーディネート力養

成事業の実施 
 
地域環境学習コーデ

ィネーターの配置 
 
エコプラザによる情

報発信 

  

ひょうごグリ

ーンスクール 

 
 

①学びから実践活動

への展開 
地域活動との連携 
 
②学校教育における

自然体験等体験型学

習の充実 

地域と連携した実践

活動への展開 
 
既存の事業の拡充・再

構築 
 
自然学校 
（小学校５年生） 
 
環境体験事業（200校） 
（小学校３年生） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（約 500校） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（約 816校）全校 

ひょうごっこ

グリーンガー

デン 
 
 

①幼児期の環境学習

の体系的展開 
 
 
 
②幼児期の環境学習

にかかる仕組みづく

り 
 

グリーンガーデン実

践事業（200園） 
 
グリーンガーデン研

究会・地域研究会 
 
幼児向け実践事例集

の活用 
 
保育士等地域環境学

習リーダー研修 

（300園） （300園） 
 
 

 

生命のバトン

タッチ 

生命の大切さ

の理解と思い

やり 

生命の大切さ

に気づく 
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 平成 19 年２月には、運行規制違反を繰り返す事

業者に対し、運行規制開始後初めて措置命令を行

った。 

 

 

 

３ 不適正処理

 (1) 不法投棄を

不適正処理事

ＪＡ、宅配業

棄通報体制の

清掃に関する

正な処理の防

強化・早期対

るとともに、

許さない地域

 

 (2) 不法投棄事

  不法投棄事

棄物の原状回

去指導を基本

支障があるも

ひょうご環境

等不適正処理

を進めている

  平成 18 年度

状回復・修景

 
 (3) 海洋不法投

播磨灘へのガ

環境省、海上

18 年８月に「

を設置し、海

策についての協議を進めている。 
 
４ アスベスト対策の実施 

(1)アスベスト製品製造事業所に対する立入検査 

  大気汚染防止法に基づく届出が出されている

アスベスト製品製造事業所に対して測定を伴う

立入検査を実施した。 
  対象事業所：１事業所 

 
(2) 大気環境調査の実施 

  一般大気環境調査におけるアスベスト濃度の

測定箇所に、過去にアスベスト製品を製造して

いた事業所等を追加し、大気中濃度の調査を実

施した。 
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対策の強化・徹底 

許さない地域づくりの推進 

案の早期発見に向け、郵便局、

者や自治体等の協力を得て不法投

充実を図り、「廃棄物の処理及び

法律」及び「産業廃棄物等の不適

止に関する条例」の一体的な指導

応により不法投棄の拡大防止を図

地域住民と連携して「不法投棄を

づくり」を推進している。 

案の撤去推進 

案への対応として、投棄された廃

復については、投棄者に対する撤

としているが、生活環境保全上の

のについては、行政代執行や(財)

創造協会に設置した兵庫県廃棄物

適正化推進基金の活用により撤去

。 

は、県基金事業により、１件の原

工事を実施した。 

棄対策 

レキ類等の投棄に対処するため、

保安本部、大阪府と合同で、平成

播磨灘海洋投棄問題連絡協議会」

洋不法投棄防止のための広域的対

  調査箇所数：27 箇所 頻度：年２回 街頭検査の状況 

 
 (3) 解体・改修工事の適正処理の徹底 
  アスベスト使用建築物解体時等におけるアス

ベストの飛散防止の徹底を図るため、大気汚染

防止法等による立入検査を実施した。 

 

 (4) アスベスト情報管理システムの構築 

  既存の大気管理システムにアスベスト情報管

理機能を追加し、①今後の適切な解体・改修時

の対応が行えるよう情報収集を進め、さらに②

アスベスト使用建築物解体時における監視の強

化、住民からの苦情・照会に対する迅速な対応、

③地震等災害時における活用など的確な処理が

行えるようにした。 

 

 (5) アスベスト廃棄物の適正処理の推進 

  建築物の解体等により発生したアスベスト廃

棄物の処理時に、アスベストの飛散防止などの

適正処理の徹底を図り、今後の更なる被害拡大

の防止を図るため、平成 17 年度と同様、関係者

に対する監視・指導の強化を行うとともに、平

成 18 年７月 26 日に公布されたアスベスト廃棄

物の処理基準に係る政省令の改正を受けて、同

年８月に「アスベスト廃棄物処理マニュアル」

を作成し、研修会等で周知を図った。 

 ・立入検査の実施 

（対象）約 310 社 
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飛散性アスベスト取扱い事業者（排出事業者

及び特別管理産業廃棄物処理業者） 

非飛散性アスベスト取扱い産業廃棄物処理業

者 

 ・研修会の実施 

  アスベスト廃棄物の排出事業者、産業廃棄物

処理業者を対象に県内９ケ所で実施 

 

第２ 今後の方向性 

１ 「新環境保全協定」の締結と「公害機動隊」

の設置 

 (1) 環境保全（公害防止）協定の締結 カメラ検査の状況 

平成 16 年度より新たな環境課題等に対応す

るため、順次協定の改定を行っていたが、平成

18 年に複数の協定締結工場において、ばい煙等

の測定データの不適正処理が発覚したことから、

①コンプライアンスの徹底、②違反時の措置の

強化、③環境保全協議会の活性化等について新

協定に盛り込むべく、事業者及び関係市町と協

議し、新協定への改定を行っていく。 

 

 (2) 「公害機動隊」の設置 

  今回の不祥事の教訓を生かし、大規模な工

場・事業場に対し改めて公害関係法令の遵守を

徹底するため、「公害機動隊」を設置し、公害立

入検査の充実・強化を図る。 

 

２ ディーゼル自動車運行規制の推進 

 (1) 立入検査の強化 

  運行規制の実効性を確保するため、運行規制

監視員を配置し、カメラ検査、街頭検査並びに

運送事業者及び荷主等への立入検査を実施して

いる。今後も、規制内容の一層の周知を図ると

ともに、カメラ検査、立入検査・指導の強化を

図り、運行規制を的確に行っていく。 

 

 (2) 買替え支援措置 

  県では、運行規制に伴う車両の買替えについ

て、自動車取得税の軽減措置に加え、運行規制

の対象となる自動車の最新規制適合車への代替

に対する特別融資、特別貸与、国融資への利子

補給、早期代替に対する特別補助を実施してい

るほか、運行規制の対象とならない車両につい

ても、最新規制適合車への代替を促進するため

の中小企業車を対象とした制度融資を設けてお

り、これらの融資・貸与等により、事業者の支

援に引き続き取り組んでいく。 

 

 (3) ディーゼル自動車等運行規制条例の再検討 

  平成16年10月から実施している運行規制は、

平成 20 年度を目途として規制内容について再

検討することとなっているため、平成 17 年度を

基準年とした大気環境濃度の再現モデルの作成

や検討委員会の設置を行う。 

 
３ 不適正処理対策の強化・徹底 

昨今、より悪質、巧妙化する不法投棄等に対し

て速やかに対応するため、従来の行政指導中心か

ら厳罰主義への方針転換を図り、不法投棄等の不

適正処理の未然防止を徹底する。 

 
(1) 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関す

る条例の改正 

  施行から３年が経過し、近年、不法投棄され

ている廃棄物の約７割を占める建設資材廃棄物

について新たな対策を講じるため、「不適正処

理防止条例」を改正し、ア．解体工事の発注者

責任の明確化、イ．解体工事業者に対する建設

資材廃棄物の引渡完了報告の義務づけ、ウ．電

子マニフェストの使用の促進、エ．公安委員会

との連携等の対策を講じる。 
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(2) 監視、指導体制等の充実強化 

  改正条例を実効あるものとするため、従来か

ら県民局へ配置している不適正処理監視員を増

員配置するとともに、夜間・休日パトロールを

実施するなど、監視、指導体制の充実強化を図

る。 

 

(3) 不法投棄を許さない地域づくり推進事業 

  郵便局等との通報協定や監視カメラの整備・

貸し出し等による早期発見・通報体制の強化、

合同監視パトロールの実施等による地域におけ

る不法投棄防止意識の高揚、不法投棄未然防止

協力事業所の指定等により、不法投棄を許さな

い地域づくりを推進する。 

 
４ アスベスト飛散防止対策推進事業 

 今後増加するアスベスト含有建材使用建築物の

解体・改修時におけるアスベストの飛散防止を図

り、県民の安全・安心を図るため、解体現場にお

けるアスベスト濃度の監視を行うとともに、一般

環境のモニタリング等を継続して実施する。 
 
(1) 発生源等の監視 

  吹付けアスベスト等含有建築物の解体・改修

工事現場に対するアスベスト濃度測定を伴う立

入検査を実施し、事業者指導を行うほか、一般

環境中のアスベスト濃度のモニタリングを行う。 
 
(2) 非飛散性アスベスト含有建材使用建築物改

修現場の実態把握 

  アスベスト含有瓦の葺き替えなど環境の保全

と創造に関する条例の規制対象外である非飛散

性アスベスト建材含有建築物の改修工事につい

て、実態把握調査を行い、その結果を踏まえて、

飛散防止対策の強化等について検討する。 
 
第４節 自然環境の保全と再生 
 
第１ 平成 18 年度における主な取組 

１ 瀬戸内海の保全と再生 

 (1) 瀬戸内海環境保全知事・市長会議の開催等 

  住民、事業者、行政等幅広い連携のもと、広

域的に瀬戸内海の環境保全を推進するための会

議、団体を組織し、環境の保全・再生に係る施

策について協議を行うとともに、国に対する要

望、調査・研究、研修会・講演会等の開催や普

及啓発活動等の取組を行っている。 

 

 ＜関係会議等＞  

  ・瀬戸内海環境保全知事・市長会議 

  ・社団法人瀬戸内海環境保全協会 

  ・瀬戸内海研究会議 

  ・兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会 

 

(2) 「瀬戸内海再生活性化法（仮称）」の制定に

向けた働きかけ  

瀬戸内海の生物多様性を確保し、水産資源の

回復等豊かな海として再生を図るとともに、美

しい海を取り戻すための法整備の実現を目指し、

瀬戸内海環境保全知事・市長会議と連携し、議

員連盟の設立に向けた、国会議員による勉強会

を重ねるとともに、瀬戸内海再生１００万人大

署名活動を展開するなどの諸活動を展開してい

る。 

 

 (3) 瀬戸内海再生事業 

  瀬戸内海の生態系を回復し、生物多様性に富

む海として再生するため、海域の水質・底質の

改善に係る施策として、海藻等の回収・バイオ

マス有効利用による「自然を活用した水質改善

方策」や微生物等の活用による「海域及び底泥

の直接浄化」についての実証実験を行った。 

 

２ 自然環境の保全と再生 

 (1) 貴重な自然生態系保全・再生活動への支援 

開発や乱獲、里地･里山の放置などによる自然

生態系の質の劣化等により、生物多様性の危機

が進行する一方、ＮＰＯ等による自然環境の保

全･再生への実践活動が根付きつつあり、県内２

モデル地域において、平成 17 年度に地域住民、

専門家等で策定した保全・再生活動実施計画に

基づき、県民の参画と協働による貴重な自然生

態系の保全・再生活動を推進している。 
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 ア 播磨ため池群（加西市・小野市周辺のベッ

コウトンボ生息ため池群） 
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   種の保存法で国内希少野生動物種に指定さ

れているベッコウトンボをはじめ多様な動植

物が生息・生育するため池の自然生態系の保

全・再生を図っていく。 

   平成 17 年度に地域住民や専門家等の参画

を得て設立した「播磨ため池自然再生クラブ」

を中心にハスの刈り取り、池干し等の保全・

再生活動を実施している。 

 

イ 氷ノ山周辺地域 

氷ノ山周辺の湿原やススキ草原等において、

乾燥化や灌木侵入等の問題が生じているため、

多様な動植物が生息・生育する湿原及びスス

キ草原等自然生態系の保全・再生を図ってい

く。 

地域住民やＮＰＯ等と協働で保全・再生活

動を展開するとともに、多くの人に自然の大

切さや保全・再生活動の必要性を訴え賛同者

を得るため、ササ刈りや自然観察会等を実

施・開催している。平成 18 年 12 月には、氷

ノ山周辺地域における自然再生活動の協議・

調整の場としての役割を担う「氷ノ山周辺地

域保全・再生活動協議会」を設立し、保全再

生活動の充実を目指している。 

 

 (2) 「上山高原エコミュージアム」の推進 

  イヌワシなど貴重な野生生物が生息する上山

高原とその周辺地において、豊かな自然環境の

保全や自然と共生した地域の暮らしを学び実践

する「自然環境保全・利用のモデル拠点」づく

りを進めるため、ＮＰＯ法人上山高原エコミュ

ージアムを中心に幅広い県民の参画と協働によ

り、ススキ草原やブナ林復元等の自然保全活動、

地域資源を生かした多彩な交流・実践プログラ

ムを実施している。 

平成 18 年７月 29～30 日には、上山高原エコ

ミュージアムの拠点施設となるビジターセンタ

ー「上山高原ふるさと館」の完成を契機とする

グランドオープニングプログラム（記念式典及

び交流プログラム等）を、NPO、町とともに開催

した。 

 

 

 

(3) 

  

め

と

オ

全

て

  

  

  

  

 

(4) 

  

よ

づ

に

の

害

対

有

に

る

態

く

れ

保

の

ビジターセンター（上山高原ふるさと館）

自然環境保全再生への参画の推進 

多くの県民に身近な自然体験をしてもらうた

のナチュラルウオッチャー事業を継続すると

もに、平成 18 年度から新たに「ナチュラルウ

ッチャーリーダー」を募集登録し、地域の保

再生活動等への積極的な参画を図ることとし

いる。 

＜ナチュラルウオッチャーリーダー＞  

・役割：自然観察会等における解説・指導 

    地域の自然環境の保全・再生活動 

・登録：１０４名（平成 19 年２月末） 

特定外来生物対策の推進 

平成 17 年６月に施行された「特定外来生物に

る生態系等の被害の防止に関する法律」に基

き、防除対象として公示された特定外来生物

ついて、農林水産部等庁内関連部局との連携

下、生態系への被害、人の身体・生命への被

、農林漁業等への被害の防止・軽減に向け、

策を講じていくこととし、被害の分野ごとに

識者で構成される検討委員会を平成 17 年度

設置し、被害の軽減、防止対策を検討してい

。 

生態系保全対策については、①地域固有の生

系が残っており、②動植物の種の多様性が高

、③貴重種も確認される外来生物対策の急が

る地域（防除優先実施地域）において、環境

全団体や市町、漁業協同組合、関係機関等と

連携により防除を実施している。 
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第２ 今後の方向性 

１ 瀬戸内海の保全と再生に向けた取組の推進 

 (1) 「瀬戸内海再生活性化法（仮称）」の制定に

向けた働きかけ － めざせ 100 万人！瀬戸

内海再生大署名活動 － 

瀬戸内海の生物多様性を確保し、水産資源の

回復等豊かな海として再生を図るとともに、美

しい海を取り戻すための法整備の実現を目指し、

瀬戸内海環境保全知事・市長会議と連携し、環

境保全月間の６月末まで瀬戸内海再生１００万

人大署名活動を展開する。署名はとりまとめの

上、国へ提出し、法整備を要望するとともに、

国会議員連盟の設立、瀬戸内海再生方策のとり

まとめを目指す。 
 
 (2) 瀬戸内海再生事業 

瀬戸内海の生態系を回復し、生物多様性に富

む海として再生するため、「自然を活用した水

質改善方策」や「海域及び底泥の直接浄化」の

技術について、平成 17～19 年度の３年間で、瀬

戸内海再生事業技術検討委員会において検討・

評価するとともに、海藻等回収・バイオマス利

用による水質改善方策等について実証試験を行

い、これらの再生技術を活用した瀬戸内海再生

事業の推進を図っていく。 
 
(3) 播磨灘の里海づくり事業の実施 

  県が先導的に実施してきたコウノトリの野生

復帰、尼崎２１世紀の森づくり、淡路夢舞台の

緑化などの自然再生プロジェクトに続く４つめ

のプロジェクトとして、開発等により、干潟な

ど海浜自然の消失や劣化などが進んできた播磨

灘沿岸域（赤穂市、相生市、たつの市）におけ

る自然再生に取り組む。 
 ア 自然再生基礎調査の実施 

   自然再生に係る現状と課題、方向等につい

て既存資料等を中心にした各種情報収集や現

地踏査を実施し、再生箇所を抽出する。 
 イ 播磨灘里海づくり専門委員会（仮称）の設

置 

   沿岸域の自然再生に造詣の深い学識者等に

よる専門委員会を設置し、自然再生基礎調査

の実施方法や再生の考え方・進め方等を検討

するとともに、関連事業実施の指導調整を行

う。 
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播磨沿岸の自然再生（イメージ） 

 

 

海辺の緑化・植栽 

 

干潟の修復 

 

藻場の造成 

 

対象エリアと重点地区 
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２ 自然環境の保全と再生 

 (1) 県民の参画と協働による自然環境の保全・再

生 

県民の参画と協働による自然環境の保全・再

生を推進するため、平成 18 年度に引き続き、

「播磨ため池群」及び「氷ノ山周辺地域」にお

いて地域住民や専門家等とともに貴重な自然生

態系の保全・再生活動を推進するとともに、上

山高原とその周辺地域において NPO 法人上山高

原エコミュージアム及び新温泉町とともに「上

山高原エコミュージアム」を推進していく。 

  また、ナチュラルウオッチャーリーダーの募

集・登録を進め、地域の自然環境の保全再生へ

の積極的な参画や相互の交流を図っていく。 

 

 (2) 自然公園ふれあい全国大会（仮称）の開催 

  国立・国定公園等の自然とのふれあいを増進

するため、昭和 34 年から全国の都道府県で自然

公園大会が開催されてきたが、平成 19 年度は、

自然公園法制定 50 周年であり、これを契機にこ

の大会をエコツーリズムをはじめとする自然と

のふれあいの新たな推進を目指すイベントに一

新し、瀬戸内海国立公園六甲地域で開催する。 
  大会開催を契機に、自然とのふれあいや環境

学習等の一層の推進に向け、関係機関・団体等

の連携を深め、活動基盤の強化を図るとともに、

六甲山をはじめとする本県自然公園の自然・文

化などの魅力を内外に発信することにより、観

光ポテンシャルの増大など地域の活性化を目指

す。 
 
 (3) 特定外来生物対策の推進（生態系被害防止対

策の推進） 

  特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律（外来生物法）の施行を踏まえ、

県における特定外来生物による生態系への被害

を防止するため、市町や漁協、自然保護団体等

関係団体の協力のもと、特定外来生物の防除を

行い、生態系被害の軽減、防止を図っていく。 

 

ア 種の多様性が高い地域における防除 

   種の多様性が高い地域など保全の優先度等

の観点から防除対象地域を選定し、防除を実

施する。 

 

イ 情報収集、モニタリングの実施 

  特定外来生物に関する生息・生育状況につ

いて、情報収集を図るほか、防除対象地域で

のモニタリングを実施する。 

 

ウ 検討委員会等の開催 

① 生態系保全対策検討委員会 

 防除対象地域における効果的な防除方法や

生態系保全の課題等について有識者による検

討を行う。 

② 委員長会議（全体委員会） 

 特定外来生物による農林業被害等に関する

検討委員会及び生態系被害の各委員会間の課

題の相互理解や共通認識を図るため、各分野

別委員会の代表者等による委員長会議を開催

する。 

 
第５節 地球環境問題への対応 
 
第１ 平成 18 年度における主な取組 

１ 地球温暖化防止対策の推進 

 (1) 新兵庫県地球温暖化防止推進計画の推進 

  本県では、地域からの地球温暖化防止に向け

た取組を積極的に進めるため、国の京都議定書

目標達成計画や県の温暖化防止対策の推進状況、

事業者の温暖化ガス排出抑制の取組などを踏ま

えて、平成 18 年７月に「新兵庫県地球温暖化防

止推進計画」の見直しを行い、平成 22 年度の温

暖化ガス総排出量を平成２年度に比べ６％削減

することを目標として、対策に取り組むことと

した。 

今後は、同計画に基づき、排出量に占める割

合の大きい産業部門や温暖化ガス排出量の増加

の大きい民生部門や運輸部門について、省エネ

や太陽光などのグリーンエネルギーの導入促進、

ライフスタイルの改善、天然ガス自動車などク

リーンエネルギー自動車の普及、エコドライブ

の普及などの対策を進めていく。 
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 (2) 条例に基づく事業者への温暖化防止対策の

指導 

  「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、

一定規模以上の工場・事業所等に排出抑制計画

書・措置結果報告書の提出を義務付けていたと

ころであるが、平成 18 年３月に条例を改正して、

対象とする工場等の規模を見直す（燃料・熱使

用量と電気使用量の合計が原油換算で

1,500kl/年以上）とともに、新たに運輸事業者

も対象に加えた。 
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２ 国際環境協力の推進 

 (1) 中国広東省との環境保全技術交流の推進 

  中国広東省との友好提携 10 周年(平成４年)

を契機に、重点交流分野の１つとして環境保全

における技術交流を進めている。 

平成 18 年度は、広東・海南省へ環境保全技術

交流団を派遣し、広東省との次期交流協議書（平

成 19 年度～平成 21 年度）締結に向けた実務的

協議も実施するとともに、海南省側のニーズの

高い環境分野（環境と調和した地域づくり、生

態系保全等）での技術協力を行った。 

    また、広東省から技術交流団を受け入れ、廃

棄物対策や環境産業育成など政策分野を含む技

術研修を実施した。 

 
 (2) ブラジルパラナ州との環境協力の推進 

「兵庫県・パラナ州友好提携３０周年記念共

同声明」(平成 12 年)を契機に、地球の環境の保
全に資するための環境の技術交流を進めている。 

    平成 18 年度は、県内において、市民・民間団
体の参画による環境保全、環境学習・教育をテ

ーマに、「兵庫県・パラナ州 環境交流フォーラ

ム」を開催した。 
 
第２ 今後の方向性 

１ ひょうごＣＯ２削減推進事業 － 止めよう

温暖化！ ～ひょうごから あなたから～ － 

温暖化ガス排出量６％削減の目標である平成

22 年度に向けて、排出量に占める割合の大きい産

業部門、排出量の増加率の大きい民生家庭部門の

取組を重点的に進めていく。 

 そのため、平成 19 年度から３カ年「止めよう温

暖化！～ひょうごから あなたから～」をキャッ

チフレーズに、県民、事業者、行政が一体となっ

て一大キャンペーンを展開する。 
 

  

 (1) 産業部門での取組の推進 

ア 排出抑制目標の更なる強化 

   県の温暖化ガス総排出量は、産業部門が全

体の約７割を占めていることから、目標達成

を確実なものにするため、産業部門における

更なる対策の強化を行う。 
①大規模事業者に対する指導 

   大規模事業者に対し、環境の保全と創造に

関する条例に基づく温暖化ガス排出抑制計画

について更なる削減を指導する。 
  ②対象事業所の拡大 

   条例対象外の事業所に対して、指導要綱に

より温暖化ガス排出抑制計画の策定を求め、

産業部門のより一層の排出削減を図る。 
  
イ 先導的な取組の公表 

   事業者が行った温暖化ガス排出抑制の先導

的な取組について、県がホームページや広報

媒体を活用して公表し、事業者の自主的な取

組を促進する。 
  
ウ ＣＯ２削減キャンペーンへの取組 

   ＣＯ２削減キャンペーンへの積極的な参加
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の呼びかけを行い、キャンペーン期間中のエ

コオフィス運動などの自主的な取組状況につ

いて報告を求め、公表する。 
  
 (2) 民生（家庭）部門での取組の推進 
 ア 省エネ家電の普及に向けた家電量販店等と

の連携（協定の締結など） 

   兵庫県電機商業組合や家電量販店と連携し、

省エネ家電の普及を推進する。 
 
 イ 省エネ家電フェア等の開催等を通じた啓発 

  ①環境にやさしい買物運動との連携 

   環境にやさしい買物運動推進委員会と連携

し、省エネ基準達成率の高い家電製品等を選

ぶ運動を進める。 
  ②省エネ家電フェアの開催 

   県下１０地域で省エネ家電フェアを開催し、

広く県民に省エネ家電のメリットや地球温暖

化防止の必要性を啓発する。 
  ③地球温暖化防止活動推進員による省エネ行

動の普及 

   地球温暖化防止活動推進員・協力員による

冷暖房温度の適正化、主電源オフによる待機

電力カット、省エネ機器への買換など省エネ

行動の普及啓発を行うことにより、温暖化ガ

スの削減を図る。 
④広報媒体を活用した啓発 

   省エネ機器の省エネ効果や省エネ行動の成

果について、県民だよりひょうごなどあらゆ

る広報媒体を利用して啓発を行う。 

 

 
ウ レジ袋削減に向けた全県的な取組 

  ・容器包装リサイクル法の改正を受け、容器

包装類の発生を抑制するため、事業者（ス

ーパー等）、消費者団体、行政が連携し、マ

イバッグ運動とあわせて、レジ袋の有料化

などレジ袋削減を全県的に推進する。 
  ・スーパー等で徴収するレジ袋代の一部を県

全体で積み立て、地球温暖化防止活動やリ

サイクル推進の活動支援を行う基金創設を

検討する。 
 

 (3) 運輸部門等での取組の推進 

  一定台数以上の自動車を使用する運輸事業者 
 等に対して、エコドライブの指導や啓発を行う 
とともに、コンビニや量販店等の駐車場の管理 
者に対して、アイドリングストップの周知や啓 
発幕の掲示を要請する。 

 
 (4) グリーンエネルギーの導入促進 

 ア ＢＤＦの導入促進 

   ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）について

検討会を設置し、廃食用油を回収し精製して

製造するＢＤＦの県内での利用促進を図る。 
 
 イ 潮流発電等未利用エネルギー利用の検討 

   グリーンエネルギーの導入を促進するため、

検討会を設置し、潮流発電等未利用エネルギ

ーの利用方策について検討を行う。 
 
 ウ 風況調査の実施 

   グリーンエネルギー１０倍増作戦として位

置付けている風力発電設備の積極的な導入に

向けて、兵庫県域の風況調査を実施する。 
 
 (5) 太陽光発電フェアの開催 

  太陽光発電設備の見本展示などを行う太陽光

発電フェアを開催し、県民、事業者の太陽光発

電に対する理解を深めるとともに、住宅用太陽

光発電設備のより一層の普及を図る。 
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住宅用太陽光発電設備 
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２ 兵庫県と広東省・江蘇省との環境ビジネス交

流事業 

  中国の環境の状況は、早急に改善すべき段階

にきており、中国側から環境の幅広い分野での

具体的な事業実施に関する連携・協力が求めら

れている。特に、姉妹提携等を結んでいる広東

省、江蘇省においては、環境問題が深刻化して

おり早急な対応が求められている。 

  そこで、県内企業が有する環境改善技術につ

いて、広東省及び江蘇省に対して情報を発信す

るとともに、具体的な環境改善事業について日

中両国の企業間の連携した取り組みを促すこと

により、中国における環境問題の解決に資する

とともに、兵庫県企業の中国でのビジネスチャ

ンスの拡大を図る。 

 
 (1) ホームページの開設 

  中国国内の環境改善事業に必要な処理技術等

を検索できるよう、県内企業が有する環境改善

技術を掲載するホームページ（日本語・中国語）

を開設する。 

 

 (2) 具体的な事業 

ア 広東省については、大気汚染、水質汚濁、

廃棄物処理等の環境分野を対象とする処理施

設メーカーや環境コンサルタント事業者等を

構成員とする「兵庫県・広東省環境ビジネス

交流会議（仮称、事務局：(財)兵庫県環境ク

リエイトセンター）」を設立し、広東省環境保

護産業協会と連携交流し、大気汚染、水質汚

濁、廃棄物等にかかる処理技術等について具

体的な情報交換を行う。 

 

イ 江蘇省については、環境ビジネス交流の仕

組みづくりの協議を香港事務所を通じて行う。 

 

 



 
 
第２部 兵庫県における環境問題と取組の

経緯 
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第１章 大気環境問題と対策 

 兵庫県の大気汚染は、昭和30年代からの高度成

長期を通じて、エネルギー消費量が急速に増大す

るとともに、石炭から石油へとエネルギー源が転

換されることにより、大気汚染が当初はばいじん

を中心としたものから硫黄酸化物を中心とした汚

染に形態を変化させつつ広域化、深刻化していっ

た。 

 昭和40年代半ばには、兵庫東部地域で光化学ス

モッグによる被害が発生するようになったため、

昭和46年には「光化学スモッグ防止対策暫定要領」

を制定し、その対策を開始、さらに、「兵庫県広域

大気汚染緊急時対策実施要綱」「阪神広域大気汚

染対策実施要綱」を制定し、大気汚染の防止と緊

急時の対策を強化した。 

 昭和40年代も終わりになると、硫黄酸化物は相

次ぐ排出基準の強化により改善の兆しを見せ始め

たが、抜本的な改善にはいたらず、昭和49年には

「大気汚染防止法」の一部改正により、総量規制

が導入され、本県では阪神地域（昭和51年）及び

播磨地域（昭和52年）で総量削減計画及び総量規

制基準を設定した。これらの規制及び脱硫装置の

導入、燃料の低硫黄化等により、本県の硫黄酸化

物による汚染は着実に改善された。 

 一方、窒素酸化物による大気汚染が新たな問題

として認識されるようになった。昭和48年には、

二酸化窒素の環境基準（昭和53年に改訂）、工場に

対する排出基準（以降、順次強化）が定められ、

さらに、昭和59年には、「阪神地域窒素酸化物総合

対策推進要綱」を策定し、これらに基づき規制指

導を行った。 

 また、モータリゼーションの進行により、昭和

40年代から問題となってきた自動車排出ガスによ

る大気汚染、騒音等の自動車公害については、昭

和50年度以降排出ガス、騒音について相次ぐ自動

車単体規制の強化が行われるとともに、昭和55年

には「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が制

定され、昭和57年に国道43号及び阪神高速道路が

沿道整備道路に指定された。 

 航空機騒音に係る環境基準（昭和48年）、新幹線

鉄道騒音に係る環境基準（昭和50年）が設定され

たのもこの時期である。 

 昭和50年代には改善の傾向が見られた二酸化窒

素濃度は昭和60年代に入ると再び上昇の傾向を見

せ始めた。従来の固定発生源の対策に加え、自動

車交通量の増大に対応した対策が必要となり、平

成４年に「自動車から排出される窒素酸化物の特

定地域における総量の削減等に関する特別措置

法」が制定され、阪神地域が特定地域に指定され

た。平成５年には「阪神地域窒素酸化物総量削減

基本方針」が策定され固定発生源等の対策を行っ

てきた。 

 平成７年１月の震災により倒壊した建築物の解

体工事に伴うアスベストの飛散が懸念されたこと

から、建設事業者等に対し飛散防止対策を指導す

るとともに、平成８年１月からは「環境の保全と

創造に関する条例」において、規制を開始した。 

 平成９年４月に施行された改正大気汚染防止法

に基づき、低濃度であっても長期的暴露によって

健康被害が懸念されるベンゼン等の有害大気汚染

物質について、環境モニタリングの実施や排出事

業場への指導を行っている。 

 平成11年７月には「ダイオキシン類対策特別措

置法」が公布され、環境モニタリングの実施や排

出事業場への指導を行っている。 

 また、平成13年６月には、「自動車から排出され

る窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法」が公布され、

対象物質に粒子状物質が追加されるとともに、阪

神地域と播磨地域が窒素酸化物対策地域及び粒子

状物質対策地域（対策地域）に指定された。 

 この法律により、平成14年10月から対策地域内

において、車種規制（排出基準を満たさない車両

の登録規制）が実施されている。 

 さらに、県では、環境基準の達成をより確実な

ものとするため、平成15年10月に「環境の保全と

創造に関する条例」を改正し、特別対策地域（阪

神東南部２区４市）内での排出基準を満たさない

自動車の運行規制を平成16年10月から開始した。 

 平成16年５月には、光化学オキシダントや浮遊

粒子状物質の生成に関与する揮発性有機化合物

(ＶＯＣ)の規制を盛り込んだ改正大気汚染防止法

が公布され、平成18年４月より本格施行されてい
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る。 

  また、平成17年６月にアスベストが社会問題化
したことから、平成17年12月に大気汚染防止法が

一部改正され、規模要件が撤廃されるなど規制対

象が広がり、平成18年３月より施行されている。

さらに、環境の保全と創造に関する条例施行規則

等を改正し、平成17年11月より非飛散性アスベス

トを含有する80㎡以上の解体工事について、届出

や飛散防止の基準を設けるなど規制を強化してい

る。 

 

第２章 水環境問題と対策 

 昭和 30 年代は、工場や家庭からの排水により、

瀬戸内海に注ぐ主要な河川で汚濁が進むようにな

った。また、これらの河川水や臨海地域の工場か

らの排水が流入する瀬戸内海の汚濁も進み、それ

までは大阪湾での局地的な発生であった赤潮が、

昭和 40 年代には瀬戸内海のほぼ全域で頻繁に発

生するようになり、漁業資源に重大な影響を与え

るようになった。 

 そのため、昭和 45 年には「水質汚濁防止法」が、

昭和 48 年には「瀬戸内海環境保全臨時措置法」

（昭和 53 年に「瀬戸内海環境保全特別措置法」に

改正）が制定されるなど、法的整備が進められた。 

 昭和 53 年からは水質総量規制制度が導入され、

昭和 55 年にＣＯＤ※に係る総量削減計画、ＣＯＤ

総量規制基準（その後、昭和 62 年度２次、平成２

年度３次、平成８年度４次、及び平成 14 年度５次

（窒素及びりん追加）を策定）、並びに燐及びその

化合物に係る削減指導方針（平成８年度窒素追加）

を相次いで策定、さらに、昭和 56 年には、瀬戸内

海の環境保全に関する兵庫県計画（昭和 62 年度、

平成４年度及び平成９年度に一部変更、平成 14

年度変更）を策定し、これらに基づき規制・指導

を進めてきた。 

 また、県下の生活排水処理率を 99％に高める

「生活排水 99％大作戦」を平成３年度から平成 16

年度まで推進し、さらに平成 17 年度からは「生活

排水 99％フォローアップ作戦」を展開している。 

 こうした取組により、県下の河川や海域の水質

は、相当の改善がみられるが、生活環境項目に関

しては、河川が長期的に改善傾向にあるのに対し、

海域では横ばい傾向にある。 
 これは、富栄養化によるＣＯＤ内部生産の他、

瀬戸内海が海水交換の良くない閉鎖性水域である

こと等から、短期間での水質改善を困難にしてい

るためであると考えられる。そのため、引き続き

生活排水対策や産業排水対策などを計画的に推進

している。 

 さらに、失われた自然の再生・回復、 健全な水
循環の再生・回復、人と自然のつながりの再生・

回復を目指して、森・川・海を一体とした環境保

全、環境再生に取り組むため、平成 14 年５月に「ひ

ょうごの森・川・海再生プラン」を策定した。こ

のプランでは、森、川、海の再生に係る施策・事

業を総合的に進めるとともに、様々な人々の参画

と協働により、流域ごとの特色ある取組を進めて

いる。 
 
第３章 廃棄物問題と対策  

 昭和 45 年に制定された「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」により、廃棄物問題は公衆衛生上

及び生活環境保全上の観点からとらえられるよう

になり、産業廃棄物の概念も確立された。昭和 51

年には第１次産業廃棄物処理計画が、昭和 58 年に

は第２次産業廃棄物処理計画が策定された。また、

昭和 48 年の「ポリ塩化ビフエニール（ＰＣＢ）等

の取扱いの規制に関する条例」の他、「重金属類等

を含む産業廃棄物の適正処理に関する要綱」を制

定（昭和 51 年）し、環境汚染の防止を図ることと

した（法規制強化により、同要綱は平成 12 年３月

廃止）。一方、増大する廃棄物の処分に対応するた

め、昭和 50 年に（財）兵庫県阪神環境事業公社（昭

和 58 年（財）兵庫県環境事業公社に、平成７年（財）

兵庫県環境クリエイトセンターに改組）を設立し、

昭和 52 年から阪神間での廃棄物の広域処理（埋立

処分）に着手した。さらに、大阪湾地域の廃棄物

の広域処理に対応するために、昭和 56 年に「広域

臨海環境整備センター法」が制定され、大阪湾フ

ェニックス事業が開始された（平成２年１月から

受入）。 

 昭和 60 年代に入ると、廃棄物の急速な増大や多

様化が進む中、産業廃棄物処理施設の立地に係る

紛争が多発するようになった。これに対応するた
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※COD(Chemical Oxygen Demand)：化学的酸素要求量。水中の汚濁物質を化学的に酸化し、安定させるのに必要な酸素の量。
値が大きいほど水質汚濁は著しい。 
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めに、平成元年に「産業廃棄物処理施設の設置に

係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定する

ことにより、産業廃棄物処理施設の設置に係る合

意形成ルールを確立した。 

 また、ごみ処理経費の増大や環境意識の高まり

のなかで、リサイクル・排出抑制の動きが本格化

し、次の各種リサイクル法が制定され、循環型社

会の形成を推進するための法体系が整った。平成

３年：再生資源の利用の促進に関する法律（平成

12 年に資源の有効な利用の促進に関する法律（資

源有効利用促進法）に改正）、平成７年：容器包装

に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律」（容器包装リサイクル法）、平成 10 年：特定家

庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）、平成

12 年：建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律（建設リサイクル法）、循環型社会形成推進基

本法、食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（食品リサイクル法）、平成 14 年：使用済自

動車の再資源化に関する法律（自動車リサイクル

法） 

 一方、有害物質対策に関し、平成 11 年に「ダイ

オキシン類対策特別措置法」が、平成 13 年に「ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法」がそれぞれ制定されている。 

 環境の世紀といわれる 21 世紀を迎え、兵庫県で

は、平成 13 年５月に新世紀初頭における廃棄物・

リサイクル対策の指針となる「ひょうご循環社会

ビジョン」を策定し、兵庫県の廃棄物処理・リサ

イクルを巡る現状と課題を明らかにしたうえで、

目指すべき社会像を提示するとともに、実現に向

けた基本的方策や具体的戦略を示した。ビジョン

の実施計画であり今後の廃棄物行政を推進するた

めの行政計画である「兵庫県廃棄物処理計画」を

平成 14 年３月に策定した。19 年３月には、これ

までの計画の進捗状況等を検証した上で計画の見

直しを行う予定である。 

 さらに、県では、広域的なリサイクル拠点の整

備を図り、循環型社会の形成を推進するため、既

存の産業基盤等を活用した資源循環体制の構築を

目指す「ひょうごエコタウン構想」を策定し、平

成 15 年４月に環境省・経済産業省の承認を受けた

（近畿では初、全国では 18 番目）。この構想を推

進していくため、平成 15 年 12 月に「ひょうごエ

コタウン推進会議」（事務局：（財）兵庫県環境ク

リエイトセンター）を設立し、リサイクルの事業

化支援や産学官の協力・連携による調査研究等を

行うなど、循環型社会の形成に向けた取組を推進

している。 
 一方、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理に

対応するため、県では平成 15 年 12 月に「産業廃

棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」を施

行し、県民の生活環境の保全、生活の安全の確保

を図っている。 
  
第４章 自然環境問題と対策 

 都市化や開発の進行に対応し、自然環境を保全

するために、昭和46年に、基本計画の策定や県独

自の自然環境保護地区等の指定制度を内容とする 

「自然保護条例」を制定し、総合的な自然環境保

全行政へ第一歩を踏み出した。 

 国においても、昭和47年に自然環境保全地域等

の設定等を内容とする「自然環境保全法」が制定

され、これを受けて、昭和49年に「自然環境保全

審議会」を設置した。また、国の制度との整合を

図るとともに、併せて緑化を推進するために、昭

和49年に条例を改正し、名称を「自然環境の保全

と緑化の推進に関する条例」とした。そして、昭

和50年に条例に基づき、本県の自然環境の保全に

関する基本方針を定めた「自然環境保全基本計画」

を策定し、これに基づき総合的な施策を展開した。

昭和60年には「全県全土公園化の推進に関する条

例」（昭和60年条例第12号）を制定し、緑化の推進

もこの条例に包含したため、「自然環境の保全と

緑化の推進に関する条例」を「自然環境保全条例」

に改めた。 

 その後、開発から自然環境の保全、自然とのふ

れあいの増進等がより一層強く求められるように

なった。また、希少な野生動物の保護が国際的な

課題ともなった。これらを背景に、県では、平成

３年に「自然環境保全基本計画」を改訂し、貴重

な野生動物等調査事業に着手するとともに、県立

自然公園の整備を促進するために、公園計画の策

定、改訂に着手し、総合的かつきめ細かな自然環

境保全のための施策を展開している。 
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 一方、リゾートブームからゴルフ場の整備計画

が頻出したが、土地利用面での規制強化と併せて、

自然環境の保全等の観点から、平成３年に「ゴル

フ場の開発に係る環境影響評価の手続きに関する

要綱」を制定した。 
 また、人間の活動に伴う環境変化の影響で生物

多様性が損なわれ、多くの生物種や生態系が存在

の危機に直面していることから、国において、平

成４年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の

保存に関する法律」が制定された。本県において

も、平成７年に制定した「環境の保全と創造に関

する条例」において、絶滅の恐れのある貴重な野

生動植物種を保全するため、指定野生動植物種の

保存に関する規定を設け、保存を図るべき種と生

息地･生育地の指定、指定地域内での捕獲・殺傷・

採取・損傷の禁止、土地の改変行為等の制限を規

定している。 
 さらに、「環境の保全と創造に関する条例」の改

正により、土石採取等に係る自然景観を保全する

ため、平成13年に、「土石採取等を行う者が遵守す

べき基準」を定め、ヒートアイランド現象等の都

市環境問題を改善するため、平成14年に、屋上緑

化等の建築物の緑化を義務づける規定を設けた。 
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 また、審議会の運営の合理化を図るとともに、

複雑かつ多様化する環境問題について総合的に調

査審議するため、平成14年に「自然環境保全審議

会」を廃止し、「環境審議会」において自然環境の

保全に関する重要事項等の調査審議を行うことと

した。 

 兵庫県における自然公園は、瀬戸内海国立公園

の第１次拡張として、昭和25年５月に淡路島の門

崎、由良、諭鶴羽山などや赤穂御崎、室津海岸、

家島群島などの西播磨地方の海岸が指定を受けた

ことにはじまる。 

 さらに、昭和31年５月には瀬戸内海国立公園の

第２次拡張に際して、六甲山一帯及び淡路島の慶

野松原などが追加された。 

 その後、「国立公園法」は「自然公園法」に改め

られ国立公園、国定公園及び県立自然公園の自然

公園体系が整えられた。 

 さらに、昭和38年７月には山陰海岸国定公園(昭

和30年６月指定)が国立公園に昇格した。 

 また、昭和44年４月には扇ノ山、氷ノ山、日名

倉山など鳥取、岡山県境の山岳地帯が氷ノ山後山

那岐山国定公園に指定された。 

 海中公園は、昭和46年１月豊岡海中公園(御待

岬)、竹野海中公園(大浦)、浜坂海中公園(田井松

島、海金剛)の４カ所が山陰海岸国立公園内に指定

された。 

 一方、県立自然公園については、昭和32年４月

に多紀連山、猪名川渓谷、清水東条湖（平成12年

「清水東条湖立杭」に名称変更）が指定され、昭

和33年11月に朝来群山、音水深林（平成11年「音

水ちくさ」に名称変更）が、昭和34年７月に但馬

山岳、西播丘陵が、昭和36年３月に出石糸井、播

磨中部丘陵が、昭和38年５月に雪彦峰山が、昭和

40年６月に笠形山千ケ峰がそれぞれ指定されて、

県下に11力所の県立自然公園が指定されている。 

 兵庫県の自然公園は、但馬、丹波、播磨、阪神、

淡路の各地域に適正に配置されており、これらの

公園の総面積は166,015ha、県土面積に占める割合

は約20％で、平成17年の年間利用者は約3,197万人

を数え、県民の自然とのふれあいの場として重要

な役割を果たしている。 

 

 
雪彦山（雪彦峰山県立自然公園） 

 また、平成14年３月に策定された「新・生物多

様性国家戦略」を踏まえて自然公園の生物多様性

保全機能を強化するため、平成14年４月に自然公

園法が改正され（平成15年４月施行）、国及び地方

公共団体の責務として「自然公園における生物の

多様性の確保」が明示されるとともに、新たに土

石等の集積、指定動物の捕獲、湿原などの指定区

域内への立入等の規制や公園管理団体との風景地



 

 
21 

保護協定の締結による自然公園管理等の新たな制

度が設けられた。 

 さらに、外来生物による我が国の生態系、人の

生命・身体、農林水産業に係る被害を防止するた

め、平成 16 年６月に「特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関する法律」が制定（平成

17 年６月施行）され、生態系等に被害を及ぼすも

のを政令で指定し、その飼養・輸入等の規制が開

始され、国のほか地方公共団体等の参加による防

除等対策が行われることとなった。 

 

第５章 地球環境問題と対策 

 人口増加や社会経済のグローバル化、大量生

産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルが進

むにつれて、環境問題は質、量ともに様変わりし

た。従来の産業型公害から、自動車排出ガスや生

活排水、廃棄物等を中心とした生活型公害へと変

容するとともに、地球温暖化、酸性雨、オゾン層

の破壊、生物多様性の減少、残留性有機汚染物質

等の地球環境問題がクローズアップされてきた。 

 県では、平成９年に開催された「気候変動に関

する国際連合枠組条約第３回締約国会議（COP3）」

で採択された「京都議定書」を踏まえて、「地球

温暖化対策の推進に関する法律」に基づき「新兵

庫県地球温暖化防止推進計画」を平成12年に策定

（平成18年に改訂）するとともに、同計画の実効

性を高めるため、「兵庫県地球温暖化防止活動推

進センター」を指定し、さらに、平成14年には、

エネルギー面での循環型社会の形成に向けて、

「グリーンエネルギー推進プログラム」を策定す

る等、地球温暖化防止活動の推進や太陽光発電等

のグリーンエネルギーの普及促進等各種施策を実

施している。一方で、県内の経済活動の主体とし

て大きな位置を占める本県の事務事業の実施に当

たっては、「環境率先行動計画」（平成10年度策

定・平成13年度改定）を策定し、温室効果ガス排

出量の削減に向け、県施設の省エネ化等にも計画

的に取り組んでいる。 

 また、平成６年、全国に先駆けて「兵庫県フロ

ン回収・処理推進協議会」を設立し、県民・事業

者・行政が一体となってフロンの的確な回収・処

理を進めるとともに、平成７年には「環境の保全

と創造に関する条例」において、全国で初めてフ

ロン放出禁止を規定した。 

 平成13年にオゾン層保護や地球温暖化防止のた

め、公布された「特定製品に係るフロン類の回収

及び破壊の実施の確保等に関する法律」（フロン

回収破壊法）の施行と合わせて、フロン類の大気

中への排出を抑制するための指導・規制を行って

いる。平成15年には、全国に先駆けて、本県にお

ける総排出量の大部分を占める工場等における温

室効果ガスの排出を抑制するため、一定規模以上

の工場等を設置し、または管理する事業者に、特

定物質（温暖化ガス）の排出抑制計画作成及び知

事への提出を義務付けるなどし、事業部門におけ

る自主的な温暖化ガス排出抑制対策を推進してお

り、更に平成18年からは自動車運送事業者も対象

に加えている。 

 また、地球環境問題への国際的なネットワーク

の構築に向けた取組として、世界の閉鎖性海域の

環境保全を図るため、世界閉鎖性海域環境保全会

議（エメックス）を平成２年（第１回）と平成13

年（第５回）に兵庫県において開催するとともに、

平成６年に設立された国際エメックスセンターの

活動を支援している。 

 さらに平成11年に設立されたアジア太平洋地球

変動研究ネットワーク（ＡＰＮ）センターや、平

成13年に開設された財団法人地球環境戦略研究機

関（ＩＧＥＳ）関西研究センターの活動について

も積極的な支援を行っている。 

 また、環境友好提携を結んでいる中国広東省や

ブラジル・パラナ州などとの間で環境保全技術交

流を実施している。 

 
第６章 総合的な環境保全対策 

 昭和30年代から40年代にかけての高度成長期に

おいては、県は、国に先んじて、「公害防止条例」

（昭和40年）や「自然環境保全条例」（昭和46年）

を制定した。国における「公害対策基本法」（昭和

42年）「自然環境保全法」（昭和47年）の制定後は、

これらの法と条例の体系のもと、全国に先駆けて、

昭和52年「兵庫県地域環境計画」を策定し、県に

おける環境行政の総合的展開の基盤が確立した。 

 その後、「全県全土公園化の推進に関する条例」



第２部 兵庫県における環境問題と取組の経緯 

 
本庁舎の太陽光発電 

（昭和 60 年）を制定するとともに、「地域環境計

画（ひょうご快適環境プラン）」（平成２年）を策

定し、快適な環境を創造するための政策を積極的

に推進した。 

 しかしながら、従来の産業型公害に加え新たに

自動車公害、生活排水、廃棄物の増大等の都市・

生活型公害が問題となり、さらに地球温暖化、酸

性雨、オゾン層の破壊等の地球規模の環境問題が

健在化してきた。また、阪神・淡路大震災（平成

７年１月）は、自然への畏敬の念を失ってはなら

ないという戒めを与えるとともに、人と人との協

力の大切さとそれをもたらす成果の大きさを示し

た。 

 このような時代の変化を踏まえ、県では従来の

「公害防止条例」や「自然環境保全条例」などを

発展的に統合し、新たに「環境の保全と創造に関

する条例」（平成７年）を制定した。 

 そして、この条例の趣旨にのっとった環境政策

を推進するため、兵庫県環境基本計画（平成８年

策定・平成 14 年改定）を策定し、環境適合型社会

の形成を目指し、社会の構成員すべての参画と協

働を基調として、健全で恵み豊かな環境を保全し、

ゆとりと潤いのある美しい環境を創造するための

兵庫県の環境特性を踏まえた施策を総合的かつ計

画的に推進してきた。特に、県が行う公共工事に

ついては、平成 14 年度以降、県が事業主体となり

直接発注する総事業費１億円以上の公共工事につ

いて、工事費の５％以上を環境創生措置（環境の

保全と創造に資する取組）のために充てることを

義務づけた（「環境創生５％システム」）。さらに、

平成 17 年度以降は、工事費の 15％以上を環境創

生措置のために充てるよう取組を一層強化した

（「環境創生 15％システム」）。 

 また、環境影響評価※制度を一層推進するため、

「開発整備事業等に係る環境影響評価の手続に関

する要綱」（昭和 54 年）を改め、「環境影響評価に

関する条例」（平成９年）を制定した。 
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※環境影響評価：環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業について、その事業の実施に当たりあらかじめその事業の環境への
影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配慮を行うことである。兵庫県においては、事業者

が環境影響評価法や環境影響評価に関する条例に基づき、道路やダム、鉄道、発電所などの対象事業について、地域住民や専門家、

環境担当行政機関が関与する手続が実施されている。 



 
 
 

第３部 環境の現況と取組の状況 
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第１章 環境学習・教育の展開、環境に配慮し

た経済活動の推進 

第１節 環境学習・教育の展開 

 県民・事業者・行政が、それぞれの役割に応じ、

自発的・積極的に環境の保全と創造に取り組むと

ともに、互いに協力と連携のもとに環境に適合し

た社会を形成することを促進するため、県では、

環境に関する学習や教育の振興、環境に関する情

報の提供や普及啓発に取り組んでいる。 

 環境学習・教育の普及を図るため、平成 10 年度

に市町が体系的・総合的な環境教育・学習に取り

組む際の指針となる環境教育プログラム（手引き

書）を、平成 14 年度には子どもたちが家庭・学校・

地域等で環境学習に取り組めるよう「ひょうご環

境学習プログラム」を作成した。 

 平成 18 年３月に、県では、環境学習・教育施策

の総合的、計画的な運営指針を示すとともに、環

境学習・教育の推進に向け多様な主体が連携・協

働を進める上での共通の理念、目標を明らかにす

るため、「兵庫県環境学習環境教育基本方針」を策

定した。 

平成 18 年度からは、県における環境学習・教育

を総合的・体系的に推進するため「兵庫県環境学

習環境教育推進本部」及び各県民局単位に「同地

域本部」を設置し、市町、地域団体と連携のもと、

環境学習・教育の全県的な展開を図っている。 

 平成 18 年度は、森・川・海の兵庫県の豊かな環

境をフィールドに、県民局や市町、ＮＰＯ等と連

携し、自ら「体験」、「発見」する体験型環境学習

を実施した。 
さらに、平成 19 年度以降は、環境や生命を大切

に思う“こころ”を育み、学習から実践へとつな

げていくことを基本理念に、幼児期からシニア世

代までの各ライフステージに応じた体系的なプロ

グラムを内容とする環境学習・教育を展開してい

くこととし、研究会において、幼児期における環

境学習・教育の実施内容や手法の検討を行うとと

もに、幼稚園・保育所において、のじぎく兵庫国

体のマスコット「はばタン」を活用して、子ども

たちを対象とした体験型の環境学習を行った。



第３部 環境の現況と取組の状況 
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第２節 団体などによる環境保全活動の取組

第１ 環境月間の実施 

 1972 年（昭和 47 年）６月５日から２週間、ス

トックホルムで国連人間環境会議が開催され、人

類とその子孫のため人間環境の保全と改善を世界

共通の努力目標として、その実現の意思を表明す

るため、「人間環境宣言」が採択された。 

 この会議において、日本代表は、会議の開催を

記念して毎年６月５日からの１週間を「世界環境

週間」とすることを提唱し、国連ではこれを受け

て「世界環境デー(６月５日)」を定めた。以来、

世界各国で、この日に環境保全の重要性を認識し、

行動の契機とするため諸行事が行われている。 

 わが国では、昭和 48 年度から、この日を初日と

して「環境週間」を設けた。平成３年度からは、

従来の週間の幅を拡大して「環境月間(６月)」を

設定し、これまで以上に環境問題に対する国民の

責務と自覚を促すとともに、将来に向かってより

よい環境を創出するための努力と決意を新たにす

る契機とするため、各種催し等が全国的に実施さ

れている。 

 さらに、平成５年 11 月に制定された「環境基本

法」では、６月５日を「環境の日」と定め、環境

の保全に関する関心と理解を深め、環境の保全に

関する活動を行う意欲を高めるため、国及び地方

公共団体は、その趣旨にふさわしい事業を実施す

るように努めることとされた。 

 なお、県では、平成 18 年度の環境月間において、

環境保全思想の普及と啓発のため、県民、事業者、

市町等の協力を得て、環境の日の集い（地球と共

生・ひょうごの集い 2006）をはじめ、地球温暖化

防止活動、自然観察会や環境関連施設見学会、環

境保全等に関する講演会や研修会、環境展、買い

物袋持参キャンペーンなどのリサイクル運動実施

などの各種行事を展開した(第 3-1-1 表)。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



第１章 環境学習・教育の展開、環境に配慮した経済活動の推進 

 

 

 
 
 
 
 
 

行  事  

普及啓発活動 
(1) 広報誌等によるＰＲ
 
(2) 環境月間の集い（地
ひょうごの集い 200

 
   参加人数：約 290
   開 催 日：６月５
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 環境展の開催 
 
(4) 自動車公害防止活動
   
 
(5) 公害・環境パトロー
 
 
(6) 移動観測車による道
 
(7) 環境美化活動 
 
 
(8) 環境教育・自然観察
 
(9) 環境関連施設見学会
 
(10) 環境保全等に関す
研修会 

 
(11) リサイクル運動 
 
 
(12) 地球温暖化防止活

 

第 3-1-1 表 平成 18 年度環境月間における主な取組 

名 概     要 
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球と共生・
6） 

名 
日 

 

ル 

路環境調査 

 

 

る講演会や

動 

・ 県広報媒体を通じ、環境月間を広報 
 
・ 環境保全功労者知事表彰 
・ ひょうごエコグッズ・アイデア大賞（優秀賞）表彰 
・ 基調講演 
  テーマ「環境学習・教育の推進による持続可能な社会の実現」
  講師 兵庫県立大学教授・兵庫県立人と自然の博物館副館長
     兵庫県立丹波の森公苑長 

中瀬 勲 
・ 事例発表 
  ・生活協同組合コープこうべ 
    長岡 暁子 
  ・NPO 法人 こども環境活動支援協会（LEAF） 
    小川 雅由 
  
・ 環境啓発パネルの展示 
 
・ 自動車使用自粛等の呼びかけ 
・ アイドリング・ストップキャンペーン 
 
・ 協定工場の立入検査を実施 
・ 不法投棄現場の調査 
 
・ 主要幹線道路における騒音・振動・大気等の調査 
 
・ 県民・事業者・行政の協働による環境美化統一キャンペーン

への協力 
 
・ 自然観察会や環境教室の開催 
 
・ リサイクルセンターやクリーンセンターの見学 
 
・ 環境保全啓発講座、自然環境セミナーの開催 
 
 
・ 買い物袋持参運動の実施 
・ 家庭用品修理会 
 
・ 夏のエコスタイルキャンペーン 
・ エコドライブ推進運動の実施 
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第２ 水質保全活動 

１ 河川の水質汚濁防止協議会 

 県下の主要な河川においては、流域の環境保全

のため、関係行政機関や各種団体などで構成する

水質汚濁防止協議会を設定している。 

 協議会では、水質事故等緊急時の連絡体制の整

備を図っているほか、水質保全や河川愛護の普及

啓発のため、一般県民にも参加を呼びかけて河川

の清掃や流域のパトロール、水生生物調査等の活

動を行っている。 
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 なお、水質汚濁防止協議会の概要は、第 3-1-2

表のとおりである。 

 
２ 水生生物調査 

 川の中にはさまざまな生き物が生息しており、

特に川底にすんでいる水生生物は、その場所の水

環境を反映している。 

 水生生物調査は、30 種類の指標生物を調べるこ

とにより、水質の状況を判定するものであり、小

中学生をはじめとして一般県民などの誰もが比較

的簡単に調査することができる。 

 県下でも、小中学生や一般県民を中心に広く調

査を行っており、一部の行政機関においても実施

している。 

 また、県では、水生生物調査に関する指導者の

育成、技術レベルの向上を目指して、小中学校の

教員や環境活動団体の方などを対象に水生生物調

査指導者技術講習会を実施している。 
 平成 17 年度に調査結果報告のあった団体は 56

団体（延べ 2,604 名）であり、調査地点数は第

3-1-3 表の通りである。 

 

第3-1-3表 水質階級調査地点数 

水質階級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
指標生

物なし
合計

調査地点数 71 86 8 2 1 168 

＊水質階級  Ⅰは きれいな水 

       Ⅱは 少しきたない水 

Ⅲは きたない水 

Ⅳは 大変きたない水 

 

３ 河川環境保全活動の推進 

 古くから河川は、洪水等を安全に流下させ、水

害から生命財産を守ることのほかに、地域への水

の供給源として私たちの暮らしを支えてきた。近

年は、こうした河川の治水、利水機能に加え、都

市化の進展に伴い、残された貴重な自然とのふれ

あいの一つとしての役割が注目されている。 
 水と緑のオープンスペースである河川を美しく

維持し守っていくために、県民一人ひとりが川を

愛する心を持ち、積極的な河川愛護活動への参加

を図る「ふるさと桜づつみ回廊」などの河川環境

の整備を行うとともに、毎年７月の「河川愛護月

間」を中心に河川愛護思想の普及及び河川愛護活

＜コラム＞ 水生生物調査指導者技術講習会 

 
◇ 主な講習内容 
・調査の方法、水生生物の種類と評価の方法等についての講義 
・河川に入っての水生生物摂取 
・採取した水生生物の顕微鏡による観察及び同定・分類と評価 

◆18年度講習実績 

・第１回：山崎町生涯学習センター 学遊館 

     伊沢川 

・第２回：丹波の森公苑 セミナー室 

     柏原川 

・第３回：南あわじ市サイクリングターミナル

     論鶴羽川 

・第４回：養父市立関宮公民館 

     八木谷川 

・第５回：姫路市夢前公民館 

     夢前川 

・第６回：兵庫県立奥猪名健康の郷 

     猪名川 

・第７回：やしろ鴨川の郷 

     鴨川 
 



第１章 環境学習・教育の展開、環境に配慮した経済活動の推進 

動への支援を図っている。 
平成17年度の概要は、次のとおりである。 
(1) 河川愛護思想の普及 

 県内各小学校への「川の本」配布並びに関係

各所へのポスター掲示及びちらし配布を行った。 

(2) 河川愛護活動への支援 

 地元自治会等の河川愛護活動団体に対し、軍

手、ゴミ袋等を配布した。 
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   （下線）は事務局 

(3) ひょうごアドプトの実施 

平成 13 年度より河川の一定区間を、活動団体

と河川管理者で「養子縁組」し、活動団体で清

掃美化、草刈、植栽等の活動を行ってもらうひ

ょうごアドプト※を実施している。 

 平成 17 年度は 40 河川で実施した。 

 
 

議会名 設立年月日 構成機関 主な活動内容 

神崎川水

質汚濁対

策連絡協

議会 

S44.4.18 近畿地方整備局、県、大

阪府、流域12市3町（県

下4市1町）等 

①水質状況解析       ④水質保全に関する広報活動 

②水質資料・情報の交換   ⑤河川美化・河川愛護に関する

③水質事故対応        啓発活動 

武庫川流

域環境保

全協議会 

H3.7.30 県、7市、婦人会、農協、

漁協、商工団体、衛生団

体 

①講演会の開催       ③上・下流域交流事業の開催 

②調査研究・広報活動    ④環境セミナーの開催 

 

加古川水

質汚濁防

止協議会 

S47.7.17 近畿地方整備局、同姫路

河川国道事務所、近畿農

政局、県、流域11市1町、

関係団体、企業 

①水質事故防災資材の備蓄  ④水生生物による水質簡易調査

②水質事故対応       ⑤河川美化・河川愛護に関する

③水質資料・情報の交換    啓発活動 

              ⑥住民参加による河川敷の清掃

揖保川水

質汚濁防

止協議会 

S49.1.17 近畿地方整備局、同姫路

河川国道事務所、県、流

域3市1町、関係団体 

①水質事故防災資材の備蓄  ④水生生物による水質簡易調査

②水質資料・情報交換    ⑤河川美化・河川愛護に関する

③水質事故対応        啓発活動 

              ⑥住民参加による河川敷の清掃

千種川流

域環境保

全協議会 

S48.5.10 県、流域3市2町(佐用町

)、漁協、商工団体、婦

人会等 

①流域巡回パトロール    ③水質事故対応 

②河川美化・河川愛護に関する④河川愛護団体の表彰 

 啓発活動 

円山川を

美しくす

る協議会 

S48.7.17 近畿地方整備局、同豊岡

河川国道事務所、県、流

域3市、豊岡警察署、豊

岡市消防本部、関係団体

①不法投棄取締り合同パトロール④河川美化愛護活動功労団体 

②河川愛護モニター活動の推進 の表彰 

③河川美化・河川愛護に関する⑤水質事故対応 

啓発活動         ⑥水生生物による水質簡易調査

但馬西部

河川海域

環境保全

協議会 

S56.4.20 県、流域1市2町(香美町

)、関係団体 

①河川水質調査       ⑤環境保全優良団体等の表彰 

②河川海域パトロール    ⑥河川美化・河川愛護に関する

③水生生物による水質簡易調査 啓発活動 

④環境保全に関する講演会の開催 

由良川水

質汚濁防

止連絡協

議会 

S45.12.9 近畿地方整備局、同福知

山河川国道事務所、県、

京都府、流域8市1町（県

下2市） 

①水質現況解析       ③水質事故対応 

②流域巡回パトロール    ④河川美化・河川愛護に関する

               啓発活動 

淀川水質

汚濁防止

連絡協議

会 

S46.9.21 近畿地方整備局、県、大

阪府、京都府、滋賀県、

三重県、奈良県、流域13

市（県下4市）、関係団

体 

①河川水質調査       ④琵琶湖・淀川の生物障害調査

②水質現況解析       ⑤河川美化・河川愛護に関する

③水質資料・情報交換     啓発活動 

 

※

第 3-1-2 表 平成 18 年度水質汚濁防止協議会 （平成 18年 4 月 1日現在） 
ひょうごアドプト（県民等とのパートナーシップによる維持管理）：県管理の道路、河川、海岸などの公共物の一定区
間と美化清掃などを行うボランティア団体（住民や企業）とを「養子縁組（アドプト）」し、快適な生活環境の創出に取り組む

制度。参加団体は担当地区の清掃美化、草刈り、植栽などを行い、県は、団体名などを表示する看板の設置や、ボランティア保

険への加入、軍手・ゴミ袋の支給などの支援を行う。
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第３ 大気保全活動 

１ スターウォッチング・ネットワーク(星空継続

観察) 

 星の光は、大気を通過する間に弱められるが、

特に大気中のほこりや水滴などは星の光を屈折さ

せたり散乱させたりするので、星の見え方と大気

の状態とは深い関係がある。 

 昭和 63 年度から、環境庁（現環境省）の呼びか

けにより、全国で同時に星空を観察することによ

って、その地域の状況を把握してもらうとともに、

大気環境保全に対する関心を深めてもらうことを

目的として、県民に年２回(夏、冬)観察目標を設

定し(夏:夏の大三角形、冬：すばる星団)、星空を

継続的に観察する「スターウォッチング・ネット

ワーク(星空継続観察)」を実施している。 

 

２ 兵庫県大気環境保全連絡協議会 

 地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等によ

る地球規模の環境問題、窒素酸化物等による地域

の大気環境問題の解決に資するため、県民・事業

者・行政が一体となり、相互に協力し行動すると

ともに、大気環境保全に関する思想の普及及び意

識の高揚を図ることを目的として、住民団体、工

場・事業場、運輸関係、市町及び県等を会員とし

て、平成４年に設立された。 

 他の模範となる大気環境保全活動を表彰する

「あおぞら大賞」の授与、地域別研修会の開催、

情報誌「あおぞら」の発行、アイドリング・スト

ップ運動の推進、環境保全に関する惰報資料の提

供、環境教育用のビデオの貸し出し、県・市町及

び関係団体事業に対する協力支援や大気環境保全

活動を行う住民団体への助成金交付等の活動を展

開している。 

 

第４ 自動車公害防止活動 

１ エコドライブ運動 

 自動車の利用は、県民・事業者らの日常の活動

と深くかかわっているため、環境に配慮した自動

車の利用についての具体的な行動を「エコドライ

ブ運動」と名付け、県民・事業者・行政が連携し、

平成 17 年度からは、県下１０モデル地域において、

関係団体等の協力を得て、街頭啓発及び駐車場管

理者への啓発を実施しているほか、運転免許試験

場、免許更新センターや県下全自動車運転教習所

等に啓発資料を配布するなど、エコドライブ運動

の推進に取り組んでいる。また、その運動の中で

も、特に駐停車における不必要なアイドリング(エ

ンジンのかけっぱなし)については、平成７年に制

定した「環境の保全と創造に関する条例」の中で、

全国に先駆けて禁止規定・罰則規定が盛り込まれ

たのを契機として、広く県民・事業者の意識啓発

を図るため、「アイドリング・ストップ運動」と

して展開している。なお、アイドリング・ストッ

プ運動は、兵庫県大気環境保全連絡協議会内に設

置した兵庫県アイドリング・ストップ運動推進本

部を運動の母体として、さまざまな啓発活動によ

り県民の意識改革を促すこととしている。 

 

２ 自動車公害防止月間等キャンペーン活動 

 平成 17 年度は、自動車公害防止月間(６月及び

ll～１月)において、関係機関の相互連携のもとに

環境一斉調査、ノーマイカーデーやアイドリン

グ・ストップ運動の普及ＰＲ等の事業を実施した。 

  

第５ 自然環境保全活動 

１ 自然観察指導者研修会等の開催 

 自然観察等の指導に携わる者の資質向上を図る

ため、（社）兵庫県自然保護協会と共催で、研修会

を開催している。 
平成 18 年度は「都市の自然」をテーマとして、

明石公園内に生息する虫や鳥、植物や、明石周辺

の地質などについて学び、あわせて活動の意見交

流を行った。（8月開催） 
 
２ ナチュラルウオッチャー制度の実施 

 県民の自然観察活動を促進するとともに、自然

環境の保全を県民参加のもとに推進するため、県

民から募集・登録を募るナチュラルウオッチャー

制度を、（財）ひょうご環境創造協会の協力を得て

実施している。 

 平成 18 年度からは、地域の自然環境の保全再生

への積極的な参画意欲のある県民を「ナチュラル

ウオッチャーリーダー」として登録し、自然環境

の保全再生テーマへの自主的な活動の育成や相互

の連携等を図っていく。併せて、「自然とともに」

（新装版・年２回）の発行など、県民への普及啓

発、情報提供を効果的に推進していく。 

 
３ 「県花のじぎくの里」づくり 

 ノジギクは、兵庫県の瀬戸内海沿岸がその分布

の東北限といわれており、昭和 29 年にＮＨＫが郷

土の花を募ったとき、兵庫県の花として選ばれて
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以来、広く県民に親しまれている。 

 しかしながら、姫路市南部の大塩、的形地区を

中心に播磨地域臨海部に広く見うけられた自生ノ

ジギクが、工場や住宅地の造成によってその姿を

消しつつある。 

 そこで、ノジギクを守り育てるため、自生地で

ある瀬戸内海沿岸地域を対象に、昭和 62 年度から

苗の配布、県民による植栽の実施など「のじぎく

の里」づくりを推進している。 

 
第６ グリーン購入の推進等 

１ グリーン購入運動の支援 

 県民すべてが主体的に取り組むグリーン購入推

進運動を展開するため、兵庫県連合婦人会、兵庫

県消費者団体連絡協議会、神戸市消費者協会の３

団体が中心となって進めている「環境にやさしい

買物運動」を支援している。 

 また、環境にやさしい商品を製造、販売したり、

積極的にリサイクルに取り組むなど、環境に配慮

した事業活動を行っている事業者を省エネルギー

月間に開催する「省資源省エネルギー運動・５Ｒ

生活推進県民大会」(２月)で表彰している。 

 

２ 省資源・省エネルギー運動の推進 

 県民一人ひとりが資源とエネルギーを大切にし、

環境と調和したライフスタイルへと転換していく

ため、女性団体をはじめ関係団体と連携し、省資

源・省エネルギー運動を展開している。 

 省資源・省エネルギー運動を推進するため、女

性団体及び消費者団体に対し、普及啓発事業及び

家庭用品修理会実施事業を委託している。 

 

第３節 地球環境保全資金融資制度 

 資金力、信用力などの弱い中小企業者が、公害

防止等のための資金を確保することは容易ではな

いことから、県においては、昭和 42 年度に公害除

去施設等設置資金融資制度及び同資金の利子補給

制度を創設し、中小企業者に対する安定的な資金

の供給を図っている。 

 昭和 61 年度からは工場などの緑化事業、平成元

年度からは最新規制適合車等購入に対する融資制

度を追加している。平成 11 年度からは、省エネル

ギーまたは環境調和型新エネルギー施設・設備の

設置資金を対象に加えるとともに、名称を地球環

境保全資金融資制度と改め、引き続き中小企業者

が行う公害防止・環境保全対策に対して支援を続

けている。 

 また、「環境の保全と創造に関する条例」に基づ

き、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準に適合しな

い大型車両の運行規制を平成 16 年 10 月より実施

するのに伴い、中小企業者が行う大型車の買替え

のための新たな融資を、平成 16 年１月より開始し

た。 

 平成 17 年度の県の融資及び利子補給制度の概

要は第 3-1-4 表のとおりである。 

 また、第 3-1-5 表は過去５年間の融資実績であ

る。 

 
第 3-1-5 表 過去５年間の融資実績 

年 度 件 数 金   額 (千円) 

13 20 323,703 

14 23 386,789 

15 36 381,888 

16 114 1,225,291 

17 91 884，940 
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貸 付 期 間 ７年以内（１年以内据置可） １０年以内（２年以内据置可） ７年以内（１年以内据置可）

信 用 保 証 原則として必要

取扱金融機関 取扱金融機関

〔銀行〕 〔信用金庫〕 県内に本店を有する金庫

〔商工中金〕 神戸、姫路、尼崎の各支店

池田、みなと、山陰合同、近畿大阪 〔信用組合〕 兵庫県、淡陽、兵庫県医療、富士、兵庫ひまわり

７億円 １５億円 ２億円

①　小規模企業　（従業員２０人以下）　支払利子の５０％ ①　小規模企業　（従業員２０人以下）　支払利子の ①　小規模企業　（従業員２０人以下）　支払利子の５０％

②　中小企業等　（上記以外）　支払利子の２５％ 60% ②　中小企業等　（上記以外）　支払利子の２５％

　　(ただし工場等の移転の一部及び緑化に要する資金を除く） ②　中小企業等　（上記以外）　支払利子の３０％ 　　 期間　　７年以内

　　期間　　７年以内 　　　期間　　５年以内

資金名

区分

①　次表に該当する法人又は個人

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

②　中小企業団体の組織に関する法律に定める事業 、協同組合連合会及び協業組合

③　常時使用する従業員が３００人以下の医業を主たる事業とする法人

①　車両総重量３．５トン超１２トン以下の平成１０年規制の排出ガス規制に適合するディーゼル車

②　車両総重量１２トン超の平成１１年規制の排出ガス規制に適合するディーゼル車

③　車両総重量３．５トン超の平成13年規制の排出ガス規制に適合するガソリン車及びＬＰＧ車

１台毎の限度額×台数（ただし、融資機関及び信用保証協会の定める限度額の範囲内）

※一台毎の限度額

架装　

２０ｔ超～25ｔ以下 １，０００万円 ７００万円

２０ｔ以下 　　８００万円 ６００万円

融 資 利 率

貸 付 期 間 １０年以内（２年以内据置可）

信 用 保 証 原則として必要

〔銀行〕 〔信用金庫〕 県内に本店を有する金庫

〔商工中金〕 神戸、姫路、尼崎の各支店

池田、みなと、山陰合同、近畿大阪 〔信用組合〕 兵庫県、淡陽、兵庫県医療、富士、兵庫ひまわり

２５億円

②　中小企業等　（上記以外）　支払利子の４０％

　　　期間　　10年以内

⑤車両総重量３．５トン超１２トン以下の平成10年規制の
排出ガスに適合するディーゼル車
⑥車両総重量１２トン超の平成11年規制の排出ガス規制
に適合するディーゼル車

２  乗用車

①平成12年規制の排出ガス規制に適合するガソリン車
及びLPG車

５千万円以下

卸売り業 １億円以下

小売業 ５千万円以下

取 扱 金 融 機 関

融 資 目 標 額

利 子 補 給

旅館業

申 込 先 取扱金融機関

※　自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く　

資 金 使 途

融 資 対 象 者

県内に工場等を有し、原則として引き続き６ヶ月以上同一事業を営む次の中小企業者等

業　　　　　　　　　　　　　　　　種 資　　　　本　　　　金 従　　　業　　　員　　　数

２００人以下

融 資 条 件

ソフトウェア業、情報処理サービス業 ３億円以下 ９００人以下

ゴム製品製造業※ ３億円以下 ９００人以下

融 資 額 車両総重量区分

１００人以下

鉱業、製造業、運輸業等（カを除く） ３億円以下 ３００人以下

５０人以下

サービス業（エ及びキを除く） ５千万円以下 １００人以下

 最新規制適合車等代替促進特別資金

健康生活部環境局環境政策課　阪神南・阪神北・東播磨・西播磨・北播磨・中播磨・但馬・丹波・淡路の各県民局環境課

　・工場等の敷地内において　「環境の保全と創造に関する条例」　に基づき行う樹木の植栽に要する資
金

②平成17年規制の排出ガス規制に適合するディーゼル
車

３  低公害車

①電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車及び
ハイブリット自動車

③車両総重量２．５トン超の平成13年規制の排出ガス規
制に適合するガソリン車及びLPG車
④車両総重量３．５トン以下の平成17年規制の排出ガス
規制に適合するディーゼル車

３億円以下

５千万円以下

※　自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く　

②　太陽光発電等新エネルギー施設及び設備の設置に
要する資金

１  貨物自動車、バス、特殊自動車

①車両総重量１．７トン以下の平成12年規制の排出ガス
規制に適合するガソリン車及びLPG車
②車両総重量１．７トン超２．５トン以下の平成13年規制
の排出ガス規制に適合するガソリン車及びLPG車

旅館業

従　　　業　　　員　　　数

５０人以下

１００人以下

１００人以下

３００人以下

３００人以下

９００人以下

２００人以下

ソフトウェア業、情報処理サービス業

サービス業（オ及びキを除く）

卸売り業

鉱業、製造業、運輸業等（カを除く）

環境保全設備設置資金 最新規制適合車等購入資金

５千万円以下

業　　　　　　　　　　　　　　　　種

ゴム製品製造業※

利 子 補 給

グリーンエネルギー導入資金

県内に工場等を有し、原則として引き続き６ヶ月以上同一事業を営む次の中小企業者等

資　　　　本　　　　金

５千万円以下小売業

１億円以下

３億円以下

３億円以下

第3-1-5表　平成18年度地域環境保全資金融資制度の概要(平成18年10月1日現在）

①　小規模企業　（従業員２０人以下）　支払利子の60%

本体（シャーシ）

融 資 対 象 者

資 金 使 途

融 資 条 件

融 資 目 標 額

申 込 先

取 扱 金 融 機 関

資金名

区分

①　次表に該当する法人又は個人

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

②　中小企業団体の組織に関する法律に定める事業協同組合、協同組合連合会及び協業組合

③　常時使用する従業員が３００人以下の医業を主たる事業とする法人

①　公害防止 ①　省エネルギー施設及び設備の設置に要する資金

　・公害を防止するための設備を設置する資金

　･産業廃棄物を処理するための設備を設置する資金

　・現在地での公害防止が困難な場合に行う工場等の移転に要する資金

　・廃自動車等解体施設において、廃棄物等の流出・飛散・地下浸透を防ぐ設備を設置する資金

　･既存設備の補修に要する資金

②　環境保全

　・オゾン層保護法で規制された特定物質使用設備の代替及び回収･破壊設備を設置する資金

　･石油に替えて天然ガスを燃料とする燃焼設備を設置する資金

　･再生資源の利用又は資源の再利用促進に必要な設備を設置する資金

③　緑化

融 資 額 １企業　３，０００万円以内 １組合　４，０００万円以内 １企業・組合　５，０００万円以内 １企業　３，０００万円以内 １組合　４，０００万円以内

融 資 利 率 年１．７５％

三井住友、但馬、東京三菱ＵＦＪ、みずほ、りそな、

協同組合

年１．６％

三井住友、但馬、東京三菱ＵＦＪ、みずほ、りそな、

 
 

 



第２章 ネットワークと協働による取組の推進 

 
31 

第２章 ネットワークと協働による取組の推

進 

第１節 協力・連携による取組の推進 

 （財）ひょうご環境創造協会による取組 

 
 近年、環境だけでなく、人と人とのつながり、

地域での連携など社会的側面を含めた持続可能

性の重要性が益々増大してきている。 

とりわけ、自然と共生した循環型社会の実現

に向け、持続可能な経済システムやライフスタ

イルの変革を現実のものにしていくためには、

社会の構成員である県民、事業者、行政の全て

の者が環境問題について関心を高め、現状を深

く認識し、日常生活や事業活動から生じる環境

負荷を減らすなど、個人、地域レベルで環境に

配慮した具体的な行動が求められている。 

（財）ひょうご環境創造協会は、環境適合型

社会の形成を目指して、県民の日常生活や事業

者の事業活動を環境に配慮したものに改めるた

めの促進事業等を行うことにより、環境の保全

と創造に資することを目的とする団体である。 

 これまで、協会では本県の環境学習・教育施

策の実施や、地域での実践活動を支援する主体

として大きな役割を担っている。 

 環境創造事業として、環境学習・教育の推進、

地球温暖化防止、循環型社会形成のための活動

推進を重点として取り組み、各種事業の展開に

際しては、行政と県民、活動団体等をつなぐ中

間支援組織としてその機能を強化し、地域環境

力向上に向けリーダーシップを発揮している。

（第 3-2-1 表） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２節 兵庫地域公害防止計画の推進 

 
 公害防止計画は、「環境基本法※」に基づき、

現に公害が著しい地域等において、環境大臣の

策定指示により知事が作成し、環境大臣により

承認される計画である。 

 県では、昭和 47 年度に兵庫県東部地域公害防

止計画を策定して以来、阪神・播磨地方の臨海

部の人口や産業が集積した地域を対象として公

害防止計画を策定し、総合的かつ計画的な公害

防止対策事業を展開してきた。 

 現計画は、第７次計画として、平成 14 年度に

策定され、平成 18 年度までの５年間を計画期間

としている。 
 この計画の対象となる地域の概要は、第

3-2-2表及び第3-2-1図に示すとおり、面積は、

県土の約 17％であるが、人口は県全体の約 76％、

工業製品出荷額は約 71％を占め、社会活動の面

でも、経済活動の面でも大きな位置を占めてい

る。 

 なお、公害防止計画に基づき、地方公共団体

が実施する公共下水道や廃棄物処理施設の整備、

河川や港湾のしゅんせつ等の公害防止対策事業

については、「公害の防止に関する事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律」に基づき、

国庫補助（負担）金のかさ上げ、地方債の適債

事業の拡大等、国の財政上の特別措置が講じら

れる。 

 

兵庫県における
持続可能社会に
向けた取り組み

兵庫県における
持続可能社会に
向けた取り組み

活動拠点の整備
ひょうごエコハウスの開設

活動拠点の整備
ひょうごエコハウスの開設

地球温暖化防止
の推進

地球温暖化防止
の推進

環境学習・教育
の推進

環境学習・教育
の推進 効

果
的
な
取
り
組
み

地域環境
力向上の
ためのリ
－ダ－シッ
プの発揮

地域環境
力向上の
ためのリ
－ダ－シッ
プの発揮

－地域レベルにおいて具体的な行動をおこしていくために－

※環境基本法：平成５（1993）年に制定・施行された環境分野についての国の政策の基本的な方向を示した法律。基本理念、国・
地方公共団体・事業者・国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めている。 
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第 3-2-1 表 （財）ひょうご環境創造協会環境保全創造事業の概要 

事 業 項 目 主 な 取 組 

環境学習・教育及び環境活動支

援等の推進 

・ 普及啓発イベント・講演会等の開催 

・ 環境学習の推進 

（こども向け環境学習の実施、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ支援、環境学習会支援､

環境学習指導者・サポーターの養成､ひょうご出前教室の開催等)

・ 環境活動の支援 

（環境保全活動助成、事業者の環境管理の促進、NPO 活動人材の

育成、他団体との連携等） 

・ エコアクション 21 の導入促進と地球事務局の運営 

・ 情報の収集・提供 

（インターネットによる情報提供、情報誌の発行等） 

地球温暖化防止活動推進事業 ・ グリーンエネルギーの普及促進 

（ひょうごグリーンエネルギー基金の運営、グリーンエネルギ

ーメッセの開催、自然エネルギーセミナーの実施等） 

・ 地球温暖化防止活動の普及啓発 

（環境家計簿等によるエコチェックとエコライフの普及促進、

地球温暖化防止ﾌｫｰﾗﾑの開催、省エネモニター･省エネモデル事業

の実施等） 

・ 地球温暖化防止活動推進員・同協力員の支援、研修会の実施 

・ 地球温暖化に関する調査研究、情報の収集・提供 

循環型社会形成推進事業 ・ クリーンアップひょうごキャンペーン、5R 生活推進等の普及啓発

・ グリーン購入の促進 

（グリーンコンシューマー活動支援、環境にやさしい買物運動の

推進等） 

・ リサイクル等５Ｒ生活の促進 

（地域別５R生活推進会議活動支援、リサイクル施設等エコツーリ

ズムの推進等） 

・ 廃棄物等不適正処理適正化推進基金の運営 

国際協力事業 ・ 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク研修の実施 

・ モンゴル森林再生プロジェクトの実施 

・ JICA 草の根技術協力事業の実施（ブラジル･パラナ州） 

ひょうごエコプラザの運営 
＜所 在 地＞ 

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

  神戸クリスタルタワー５階 

＜施設概要＞ 

交流ゾーン（サロン、展示コーナ

ー等）活動ゾーン（アドバイスコー

ナー、会議室等）情報ネットワーク

ゾーン（図書、パソコン等） 

・ 環境関連啓発資材の作成・提供 

・ エコプラザ E-mail 通信の発信 

・ ミニフォーラムの開催 

・ 他団体との交流・連携の推進 

・ 環境学習･教育コーディネーターの駐在 
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第 3-2-1 図 兵庫地域公害防止計画（計画期間：平成 14 年度～18 年度）の概要 

〈地域の範囲〉 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、 
高砂市、宝塚市、川西市、播磨町             

 

第３節 事業者の自主的な取組の推進 

 
第 3-2-2 表 兵庫地域公害防止計画 

（計画期間：平成 14 年度～18 年度）の概要

項 目 兵 庫 地 域 

第１ 環境保全（公害防止）協定 

 法令の規制を上回る自主的な環境保全対策を

事業者に促すため、大規模な事業所が集中して

立地している地域において、地元市町の要請に

基づき、主要事業所と環境保全（公害防止）協

定を締結している。 

地域の範囲 

 

 

 

面積 

人口（H13.3.31) 

製造品出荷額等

（H12 年) 

神戸市、姫路市、尼崎市、

明石市、西宮市、芦屋市、

伊丹市、高砂市、加古川市、

宝塚市、川西市、播磨町 

1,405km2

419 万人 

99,520 億円 

計画の実施期間 ５年間（平成 14～18 年度）

 

 協定の内容は、大気汚染、水質汚濁等の防止

対策をはじめ、施設の設置等に際しての事前協

議、汚染物質の測定など多岐にわたっている。 

 平成 18 年９月末現在、県が当事者である協定

締結事業所数は第 3-2-3 表のとおりである。 

 また、新たな環境課題（地球環境問題や廃棄

物問題等）を踏まえた環境保全対策の推進と情

報公開を柱とし、事業者の自主的・率先的な努

力を推進する新環境保全協定の改定締結に向け、

事業者、市町等と協議を行っている。 
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第 3-2-3 表 環境保全（公害防止）協定の締結状況          （平成 18 年 9 月 30 日現在
協定名 最終改定年月日 

事

業

所

数 

対象基準 備考 

関西電力（株） 

姫路第１発電所 

姫路第２発電所 

平成 3年 8月 20 日 2 大規模発生源 環境保全協定

関西電力（株） 

相生発電所 
昭和 55 年 3 月 3 日 1 〃 公害防止協定

関西電力（株） 

赤穂発電所 
平成 17 年 9 月 30 日 1 〃 環境保全協定

新日本製鐵（株） 

広畑製鐵所 
平成 6 年 4 月 19 日 1 〃 〃 

（株）神戸製鋼所 

加古川製鉄所 

関西熱化学（株） 

加古川工場 

昭和 51 年 2 月 13 日 2 〃 公害防止協定

姫 路 市 域 昭和 55 年 3 月 31 日 27 重油使用量  3ｋｌ／日 〃 

尼 崎 市 域 平成 18 年２月 28 日 30
排出ガス量 10,000Nm3／時 

排水量   1,000m 3／日 
環境保全協定

明 石 市 域 昭和 53 年 2 月 23 日 19
重油使用量  2ｋｌ／日 

排水量    500m 3／日 
公害防止協定

西 宮 市 域 平成 17 年 3 月 31 日 7 
排出ガス量 10,000Nm3／時 

排水量   1,000m 3／日 
環境保全協定

伊 丹 市 域 平成 17 年 3 月 31 日 14
排出ガス量 10,000Nm3／時 

排水量   1,000m 3／日 
〃 

加 古 川 市 域 昭和 52 年 2 月 23 日 12
重油使用量  3ｋｌ／日 

排水量    500m 3／日 
公害防止協定

赤 穂 市 域 平成17年 9月 30日 13
排出ガス量 10,000Nm3／時 

排水量   1,000m 3／日 
環境保全協定

高 砂 市 域 昭和 52 年 3 月 12 日 23
重油使用量  3ｋｌ／日 

排水量    500m 3／日 
公害防止協定

播 磨 町 域 昭和 53 年 3 月 31 日 5 
重油使用量  3ｋｌ／日 

排水量    500m 3／日 
〃 

加 古 川 ・ 播 磨 昭和 53 年 3 月 15 日 2 
重油使用量  3ｋｌ／日 

排水量    500m 3／日 
〃 

明 石 ・ 播 磨 平成元年 6月 27 日 2  環境保全協定

生野鉱山・明延鉱山 昭和 48 年 3 月 15 日 2  公害防止協定

合      計 － 163 － － 
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第４節 県の率先的な取組の推進 

 

第１ 環境率先行動計画 

 県内の事業主体として大きな位置を占めてい

る県では、県自らも環境負荷の低減への取組を

計画的に推進すべく、平成 10 年度以来「環境率

先行動計画」（ステップ１）を策定し、環境負荷

の低減等に率先して取り組み、平成 13 年度から

は、ステップ２として、平成 16 年度までの４年

間を計画期間とし、県立学校等を含む県の全機

関に対象を拡大して取組を進めてきた。 

 平成 17 年度からは、ステップ２の取組結果を

踏まえ、平成 22 年度までを計画期間とした新た

な環境率先行動計画（ステップ３）を推進して

いる。 

 

［ステップ３の目標と取組］ 

①温暖化ガス排出量の削減 

目標：15 年度比で 5.4％以上削減、単位面

積当たり電気等使用量を毎年１％削減 

取組：ア 職員の省エネ行動徹底 

イ 施設の省エネ化改修（注１） 

ウ 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ（太陽光、風力）の

導入（注２） 

②ごみ排出量の削減 

目標：ごみ（可燃、不燃共）排出量を 15

年度比で 25％以上削減 

取組：分別の徹底、リサイクル推進 

③省資源の推進 

ア コピー用紙発注枚数 

目標：15 年度比で 25％以上削減（警察

は 20％以上削減） 

取組：両面コピーの徹底、ペーパーレ

スの推進 

イ 水使用量 

目標：単位面積当たり使用量を 16 年度

から増加させない。 

取組：節水行動の徹底、漏水の早期発見 

④グリーン調達の推進 

ア 公用車への低公害車等の導入 

目標：低公害車等導入を原則 100％ 

取組：公用車への低公害車等の導入促進 

イ 紙、文具類の環境配慮型製品購入 

目標：原則 100％環境配慮型製品 

取組：環境配慮型製品調達方針に基づ

いた製品の購入 

 

（注１）施設の省エネ化改修 

17 年度実施施設（11 施設） 

本庁、尼崎港管理事務所、浜坂庁

舎、篠山庁舎、三田庁舎、淡路農業

技術センター、農林水産技術総合セ

ンター、森林林業技術センター、嬉

野台生涯教育センター、教育研修所、

尼崎工業高校 

（注２）自然エネルギーの導入 
17 年度実施施設（５施設） 

太陽光：人と自然の博物館、飾磨工業

高校、東播工業高校、篠山警察

署 

風力：本庁 
 
[ステップ３（平成 17 年度）の取組結果] 

平成 17 年度の取組結果は、第 3-2-4 表のと

おりである。 

数値目標を掲げる７項目のうち温暖化ガス

総排出量については、記録的な厳冬の影響を

受け、15 年度比で 0.5％の減少（年度削減目

標：▲0.9％）に留まったほか、病院及び警察

では増加した。 

また、施設間で取組に格差が生じ、本庁、

県民局等では、削減の取組が進んだが、大学・

専門学校、県立学校、企業庁等では、増加し

た。 

その他、廃棄物（可燃ごみ）削減、水使用

量の節減、グリーン調達の推進等、事業活動

に伴う環境負荷に関する主要な分野について

は、環境負荷低減に向けた取組が概ね進展し

たが、全体としては、目標達成に向けて、更

なる努力が必要な結果となった。 
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第２ 環境マネジメントシステムの運用 

 環境率先行動計画のより確実な推進を図ると

ともに、県の活動が環境に配慮したシステムの

もとに行われているとの客観的評価を得ること

と併せ、県内企業への環境マネジメントシステ 

ムの普及や今後の支援策に生かすため、環境マ 

ネジメントシステムの運用を本庁舎及び地方機

関等で行い、県の活動に伴う環境負荷の低減に

役立てている。 
 

 

第 3-2-4 表 環境率先行動計画（ステップ３）の平成 17 年度取組結果 
 

（ ）上段は基準年度に対する割合、下段は削減の割合を示している。 
温室効果ガス排出量 (t-CO2) 

区   分 
基準値 

(平成15年度) 
平成17年度 
実績 

平成17年度 
の目標 

最終目標 
(平成22年度) 

76,621 
(99.5%) 

76,308 
(99.1%) 

72,843 
(94.6%) 

全体 
（病院、警察を除く。）

77,001 
(100%) 

(▲0.5%) (▲0.9%) (▲5.4%) 
33,873 
(100.9%) 

33,285 
(99.1%) 

31,773 
(94.6%) 病院 

33,587 
(100%) 

(＋0.9%) (▲0.9%) (▲5.4%) 
42,142 
(100.8%) 

41,448 
(99.1%) 

39,566 
(94.6%) 警察 

41,824 
(100%) 

(＋0.8%) (▲0.9%) (▲5.4%) 
 

事務所の単位面積当たり（百平方㍍）※の電気・ガス・燃料使用量 
区   分 

基準値 
(平成16年度) 

平成17年度 
実績 

平成17年度 
の目標 

最終目標 
(平成22年度) 

電気使用量(kwh) 

1,046.58 
(98.7%) 

1,050.1 
(99.0%) 

998.15 
(94.1%) 

 
全体 
（病院、警察を除く。）

1,060.73 
(100%) 

(▲1.3%) (▲1.0%) (▲5.9%) 
9,886.96 
(101.2%) 

9,672.27 
(99.0%) 

9,193.54 
(94.1%) 

 
病院 

9,769.97 
(100%) 

(＋1.2%) (▲1.0%) (▲5.9%) 
4,038.31 
(98.9%) 

4,044.11 
(99.0%) 

3,843.95 
(94.1%) 

 
警察 

4,084.96 
(100%) 

(▲1.1%) (▲1.0%) (▲5.9%) 

都市ガス使用量(m3) 

17.72 
(110.4%) 

15.89 
(99.0%) 

15.10 
(94.1%) 

 
全体 
（病院、警察を除く。）

16.05 
(100%) 

(＋10.4%) (▲1.0%) (▲5.9%) 
580.27 
(106.0%) 

541.73 
(99.0%) 

514.92 
(94.1%) 

 
病院 

547.20 
(100%) 

(＋6.0%) (▲1.0%) (▲5.9%) 
405.10 
(96.0%) 

417.67 
(99.0%) 

397.00 
(94.1%) 

 
警察 

421.89 
(100%) 

(▲4.0%) (▲1.0%) (▲5.9%) 
※事務所の単位面積とは、事務所の建物の延床面積と建物以外の面積を合わせた面積をいう。 

 
廃棄物の排出量(t) 
区   分 

基準値 
(平成15年度) 

平成17年度 
実績 

平成17年度 
の目標 

最終目標 
(平成22年度) 

2,857 
(91.9%) 

2,955 
(95.0%) 

2,333 
(75.0%) 

全体 
（病院、警察を除く。）

3,110 
(100%) 

(▲8.1%) (▲5.0%) (▲25.0%) 
1,952 
(69.9%) 

2,653 
(95.0%) 

2,095 
(75.0%) 病院 

2,793 
(100%) 

(▲30.1%) (▲5.0%) (▲25.0%) 
1,726 
(98.6%) 

1,663 
(95.0%) 

1,313 
(75.0%) 警察 

1,750 
(100%) 

(▲1.4%) (▲5.0%) (▲25.0%) 
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コピー用紙発注枚数[A4換算](千枚) 
区   分 

基準値 
(平成15年度) 

平成17年度 
実績 

平成17年度 
の目標 

最終目標 
(平成22年度) 

181,357 
(101.8%) 

170,690 
(95.8%) 

133,630 
(75.0%) 

全体 
（病院、警察を除く。）

178,173 
(100%) 

(＋1.8%) (▲4.2%) (▲25.0%) 
27,411 
(124.5%) 

21,089 
(95.8%) 

16,511 
(75.0%) 病院 

22,014 
(100%) 

(＋24.5%) (▲4.2%) (▲25.0%) 
65,762 
(108.3%) 

58,653 
(96.6%) 

48,574 
(80.0%) 警察 

60,717 
(100%) 

(＋8.3%) (▲3.4%) (▲20.0%) 
 

水使用量の削減(t/百平方ﾒｰﾄﾙ) 
区   分 

基準値 
(平成16年度) 

平成17年度 
実績 

平成17年度 
の目標 

最終目標 
(平成 22年度) 

11.40 
(97.5%) 

11.69 
(100%) 

11.69 
(100%) 全体 

（病院、警察を除く。）

11.69 
(100%) 

(▲2.5%) (▲0.0%) (▲0.0%) 
149.96 
(93.6%) 

160.24 
(100%) 

160.24 
(100%) 病院 

160.24 
(100%) 

(▲6.4%) (▲0.0%) (▲0.0%) 
51.75 
(94.5%) 

54.75 
(100%) 

54.75 
(100%) 警察 

54.75 
(100%) 

(▲5.5%) (0.0%) (0.0%) 
 

グリーン調達の推進 
区   分 

基準値 
(平成15年度) 

平成17年度実績
 

平成17年度 
の目標 

最終目標 
(平成22年度) 

公用車への低公害車等の導入 

 全体 
（病院、警察を除く。） 

－ 100.0% 100.0% 100.0% 

 病院 － 100.0% 100.0% 100.0% 

 警察 － 96.0% 100.0% 100.0% 

紙類の環境配慮型製品の購入 

 全体 
（病院、警察を除く。） 

－ 98.9% 100.0% 100.0% 

 病院 － 74.1% 100.0% 100.0% 

 警察 － 98.3% 100.0% 100.0% 

文具類の環境配慮型製品の購入 

 全体 
（病院、警察を除く。） 

－ 98.2% 100.0% 100.0% 

 病院 － 83.9% 100.0% 100.0% 

 警察 － 99.7% 100.0% 100.0% 

 
第３ 環境創生 15％システムの推進 

 県が行う公共工事に環境に配慮した取組の導

入を促進するため、平成 17 年度に「環境創生

５％システム」を制度改正し、総事業費１億円

以上の公共工事の工事費の１５％以上を環境創

生措置（環境の保全と創造に資する取組）に充

てることを義務づける「環境創生１５％システ

ム」を導入し、環境優先社会の実現に向けた取

組の強化に努めている。 

平成 17 年度に新たに同システムの対象とな

る事業(30 件)の工事費(設計額)における環境

創生措置費率は、すべて基準値を達成するとと

もに、その平均措置費率(27.1％)は、平成 16

年度新規事業の平均措置費率(18.6％)を上回っ

ており、新システム導入の効果が表れている。 

また、平成17年度に完了した対象事業(43件)

の工事費(実績額)における環境創生措置費率は、

すべて基準値を達成するとともに、完了時の平

均措置費率(31.9％)は、設計時の平均措置費率

(25.5％)を上回っており、当初の予定以上の環

境創生措置が施工時に実施されている。 
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第５節 環境情報総合システム 

 

第１ 目的 

 環境行政を効果的かつ効率的に推進するため

に、関係する各部局、機関等で環境関連情報を

共有し、必要な情報を迅速・的確に入手し、活

用できるようにすることが必要不可欠である。 

 また、社会の構成員すべての参画と協働によ

る環境問題への取組を推進するためには、正確

かつ適切な情報提供を行い、それぞれの立場で

環境問題への理解を深めることが求められる。 

 このため、平成５年度から平成８年度にかけ

て、「環境情報総合システム」を整備し、関係各

部局・機関のネットワークを構築して、情報の

総合的・体系的な収集・管理を推進するととも

に、インターネット等を利用して県民に情報提

供を行うしくみを構築した。 

 さらに、平成 10 年度から 14 年度にかけて、

順次各サブシステムの更新を行い、一層の効率

化・高度化を推進するとともに、提供する情報

の質の向上を図った。 

 平成 17 年度には大気管理システムを更新し、

ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の排出規制に関す

るデータ管理機能を追加した。平成 18 年度以降

も、順次各サブシステムの更新を行い、最新の

情報通信技術に適応した効率的なシステムとす

る。 

 
第２ 環境情報総合システムの構成 

 環境情報総合システムは、次の５つのサブシ

ステムで構成されている。 

１ 大気汚染常時監視システム 

県下各地に設置した測定局から、大気汚染等

に関する測定データを自動的に収集・管理し、

光化学スモッグの監視等に活用している。 

２ 大気管理システム 

大気汚染に関する届出情報、発生源情報等の

データ管理を行っている。 

３ 水質管理システム 

水質汚濁に関する届出情報、発生源情報等の

データ管理を行っている。 

４ 廃棄物管理システム 

廃棄物に関する届出情報、発生源情報等のデ

ータ管理を行う。 

５ 環境情報管理システム 

関係各部局・関係機関等から、環境関連情報

を収集整備し、インターネットにより、一般県

民や事業者に情報提供を行っている。 

図 

届出等県民・
事業者等
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第 3-2-2 図 環境情報総合システムの主要構成
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第３章 優れた環境を公平に享受できるしく

みづくり 

第１節 国際協力の推進 

 
第１ 友好交流先との環境交流事業 

１ 中国広東省との環境保全技術交流の推進 

 中国広東省との友好提携 10 周年(平成４年)を

契機に、環境保全分野における技術交流として、

酸性雨の測定技術や水質の測定技術に関する分野

での技術交流団の派遣及び研修団の受け入れを行

ってきた。平成 14 年度からは、環境の監視・測定

及び環境情報の収集・提供に係る技術交流を行う

とともに、政策形成を含めた環境交流へと、総合

的な交流分野への転換を図っており、平成 16 年度

からは、廃棄物処理政策やリサイクル等分野での

環境産業の育成などを中心に交流を行っている。 

 
２ ブラジルパラナ州との環境協力の推進 

 「兵庫県・パラナ州友好提携 30 周年記念共同声

明(平成 12 年)」を契機に、両県州で地球環境の保

全に係る技術・情報の交流を進めていくこととし、

平成 14 年度に環境協力を進めるための現地調査、

平成 15 年度に「沿岸域の環境保全国際シンポジウ

ム」、平成 17 年度に「パラナ州環境交流会議（環

境教育分野）」をパラナ州において開催した。 

平成 18 年度は、兵庫県内において、市民・民間

団体の参画による環境保全、環境学習・教育をテ

ーマに、「兵庫県・パラナ州 環境交流フォーラ

ム」を開催した。 

 
第２ 国際環境研究機関等への支援 

１ （財）国際エメックスセンターの活動支援 

 閉鎖性海域※の環境保全・創造及び多様な自然

と人間が共生する持続的発展が可能な社会の構築

に寄与することを目的として、閉鎖性海域に関す

る情報の収集・発信や調査研究、開発途上国への

技術移転等に取り組んでいる財団法人国際エメッ

クスセンターの活動を支援している。 

 平成 16 年度以降は、閉鎖性海域の環境保全に係

る調査研究業務の他、平成 18 年５月にフランス・

ノルマンディー地方・カーン市で開催された「第

７回世界閉鎖性海域環境保全会議（エメックス

７）」への支援を行った。 

 
２ アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（Ａ

ＰＮ）センターの活動支援 

 アジア太平洋地域の地球環境に関する国際共同

研究の促進を目的に政府間ネットワークとして組

織されたＡＰＮの活動強化のため、事務局機能を

担うＡＰＮセンターの活動を支援している。 

 また、同センターの活動を地域での地球環境保

全への取組に役立てるため、国際シンポジウムの

開催及び研究・調査を委託して実施している。平

成 18 年度は、国際セミナー「生物多様性の保全に

よる持続的な社会の達成をめざして」等を開催し

た。 

 
３ （財）地球環境戦略研究機関・関西研究セン

ターの活動支援 

 アジア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向

けた政策手法の開発や環境づくりのための政策

的・実践的研究に寄与することを目的に、「産業と

環境」を研究活動のメーンテーマとする財団法人

地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）関西研究セン

ターの活動を支援している。 

 同センターは、平成 13～15 年度は、関西の研究

機関、企業等と協力した研究体制の構築を図ると

ともに、「企業と環境」を研究テーマに、環境会計

など環境経営の具体的手法について調査研究を行

っている。 

 平成 18 年度は、国際シンポジウム「持続可能な

ライフスタイルとビジネスモデルを求めて－「持

続可能な消費と生産」の政策動向－」等を開催し

た。 

 
４ 閉鎖性海域に関する技術研修 

 わが国では、開発途上国からの研修員を受け入

れ、これら諸国の社会的・経済的発展に役立つこ

とを目的として、専門的知識及び技術の研修を行

っている。 

 県でも閉鎖性海域の環境管理を国際協力のもと

に進めていくため、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の

委託を受けている（財）国際エメックスセンター

と協力して、「閉鎖性海域の水環境管理技術コー

※閉鎖性海域：外部との水の交換が少ない内湾、内海などを閉鎖性海域という。閉鎖性海域では流入してくる汚濁負荷が、外部へ流
出しにくいため、同水域内に蓄積する。大都市や工業地帯に面している閉鎖性海域では水質汚濁が著しく、富栄養化も進行している。

外洋との海水交換が悪く、周辺からの流入汚濁負荷が大きい東京湾、伊勢湾、瀬戸内海などでは赤潮が発生している。このため「水

質汚濁防止法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」等に基づき、必要な措置が講じられている。 
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ス」研修を実施している。 

 平成 18 年度は、５力国６名の開発途上国の閉鎖

性海域及びその沿岸の環境管理を行う中堅行政担

当官・技術者に対して、環境管理計画の策定、規

制の手法、排水処理等の技術について指導するこ

とにより、開発途上国の閉鎖性海域の環境保全対

策の推進に役立つことをめざし、環境問題一般、

水質、廃棄物に係る基礎理論などの講義、処理技

術、分析技術等の実習及び現地見学を実施した。 

 
５ 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク研修 

 酸性雨は、大気汚染物質の長距離移動により国

境を越えて影響を及ぼす地球環境問題の一つであ

り、環境省が、参加を呼びかけ、提唱していた「東

アジア酸性雨モニタリングネットワーク」が平成

13 年１月から本格稼働している。 

 また、（財）ひょうご環境創造協会では、国際

協力機構（ＪＩＣＡ）の委託を受け、平成９年度

より「酸性雨のモニタリングと対策技術研修」を、

平成 13 年度より「東アジア酸性雨モニタリングネ

ットワーク研修」を実施している。 

 本県は、これに協力し、これまでに蓄積した酸

性雨のモニタリングや対策技術を、東アジア地域

を中心とした諸国の中央政府や地方政府の中堅技

術者に移転することを通し、国際環境協力を進め

るため、技術研修を県立健康環境科学研究センタ

ーで実施した。 

 平成 17 年度は、10 カ国 10 名の研修員に対し、

酸性雨のモニタリング技術、酸性雨による生態系

等への影響、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出抑制

技術、大気汚染物質の長距離移動などについて、

講義、実習、見学等による研修を行った。 

 
第3-3-1表 研修参加国及び研修期間 

参加国名 研修期間 

カンボジア、中国、イ

ンドネシア、ラオス、

マレーシア、モンゴル、

ミャンマー、フィリピ

ン、タイ、べトナム 

10月31日～12月16日 

 
６ 環境負荷物質分析技術に関する研修 

 ダイオキシン、残留農薬など環境負荷化学物質

による土壌・水質・農産物の汚染は先進国と開発

途上国における共通の問題であり、環境や農産物

の安全性を確保するために、環境負荷化学物質の

リスク評価及びモニタリング技術を整備すること

は緊急を要する重要課題である。 

 本研修は、開発途上国の中堅技術者が、環境負

荷化学物質の人及び環境に対する安全性を評価す

る技術の理解を深め、それらのモニタリング技術

について知識並びに技術を習得し、環境及び農作

物のモニタリング技術の整備に資することを目的

として、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が平成 11 年よ

り実施しており、県においても同機構の委託を受

け、技術研修を県立健康環境科学研究センターに

おいて実施している。 

 平成 17 年度は８カ国８名の研修員に対し、環境

負荷化学物質の分析、モニタリング、環境におけ

る残留農薬の分析、工業排水や河川水、産業廃棄

物中の重金属分析などについて、講義、実習等に

よる研修を行った。 
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第２節 環境影響評価の推進 

 
第１ 環境影響評価制度 

 環境影響評価（環境アセスメント）制度とは、

道路やダム建設その他の開発整備事業を行う者

（事業者）が、事業の実施前に、あらかじめ、環

境への影響について、自ら調査、予測及び評価を

行い、事業計画の内容や環境保全対策を検討する

ことにより、事業を環境負荷の少ないより望まし

いものとしていくための一連の手続きである。 

 県では、事業者が行う環境影響評価について、

住民、市町等関係行政機関及び学識者らの意見を

十分聴き、公正かつ客観的な審査を行うことによ

り、対象となった事業について、環境の保全と創

造に関し適切な配慮がなされるよう厳正に制度の

運用を図っている。 

 

第２ 環境影響評価制度の実施 

 本県では、平成９年３月に、「環境影響評価に

関する条例」を制定し、平成 10 年１月から施行し

ている。また、国においても、平成９年６月に「環

境影響評価法」が制定され、平成 11 年６月から施

行されている。 

 大規模な開発整備事業は、法又は条例（法の対

象となるものは、法が優先的に適用）により手続

が行われている。 

また、近年県下各地で大規模風力発電所の建

設が計画されており、景観の変化、騒音の発生、

貴重な鳥類の衝突事故等環境影響が懸念され

ることから、当面の措置として、平成 17 年 10

月 26 日に「風力発電所環境配慮暫定指導指針」

を策定し、事業者を指導している。 

さらに、平成 18 年４月１日に、「環境影響評

価に関する条例施行規則」を改正し、「風力発

電所の建設」を「環境影響評価に関する条例」

の対象事業として追加した。 

 
第３ 環境影響評価に関する条例の概要 

１ 計画の熟度に応じた２段階の審査手続 

「環境影響評価概要書（方法書）」により調査・

予測・評価の項目・手法の絞り込みを行い、次に

「環境影響評価準備書」により調査・予測・評価

した結果及び当該評価に基づく環境保全措置を検

討することにより、事業を環境保全上より適切な

ものに誘導することとしている。 

 
２ 住民の参画 

 「環境影響評価概要書（方法書）」や「環境影

響評価準備書」を縦覧に供することにより、住民

から広く意見を聴き、様々な情報を収集すること

により審査に反映することとしている。 

 また、準備書の段階では、事業者が開催する説

明会だけではなく、県においても公聴会を開催す

ることにより、より公正な手続とするとともに、

住民のこれら手続への参画の機会を充実させてい

る。 

 なお、縦覧の案内や図書の要約は、県環境部局

のホームページで公開している。 

 
３ 専門家の関与 

審査意見の形成に当たり、自然科学及び社会科

学の各分野の学識経験者で構成する環境影響評価

審査会を設け、様々な専門的見地からの意見を聴

くこととしている。 

 
４ 審査内容の質的変化 

従来の環境影響評価では、大気や水質等につい

て環境基準が達成されるかどうか等の審査が主で

あったが、近年では、生物多様性や生態系等の自

然環境分野の影響についての審査も重視するとと

もに、環境への負荷を低減するために事業者がい

かに努力しているかという観点からも審査を行い、

環境保全上よりよい事業への誘導を図ることとし

ている。 

 
５ 事後監視調査 

 環境影響評価は、事前の審査手続のみで完了す

ることなく、工事中及び施設の供用開始後の環境

影響評価の検証として環境の監視を義務づけてい

る。 
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第４ 環境影響評価の今後の展開 

 事業の基本的な枠組みがほぼ固まった段階で実

施される現行の環境影響評価に対して、個別の事

業計画が策定される以前のより早期、より上位の

施策･計画の構想立案段階から十分な環境配慮を

行うため、様々な環境保全対策を検討し、その結

果を施策･計画に組み入れるための仕組みである

計画段階環境アセスメント※の導入について検討

を進めている。 

 

コラム 
・・環環境境影影響響評評価価概概要要書書（環境影響評価法では「環境影響評価方法書」という） 
調査、予測、評価の実施の前段階で作成する図書であり、事業計画の概要のほか､環境影響評

価の対象となる地域の範囲や予測評価すべき項目､手法等環境影響評価の実施計画を記載した

もの。 
  
・・環環境境影影響響評評価価準準備備書書  
環境影響について、調査、予測、評価の結果を記載した図書のこと。 

  
・・環環境境影影響響評評価価書書  
環境影響評価準備書について述べられた意見等を踏まえ、環境影響評価準備書の記載事項につ

いて再検討し、述べられた意見とそれに対する事業者の考えや対策を追加して記載した図書の

こと。 
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※計画段階環境アセスメント：事業の枠組みが決まった後に行うのではなく、開発計画などの立案段階から環境への影響を予
測・評価する環境影響評価制度をいう。 
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第 3-3-1 図 環境影響評価に関する条例に基づく環境影響評価手続きフロー図 
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第 3-3-2 図 これまで環境影響評価を行った主な事業 
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第３節 公害紛争の処理 

第１ 公害審査会 

 公害紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、「公

害紛争処理法」に基づき、弁護士、大学教授など

学識経験者 12 名の委員からなる兵庫県公害審査

会を設置し、あっせん、調停及び仲裁手続きによ

り、公害の紛争を処理している。 
 紛争当事者からの申請に応じて、公害審査会内

に調停委員会（３名の委員で構成）等を設け、紛

争の解決に当たっている。 
  

第 3-3-2 表 公害審査会で取り扱った調停事件 

（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

事件の表示 
受 付 

年月日 

調 停 期日
等開催回
数（累計）

処 理

状 況

平成 9 年（調）第 1 号

及び平成 11 年（調）第

1号 

都市計画道路中央幹線

等自動車公害防止対策

等請求事件 

平成 9 年

12 月 19 日 

 

平成 11 年

7 月 28 日

  

調停期日 

 21 回 

係属中

平成 17 年（調）第１号 

道路改良事業計画中止

請求事件 

平成 17 年

９月 22 日 

－ 

  

係属中

平成 17 年（調）第 2号 

廃棄物最終処分場生活

環境影響調査実施等調

停申請事件 

平成 17 年

10 月 19 日 

調停期日 

 ２回 

係属中

平成 17 年度は、平成９年に申請のあった事件につ

いて、引き続き調停を行うとともに、新たに２件

の申請を受理し、２つの調停委員会を設置した（第

3-3-2 表）。 
 
第２ 公害苦情の現況 

１ 県及び市町が新規に受理した公害苦情件数は、

平成 17 度は 3,753 件で、平成 16 年度に比べて

378 件（前年度比 11.2％）増加している（第

3-3-3 図）。 
 
２ 典型７公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振

動、悪臭、土壌汚染及び地盤沈下）の苦情件数

は、平成 17 年度は 2,804 件（全苦情の 74.7％）

で、平成 16 年度に比べて 266 件増加している。 
 また、典型７公害以外の苦情（不法投棄、害

虫等の発生、動物死骸の放置等）の件数は、平

成 17 年度は 949 件（全苦情の 25.3％）で、平

成 16 年度に比べて 112 件減少している。 
 
［種類別］（資料編第 7-1 表） 
 大気汚染が 1,131 件（全苦情の 30.1％）と最

も多いが、平成 16 年度に比べて 138 件（前年

度比 13.9％）増加している。次いで騒音が 620

件（全苦情の 16.5％）、悪臭 509 件（同 13.6％）、

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

8 9 10

　　（備考）典型7公害以

（
件

）

2,956

3,379
3,506

 

第 3-3-3 図 公害苦情件数の推移 

11 12 13 14 15 16 17

外の苦情は、不法投棄、害虫等の発生、動物死骸の放置等である。

（年度）

大気汚染

水質汚濁

騒音

振動

悪臭

土壌汚染・
地盤沈下

典型7公害
以外の苦情

3,603

3,768
3,676

3,588

3,3753,302

3,753
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水質汚濁449件（同12.0％）の順となっている。 
 
［市町別］（資料編第 7-3表） 
 神戸市の 583 件（全苦情の 15.5％）が一番多

く、次いで姫路市の 465 件（同 12.4％）、尼崎

市 353 件（同 9.4％）の順となっており、県下

29 市の合計は、3,463 件で全体の 92.3％を占め

ている。 
 
［発生源別］（資料編第 7-2 表） 
 建設業が 953 件（全苦情の 25.4％）、製造業

530件（同14.1％）、サービス業197件（同5.2％）

の順となっている。 
 また、典型７公害のうち、苦情件数の多い大

気汚染及び騒音についてみると、大気汚染では、

建設業が 478 件、製造業 134 件の順になってお

り、騒音では、建設業が 221 件、製造業 100 件

の順となっている。 

 
第３ 公害健康被害の救済対策 

 公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な

保護を図るため、「公害健康被害補償法」が昭和

49 年から施行され、神戸市臨海地域、尼崎市東

部・南部地域が地域指定を受けて、両市において

公害病患者の認定、認定患者に対する補償給付（療

養の給付、療養費、障害補償費、遺族補償費、遺

族補償一時金、児童補償手当、療養手当及び葬祭

料）及び保健福祉事業を実施し、公害被害者の救

済を図ってきた。 
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 昭和 63 年３月には、大気汚染の態様の変化を踏

まえて、改正法「公害健康被害の補償等に関する

法律」が施行されるに伴い地域指定が全面解除さ

れた。 
 また、この改正法では、既に認定された患者（認

定患者の状況については資料編第 7－4 表のとお

り）の救済については、引き続き継続されるとと

もに、健康被害の予防に重点をおいた施策（環境

保健事業及び環境改善事業）が展開されることと

なった。 
 兵庫県では、旧第一種地域である神戸市及び尼

崎市に西宮市及び芦屋市を加え、これら４市にお

いて、法改正後に実施されることとなった健康被

害予防事業が広域的に実施できることとなり、公

害健康被害補償予防協会（現環境再生保全機構）

の助成事業として、平成 12 年度に策定した大気環

境改善のための事業計画に基づき、低公害車普及

事業等を実施している。 
 

第４ 環境事犯の取り締まり 

 県警察では、環境の保全と創造に関する行政施

策の一翼を担う視点に立って、「兵庫Ｃ（Clean=

きれいな）＆Ｃ（Create=創造）活動」として取り

組み、硫酸ピッチ等の産業廃棄物の不法処分事犯

等、生活環境を保全する上で重大な支障を及ぼす

悪質な環境事犯に重点を指向した取り締まりを強

力に推進した。  

  平成 17 年中における環境事犯の検挙状況は、第

3-3-3 表のとおりである。 

 
第3-3-3表 環境事犯の検挙状況 

法   令   名 件 数 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 197 

水質汚濁防止法 0 

河川法 0 

瀬戸内海環境保全特別措置法 0 

計 197 

 
 
 
 
 



第４章 地域環境への負荷の低減 

 
47 

第４章 地域環境への負荷の低減 

第１節 大気環境の保全 

第１ 大気汚染の常時監視 

１ 大気汚染常時監視測定局の設置状況 

 県及び政令市（神戸市、姫路市、尼崎市、西宮

市、明石市及び加古川市）では、大気汚染常時監

視測定局を設置し、県下の大気汚染状況の常時監

視を行っている。 

 平成 18 年 3 月 31 日現在の測定局数は 89 局〔一

般環境大気測定局 57 局（県設置 16 局、政令市設

置 40 局、国設置１局）、自動車排出ガス測定局 32

局（県設置８局、政令市設置 23 局<車道局含む>、

国設置１局）〕である。 

 また、その他の市町も、必要に応じて測定局を

設置し、常時監視を行っている（一般環境大気測

定局 15 局、自動車排出ガス測定局１局）。 

 
２ 測定局及び測定項目の整備 

 県においては、県域の大気汚染状況の変化に対

応した測定局及び測定項目の整備・再配置を行い、

適切かつ効率的な常時監視を行っている（資料編

第 4-1 表、第 4-18 表参照）。 

 
３ 常時監視とデータの情報提供 

 平成 17 年度において、大気汚染常時監視システ

ムにより、毎時測定データを収集している県下の

測定局は 89 局である。これらの測定データに基づ

き、大気汚染状況を常時監視するとともに、光化

学スモッグ注意報等の発令を行った。 

 また、光化学スモッグ注意報等の発令状況や毎

時の測定データ（速報値）をインターネットや携

帯電話のＷｅｂサイトを利用して、県民にリアル

タイムに情報発信している。  

 

４ モニタリングボックスと移動観測車 

 測定局の谷間となる地域や開発整備事業等環境

変化が予想される地域で、現況の把握が必要な地

域について、モニタリングボックス６台及び移動

観測車２台により、機動的な監視・測定を行って

いる。 

 

 

第 3-4-1 表 一般環境大気用 

 モニタリングボックス 移動観測車（「１号車」）

測

定

地

点

三木市上ノ丸町 30 地点 

測

定

期

間

平成 17 年４月～ 

平成 18 年３月 

各地点ごとに９日程度 

測

定

項

目

二酸化硫黄、一酸化

窒素、二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、光

化学オキシダント、

風向、風速 

二酸化硫黄、一酸化窒

素、二酸化窒素、浮遊粒

子状物質、光化学オキシ

ダント、メタン系炭化水

素、非メタン炭化水素、

風向、風速、日射量、紫

外線量 

測

定

結

果

資料編第 4－13 表の

とおり 

資料編第 4－14 表のと

おり 

 
第 3-4-2 表 自動車排出ガス用  

 モニタリングボックス 移動観測車（「2号車」）

測

定

地

点

芦屋市陽光町 

神戸市灘区大石南町 

神戸市東灘区魚崎南

町 

神戸市北区山田町 

伊丹市荒牧 

28 地点 

測

定

期

間

平成 17 年４月～ 

平成 18 年３月 

各地点ごとに９日程度 

測

定

項

目

一酸化窒素、二酸化

窒素、浮遊粒子状物

質、一酸化炭素※、

風向、風速、騒音※ 

 

※芦屋市のみ 

二酸化硫黄、一酸化窒

素、二酸化窒素、一酸化

炭素、浮遊粒子状物質、

風向、風速、騒音、振動、

交通量 

測

定

結

果

資料編第 4-20 表の

とおり 

資料編第 4-21 表のとお

り 

 



第３部 環境の現況と取組の状況 

第２ 一般環境大気 

１ 二酸化硫黄※

 二酸化硫黄などの硫黄酸化物は、主として石

油・石炭などの化石燃料中の硫黄分がその燃焼過

程で酸化されることにより生成される大気汚染物

質であり、昭和 40 年代は、多量の硫黄酸化物が大

気中に排出され、スモッグの原因となり、公害の

主役であった。しかし、使用燃料の低硫黄化、排

煙脱硫装置の設置等の対策により、汚染状況は大

幅に改善されている。 

 
(1) 二酸化硫黄濃度の測定結果と推移 

（資料編第 4-5 表、第 4-6 表） 

 平成 17 年度は、全 57 測定局で環境基準を達

成しており、年平均値の単純平均は 0.003ppm

である（平成 16 年度は全 57 局で達成）。 

また、昭和 48 年度以降継続して測定している

局（33 局）の年平均値の単純平均は 0.003ppm

であり、経年変化をみると、近年低濃度で推移

している（第 3-4-1 図）。 

 
 

(2) 二酸化硫黄対策 

 「大気汚染防止法」に基づく排出規制、阪神・

播磨地域（l1 市３町）の工場・事業場に対する

総量規制、燃料使用基準の適用及び県下主要工

場と締結している環境保全（公害防止）協定に

より、良質燃料の使用、排煙脱硫装置の設置な

どを指導し、硫黄酸化物の排出量削減に努めて

きた。この結果、硫黄酸化物による大気汚染の

顕著な改善効果が得られ、すべての一般環境大

気測定局で環境基準をはるかに下回る濃度にま

で改善された。 

 しかしながら、最近では廃棄物の燃料化、未

利用エネルギーの利用等、エネルギー源の多様

化により、発生源の形態が変化しつつあり、今

後ともきめ細かな工場・事業場指導等を行って

いく。また、気象条件によっては、局地的短期

的な高濃度汚染が生じることもあり、的確な監

視を引き続き行っていく。 

 

第 3-4-1 図  一般環境大気汚染の推移 
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48 ※
二酸化硫黄：硫黄と酸素の化合物で、工場や火力発電所で石炭、重油を燃焼する際、その燃料中に存在する硫黄分が二酸化硫黄となり排出ガス中に含まれ大気汚染の原因となる。二酸化硫黄は人の健康に影響を及ぼす他、酸性雨の原因物質である。このため「環

境基本法」に基づき、人の健康の保護の見地から環境基準が定められている。また、「大気汚染防止法」では二酸化硫黄を含めた硫

黄酸化物についてＫ値規制（地域と煙突の高さに応じて排出が許容される量を定める規制）や総量規制などを実施している。



第４章 地域環境への負荷の低減 

２ 窒素酸化物※（二酸化窒素） 

 窒素酸化物とは、燃焼により燃料中の窒素分及

び空気中の窒素が酸素と結合して発生する物質で

ある一酸化窒素及び二酸化窒素の総称である。 

 発生時には、一酸化窒素が大部分を占めている

が、これが大気中で酸化されて二酸化窒素に変化

する。 

 窒素酸化物の主な発生源としては、工場・事業

場、自動車、船舶、ビルや家庭の暖房機器があげ

られるが、近年、都市部においては、自動車から

の排出が大きな割合を占めている。 

 窒素酸化物のうち、環境基準が定められている

のは二酸化窒素であり、人への健康影響のみでな

く、光化学オキシダントや酸性雨の原因物質の一

つとされている。 

 

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果と推移 

 （資料編第 4-2 表、第 4-3 表） 

 平成 17 年度は、全 57 測定局で環境基準を達

成しており、年平均値の単純平均は 0.017ppm

である（平成 16 年度は全 57 局で達成）。 

また、昭和 53 年度以降継続して測定している

局（35 局）の年平均値の単純平均は 0.019ppm

であり、経年変化をみると、近年はほぼ横ばい

の傾向にある（第 3-4-1 図）。 

 

(2) 窒素酸化物対策 

 窒素酸化物の発生源は工場・事業場、自動車、

船舶など多岐にわたっており、汚染メカニズム

も複雑であるため、環境基準を維持達成するた

めには、発生源別、地域的に効果的な対策を講

じることが必要である。 

 

ア  固定発生源対策 

窒素酸化物対策のうち、固定発生源対策とし

ては、「大気汚染防止法」に基づく濃度規制（ば

い煙発生施設の種類・規模別に定められた排出

口における濃度規制）及び環境保全(公害防止)

協定に基づく排出量抑制指導による低ＮＯx バ

ーナーの導入、燃焼管理方法の改善、燃料の良

質化などを強力に推進している。 

 
イ  神戸・阪神地域における窒素酸化物対策 

 神戸・阪神間において、二酸化窒素が高濃度

で推移していたことから、平成５年 11 月 30 日

に「兵庫県自動車排出窒素酸化物総量削減計画」

を策定するとともに、自動車をはじめ工場・事

業場、家庭等群小煙源等を含む総合対策指針で

ある「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」

を定め、対策を行ってきた。 
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第 3-4-2 図  二酸化窒素の環境基準達成状況の推移 
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※窒素酸化物：物が燃える際には、空気中の窒素や物に含まれる窒素化合物が酸素と結合して窒素酸化物（NOx）が必ず発生す
る。発電所や工場のボイラー、および自動車エンジンなど高温燃焼の際に一酸化窒素(NO)が発生し、これはまた酸化されて安定

な二酸化窒素(NO2)となり大気中に排出される。通常、この一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)とを合わせて窒素酸化物（NOx）

と呼ぶ。窒素酸化物は人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある。また窒素酸化物は紫外線により光化学反応を起こし、オゾンな

ど光化学オキシダントを生成する。窒素酸化物による大気汚染を防止するため、大気汚染防止法等により対策が進められている。



第３部 環境の現況と取組の状況 

３ 浮遊粒子状物質※

 浮遊粒子状物質とは、物の燃焼などに伴って発

生するばいじん、鉱石などの粉砕や自動車の走行

に伴って飛散する粉じんなど、大気中に浮遊する

粒径 10μm（1μmは 1000 分の 1mm）以下の粒子状

物質をいう。これらの微粒子は、気道から肺に侵

入・沈着し、呼吸器に影響を及ぼすことが知られ

ている。 

 浮遊粒子状物質は、その生成過程からみた場合、

粒子として大気中に放出される一次粒子とガス状

物質が大気中に化学的に変化して生成される二次

生成粒子とに分類される。また、発生源としては、

人為発生源（工場・事業場、自動車等）と自然発

生源（土壌粒子、海塩粒子等）とに分類され、粒

子の性状（粒径、成分等）が異なる。 

 

(1) 浮遊粒子状物質濃度の測定結果と推移 

 （資料編第 4-7 表、第 4-8 表） 

 
50 ※

 平成 17 年度は、長期的評価では、全 57 測定

局中 56 局で環境基準を達成しており、年平均値

の単純平均は 0.028mg/m3である（平成 16 年度

は全 57 局で達成）。 

なお、長期的評価で環境基準を超過した 1局
は志方公民館(加古川市)である。 
一方、短期的評価では、大気の状態が安定で

汚染物質が拡散しにくい日が多かったことなど

の影響により 5 局で環境基準が未達成である

（平成 16 年度は 11 局で未達成）。 

なお、短期的評価で環境基準未達成の 5局は、

朝日ヶ丘小学校（芦屋市）、深江、須磨（神戸市）、

志方公民館（加古川市）、飾磨（姫路市）である。 

また、昭和 51 年度以降継続して測定している

局（32 局）の年平均値の単純平均は 0.028mg/m3

であり、経年変化をみると、近年はほぼ横ばい

の傾向にある（第 3-4-1 図）。 

 
(2) 浮遊粒子状物質対策 

 ばいじんについては、「大気汚染防止法」に基

づき、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排

出基準が定められている。県では、「大気汚染防

止法」に基づく排出基準の順守を徹底するほか、

環境保全（公害防止）協定による指導などによ

り、良質燃料の使用及び集じん機の設置など、

ばいじん排出量の低減指導に努めている。 

 粉じんのうち一般粉じんについては、「大気

汚染防止法」に基づき、一般粉じん発生施設に

係る構造、使用及び管理に関する基準を順守さ

せるほか、「環境の保全と創造に関する条例」に

より、規制対象施設の拡大、許可制度の導入並

びに敷地境界及び地上到達点における濃度規制

を行っており、これらを的確に運用することに

より、一般粉じんの発生の低減に努めている。 

 

  

 

第 3－4－3図  浮遊粒子状物質の環境基準達成状況（長期的評価）の推移 
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浮遊粒子状物質：大気中の粒子状物質のうち、粒径 10μm 以下のものをいう。大気中に長期間滞留し、肺や気管などに沈着
するなどして呼吸器に影響を及ぼすおそれがあるため、環境基準が設定されている。工場等の事業活動や自動車の走行に伴い

発生するほか、風による巻き上げ等の自然現象によるものもある。排出されたとき既に粒子としての性状を持つ「一次粒子」

と排出時にガス状であった化学物質が大気中での光化学反応等により粒子化する「二次生成粒子」とに分類される。 
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４ 光化学オキシダント※

 光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物、

炭化水素等の物質が太陽光線中の紫外線により光

化学反応を起こし二次的に生成される酸化性物質

の総称であり、オゾン、ＰＡＮ（パーオキシアセ

チルナイトレート）等の物質が含まれる。 

 
(1) 光化学オキシダント濃度の測定結果と推移 

 (資料編第 4-9 表、第 4-10 表) 

 平成 17 年度は前年度と同様、全局で環境基準

を達成していない。 

 全測定局(52 局)のうち昼間(６時～20 時)の

１時間値の年平均値が最も高いのは市立立花北

小学校の0.042ppmであり、全局平均は0.032ppm

である。 

 経年変化をみると、平成 8年度以降の 10 年間

では 0.027ppm から 0.032ppm の間で推移してい

る。 

 また、昼間の１時間値の最高値は播磨町役場

の 0.177ppm である。昼間の濃度が 0.06ppm を超

えた日数の平均(測定局ごとの超過日数の合計

を測定局数で割ったもの)は 89 日であり、前年

度と比較して 14 日増加した（第 3-4-4 図）。 

 
(2) 光化学スモッグ広報等の発令状況 

  (資料編第 4-12 表) 

 光化学オキシダントは、紫外線が強くなる夏

期に高濃度となりやすいことから県では毎年４

月から 10 月を特別監視期間とし、オキシダント

濃度が上昇した場合には光化学スモッグ予報ま

たは注意報等を発令することにより、被害の未

然防止に努めている。 

 

第 3-4-4 図 昼間の光化学オキシダント濃度が 0.06ｐｐｍを越えた日数の平均の推移 
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51 ※
光化学オキシダント：工場、事業場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や炭化水素類(HC)を主体とする１次汚染が、

太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの物質の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因と

なっている。光化学オキシダントは強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器へ影響を及ぼし、農作物などへ

も影響を与える。 
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 平成 17 年度の光化学スモッグ広報等の回数

は、予報 8回、注意報 9回であり、その年の気

象条件等により、予報は若干の変動があるもの

の、注意報はほぼ例年並みの発令回数である。 

なお、光化学スモッグによるものと思われる

健康被害の発生はなかった。（第 3-4-5 図） 

 
(3) 光化学スモッグ対策 

 光化学スモッグによる大気汚染に対処するた

め、被害の発生防止と被害発生時における被害

者の救済を目的として、次のとおり対策を実施

している。 

 
ア  光化学スモッグ常時監視体制の強化 

 光化学スモッグ多発期間中(４月20日～10月

19 日)は、土曜、日曜、祝日を含めた特別監視

体制により、光化学スモッグ(オキシダント)の

監視を強化する。 
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イ  光化学スモッグ緊急時の広報等の発令及び

通報（第 3-4-6 図） 

 
ウ  光化学スモッグ広報等の発令時の対策 

（ｱ）一般県民に対する周知について、報道機関

へ協力依頼 

（ｲ）関係機関(警察本部他関係部局)への通報及

び事態の周知 

（ｳ）主要工場(県下約 300 工場)に対する窒素酸

化物排出量の削減要請及び有機溶剤等炭化

水素類の使用を可能な限り抑制することの

要請 

（ｴ）広報等発令地域への車両の乗り入れ自粛の

呼びかけ 

 
 エ  健康被害発生時の救急医療体制を県医師会

へ協力要請 

 
 オ  神戸海洋気象台との気象情報交換の緊密化 

第 3-4-6 図 光化学ス 図 
 

モッグ広報等連絡系統
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５ 有害大気汚染物質 

 低濃度であっても長期的暴露によって健康影響

が懸念される有害大気汚染物質について、健康影

響の未然防止を図るため、大気汚染防止法が改正

となり、平成９年４月から施行され、同法第 18

条の 23 及び第 22 条の規定に基づき、一般環境に

ついて５地点、固定発生源周辺について２地点、

道路沿道１地点での測定を行った。 

 
(1) 測定物質 

 優先取組物質として位置づけられた 22 物質

のうち、既に測定方法の確立されている次の 19

物質について測定した。 

①アクリロニトリル ②アセトアルデヒド ③塩

化ビニルモノマー ④クロロホルム ⑤1,2-ジク

ロロエタン ⑥ジクロロメタン ⑦テトラクロロ

エチレン ⑧トリクロロエチレン ⑨ベンゼン 

⑩ホルムアルデヒド ⑪1,3-ブタジエン ⑫酸化

エチレン ⑬ニッケル化合物 ⑭ヒ素及びその化

合物 ⑮マンガン及びその化合物 ⑯クロム及び

その化合物 ⑰ベリリウム及びその化合物 ⑱ベ

ンゾ[a]ピレン ⑲水銀及びその化合物 

 なお、固定発生源周辺、道路沿道については、

上記のうち排出が予想される物質とした。 

 
(2) 測定期間、頻度 

 毎月１回測定を実施した。 

 
(3) 結果 

 結果を資料編第 4-15 表に示す。 

 このうち４種類の物質について環境基準が定

められており、それらを年平均値で評価すると、

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレン、ジクロロメタンのいずれもすべての

地点で環境基準を達成している。 

 平成 15 年７月 31 日に中央環境審議会より今

後の有害大気汚染物質対策のあり方について

（第７次答申）が示され、環境目標値の一つと

して、環境中の有害大気汚染物質による健康リ

スクの低減を図るため、優先取組物質のうちア

クリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、

ニッケル化合物の４物質についての指針となる

数値が設定され、平成 18 年 11 月にクロロホル

ム、1.2-ジクロロエタン、1.3-ブタジエンの３

物質が追加された。 

この指針値は、大気モニタリング調査結果の

評価にあたっての指標や事業者による排出抑制

努力の指標として定められたものである。 

 
第 3-4-3 表 指針値 

アクリロニトリル 年平均値 ２μｇ/m3以下 

塩化ビニルモノマー 年平均値 10μｇ/m3以下 

水銀及びその化

合物 
年平均値 0.04μｇHg/m3以下 

ニッケル化合物 年平均値 0.025μｇNi/m3以下 

クロロホルム 年平均値 18μｇ/m3以下 

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 年平均値 1.6μｇ/m3以下 

1.3-ブタジエン 年平均値 2.5μｇ/m3以下 

 
(4) 有害大気汚染物質対策 

 有害大気汚染物質のうち、特に健康に影響を

及ぼすおそれ（健康リスク）が高いと評価され

たベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラク

ロロエチレンについては、「大気汚染防止法」に

基づき、指定物質に指定され、指定物質排出施

設及び指定物質抑制基準が設定されている。 

 県では、これらの物質を使用する工場・事業

場に対し、排出抑制指導を行っている。 

 
６ 金属物質等 

 県下における金属物質の現況を把握するため、

大気中金属物質を県下９地点で測定し、県南部地

域における金属物質による大気汚染の状況を監視

した（資料編第 4-16 表）。 

 
(1) 測定物質 

 ①鉄 ②マンガン ③亜鉛 ④鉛 ⑤カドミウム 

⑥ニッケル ⑦全浮遊粉じん 

 
(2) 測定地点 

 伊丹市役所、加古川市役所、赤穂市役所、高
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砂市役所、宝塚市よりあいひろば、芦屋市朝日

ケ丘小学校、相生市役所、たつの市役所、稲美

町役場 

 
(3) 測定結果 

 全浮遊粉じんに含まれる金属物質濃度の経年

変化を阪神地域、播磨地域に分類して第 3-4-7

図に示す。 

 全浮遊粉じんについては、長期的な濃度推移

の傾向をみると、昭和 58 年度以降横ばいもしく

は漸減傾向を示している。前年度と比較すると、

赤穂市は横ばいであるが、その他８地点では増

加した。 

 各金属成分についての、長期的な濃度推移の

傾向をみると、昭和 58 年度以降横ばいもしくは

漸減傾向を示している。また、前年度と比較す

ると、鉄は全地点、亜鉛は６地点、マンガンは

５地点、ニッケルは３地点、カドミウムは１地

点において前年度より濃度が増加したものの、

その他は横ばいもしくは減少した。 

 こうしたことから、今後も地域的な大気汚染

物質の負荷量及び景気変動に伴う経済活動の変

化を注視し、継続的な監視が必要である。 

（4） 金属物質等有害物質対策 

 有害物質については、「大気汚染防止法」に基

づき、ばい煙発生施設の種類ごとにカドミウム

など４物質について規制基準が定められている。 

 また、28 物質の特定物質については、事故時

の応急措置及び速やかな復旧義務が事業者に対

し課せられている。 

 県においては、これら「大気汚染防止法」に

基づく規制基準の順守を徹底するとともに、

「環境の保全と創造に関する条例」において、

有害物質に係る特定施設として溶剤洗浄施設等

に届出義務を課し、クロム化合物、シアン化合

物、トリクロロエチレンなど 29 項目の有害物質

について、地上到達地点濃度、敷地境界線上濃

度の規制を工場等に対して行い、排出抑制の指

導を行っている。 

 

 

 
第 3-4-7 図 各金属成分濃度の経年変化 
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マンガン濃度の経年変化 
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カドミウム濃度の経年変化 
阪神地域 

カドミウム濃度の経年変化 
播磨地域 
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７ アスベスト※１

 過去、アスベスト問題は、主にアスベスト製品

製造工場等での労働環境問題としてとらえられ、

高濃度暴露による石綿肺、肺がん、悪性中皮腫な

どの健康被害を防止する目的で労働安全衛生の面

から種々の対策が講じられてきた。 

 しかし、一般環境中にもアスベストの存在が確

認され、各種発生源に対する排出抑制対策が必要 

であることから、一般環境及びアスベスト製品製 

造工場、吹付けアスベストが使用されている建築

物の解体工事等の現場の監視調査を実施している。 

 なお、本県では従前より「環境の保全と創造に

関する条例」に基づき、アスベスト等含有建築物

の解体・改修については、吹付けアスベストを含

むものにあってはすべての、吹付けアスベストを

含まない建設材料を使用した建築物（以下、「非飛

散性アスベスト含有建築物」という。）にあっては

床面積 1,000 ㎡以上の建築物を規制の対象として

いたが、スレートやビニール床タイルなど非飛散

性アスベスト含有建築物であっても解体される際

にはアスベストが飛散することが懸念されること

から、平成 17 年 11 月 1 日より規制の対象となる

非飛散性アスベスト含有建築物の面積要件を床面

積 80 ㎡以上とし、規制の強化を図っている。 

平成 17 年度調査では、各地域ともほぼ同じよう

な値を示し、特に高い値はみられなかった。また、

経年的には低下傾向がみられ、近年は低濃度で推

移している。（資料編第 4-17 表） 

 
８ 騒音・振動 

(1) 工場・事業場及び建設作業の騒音規制 

   「騒音規制法※２」及び「環境の保全と創造に

関する条例」に基づき、工場・事業場及び建設

作業から発生する騒音を規制している地域と

して、県下全市町のほぼ全域を指定している。 

   工場・事業場から発生する騒音については、

騒音発生源となる金属加工機械などの特定施

設を届出の対象とし、届出工場・事業場に対し

区域の区分及び時間帯の区分ごとに規制基準

を設定し規制を行っている。 

   建設作業騒音については、くい打ち機を使用

する作業などの特定建設作業を届出の対象と

し、騒音の大きさ、作業日、作業時間などの規

制を行っている。 

   商店・飲食店から発生する騒音については、

「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、

＜コラム＞  騒音問題とは？ 
私たちのまわりでは、いくつもの音が発生しています。多くの音の中で、どのような音が騒音とされるのでしょうか。 

１． 騒音は音である。（物理的に音が発生しなければ、騒音問題とならない。） 

２． 騒音は人が音を知覚する結果として起こる。（聞く人がいなければ、騒音問題とならない。） 

３． 騒音は人と人、人と社会にかかわる現象である。（物理的に同じ音であっても、受け取る側の心理状態、社会的

立場などによっては、騒音問題となりうる。） 

 上記の３つの条件に当てはまると、騒音問題が発生します。苦情件数は、工場・事業場や建設現場からのものが多い

ですが、近年では、家庭生活騒音に対しての苦情も多く寄せられています。 

 家庭生活騒音とは、テレビ、ステレオなどの音響機器や、エアコン、洗濯機などの家庭用機器、その他、家庭生活に

伴って発生する騒音です。したがって、誰もが加害者にも被害者にもなりえます。その半面、一人一人のちょっとした

工夫や気配りによって、未然に問題をさけることもできます。 

家庭生活騒音の防止のために 
○ 家庭用機器は低騒音型の機種を選びましょう。 

○ 機器の取り付け位置や向きに気を付けましょう。 

○ 夜遅く音を出すのはやめましょう。 

○ 大きな音を出したり、何度も音を出したりするときは隣近所に声をかけましょう。 

○ 日頃から、近所の人たちと気軽に話せたり、注意しあえたりするのが理想です。 
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※１アスベスト（石綿）：繊維状の鉱物を綿のようにもみほぐしたもので、蛇紋石の群に属する繊維状のけい酸塩鉱物（クリソタイ
ル［白石綿］）、角閃石の群に属する繊維状のけい酸塩鉱物（アモサイト［茶石綿］、クロシドライト［青石綿］、トレモライト、アクチノライト、
アンソフィライト）をいう。（建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル［ぎょうせい］より抜粋） 
※２騒音規制法：生活環境の保全、国民の健康保護のため、工場・事業場における事業活動並びに建設工事による騒音の規制や、

自動車騒音の許容限度を定めた法律。 
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地域を指定して、飲食店等の深夜における営業

の制限を行うとともに、カラオケ騒音に対して

は、県下 26 市 15 町において深夜における音響

機器の使用の制限を行っている。 

   なお、騒音規制法に基づく特定施設及び特定

建設作業の届出件数は資料編第3-2表①及び③

のとおりである。 

 

(2) 工場・事業場及び建設作業の振動規制 

   「振動規制法※1」及び「環境の保全と創造に

関する条例」に基づき、工場・事業場及び建設

作業から発生する振動を規制している地域とし

て、県下全市町のほぼ全域を指定している。 

   工場・事業場から発生する振動については、

振動発生源となる金属加工機械などの特定施設

を届出の対象とし、地域の区分及び時間帯の区

分ごとに規制基準を設定し規制を行っている。 

   建設作業の振動については、くい打ち機を使

用する作業などの特定の建設作業を届出の対象

とし、振動の大きさ、作業日、作業時間などの

規制を行っている。 

   なお、振動規制法に基づく特定施設及び特定

建設作業の届出件数は、資料編第 3-2 表②及び

④のとおりである。 

 
(3) 市町騒音・振動担当職員の研修及び技術支援 

   工場・事業場及び建設作業から発生する騒音

及び振動について、法律、条例に基づく、届出

の審査及び立入検査などは、各市町の事務とな

っているので、県では法律、条例の円滑な施行

を図るため、市町担当職員を対象に関係法令、

測定及び防止技術の研修を行うとともに、騒音

及び振動が問題となっている事業場等の防止対

策について、市町への技術的な支援を行ってい

る。 

 
９ 悪臭 

(1) 工場・事業場の悪臭規制 

 工場・事業場から発生する悪臭については、

「悪臭防止法※2」に基づき、県下市町のほぼ全

域を規制地域として指定している。 

 悪臭防止法に基づき、悪臭の原因となる物質

＜コラム＞ かおり風景 100選 

  身近にあるよいかおりを再発見して、その源となる自然や文化～かおり環境～を保全・創出しようとす

る地域のとり組みを支援することを目的に、環境省は平成 13 年度に「かおり風景 100 選」を認定しまし

た。600 を超える応募の中から特に優れたもの 100 地点が選ばれました。県内の「かおり風景 100 選」は

次のとおりです。 

所在地 かおり風景100選 かおりの源 季 節 内      容 

神戸市 

西宮市 

灘五郷の酒づくり 灘の酒 秋から冬 阪神間約12㎞の範囲に酒造メーカーが集

合しており、仕込み期には新酒のかおり

が漂っています。 

寛永年間に西宮で醸造が始まり、酒文化

の歴史を後世に伝えるための資料館・記

念館等を開設しています。 

宍粟市 

 

山崎大歳神社の 

千年藤 

藤 ４月下旬 

  ～ 

５月上旬 

西暦960年に植えられたとされる千年藤

は境内をすっぽりと覆うほどです。 

花期には周囲に甘い香りを漂わせ、５月

上旬には藤まつりも開かれます。 

淡路市 旧一宮町の線香づ

くり 

線香 一年中 嘉永年間から続く線香づくりは、全国の

約70％のシェアを占めています。 

町内には線香事業者が16社、下請け業者

が多数並び、お香のかおりが生活のかお

りとして漂っています。 

このほかにも県内にはたくさんの素晴らしいかおり風景があります。皆さんもご自分のかおり風景を見

つけてみてはいかがでしょうか。 

 
58 ※1 振動規制法：生活環境の保全、国民の健康保護のため、工場・事業場における事業活動並びに建設工事による振動の規制や、道路交通振動の許容限度を定めた法律。 

※2 悪臭防止法：生活環境の保全、国民の健康保護のため、工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭についての必
要な規制、悪臭防止対策の推進について定めた法律。
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について、敷地境界での濃度規制(22 物質)、煙

突その他の気体排出口での排出量規制(13 物

質)及び排出水中の濃度規制(４物質)を行って

いる。 

 「環境の保全と創造に関する条例」では、周

辺の多数住民に不快感を与えないことをめどと

して規制を行っている。 

 悪臭の防止にあたっては、騒音・振動と同様

に市町が規制の権限を有しているので、県は市

町担当職員を対象に法令・悪臭物質の測定及び

防止技術の研修を行っている。 
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10 工場・事業場対策 

(1) ばい煙発生施設等の届出 

 大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物等を排

出するばい煙発生施設等の設置等の届出及び粉

じん発生施設の届出審査を行うとともに、ばい

煙及び粉じん発生の低減の指導を行っている。 

 ばい煙発生施設の届出総数は、平成 17 年度末

で 9,338 施設（第 3-4-8 図）、一般粉じん発生施

設の届出総数は、5,133 施設となっている(資料

編第 3-1 表①、②、③参照)。 

 
(2) 工場・事業場の立入検査等 

 大気汚染防止法に基づき、工場等の立入検査

を実施し、ばい煙濃度の測定、燃料の分析等を

行い、規制基準の遵守状況等を監視し、規制基

準に適合しない場合は改善を指示するなど必要

な措置をとっている（第 3-4-4 表）。 

第 3-4-4 表 工場・事業場への立入検査等 

                （平成 17 年度）  

行 政 措 置 

区  分 

届 出
工 場
事 業
場 数

立 入 
検 査 
件 数 
 

改善 

命令 

改善

勧告

改善

指示

ばい煙発生

施設関係 
3,419 460 0 0 1

一般粉じん

発生施設関係
383 169 0 0 0

特定粉じん

発生施設関係
3 6 0 0 0

 
 

第 3-4-8 図 ばい煙発生施設数推移 
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第４章 地域環境への負荷の低減 

第３ 自動車公害 

１ 大気汚染 

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果と推移 

 「資料編第 4-19 表 経年変化(2)、年間測定値(1)」 

平成17年度は、全30測定局のうち27局で環境基

準を達成しており、年平均値の単純平均は0.028ppm

である（平成16年度は全29局中26局で達成）。 

なお、環境基準未達成の３局は、国道43号の打出

（芦屋市）、国道171号の緑ヶ丘（伊丹市）、国道176

号の栄町（宝塚市）である。 

また、昭和53年以降継続して測定している局（20

局）の年平均値の単純平均は0.029ppmであり、経年

変化をみると、近年はほぼ横ばいの状況にある (第

3-4-9図)。 
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（備考）自動車排出ガス継続測定局の年平均値の単純平均を示す。
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第3-4-9図  自動車排出ガスによる大気汚染の推移 

第3-4-10図  二酸化窒素の環境基準達成状況の推移 
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(2) 阪神臨海部における自動車排出ガス（二酸化窒

素）の現況 

 阪神臨海部の主要国道においては、県及び政令市

により８カ所の自動車排出ガス測定局※が設置され

ており、これらの測定局の二酸化窒素濃度の測定結

果及びその環境基準の達成状況は、第 3-4-11 図の

とおりである。 

 国道43号沿道においては、１局（打出（芦屋市））

で環境基準が達成されていない。 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

※自動車排出ガ
近接した場所に
第3-4-11図 自動車排出ガス（二酸化窒素）による大気汚染の現況（阪神臨海部）
61 

 

 

〔備考〕１ 単  位：ppm(日平均値の年間98％値)。 

        ２      ：環境基準(0.06ppm)を超えるもの。

        ３（    ）内の名称は、測定局名を示す。 

阪神高速道路   

名神高速道路   

国道 ２  号   

国道 43 号   

国道 171 号   

河原町   
（河原）   

六湛寺町   
（ 湛寺）六    

大庄北（浜田） 
  

東灘区青木   
（東部 ）   

打出町   
（打出）   

津門川町   
（津門川）   

甲子園七番町   
（甲子園）   

武庫川町   
（武庫川）   

神戸市   芦屋市   西宮市   尼崎市   

0.045   

0.050 
  

0.046 
  

0.055   0.061   0.052   0.052   0.059   

 ス測定局：人が常時生活し、活動している場所で、自動車排出ガスの影響が最も強く現れる道路端またはこれにできるだけ
おいて測定する大気汚染測定局。 
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(3) 浮遊粒子状物質濃度の測定結果と推移 

 「資料編第4-19表 経年変化 （４）」  

 平成 17 年度は、環境基準の長期的評価では、全

25測定局中21 局で環境基準を達成しており、年平

均値の単純平均は0.033mg/m3である。 

なお、長期的評価で環境基準未達成の4局は、県

道米谷昆陽尼崎線の砂田こども広場（尼崎市）、国道

2号の垂水（神戸市）、国道2号（加古川バイパス）

の平岡（加古川市）、国道250号の鳩里（加古川市）

であり、日平均値が0.10 mg/m3を超える日が2日以

上連続したためである。（平成16年度は24局中23

局で達成）。 

一方、短期的評価では、6 局で環境基準未達成で

ある（平成16年度は8局で未達成）。 

なお、短期的評価で環境基準未達成の6局は、長

期的評価で環境基準未達成の 4 局のほか、国道 43

号の津門川（西宮市）、国道171号の緑ヶ丘（伊丹市）

である。 

また、平成元年度以降、継続して測定している局

（7局）の年平均値の単純平均は0.034mg/m3であり、

経年変化をみると、近年減少傾向にある（第 3-4-9

図）。 

  

(4) 一酸化炭素※濃度の測定結果と推移 

  「資料編第4-19表 年間測定値（２）」 

 平成17年度は、全26測定局で環境基準を達成し

ており、年平均値の単純平均は 0.6ppm である（平

成16年度は全26局で達成）。 

また、昭和 53 年度以降継続して測定している局

（18 局）の年平均値の単純平均は0.6ppm であり、

経年変化をみると、減少傾向にある（第3-4-9図）。 

 

(5) 自動車排出ガス対策 

 平成５年11月に、「自動車から排出される窒素酸

化物の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法」に基づき策定した「兵庫県自動車排出窒

素酸化物総量削減計画」により、各種施策を行って

きた。 

 しかしながら依然として、二酸化窒素に係る環境

基準の未達成測定局が存在すること及び近年ディ

ーゼル車排出の粒子状物質による人の健康影響が

懸念されていることから、平成 13 年６月に自動車

ＮＯｘ法が「自動車から排出される窒素酸化物及び

粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法」（以下「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法※」

という。）に改正された。この自動車ＮＯｘ・ＰＭ

法に基づき新たに平成 15 年８月に策定した「自動

車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画」により一層の自動車

排出ガス対策を推進することとしている。 

第3-4 あり 

 
62  ※一酸化炭素：

を及ぼすほか、
- 浮12図  遊粒子状物質の環境基準の達成状況（長期的評価）の推移 ※修正第3-4-12図 浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況（長期的評価）の推移
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炭素化合物の不完全燃焼等により発生する物質。血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなどの影響

温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。 
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また、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、

自動車停止時のアイドリングストップや、事業者に

よる自主的な自動車排出窒素酸化物の排出抑制等の

自動車排出ガス対策を推進しており、さらに、平成

15年10月には同条例を改正し、ディーゼル自動車等

の運行規制を、平成16年10月から開始している。 

 
ア 自動車単体対策の推進 

 大気汚染防止法に基づき、自動車排出ガスによる

大気汚染を防止するため、自動車から排出される一

酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質等

についての規制が行われている。 

 規制の経緯は以下のとおりである。 

 中央環境審議会により「今後の自動車排出ガス低

減対策のあり方について」の答申が、平成元年 12

月の1次答申から、平成17年4月の8次答申まで

なされた。これらの答申に基づき、大気汚染防止法

に基づく許容限度が定められ順次規制が実施され

ている。 

 県では、最新規制適合車への転換を促進するため

平成元年度から、中小企業者が、現に使用している

ディーゼル車を窒素酸化物等排出量の少ない最新

規制適合車に買い換える場合等に、購入資金を低利

に融資する制度を設けている。 

 平成 17 年度には、最新規制適合車等 120 台に対

して、802,238干円の融資あっせんを行った。 

 また、資金融資利用者に対する利子補給制度も設

けている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （ｱ）１次答申（平成元年12月） 

（短期目標） 

・ガソリン・ＬＰＧ重量車の平成４年規制 

・ディーゼル中・重量車の平成５～６年規制 

（長期規制） 

・ガソリン・ＬＰＧ中・重量車の平成６～７

年規制 

・ディーゼル車の平成９～11年規制 

 （ｲ）中間答申（平成8年10月） 

・二輪車に対する平成10～11年規制 

・ガソリン・ＬＰＧ軽貨物・中・重量車の平

成10年規制 

 （ｳ）２次答申（平成9年11月） 

（新短期目標） 

・ガソリン・ＬＰＧ車の平成12～14年規制 

（新長期規制） 

・ガソリン・ＬＰＧ車の平成17年規制(詳細

は別途答申) 

 （ｴ）３次答申（平成10年12月） 

(新短期目標) 

・ディーゼル車の平成14～16年規制 

（新長期規制） 

・ディーゼル車平成19年を目途 

 （ｵ）４次答申（平成12年12月） 

・ディーゼル車の新長期目標を２年前倒し 

（平成17年規制） 

 （ｶ）５次答申（平成14年4月） 

    ・新長期目標の数値を設定 

   (ｷ) ６次答申（平成15年6月） 

   ・二輪車及び特殊自動車の目標を設定 

   (ｸ) ７次答申（平成15年7月） 

   ・燃料品質対策等 

   (ｹ) ８次答申（平成17年４月） 
    （ポスト新長期規制） 

    ・ディーゼル車の平成21年規制 

    ・ガソリン車へのＰＭ規制導入（リーンバー

ン直噴式に限る） 

 

 
63 ※自動車NOｘ・PM法：自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気汚染の防止に関して国、地方自治体、事業者等の果たす

べき責務を明らかにするとともに、その汚染の著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量を削減す

る所要の措置を講ずることなどにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の確保を図っていくことを目的とした法律（平成 13

年６月改正）。 
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第3-4-13図 自動車公害対策の体系 

《兵庫県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の概要》 
 
              自動車排出ガス規制の強化           

                      車両検査・点検整備の徹底 
                      最新規制適合車への転換促進  
                      その他（ＤＰＦ装置等の普及、燃料の品質対策） 
 
         自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく車種規制の円滑な実施   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

                     環境の保全と創造に関する条例に基づく自動車運行規制の実施
                      

低公害車及び低排出ガス車を１００万台普及 
                      公用車への率先導入 
                    事業者指導及び導入支援 
                      エコ・ステーションの整備 
                    燃料電池車等技術開発の促進等 
           貨物自動車の効率的運行の促進            

                    適正な輸送機関の選択と物流拠点の整備の促進 
                    公共交通機関の利便性の向上 
                    自転車道、自転車歩行者道等の整備 
                    事業者への指導及び普及啓発 
                      ＴＤＭ施策（交通需要マネジメント施策）の推進 
                      
          交通の分散や道路機能の分化             

                    交通渋滞の解消（ボトルネック対策） 
                      違法駐車対策 
                    道路工事の平準化等 
                      高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進 
                    新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進 
                        
                      局地汚染メカニズムの解析調査 
                    関係機関連携による対策の検討、実施 

           エコドライブ運動 

自動車単体対策の推進 

           

                    ノーマイカーデー 
                    窒素酸化物低減のための季節対策等 
                          
              関係機関の連携         

車 種規制の実施等 自

動
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画 

低公害車の普及促進 

交通需要の調整・低減 

交通流対策の推進 

局 地 汚 染 対 策 

普及啓発活動の推進 

                      計画の進行管理等 
                      調査研究 

その他の重要事項 
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イ 車種規制※の実施等 

 国は、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子

状物質の排出量の少ない車種への早期転換を促進

するため、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、窒素酸

化物対策地域及び粒子状物質対策地域（神戸市等11

市２町）において、窒素酸化物排出基準及び粒子状

物質排出基準を満たさない自動車は登録できなく

なるという車種規制※を行っている（第 3-4-5 表）。

この規制は、新車については平成14年10月1日か

ら、使用過程車については平成15年10月1日から

順次適用されている。 

 

 しかしながら、車種規制は、法対策地域内の登録

車を対象としており、対策地域外からの流入車対策

とならないことから、県では環境基準の達成をより

確実なものとするため、「環境の保全と創造に関す

る条例」を改正し、運行規制を実施することとした。

運行規制は、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準に適

合しない車両総重量８トン以上の自動車（バスは定

員３０人以上）を対象車両とし、阪神東南部地域（神

戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市（北部を除く）、

芦屋市、伊丹市）を対象地域として、平成16年 10

月から順次適用されている。 

 
第3-4-5表 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法車種規制の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準 

ディーゼル乗用車 

ＮＯｘ：0.48g/km 

（昭和53年規制ガソリン車並） 

ＰＭ ：0.055g/km（注） 

バス・トラック等（ディーゼル車、ガソリン車、ＬＰＧ車） 

1.7t以下 

ＮＯｘ：0.48g/km 

（昭和63年規制ガソリン車並） 

ＰＭ ：0.055g/km（注） 

1.7t超2.5t以下 

ＮＯｘ：0.63g/km 

（平成6年規制ガソリン車並） 

ＰＭ ：0.06g/km（注） 

2.5t超3.5t以下 

ＮＯｘ：5.9g/kWh 

（平成7年規制ガソリン車並） 

ＰＭ ：0.175g/kWh（注） 

車

両

総

重

量

区

分 

3.5t超 

ＮＯｘ：5.9g/kWh 

（平成10年、平成11年規制ディーゼル車並） 

ＰＭ ：0.49g/kWh 

（平成10年、平成11年規制ディーゼル車並） 

（注）中央環境審議会第４次答申（平成12年）において、新長期規制（平成17年から実施）については、新短期規制の２

分の１程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされていることを踏まえ、新短期規制（平成14年から

実施）の２分の１の値としている。 

 

ウ 低公害車の普及促進 

平成 18 年３月末現在の県下における低公害車の

普及状況は、第3-4-6表のとおりである。 

(ｱ) 公用車への低公害車の率先導入 

 県では、平成元年度にメタノール自動車を１台

導入して以後、公用車の低公害車への代替を進め、

平成17年度末には、天然ガス車48台及びハイブ

リッド自動車72台の計120台を使用している。 

(ｲ) 民間への普及促進 

 低公害車の民間への普及促進を図るため、国及

び市と協調し、導入事業者に対する助成を行って

いる。 

 また、県、市、国の関係機関及び事業者等から

なる「兵庫県低公害車普及促進協議会」を設置し、

低公害車の普及方策の検討などを行っている。 

(ｳ) 京阪神７府県市指定低排出ガス車 

（「ＬＥＶ－７」）の普及促進 

 一般に市販されているガソリン車、ディーゼル

車及びＬＰＧ車のなかにも窒素酸化物等の排出量

が少ない型式の自動車が存在することから、京都

府・大阪府・兵庫県・京都市・大阪市・堺市・神

戸市からなる「京阪神七府県市自動車排出ガス対

 
 65 ※車種規制：トラック・バス等（ディーゼル車、ガソリン車、ＬＰＧ車）及びディーゼル乗用車に関して、法の定める窒素酸化物排出基準及

び粒子状物質排出基準を満たさない車両は登録できなくする規制。自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第１２条に規定されている。 
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策協議会」を設置し、窒素酸化物等の排出量が少

ない車を「低排出ガス車」として指定し、低公害

車※と併せて普及を促進している。 

 
第3-4-6表 低公害車の普及状況（平成17年度末） 
車 区 分 公共団体 民間 計 

電気自動車 11 84 95

天然ガス自動車 199 970 1,169

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車 160 10,055 10,215

低燃費かつ低排出ガス車 1,214 480,056 481,270

計 1,584 491,165 492,749
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（注）低燃費かつ低排出ガス車については軽自動車を除く。 

 
エ 交通需要の調整・低減 

 兵庫県下の自動車保有台数は、減少傾向から再び

増加傾向に転じており（第3-4-14図）、沿道環境の

改善に向けた公共交通機関の利便性の向上等、自動

車走行量抑制のための対策を総合的に進めている。 

 また、物資輸送の効率を高めることによって貨物

自動車の走行量抑制を図る物流対策も重要な対策

であり、共同輸配送等による配送効率の改善、物流

施設の整備等による輸送ルートの適正化、協同一貫

輸送等の輸送手段の転換など物資輸送の合理化対

策を促進している。 

 

オ 交通流対策の推進 

 自動車交通に起因する大気汚染、騒音、振動の低

減を図るためには、道路機能や地域の特性に応じた

安全で円滑な交通流を形成することが重要である。 

 このため、公安委員会では、最高速度、駐（停）

車禁止、バス専用・優先レーン等の都市総合交通規

制を推進するとともに、都市部を中心とした交通管

制システムの整備、主要幹線道路を重点とした信号

機の系統化等を推進し、交通流の円滑化を図ってい

る。 

 さらに、交通流の分散を図るため、バイパス道路

の建設を進めるとともに、交通流の円滑化が窒素酸

化物排出量の減少に寄与することから、右折レーン

の設置、立体交差化等を推進している。 

第3-4-14図 自動車保有台数 

 ※低公害車：従来のガソリン車やディーゼル車に適用される最新の規制値と比べて、排出ガス中の汚染物質の量が少ない車。電気自動車、天然ガス
自動車、ハイブリッド自動車等がある。（低燃費かつ低排出ガス車を含める場合もある。） 
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カ ディーゼル自動車等運行規制の実施状況 

(ｱ) カメラ検査 

ａ 実施状況 

平成 17 年度(平成 17 年４月から平成18 年３月)

の検査の実施状況は、第3-4-7表のとおりである。

運行規制対象車両は73,970台で、カメラで確認した

全車両数536,778台に占める割合は13.8％であった。 

 
第3-4-7表 規制対象車両の運行状況 

撮影全車両 
運行規制対象 
車両数 

規制対象車両 
割合(％) 

536,778 73,970 13.8 
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ｂ 県内外の車両割合 

第3-4-8表のとおり、カメラ検査では、県内と県

外の車両割合はおおよそ30％と70％となっており、

県外車両が多くなっている。 

ｃ 違反車両 

275 台の運行規制違反車両を確認した。これら、

違反車両の使用者等に対しては、文書で違反事実を

通知するともに、今後の条例遵守の方策について報

告を求めた。 

(ｲ) 街頭検査 

国道43号等で道路管理者の協力のもと、阪神南県

民局とともに47 回実施、374 台の車検証を確認し、

１台の違反車両を確認した。 

(ｳ) 立入検査 

環境の保全と創造に関する条例第152条第1項に

基づき、運送事業者への立入検査は県大気課で、荷

主等については各県民局環境課でそれぞれ実施した。 

ａ 運送事業者 

第3-4-9 表のとおり411事業所で、2,972 車両の

車検証を確認した。その結果、猶予期間切れ車両（阪

神東南部地域を走行した場合条例違反となる車両）

を120台（4.0％）確認したものの、違反車両は確認

されなかった。 

ｂ 荷主等 

第3-4-9表のとおり、246事業所の検査を行い57

台の所有車両を確認した。その結果、猶予期間切れ

車両を３台(5.3％)確認したものの、違反車両は確認

されなかった。 
 
第3-4-9表 業者への立入検査結果 

検査車両数 
 立入検査数 

適合車両 違反車両 

運送事業者 411 
2,972 
( 120) 

0

荷主等 246 
57 
( 3) 

0

※(  )書きは阪神東南部地域を走行した場合、条例違反となる

猶予期限切れとなる車両の内数 

 
(ｴ) 大気環境濃度の状況 

阪神東南部地域内※の自動車排出ガス測定局にお

ける平成 17 年年度の年平均値は、二酸化窒素が

0.031ppm、浮游粒子状物質は0.031mg/m3となってお

り、自動車単体毎の排出ガスの低減、自動車ＮＯｘ・

ＰＭ法の車種規制及び運行規制の一体的な効果によ

り改善の傾向にある。 

 
 
第3-4-15図 二酸化窒素年平均値の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※自動車NOx・PM法対策地域:：神戸市、姫路市（旧家島町、旧夢前町、旧香寺町及び旧安富町を除く）、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、
宝塚市、高砂市、川西市 、播磨町、太子町 
※阪神東南部地域:：神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市、伊丹市

第3-4-8表 検査結果 

県内車両 県外車両 
検査方法 検査回数 

検査 

車両数 規制対象車両 うち違反車両 規制対象車両 うち違反車両 

カメラ検査 99 
73,970 
(100％) 

23,999
(32％)

72
(0.10％)

49,971 
(68％) 

203
(0.27％)

街頭検査 47 
374 

(100％) 
95

(25％)
0

(－)
279 

(75％) 
1

(0.27％)

0 .0 3 10 .0 3 1

0 .0 3 3
0 .0 3 2

0 .0 3 30 .0 3 40 .0 3 30 .0 3 4
0 .0 3 5

0 .0 2 7
0 .0 2 80 .0 2 8

0 .0 2 9
0 .0 2 80 .0 2 8

0 .0 3 00 .0 3 1

0 .0 2 7

0 .0 2 0

0 .0 2 5

0 .0 3 0

0 .0 3 5

0 .0 4 0

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
年 度

ｐ ｐｍ

第3-4-16図 浮游粒子状物質年平均値の推移 

0 .0 3 1
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0 .0 3 0
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0 .0 4 4

0 .0 4 1

0 .0 3 6

0 .0 4 1
0 .0 3 8

0 .0 3 6
0 .0 3 4

0 .0 3 2

0 .0 2 5

0 .0 3 0

0 .0 3 5

0 .0 4 0

0 .0 4 5

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
年度

mg/m3

阪神東南部地域 自動車NO x・PM法対策地域
(阪神東南部地域除く)

 



第３部 環境の現況と取組の状況 

２ 騒音・振動 

(1) 騒音の環境基準の達成状況（資料編第4-22表） 

平成 17 年度における主要な道路沿道の騒音測定の

結果は、270測定地点のうち、約60％の測定地点で、

全時間帯（昼、夜）で環境基準値を下回っている。し

かし、約24％の地点では、全時間帯（昼、夜）で環境

基準値を超過し、約16％の地点では一部の時間帯で環

境基準値を超過している。 

  

第3-4-10表 県下の主要な道路の騒音の環境基準達成 

状況（平成17年度） 

時間別達成状況  

昼 間 の
み達成 
 

夜 間 の
み達成 
 

昼 夜 間
と も に
達成 

昼 夜 間
と も に
未達成 

地点数 

（％） 

35 

(13) 

8 

(3) 

162 

(60) 

64 

(24) 

 
68 

（注）県及び市町が測定した主要な道路の270地点の
騒音測定結果による。但し、終日測定できなか
った地点を除く。 

 
(2) 阪神臨海部における騒音の現況 

県及び市による測定結果は、第3-4-17図のとおりで

ある。阪神臨海部の主要幹線道路沿道の約33％の地点

で環境基準値を超過している。 

 
(3) 振動の状況（資料編第4-23表） 

平成 17 年度における主要な道路沿道の振動測定の

結果、26測定地点すべてにおいて、全時間帯（昼・夜）

で要請限度※を下回っている。 

 
(4) 道路交通騒音対策 

道路交通騒音対策には、主に以下のような対策があ

る。 

ア 発生源対策 

自動車構造の改善により自動車単体から発生す

る騒音を減らす対策である。「騒音規制法」に基づ

く許容限度の設定及び「道路運送車両法」に基づく

保安基準の設定により定常走行騒音、加速走行騒音、

近隣排気騒音の規制が行われている。 

 
イ 交通流対策 

道路交通の円滑化を行い騒音を低減させる対策で

あり、バイパス道路の整備等による交通流の分散、

立体交差化等による渋滞の解消、交通情報の提供シ

ステム、信号制御等を進めている。 

 
ウ 道路構造対策 

低騒音舗装や遮音壁の設置など道路構造の改変

により騒音を減らす対策である。 

低騒音舗装は、元々は空隙
くうげき

の多い素材を表層に舗

装し、雨天時の排水性を高める目的で導入された。

しかし、空隙
くうげき

に音が吸収されることから、騒音対策

としても有効である。 

遮音壁設置は、沿道から乗り入れのない高速道路

等において特に有効な対策である。 

環境施設帯の設置とは、車道と沿道の間に数ｍの

緩衝空間を確保し、騒音の低減を図る対策である。 

 

エ 沿道対策 

沿道対策とは、沿道の土地利用を適正化し、騒音

対策を行うことである。 

沿道土地に住宅以外の建物の誘致、既存住宅の防

音工事等を行い、生活環境への影響を最小限に抑え

る対策である。 

 

環境基準達成になお長期間を要する区間については、

21 世紀初頭までに道路に面して立地する住宅地等に

おける騒音を夜間におおむね要請限度※以下に抑える

ことなどを当面の目標に掲げ、今後、自動車騒音の低

減のための施策展開を図ることが中央環境審議会より

示された。 

さらに、平成７年12月１目には当時の警察庁、環境

庁、通産省、運輸省、建設省５省庁の連名により、「道

路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針につ

いて」が各都道府県知事、政令市長あて通知された。

最高裁判決で司法判断が下された国道43号以外にも、

各地に道路交通騒音の深刻な地域が存在することから、

この通知に基づき、国及び自治体等が一致協力して地

域に応じた取組を進めていくこととしている。 

 

 

 

 

 
 
 

※要請限度：騒音規制法及び振動規制法に基づき、環境省令で定める自動車騒音・振動の限度である。市町村長は要請限度を超えていることにより
道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会等に対し、自動車騒音・振動を減少させるよう措置をとることを要請

する。（例）騒音における高速道路、一般国道、県道、2車線以上の市町村道等幹線交通を担う道路の要請限度は、昼間（午前6時～午後10時）で75dB夜

間(午後10時～翌午前6時)で70dB。 

 



第４章 地域環境への負荷の低減 

第3-4-11表 自動車騒音規制の推移                                （単位：ｄＢ） 

46年規制
10～13年
規制

61～元年
規制

10～13年
規制

57～62年
規制

10～13年
規制

全輪駆動車、トラクタ、クレーン車 83 82 H13

トラック H13

バス H10

全輪駆動車 80 81 H13

トラック H13

バス H12

軽自動車以外（1.7ｔ超） H12

軽自動車以外（1.7ｔ以下） H11

軽自動車（ボンネット型） H11

軽自動車（キャブオーバー型） H12

乗車定員６人超 H11

乗車定員６人以下 H10

小型 74(78.1) 72 H13

軽自動車 74(75.1) 71 H10

第二種 70(71.1) 68 90 H13

第一種 70(69.6) 65 84 H10

（　）は走行速度、測定位置の変更による現行規制への換算値を示す。
大型車：車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワットを超えるもの。
中型車：車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワット以下のもの。
小型車：車両総重量が3.5トン以下のもの。

78(82.0)

80(84.0)

79 80

8182
107 99 83

8398105

94 75 73

7172

97 78 76

767896

原付自
転車

74(78.0) 74 103

1037270(74.0)

99

95

二輪自
動車

大型車

中型車

小型車

乗用車

定常走行騒音 近隣排気騒音 加速走行騒音 施
行
年

 
３ 国道43号等幹線道路対策 

(1) 国道43号対策 

ア  環境の現況 

(ｱ）大気汚染物質 

 国道43号沿道の大気汚染の状況は、平成17年

度において、５局中 1 局で二酸化窒素（ＮＯ２）

の環境基準を達成しておらず、経年的にはやや改

善傾向がみられるが、依然として厳しい状況にあ

る。 

(ｲ）騒音 

 国道 43 号沿道の夜間の騒音は、道路構造対

策、交通流対策等により低減され、一部の地

点では環境基準値を下回っている（第 3-4-12

表）。 

 

イ  国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議で

の取組 

平成７年７月、国道43号・阪神高速道路訴訟にお

いて、国等に対する損害賠償請求の一部を認容する

最高裁判決が下された。このため、国の地方機関、

県、県警本部、関係市及び阪神高速道路(株)で構成

する「国道 43 号・阪神高速神戸線環境対策連絡会

議」が、平成７年８月に設置され、道路構造対策を

はじめ、交通流対策や沿道対策の総合的な環境対策

について検討が行われ、各種対策が講じられている。 

 ○道路構造対策（平成10年４月概成） 

・阪神高速道路 

低騒音舗装の敷設、高遮音壁・高架裏面

吸音板の設置等 

・国道43号 

直進片側３車線化、低騒音舗装の敷設、

遮音壁の設置等 

○交通流対策（平成10年４月から実施） 

・夜間の大型車等の車両通行帯規制等 

○沿道対策（現在実施中） 

・広域防災帯の整備、沿道住民によるまちづ

くりへの支援等 
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第３部 環境の現況と取組の状況 

第3-4-17図 阪神臨海部における自動車騒音の現況 

 

 
70 

 

 

 
 

                                                              
 
 

                                    

 

 

国道171号

昼間 夜間 
71 69 

 

昼間 夜間 
68 65 

 
河原町 

名神高速道路 
弥生ヶ丘町 

 
  
 
 
                          

 
 

 
 

国道2号

阪神高速道路 国道43号

神戸市 芦屋市 西宮市 尼崎市 

東灘区青木 久保町 津門川町 武庫川町 西本町 竹園町 

東灘区 
住吉東町 

春日町 六湛寺町 大庄北 

昼間 夜間 
67 64 

 

昼間 夜間 
67 64 

 

昼間 夜間 
71 68 

 

昼間 夜間 
70 68 

 

昼間 夜間 
64 60 

 

昼間 夜間 
69 66 

 

昼間 夜間 
67 65 

 

昼間 夜間 
68 65 

 

昼間 夜間 
65 62 

 

昼間 夜間 
61 58 

 

〔備考〕１ 単  位：dB※

        ２       ：環境基準超過 

         

○幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準 

昼間 夜間 

70dB 65dB 

 

 ※ｄＢ（デシベル）：振動（音は空気の振動）の大きさを表す単位である。測定した振動の持つエネルギー量を基準となるエネルギー量で除したもの
の対数が求められるものであり、例えば、エネルギー量が10倍になれば、10ｄＢ、100倍になれば20ｄＢ増加する。 



第４章 地域環境への負荷の低減 

第3-4-12表 国道43号の騒音レベルの推移（夜間） 

L50 L50 L50 LAeq※

尼崎市 ×68 ×67 ( 61 ) ○63 60 65 65 70

西宮市 ×66 ×67 ( 64 ) △68 60 65 65 70

芦屋市 ×69 ×65 ( 61 ) ○65 50 60 65 70

神戸市 △64 △63 ( 58 ) △66 60 65 65 70

（注） 測定地点：平成 6年以降の継続測定地点
　　　　　 　尼崎市：西本町（県測定）　　　西宮市：久保町（市測定）
　　　　　 　芦屋市：精道町（市測定）　　　神戸市：東灘区御影塚町（市測定）
○ ： 環境基準、要請限度ともに達成
△ ： 環境基準は未達成であるが、要請限度は達成
× ： 環境基準、要請限度ともに未達成

（※ ： 平成 11年度に環境基準、平成 12年度に要請限度の評価方法が変更された。）

単位（db）

環 境
基 準
（旧）
L50

要 請
限 度
（旧）
L50

環 境
基 準
（新）
LAeq

要 請
限 度
（新）
LAeq

測定地点
H 6年 6月震災前

H 9年 6月復旧後
道路構造対策前

H 13年 6月道路構造
対 策 慨 成 後

参　　　　　　　考

 

 

ウ 関係５省庁による「当面の取組」等 

平成 12 年１月には尼崎公害訴訟の一審判決で沿

道住民の浮遊粒子状物質による健康被害が認めら

れ、大気環境改善のための新たな取組が必要となっ

たことから、同年６月、関係５省庁において、「当

面の取組」(阪神高速湾岸線へ交通を転換するため

の道路整備、環境ロードプライシング※検討、事業

者への協力要請等)が取りまとめられ、同年12月に

和解が成立した。 

なお、平成14年10月には、同和解内容の履行を

めぐり、同訴訟の原告団から、公害等調整委員会に

対するあっせん申請が行われ、平成 15 年６月にあ

っせんが成立した。 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ※環境ロードプライシング：自動車交通により著しい大気汚染のある地域の道路利用に対して課金をし、公共交通機関の利用促進や他路線へ
の迂回を誘導することにより、自動車公害の低減を図る手法。  71 



第３部 環境の現況と取組の状況 

第４ 航空機公害 

1 大阪国際空港 

(1) 概要 

 大阪国際空港は、国が設置し管理する第1種空港

で、兵庫県と大阪府の境に位置し、面積は317ha(う

ち兵庫県側205ha)、滑走路は1,828mと3,000mの２

本を有している。 

 平成17年における航空機の発着回数は、132,520

回(１日平均363回)である。 

 

(2) 航空機騒音の状況 

 大阪国際空港周辺では、国、県、市が固定測定局

12 局で航空機騒音の測定を行っている（第 3-4-18

図）。 

平成 17 年度は、前年度と同様に、固定測定局12

局中８局で環境基準を達成している。（未達成測定 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点は川西市久代小学校など４地点）（資料編第

4-24表）。 

 関西国際空港の開港に伴う国際線の移転及び飛

行機便数の減少等で大きく改善されたことから、国

は「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障

害の防止等に関する法律」に基づく騒音指定区域を

改定し、平成12年４月から施行した。 

現在、第１種区域(75WECPNL※以上の区域)は、兵

庫県側で約60％縮小され、約840haとなっている。 

 また、国は、平成 15 年の騒音測定調査で原因の

ほとんどがジェット機によるものとされる騒音値

の増加がみられ、具体的には、平均騒音値の増加と

発着回数の増加によるものであるとして、平成 17

年４月から高騒音機材の就航禁止、ジェット枠の見

直し等を実施している。 

 

 

＜コラム＞ 航空機からの騒音

 航空機騒音対策には様々な方法がありま

ます。 
 特に、航空機については、航空法に基づ

「耐空証明」とは、安全性・騒音及び発動

いて検査が行われています。 

※WECPNL（Weighted Equivalent 
を表す単位。騒音のピークレベルの

 

第3-4-18図 航空機騒音常時測定地点と飛行経路
対策 
すが、その内の一つとして、発生源対策があり、航空機材改良、発着規制、運航方法の改善等の方法があり

く「耐空証明」を有しない航空機は、航空の用に供することができないとされています。 
機排出物に関する基準に適合することを国土交通大臣が証明するもので、設計・製造過程・現状の３つにつ

Continuous Perceived Noise Level）：加重等価平均感覚騒音レベルなどと訳される航空機騒音の大きさ
パワー平均値（エネルギー平均値）と時間帯別の騒音発生回数(機数)を基にして算出される。 
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第3-4-19図 大阪国際空港周辺経年変化グラフ 

①西猪名公園(Ⅱ)

②西桑津会館(Ⅱ)*

③久代小学校(Ⅰ）*

④北野センター(Ⅰ)*
⑤桜台小学校(Ⅰ)

⑥花里小学校(Ⅰ)

⑦武庫北小学校(Ⅰ)

⑧緑ヶ丘センター(Ⅰ)*

⑨武庫東小学校(Ⅰ）*

⑩長尾南会館(Ⅰ)

⑪安倉中学校(Ⅰ)*

⑫阪神養護学校(Ⅰ)*
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WECPNL

①西猪名公園(Ⅱ)

②西桑津会館(Ⅱ)*

③久代小学校(Ⅰ）*

④北野センター(Ⅰ)*

⑤桜台小学校(Ⅰ)

⑥花里小学校(Ⅰ)

⑦武庫北小学校(Ⅰ)

⑧緑ヶ丘センター(Ⅰ)*

⑨武庫東小学校(Ⅰ）*

⑩長尾南会館(Ⅰ)

⑪安倉中学校(Ⅰ)*

⑫阪神養護学校(Ⅰ)*

Ⅱ類型環境基準

Ⅰ類型環境基準

（Ⅰ）はⅠ類型（住居系地域）

（Ⅱ）はⅡ類型（商工業系地域）

注）⑦武庫北小学校及び⑪安倉中学校については、平成１７年度にそれぞれ武庫之荘高校、安倉会館から測定局を移設したため、

 平成１７年度以前の測定値は、武庫之荘高校、安倉会館での測定値である。 

 

２ 関西国際空港 

(1) 概要 

 平成６年９月に開港した関西国際空港は、大阪湾

南東部の泉州沖にある。平成 17 年の発着回数は、

112,579回(１日平均308回)である。 

 関西国際空港に発着する航空機の航路の一部は、

淡路島の上空を通過している (第3-4-20図) 。 
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(2) 航空機騒音の状況（資料編第4-25表） 

県が淡路島で行った航空機騒音測定結果は、36～

53 WECPNL の範囲であり、航空機騒音の環境基準の

70WECPNL（地域類型Ⅰ）と比較して充分低い状況に

ある。 

 

第3-4-20図 航空機騒音測定地点と飛行経路 
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３ 航空機公害対策 

 航空機の騒音対策は、第3-4-21図のとおり、発生源

対策、空港構造の改良及び空港周辺対策に大別される。 

 

 
74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

第3-4-21図 航空機騒音対策の体系 
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くして機体の空気抵抗を減じ、エンジンの必要推力を減じることにより騒音
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４ 発生源対策 

(1) 低騒音機材の導入 

 昭和 52 年より航空機の騒音基準に適合した低騒

音大型機が順次導入され、現在では、B-727 型機及

び DC-8 型の高騒音機は定期路線から退役し、すべ

てが騒音基準の強化された新基準に適合した低騒

音機材の運航となっている。 

 また、国の「大阪国際空港の今後の運用について」

（H16.9.29）に基づき、航空機騒音の低減を図るた

め、平成 18 年４月１日から、エンジン３基以上の

大型ジェット機の就航が禁止された。 

 
(2) 発着規制 

 大阪国際空港の総発着枠 370 発着/日のうち、定

期便ジェット機の就航については、200発着/日を限

度としていたが、平成 10 年からその枠外で低騒音

ジェットの使用を前提に、YS-11 型機の代替枠とし

て50発着/日が追加された。 

しかしながら、航空機騒音が漸増傾向にあること

から、国の「大阪国際空港の今後の運用について」

（H16.9.29）に基づき、YS-11 型機代替ジェット枠

の見直しが行われることになり、平成 17 年４月１

日から順次削減され、平成 19 年４月１日からは、

ジェット枠200発着/日、プロペラ枠170発着/日と

なり、YS-11 型機代替ジェット枠は廃止されること

となっている。 

 なお、平成14年４月から総発着枠(370 発着/日)

内でリージョナルジェット(小型ジェット機)の発

着が可能となっている。 

  また、平成 18 年４月１日から、運用時間が従前

からの発着時間規制に合わせて、午前７時から午後

９時までとなっている。 

 
(3) 運航方法の改善 

 騒音軽減運航方法として、離陸時の急上昇方式、

着陸時のディレイドフラップ進入方式、優先飛行経

路の指定などが採用され、空港周辺への騒音低減が

図られている。 

 風向きなどにより通常（大阪市から川西市方向へ

の発着）と逆方向の発着（いわゆる「逆発着」とい

う。平成17年全発着回数の1.96％）を行うことが

ある。その場合、視認進入を行うことから、民家防

音工事等の対策を実施している区域外に騒音の高

い地域が生じている。このため、運輸省（現国土交

通省）は、新AGL（進入路指示灯）を平成11年２月

から暫定運用し、飛行コースの改善に努め、このよ

うな区域外への騒音影響の低減を進めている。 

 
５ 空港周辺対策 

 ジェット機の就航に伴う航空機騒音問題の発生に対

処するため、昭和42年に「公共用飛行場周辺における

航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(以下

「航空機騒音防止法」という)が制定されたが、航空輸

送需要の急激な増大を背景に騒音問題が深刻化したた

め、昭和49年に「航空機騒音防止法」の改正が行われ

た。 

 空港周辺地域におけるこれまでの学校、病院などの

公共施設に対する防音工事の補助、移転補償などの対

策に加え、個人の住宅に対する防音工事の助成、緩衝

緑地の造成、空港周辺整備計画の策定とこれを実現す

るための空港周辺整備機構の設立などの制度が導入さ

れ、対策は大幅に拡充されることとなった。 

 

(1) 大阪国際空港周辺整備計画 

 「大阪国際空港周辺整備計画」は、昭和 49 年に

兵庫県知事及び大阪府知事により策定されており、

この計画を基礎としつつ、国、地元地方公共団体な

どは、昭和 52 年以来周辺地域における望ましい土

地利用の方向付け及び特に緊急に整備を要する騒

音等激甚地区の地区整備計画の検討を進めてきた。 

 また、同地域においては、移転補償の進ちょくに

伴い、移転跡地が市街地に散在することとなる一方

で新たな建物が同地域に立地するなど周辺整備を

進めるうえで深刻な問題が生じてきたことから、騒

音対策事業のみならず多くの都市整備事業の要請

が生じてきた。昭和 56 年には、このような認識に

基づいて、「大阪国際空港周辺の騒音等激甚地区に

おける地区整備の基本的な方向（大綱）」が示され

た。 

 一方、低騒音の航空機材の導入などによる発生源

対策の進展から、昭和 62 年１月５日に騒音指定区

域（第２種及び第３種区域）の改定が告示され（平

成元年３月31目施行）、これにより、第２種区域外

に存することとなった移転跡地の有効活用が可能

となった。 

 これらの新たな状況のもと、昭和 63 年度に伊丹
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市域及び川西市域地区整備計画案を国、市などと共

同でとりまとめ、地元意向を聴きながら、個別事業

の実施を進めている。 

 さらに、平成４年度から、川西市内の小規模な移

転跡地が蚕食状に在する地区について、生活環境の

改善や地域の活性化を図る地区整備の検討を国、市

等とともに行っている。 

 
(2) 空港周辺整備機構の設置 

 空港周辺地域における航空機の騒音による障害

の防止及び軽減を図り、生活環境の改善に資するた

め、国、兵庫県及び大阪府の共同出資により、昭和

49 年４月に大阪国際空港周辺整備機構が設立され

た。 

 その後、昭和 60 年９月に福岡空港周辺整備機構

と統合して、空港周辺整備機構が設立され、さらに、

平成15年10月に独立行政法人へと移行した。 

 空港周辺整備機構では、再開発整備事業、代替地

造成事業をはじめ、移転補償、緑地造成事業並びに

民家防音事業を行っている。 

 
(3) 住居等移転対策および営業者対策 

 騒音指定区域の第２種区域内における国の移転

補償事業を促進するため、住居等を移転する者が移

転資金を金融機関から借り入れた場合に県が移転

者に対して利子補給を行っている。 

 また、移転補償事業の進ちょくにより、顧客の減

少など営業環境が変化し、経営に支障が生じている

小売業またはサービス業を営む小規模企業者に対

し、県が経営の安定に必要な資金のあっせん融資、

融資に伴う信用保証料の助成及び利子補給を行っ

ている。 

 
(4) 周辺環境基盤施設整備事業 

 騒音指定区域の第２種区域内において、住環境の

改善などを目的とし、地方公共団体が国土交通省の

補助を受け、移転跡地の利用などにより、公園、緑

道、細街路及び防火水槽などの整備を周辺環境基盤

施設整備事業として行っている。 

 
(5) 県立西猪名公園の設置 

 空港周辺における環境整備の一環として、緑地の

確保と当該地域の生活環境を向上させるため、移転

跡地を活用して県立西猪名公園を設置した。 

  所 在 地：伊丹市北伊丹8丁目及び川西市久

代6丁目 

  面   積：6.0ha 

  開園年月目：昭和57年４月８日 

  施      設：テニスコート、球技場、ウォータ

ーランド等 

 

(6) 大阪国際空港周辺緑地 

 空港と周辺地域との間に緩衝緑地を確保し、空港

と周辺地域との調和を図り生活環境を改善すると

ともに、地域の憩いの場として積極的な利用を図る

ために大阪国際空港周辺緑地整備事業を実施して

おり、平成18年７月に一部区域が開園した。 

  所  在  地：伊丹市森本及び岩屋地区にお

ける空港に隣接するおおむ

ね第３種区域 

  面     積：約8.6ha 

  施  行  者：国土交通大臣、兵庫県及び伊

丹市 

   施 行 期 間：平成５年９月６日～平成 20

年３月31日（うち、3.8haは

平成18年７月９日開園） 
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第５ 新幹線公害 

１ 騒音等の現況（資料編第4-26表） 

 平成17年度に県が実施した新幹線鉄道沿線14地点

の騒音測定結果では、近接軌道中心から25ｍの地点に

おいて、Ⅰ類型地域での環境基準達成地点が昨年度よ

り2地点増加し、12地点中6地点、Ⅱ類型地域では、

２地点すべてで環境基準を達成していた。 

 住宅地域に対する当面の目標値である暫定目標（75

ｄB）は、14地点すべて達成している。 

 騒音測定と同時に行った振動調査では、近接軌道中

心から 12.5ｍの地点において、全て指針値（70ｄB）

以下であった。 

 なお、新幹線鉄道沿線市町においても、県と同様に、

新幹線騒音・振動測定を実施している。 

 
第3-4-13表 新幹線鉄道騒音調査結果(平成17年度) 

軌道中心から

25m 地点での

測定値（dB） 

地

域

類

型 

地

点

数 

 最大 最小 

環 境

基 準

達 成

率(％) 

暫 定

目 標

達 成

率(％) 

環 境

基 準

値 

(dB) 

暫 定

目 標

値

(dB) 

Ⅰ 12 74 69 50 100 70 

Ⅱ 2 71 71 100 100 75 
75
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※達成率は軌道中心から25ｍ地点での測定値による 

 
２ 騒音対策等 

 ＪＲ西日本により、新幹線車両の低騒音化対策、バ

ラストマット※の敷設等の軌道対策及び防音壁の設置

が行われている。 

 新幹線鉄道沿線の公害対策を今後とも円滑に進める

ため、平成８年９月に県と関係13市町で「新幹線鉄道

公害対策連絡会」を組織しており、今後ともこの連絡

会において県と市町との連携を図りつつ、ＪＲ西日本

や国に対して要請するなど、騒音・振動対策を推進す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※バラストマット：新幹線騒音・振動防止のために開発された合成ゴムのマットである。高架橋からの振動では、特に線路と車輪で作られる振動が大
きいが、バラストマットはその振動防止、また騒音対策としても有効である。一般的には３ ～９ｄＢ 程度の騒音低減効果があると言われている。 
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第４章 地域環境への負荷の低減           

第２節 水・土壌環境の保全 

第１ 公共用水域及び地下水質の常時監視 

 河川、海域などの公共用水域の水質汚濁の現況

は、人の健康の保護に関する項目（以下「健康項

目」という）については、26 項目のうち、砒素、

ふっ素、ほう素を除く 23 項目について、すべての

測定点において環境基準を達成している。 

 砒素については２地点、ふっ素については６地

点で、環境基準を超過している。これらは、いず

れも地質による自然的な要因によるものである。 

 また、ほう素については１地点で、環境基準を

超過している。この地点は感潮域にあり、海水の

影響を受けたものである。 

 なお、いずれの地点においても、利水状況から

みて健康影響が生じる恐れはない。 

生活環境の保全に関する項目（以下「生活環境

項目」という）については、有機汚濁の代表的指

標である生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ※）（河

川）及び化学的酸素要求量（ＣＯＤ）（海域）につ

いて、環境基準達成状況の経年的な推移を見ると、

第 3-4-25 図のとおりである。 

 また、平成元年６月の「水質汚濁防止法」の一

部改正に伴って、平成元年度から地下水の水質の

測定に関する計画を定め地下水の常時監視を行っ

ている。地下水質測定計画に基づく測定地点数は、

第 3-4-14 表のとおりである。 

 概況調査では、砒素・ほう素・ふっ素が１地点、

鉛が１地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が２地

点でそれぞれ環境基準を超過している。 

 

 

第 3-4-14 表 地下水水質測定地点数 

 
 
 
 
 
１ 河川 

 河川の水質汚濁状況を把握するため、国・政令

市などと分担して水質調査を実施した。 

 健康項目については、河川 210 地点で調査を行

ったが、全 26 項目のうち砒素（環境基準値

0.01mg/l 以下）が、最明寺川の最明寺橋(0.017 

mg/l)、生田川の小野柄橋(0.013mg/l)で基準値を

超過、ふっ素（環境基準値 0.8mg/l 以下）が有馬

川の長尾佐橋(0.9 mg/l)、明治橋(1mg/l)、船坂川

の船坂橋(1.3mg/l)、下田橋下流(1.2mg/l)、仁川

の鷲林寺橋(1.4mg/l)、甲山橋(1mg/l)の６地点で

基準値を超過、ほう素（環境基準値 1mg/l 以下）

が、堀切川の阪神電鉄南（2.2mg/l）で基準値を超

過した。その他の 23 項目については、すべての測

定地点で環境基準を達成している。 

 生活環境頂目については、環境基準の類型指定

が行われている 39 水域の 44 環境基準点を含め

148 水域 244 地点で調査を行った。 

 有機汚濁の代表的指標であるＢＯＤについて、

河川での水域別環境基準達成状況は第 3-4-16 表

のとおりである。39 水域中 36 水域（92％）で環

境基準を達成している。

調 査 種 類 測定地点数 
概況調査 211 

定期モニタリング調査(汚染地区) 284 

合  計 495 

第3-4-22図　水質汚濁の推移（環境基準達成状況）
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値が大きいほど水質汚濁は著しい。 

環境基準達成水域数 
環境基準達成率＝ 

水域数 
×１００ 
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　　水  域  別 河　　　  川 海　　　　域 湖　　　　沼

適合率 適合率 適合率
項  目 (％) (％) (％)

カドミウム 0 /  876 0 /  205 100 0 / 204 0 / 81 100 0 / 8 0 /1 100  

全シアン 0 /  786 0 /  205 100 0 / 204 0 / 81 100 0 / 8 0 /1 100  

鉛 4 /  873 0 /  205 100 0 / 204 0 / 81 100 0 / 8 0 /1 100  

六価クロム 0 /  834 0 /  205 100 0 / 204 0 / 81 100 0 / 8 0 /1 100  

砒素 13 /  826 2 /  205 99.0 0 / 204 0 / 81 100 0 / 8 0 /1 100  

総水銀 0 /  822 0 /  205 100 0 / 204 0 / 81 100 0 / 8 0 /1 100  

アルキル水銀 0 /  448 0 /  113 100 0 / 141 0 / 62 100 - / - - /- -

ＰＣＢ 0 /  198 0 /  135 100 0 / 73 0 / 72 100 0 / 2 0 /1 100  

ジクロロメタン 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

四塩化炭素 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

チウラム 0 /  384 0 /  153 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

シマジン 0 /  384 0 /  153 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

チオベンカルブ 0 /  384 0 /  153 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

ベンゼン 0 /  423 0 /  159 100 0 / 92 0 / 59 100 0 / 8 0 /1 100  

セレン 0 /  741 0 /  200 100 0 / 113 0 / 62 100 0 / 8 0 /1 100  

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0 /  1,014 0 /  210 100 0 / 889 0 / 91 100 0 / 24 0 /1 100  

ふっ素 15 /  473 6 /  173 96.5 (海域には適用しない) 0 / 24 0 /1 100  

ほう素 6 /  566 1 /  175 99.4 (海域には適用しない) 0 / 8 0 /1 100  

  　合　　計 39/ 14,262 9 /  210 96  0/ 3,728 0 / 91 100  0/ 226 0 /1 100  

(備考) ｍ：環境基準値を超える検体数　　ｎ：総検体数
ａ：環境基準不適合地点数　　　　ｂ：全測定地点数

ｂ－ａ
ｂ 

ｍ／ｎ ａ／ｂｍ／ｎ ａ／ｂ ｍ／ｎ ａ／ｂ

環境基準適合率(%) ＝ ×100
 

 

第 3-4-15 表 河川、海域及び湖沼の環境基準適合等の状況 
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合計
ｘ／ｙ＝
100%

100＞ｘ／ｙ
≧50

50＞ｘ／ｙ
＞25

猪名川上流 B ﾊ S45 2 2 0 0 0 0

猪名川下流 D ｲ H12 1 0 1 0 1 0

猪名川下流（藻川） B ﾛ H12 1 1 0 0 0 0

神崎川（左門殿川） B ﾛ H12 1 1 0 0 0 0

庄下川 C ﾊ H2 1 1 0 0 0 0

昆陽川 C ﾊ H2 1 1 0 0 0 0

武庫川上流 A ｲ S45 1 1 0 0 0 0

武庫川中流 B ｲ S45 1 1 0 0 0 0

武庫川下流 C ｲ S45 1 1 0 0 0 0

夙川 C ﾊ H2 1 1 0 0 0 0

福田川 E ﾛ S59 1 1 0 0 0 0

明石川上流 B ｲ S48 1 1 0 0 0 0

明石川下流 C ﾛ S48 1 1 0 0 0 0

伊川 C ﾛ S59 1 1 0 0 0 0

谷八木川 E ﾊ S59 1 1 0 0 0 0

喜瀬川 D ﾊ S63 1 1 0 0 0 0

加古川上流 A ｲ S45 1 1 0 0 0 0

加古川下流 B ﾛ S45 1 1 0 0 0 0

加古川下流 B ﾛ S46 1 1 0 0 0 0

志染川 B ﾛ S59 1 1 0 0 0 0

別府川 C ﾊ H5 1 1 0 0 0 0

市川上流 A ｲ S48 2 2 0 0 0 0

市川下流 B ﾛ S48 1 1 0 0 0 0

船場川上流 B ｲ H2 1 1 0 0 0 0

船場川下流 C ｲ H2 1 1 0 0 0 0

夢前川上流 A ｲ S48 1 1 0 0 0 0

夢前川下流 B ｲ S48 1 1 0 0 0 0

揖保川上流 A ｲ S48 2 2 0 0 0 0

揖保川下流 B ﾊ S48 1 1 0 0 0 0

千種川上流 AA ｲ S47 1 0 1 0 0 1

千種川下流 A ｲ S47 2 1 1 0 0 1

円山川上流 A ﾛ S48 2 2 0 0 0 0

円山川下流 B ｲ S48 1 1 0 0 0 0

竹野川 A ｲ S50 1 1 0 0 0 0

佐津川 A ｲ S50 1 1 0 0 0 0

矢田川上流 AA ｲ S49 1 1 0 0 0 0

矢田川下流 A ｲ S49 1 1 0 0 0 0

岸田川上流 AA ｲ S49 1 1 0 0 0 0

岸田川下流 A ｲ S49 1 1 0 0 0 0

○ 36

× 3

[備考] ｘ：環境基準に適合しない日数

       ｙ：総測定日数 

　　　  ｲ：直ちに達成

　　　　ﾛ：５年以内で可及的すみやかに達成

　　　　ﾊ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

           (　)：県際水域を含む

1 2

○

基準を満足していない地点数

×

○

○

○

○

○

44 41 3 0

達成
期間

指定
年度

3 9 水 域

○

環境基
準

地点数

基準を
満足

する地
点数

環境基準類型
あてはめ水域名

類型 達成状況

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

第3-4-16表　河川のBODの水域別環境基準達成状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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(1) 生活環境の保全に関する環境基準類型指定   

河川 

ア 神崎川・猪名川水域 

 神崎川・猪名川は、兵庫県、大阪府境付近を

南下し、大阪湾に注いでいる。かつて工場排水、

生活排水などの流入により汚濁した河川であっ

たが、兵庫地域公害防止計画に基づく下水道整

備の推進などにより、近年その水質はかなり改

善されているものの、猪名川下流では環境基準

を達成していない。 

 猪名川の総延長は約 39 ㎞、流域面積は約 380

㎢であり、上流域では上水、農業用水として利

用されている。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値※の経年変

化は、第 3-4-23 図のとおりである（生活環境項

目の環境基準適合状況は資料編第 5-1 表参照）。 

第3-4-23図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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イ 庄下川・昆陽川水域 

 庄下川は、延長約 7.8 ㎞、伊丹市域を流れる

昆陽川、伊丹川、富松川などと合流し、尼崎市

の中央部を南流し、大阪湾に注いでいる。 

 流域は、市街地であり、生活排水などの影響

を受けるが、下水道整備の進展、河床の改善な

どにより、水質は改善され、環境基準を達成し

ている。 

 昆陽川は、伊丹市昆陽付近に源を発し、伊丹

市中南部、尼崎市北中部を貫流して、尼崎市小

浜で庄下川と合流する延長約 5.4 ㎞の河川であ

る。 

 流域は、市街地であり、生活排水などの影響

を受けるが、下水道整備の進展等により、水質

は改善され、環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-24 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は資料編第 5-2 表参照）。 

第3-4-24図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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 ウ 武庫川水域 

 武庫川は篠山市真南条に源を発し、三田市を

貫流した後、神戸市北東部、宝塚市を経て尼崎

市・西宮市の市境を南流し、大阪湾に注いでい

る。延長は約 65 ㎞、上水、農業用水などに利用

されている。 

 上流では、良好な水質を保っており、中・下

流域でも下水道整備の進展により、水質はかな

り改善されてきている。 

 すべての水域で環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-25 図のとおりである(生活環境項目

の環境基準適合状況は、資料編第 5-3 表参照)。 

※75%値：n 個の日間平均値を水質のよいものから順に並べたとき、0.75×n 番目（0.75×n が整数でない場合は、その数を超

える最小の整数）の値をいう。 
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第3-4-25図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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 エ 夙川水域 

 夙川は西宮市の甲陽園付近に源を発し、市域

を南流し大阪湾に注いでいる。延長は約 4.1 ㎞

である。 

 生活排水の流入により、水質は汚濁していた

が、下水道整備の進展により、水質は改善され、

環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-26 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は資料編第 5-4 表参照）。 

第 3-4-26 図 環境基準点における BOD75%値の経年変化 
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 オ 福田川水域 

 福田川は神戸市垂水区名谷町に源を発し、神

戸市西部の住宅地を経て垂水地先海域に注ぎ延

長 7.4 ㎞である。 

 その流域面積は約 17 ㎢と小さいが、流域人口

は 10 万人を超えており、人口密集地を持つ都市

河川である。 

 水質は良好であり、環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-27 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は、資料編第 5-5 表参照）。 

第3-4-27図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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 カ 明石川・伊川水域 

 明石川は、延長約 21 ㎞、神戸市西部の木津川、

木見川の合流後南下し、伊川などの主要支川と

合流し、明石市内を流れ播磨灘に注いでいる。 

 伊川は、神戸市西区伊川谷町布施畑に源を発

し、神戸市、明石市境付近で明石川に合流して

いる。延長は約 12 ㎞、流域面積は約 31 ㎢であ

るが、流域では、近年、西神ニュータウンを中

心とした都市化が急速に進行している。 

 利水状況は、農業用水のほか、神戸市西区持

子付近で明石市が上水源として取水している。 

 上流域では良好な水質を保っており、下流域

では生活排水などの流入により汚濁していたが、

下水道整備の進展により水質が改善されてきて

いる。 

 明石川上流、明石川下流及び伊川のすべての

水域で環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-28 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は、資料編第 5-6 表参照）。 
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第3-4-28図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 

 
 キ 谷八木川水域 

 谷八木川は、明石市大久保町松陰に源を発し、

明石市中央部を南流し、播磨灘に注いでいる。

延長は約 3.5 ㎞、流域面積は約 9.2 ㎢である。

利水は、農業用水として利用されている。 

 生活排水により、水質が汚濁していたが、下

水道の整備や高度処理が進んだ結果、水質が改

善され環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-29 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は、資料編第 5-7 表参照）。 

第3-4-29図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 

 

 ク 喜瀬川水域 

 喜瀬川は加古郡稲美町南西部に源を発し、稲

美町、加古川市東部、播磨町を南流し、播磨灘

に注ぐ延長 8.4 ㎞の河川である。上流域では農

業が盛んであり、中下流域では市街地であり、

工場が点在している。 

 生活排水の流入により、水質は汚濁していた

が、下水道整備の進展により、水質は改善され、

環境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-30 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は資料編第 5-8 表参照）。 

第3-4-30図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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 ケ 加古川・志染川・別府川水域 

 加古川は丹波市青垣町に源を発し、播磨平野

の東部を貫流し、播磨灘に注いでいる。延長は

約 87 ㎞、流域は 10 市８町を包含し、流域面積

は約 1,700 ㎢であり、全県の面積の約 21％を占

めている。支川を含めた総延長は約 765 ㎞に及ぶ。 

 中流域には染色工場が立地し、農業用水、工業

用水及び上水として利用されている。 

 志染川は、延長約 23 ㎞、神戸市灘区六甲山町に

源を発し、三木市で加古川支流の美嚢川に合流し

ている。 

 別府川は、延長約９㎞、加古川の支流曇川から

分派し、加古川市の中央部を縦断して播磨灘に注

いでいる。 

 上流域から下流域まで、おおむね良好な水質を

保っており、すべての水域で環境基準を達成して

いる。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-31 図のとおりである(生活環境項目

の損境基準適合状況は、資料第 5-9 表参照)。 
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第3-4-31図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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 コ 市川・船場川・夢前川水域  

 市川は朝来市生野町に源を発し、神崎郡を経

て姫路市の東部を南流し、播磨灘に注いでおり、

その延長は約78㎞である。 

 上流部は農村地帯、下流部には皮革工場が立

地しており、農業・工業用を中心として利水が

行われている。上流、下流とも環境基準を達成

している。 

 船場川は姫路市保城で市川から分流し、姫路

市域を南流し、播磨灘に注ぐ延長約 11.6 ㎞の河

川である。 

 上流域、下流域とも環境基準を達成している。 

 夢前川は姫路市夢前町に源を発し、姫路市西

部を南流し播磨灘に注ぐ延長 40 ㎞の河川であ

る。 

 上流、下流とも良好な水質を保っており、環

境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-32 図のとおりである（生活環境項目

の環境基準適合状況は、資料編第 5-10 表参照）。 

第3-4-32図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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サ 揖保川水域 

 揖保川は宍粟市一宮町に源を発し、宍粟市山

崎町、新宮町、たつの市を経て播磨灘に注いで

いる。延長約 70 ㎞、流域は３市５町を包含し、

流域面積は約 810 ㎢である。 

 上流域は山村、農地が主であるが、中下流域

では古くからたつの市のしょうゆ醸造、支川の

林田川流域では皮革などの工場が立地している。

利水は農業用、工業用が主である。 

 上流、下流とも良好な水質を保っており、環

境基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-33 図のとおりである（生活環境項目

の環境墓準適合状況は、資料編第 5-11 表参照）。 

 
第3-4-33図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 

  
 シ 千種川水域 

 千種川は延長 68 ㎞、宍粟市千種町に源を発し、

佐用町、上郡町及び赤穂市を経て播磨灘に注い

でいる。 

 上流域は農村・山林であり、農業用水として

の利水が主である。 

 上流、下流とも環境基準を達成していない。 

昭和 59 年度には、千種川全域が、環境庁の「名

水百選」に選定された。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-34 図のとおりである（生活環境項目

の環境墓準適合状況は、資料編第 5-12 表参照）。 

 

 

 

第3-4-34図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 

  

ス 円山川水域 

 円山川は朝来市生野町に源を発し、但馬の中央

部を北流し、目本海に注いでいる。延長約 67 ㎞、

流域面積は約 1,300 ㎢であり、県の約 15％の面積

を占めている。 

 流域には、豊岡市を中心としたかばん産業、観

光産業などがあるが、その他の地域では農業が主

となっている。 

 上流、下流とも良好な水質を保っており、環境

基準を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化は、

第 3-4-35 図のとおりである（生活環境項目の環境

基準適合状況は、資料編第 5-13 表参照）。 

第3-4-35図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 
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  セ 日本海流入河川 

 但馬地域には円山川のほか、竹野川（延長約

21 ㎞）、佐津川（延長約 14 ㎞）、矢田川（延長

約 35 ㎞）、岸田川（延長約 24 ㎞）などの諸河川

があり、いずれも目本海に注いでいる。 

 また、丹波地域には京都府を経て目本海に注

ぐ由良川の支流である竹田川がある。 

 いずれの流域も水質は良好であり、環境基準

を達成している。 

 環境基準点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は第 3-4-36 図のとおりである（生活環境項目の

環境基準適合状況は資料編第 5-14 表参照）。 

 
第3-4-36図 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化 

  
 

 
 

 
(2) 生活環境の保全に関する環境基準類型未設 

定河川 

ア 阪神地区都市河川 

  阪神間を流下し大阪湾に注ぐ河川は、いずれ      

も流路延長が短く、流量も少ない。 

  水質は、良好であり、芦屋川の上流では上水 

源として取水が行われている。 

  主要測定点におけるＢＯＤ75％値の経年変化 

は、第 3-4-37 図のとおりである（生活環境項目 

の測定結果は資料編第 5-15 表参照）。 

 

第 3-4-37 図 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化 
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イ 神戸市内都市河川 

 神戸市内の都市河川は主として六甲山系に源

を発し、市街地を南下して、大阪湾に注いでい

る。各河川とも流路延長が短く河川勾配
こ う ば い

が急で、

河床は人工的に改変されている割合が高い。 

 水質は、下水道整備の進展等により、おおむ

ね良好である。 

 主要測定点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は、第 3-4-38 図のとおりである（生活環境項目

の調査結果は資料編第 5-16 表参照）。 

 
 
 
 
 
 
 

第 3-4-38 図 主要測定点における BOD75%値の経年変化 

 
ウ 東・西播磨地区都市河川 

 明石市から赤穂市に至る間の都市河川は、い

ずれも流路延長が短く、臨海部の市街地を経て

播磨灘に注いでいる。 

 主要測定点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は第 3-4-39 図のとおりである（生活環境項目の

調査結果は資料編第 5-17 表参照）。 
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第3-4-39図 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化 
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 エ 淡路島諸河川 

 淡路島内では、洲本川、志筑川が大阪湾に注

いでおり、三原川、郡家川が播磨灘に注いでい

る。いずれの河川も流路延長が短く、流域面積

も小さい。 

 主要測定点におけるＢＯＤ75％値の経年変化

は第 3-4-40 図のとおりである（生活環境項目の

調査結果は資料編第 5-18 表参照）。 

第3-4-40図 主要測定点におけるBOD75%値の経年変化 

２ 海域 

 海域の水質汚濁状況把握のため、水質測定計画

に基づき環境基準の類型あてはめが行われている

26水域の46環境基準点を含め91地点で水質調査

を行った（調査地点は資料編第 5-1 図、第 5-2 図

参照）。 

  健康項目については、瀬戸内海、日本海ともす

べての地点で環境基準を達成している。 

 生活環境項目について、環境基準項目のうち、

有機汚濁の代表的指標であるＣＯＤについて水域

別に環境基準の達成状況をみると、第 3-4-17 表

のとおりである。 
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※ＣＯＤ(Chemical Oxygen Demand)：Ｐ18 参照。 

合計
ｘ／ｙ＝
100%

100＞ｘ／ｙ
≧50

50＞ｘ／ｙ
＞25

播磨海域（１） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（２） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（３） C ﾛ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（４） C ﾛ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（５） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（６） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（７） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（８） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（９） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（１０） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（１１） B ﾛ S46 6 1 5 0 2 3

播磨海域（１２） B ｲ S46 1 1 0 0 0 0

播磨海域（１３） A ｲ S46 3 0 3 0 2 1

大阪湾（１） C ｲ S46 2 2 0 0 0 0

大阪湾（２） B ﾛ S46 2 0 2 0 2 0

大阪湾（３） A ﾊ S46 1 0 1 0 1 0

大阪湾（４） A ﾛ S46 2 0 2 0 2 0

大阪湾（５） A ｲ S46 2 1 1 0 0 1

洲本港（１） C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

洲本港（２） B ｲ S46 1 1 0 0 0 0

津名港 C ｲ S46 1 1 0 0 0 0

兵庫運河 C ﾛ S46 1 1 0 0 0 0

播磨灘北西部 A ﾛ S49 2 0 2 0 2 0

山陰海岸地先海域 A ｲ S50 5 5 0 0 0 0

津居山港 B ｲ S50 1 1 0 0 0 0

淡路島西部・南部 A ｲ S51 5 4 1 0 0 1

○ 18

× 8

[備考] ｘ：環境基準に適合しない日数

       ｙ：総測定日数 

　　　  ｲ：直ちに達成

　　　　ﾛ：５年以内で可及的すみやかに達成

　　　　ﾊ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

○

○

×

○

○

○

×

×

×

×

○

○

×

○

×

環境
基準

地点数

基準を
満足
する

地点数

環境基準類型
あてはめ水域名

類型

水域26

達成
期間

指定
年度

○

46 29 17 0

○

○

○

○

×

達成状況

第3-4-17表　海域のＣＯＤの水域別環境基準達成状況

11 6

○

基準を満足していない地点数

○

○

○

○
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 環境基準達成水域数は 18 水域である。未達成の

８水域は大阪湾４水域、播磨灘及び播磨灘北西部

３水域、淡路島西部・南部１水域である。 

 類型別の達成状況は、Ｃ類型 14 水域はすべて達

成している。Ｂ類型５水域のうち２水域、Ａ類型

７水域のうち６水域が達成していない。 

 また、全窒素・全燐に係る環境基準は、大阪湾

については、平成７年２月に環境庁が、指定権限

が委任されている播磨及び淡路島西部・南部につ

いては、平成８年６月に兵庫県が、播磨灘北西部

については、平成９年４月に環境庁が類型指定を

行った（全窒素・全燐の環境基準等は、資料編生

活環境の保全に関する環境基準、イ海域、栄養塩

類参照）。 

 
(1) 大阪湾海域 

  大阪湾は、臨海部には工業地帯があり、後背地

には人口集中地帯を抱えているため、流入する河

川の汚濁負荷が大きい。また、外洋水との交換が

悪い閉鎖性の水域であることから、富栄養化状態

となっている。 

 ＣＯＤについての環境基準達成状況をみると、

Ｃ類型の大阪湾(1)では環境基準を達成している

が、Ａ類型の大阪湾（3）、（4）、（5）及びＢ類型

の大阪湾（2）の４水域で環境基準を達成してい

ない。 

 類型ごとの環境基準点でのＣＯＤ75%値の平均

濃度の経年変化は第 3-4-41 図のとおりである

（生活環境項目の環境基準適合状況は資料編第

5-20 表参照）。 

  全窒素については、全３水域で環境基準を達成

している。全燐については、２水域で環境基準を

達成しているが、大阪湾（ハ）の水域で環境基準

を達成していない。 

 
(2) 播磨灘及び播磨灘北西部海域 

  播磨地域は温暖な気候や広い沖積平野のため、

古くから農業を中心として栄えてきたが、現在で

は臨海部に重化学工業主体の工業地帯が形成さ

れている。 

  東部の沿岸は埋立てなどにより海岸線の人工

的改変が進んでいるが、西部には地形の入りくん

だ自然のままの海岸線が残っており、海水浴や潮

干狩りなどレクリエーションにも利用されてい

る。 

  ＣＯＤについて環境基準達成状況を見ると、Ａ

類型の播磨海域（13）、播磨灘北西部及びＢ類型

の播磨海域（11）の３水域で環境基準を達成して

いないが、それ以外の 11 水域で環境基準を達成

している。 

 類型ごとの、環境基準点でのＣＯＤ75％値の平

均濃度の経年変化は、第 3-4-41 図のとおりであ

る（生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編

第 5-21 表参照）。 

  全窒素、全燐については、５水域すべての水域

で環境基準を達成している。 

第3-4-41図 類型ごとの環境基準点COD75%値経年変化 
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(3) 淡路島西部・南部海域 

淡路島は周囲を海に囲まれているが、明石海

峡大橋によって本州と、大鳴門橋で四国とつな

がっており、温暖な気候に恵まれ古くから農・

漁業が盛んである。 

 また、海岸部では、海水浴、魚釣り等のレク

リエーションにも利用されている。 

 ＣＯＤについては、環境基準を達成していな

い。全窒素及び全燐については環境基準を達成

している（生活環境項目の環境基準適合状況は、

資料編第 5-22 表参照）。 

 
(4) 山陰海岸東部・西部海域 

 山陰海域はリアス式海岸を形成しており、国

立公園にも指定されている。古くから漁業が盛

んであり、沿岸部には水産加工業などが立地し

ている。また、海岸部では、海水浴などレクリ

エーションにも利用されている。 

 ＣＯＤについては、２水域とも環境基準を達

成している（生活環境項目の環境基準適合状況

は資料編第 5-23 表参照）。 

 
３ 湖沼 

 千苅水源池は武庫川支川の羽束川を神戸市北区

道場町で重力式コンクリートダムによってせき止

めた人工貯水池である。 

 ダムは、大正８年に完工し、有効水深 27.4m、

有効貯水量 1,161 万、たん水面積 1.12 ㎢であり、

神戸市の上水道水源として利用されている。 

 湖沼では、上層と下層で水質が異なることから、

環境基準点で表層（水面下 0.5m）及び下層（水面

下 10 m）の２層で調査を行っている。 

 ＣＯＤについては、環境基準を達成している。 

 ＣＯＤ75％値の経年変化は、第 3-4-42 図、全窒

素、全燐の経年変化は、第 3-4-43 図のとおりであ

る（生活環境項目の環境基準適合状況は、資料編

第 5-19 表参照）。 

 また、平成 14 年４月に全燐に係る環境基準の類

型指定を行った。 

 全燐については、プランクトンの影響もあり環

境基準を達成していない（全燐の環境基準等は、

資料編生活環境の保全に関する環境基準、ア河川、

ｂ湖沼 (b 栄養塩類参照)。 

第 3-4-42 図 環境基準点における COD75%値の経年変化 
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第 3-4-43 図 全窒素・全燐（表層平均値）の経年変化 
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第２ 海水浴場調査 

 海水浴場の水質を把握し、県民の利用に資する

ために、県下の主な 47 海水浴場について、遊泳期

間前（５月８日～24 日）及び遊泳期間中（７月 12

日～８月 10 日）にふん便性大腸菌群数、ＣＯＤな

どの水質調査を行った。 

 調査結果については、適(水質ＡＡ及びＡ)が遊

泳期間前 37、遊泳期間中 20、可（水質Ｂ及びＣ）

が遊泳期間前 10、遊泳期間中 27 であった（調査

地点及び結果については、資料編第5-3図、第5-26

表参照）。 
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第３ 底質調査 

 公共用水域の底質監視をするため、カドミウム

などの重金属及びＣＯＤなどの有機汚濁関連項目

について、河川 39 地点、海域 43 地点で調査を行

った(資料編第 5-27 表及び第 5-28 表参照)。 

 
第４ 工場等の排水対策 

 「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特

別措置法」に基づき、特定施設設置等の届出・許

可の際に環境保全上必要な指導を行うとともに、

立ち入り検査により排水基準の遵守状況を監視し、

排水基準違反があった場合は行政措置及び改善指

導を行っている。 

 
１ 特定施設の設置等の届出・許可 

 「水質汚濁防止法」では、食料品製造業におけ

る原料等の洗浄施設や金属製品製造業における酸

またはアルカリによる表面処理施設等汚水を排出

する施設を特定施設と定め、工場・事業場に対し、

特定施設の設置または変更の届出が義務づけられ

ており、届出審査の際、排水基準の遵守等の指導

を行っている。また、このうち瀬戸内海地域に立

地する日最大排水量 50â以上の工場・事業場につ

いては、特定施設の設置または変更にあたって、

「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく知事の

許可を必要としており、許可審査の際、環境保全

上支障を生じることがないよう必要な指導を行っ

ている。 

 

２ 排水基準 

 特定施設を設置する工場・事業場（特定事業場）

からの排出水を規制するため、排水基準が定めら

れている。この排水基準は、有害物質とその他の

項目に区分され、国が定める一律基準と県が定め

る上乗せ基準がある。 

 

(1) 一律基準 

 カドミウム、シアン等の有害物質 27 項目及び

ＣＯＤ、ＳＳ※（浮遊物質量）等の 15 項目につ

いて、全国一律の排水基準が定められている。 

 また、瀬戸内海及び一庫ダム等の指定湖沼流

域については、窒素及びりんの排水基準が設定

されている。 

 

(2) 上乗せ基準 

 国が定める一律基準のみでは、環境基準を達

成することが困難な水域について、県は条例で

より厳しい基準を定めることができることにな

っている。県では、有害物質についてはすべて

の特定事業場を対象に、その他の項目について

は日平均排水量 30â以上の特定事業場を対象

に、上乗せ基準を設定している。 

 

３ 工場排水の検査・指導 

 排水基準の適用を受ける工場・事業場は、平成

17 年度末で 2,050 工場あり、排水基準の遵守状況

等を監視するために平成 17 年度では、延べ 2,070

工場に立入検査を実施し、処理施設の維持管理の

改善等について指導を行った。 

第 3-4-18 表 排出水の規制状況 

行政措置件数 年

度 
水 
質 
汚 
濁 
防 
止 
法 
対 
象 
工 
場 
数 

左

の

う

ち

瀬

戸

法

対

象

工

場

数 

規 
制 
対 
象 
工 
場 
等 
数 

立 
入 
検 
査 
延 
べ 
工 
場 
等 
数 

改

善

命

令 

一

時

停

止

命

令 

指

示 
計 

14 10,761 661 2,318 2,264 2 0 122 124

15 10,667 634 2,205 2,029 0 0 94 94

16 10,549 598 2,171 2,063 0 0 152 152

17 10,032 564 2,050 2,070 0 0 106 106

 
４ 水質管理システムの推進 

 総量規制の実施などに伴う流域別発生源別汚濁

負荷量の管理のため、発生源データ、公共用水域

における水質測定データなどの収録、集計処理を

コンピューターにより行うとともに、これらのデ

ータを総合的有機的に結合し、水質保全のための

各種資料を提供する水質管理システムの整備・拡

充を行っている。 

 

※ＳＳ（浮遊物質量）：水中に浮遊する小粒子状物質。動植物プランクトン、生物の死がいとその破片、排せつ物などの有機

物、砂・泥などの無機物のほか各種の人工汚染物からなる。 
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５ 汚濁負荷量の管理及び監視 

 総量削減計画を推進するにあたり、総量規制対

象事業場に係るＣＯＤ、窒素およびりんの汚濁負

荷量を把握するため、必要な調査、報告の徴収及

び集計処理を行っている。 

 特に、排水量の多い 59 事業場については水質テ

レメータシステムによるデータ収集及びコンピュ

ーター処理によるＣＯＤ汚濁負荷量の把握を行っ

ている。 

 
第５ 生活排水対策 

１ 生活排水対策の推進 

 河川、海域等の公共用水域の水質改善を図るた

めには、排水基準の強化や水質総量規制等による

工場・事業場の規制だけではなく、生活排水対策

が重要な課題になっている。そのため、県では「兵

庫県生活排水対策等推進要綱」（昭和 58 年４月）

に基づき、生活排水処理施設の整備促進を図ると

ともに県民に対して家庭からできるだけ汚れた水

を出さないように普及啓発を行ってきた。その後、

平成２年６月には「水質汚濁防止法」が改正され、

「生活排水対策の推進」が規定されることによっ

て県、市町、県民の役割分担が法制度上において

明確化された（第 3-4-19 表）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3-4-19 表 生活排水対策における役割 

区

分 役   割   内   容 

国 

・生活排水による水質汚濁に関する知識の

普及 
・地方公共団体の施策を推進するための技

術的・財政的援助 

県 

・流域下水道の整備推進 
・市町の生活排水処理計画の策定指導 
・処理施設整備に対する技術的援助 
・補助制度の活用による施設整備の促進指

導 
・水質保全対策の普及啓発 
・浄化槽の適正な維持管理指導 
・洗剤の適正使用に関する啓発と指導 
・市町の施策の総合調整 

市

町 

・生活排水処理計画等の策定 
・公共下水道等の生活排水処理施設の整備

推進、設置指導 
・洗剤の適正使用に関する啓発と指導 
・生活排水対策の啓発等の施策の実施 

住

民 

・台所流し台での固形物の回収 
・廃食用油、米のとぎ汁などの適正処理 
・生活排水処理施設の設置及び適正管理 
・県、市町の施策に対する協力 

 
２ 生活排水処理施設の整備 

公共下水道をはじめ農（漁）業集落排水※1施設、

コミュニティ・プラント※2等の集合処理と浄化槽

の個別処理について、地域特性に配慮した効率的、

計画的な施設整備の促進を図るため、県下の各市

町により生活排水処理計画が策定されている。県

では平成３年度から、河川や海域等の公共用水域

の水質保全とともに生活環境の改善（トイレの水

洗化等）を目的として、平成 16 年までに県下の生

活排水処理率を 99％まで高めることを目標に「生

活排水 99％大作戦」を展開し、各種生活排水処理

施設の整備を進めてきた結果、平成 16 年度末の県

下の生活排水処理率は 96.1％となり、平成 17 年

度末では 96.8％となっている (第 3-4-20 表、第

3-4-44 図) 。 

しかし、その一方で処理率の地域間格差が生じ

ているため、平成 17 年度からは、整備の遅れてい

る市町への支援及び維持管理の支援を行う「生活

排水 99％フォローアップ作戦」を展開している。 

※1 農業集落排水：農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水または雨水を処理する施設の整備または改築を行い、農業
用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、または農村生活環境の改善を図り、併せて、公共用水域の水質保全に
寄与する。 

※2 コミュニティ・プラント：地域し尿処理施設。下水道区域外で、計画処理人口が 101 人以上 3 万人未満の水
洗便所のし尿と、生活雑排水とを併せて処理する施設。 
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第 3-4-20 表 生活排水処理率の現況及び目標 

第 3-4-44 図 生活排水処理率の推移 

（単位：％）

神　戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但　馬 丹　波 淡　路 全　県

公 共 下 水 道 98.4 99.9 96.3 88.0 72.3 80.3 80.6 62.7 59.3 38.1 89.1

農 業 集 落 排 水 1.0 0 0.9 0.9 12.4 3.8 10.9 20.7 23.5 3.9 3.4

漁 業 集 落 排 水 0 0 0 0 0 0.5 0 0.6 0 0.9 0.1

コミュニティ・プラント 0 0 0.4 0 5.0 4.4 3.8 10.5 4.4 1.5 1.5

浄 化 槽 0.4 0.0 1.5 3.5 6.4 5.6 3.6 3.4 12.4 15.7 2.7

合　　　　計 99.8 99.9 99.1 92.5 96.2 94.7 99.0 97.9 99.6 60.1 96.8

（注１）合計の数値は、四捨五入のため事業区分の合計とは合わないことがある。
（注２）処理率が0.05未満の場合は、0.0と表示している。

事　業　区　分
生 活 排 水 処 理 率 の 現 況  （ 平 成 17 年 度 末 ）
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３ 県の推進施策 

県では、生活排水処理施設の整備に対し、昭和

63 年度から合併処理浄化槽の市町補助を行い、

平成４年度からは、住民に対する支援として、

受益者負担の軽減と公共下水道、農（漁）業集

落排水、コミュニティ・プラント等の各事業間

の受益者負担の平準化を図るため、自治振興事

業による県費支援措置を行ってきた。 

また、平成３年度より公共下水道等の整備計

画策定補助を行うとともに、市町職員の研修制

度等の支援を行ってきた。 

平成 17 年度からは「生活排水 99％フォロー

アップ作戦」として、平成 16 年度末における

生活排水処理率が 80％未満の市町に対して自

治振興事業による県費助成を行っている（第

3-4-21 表）。 

 
第 3-4-21 表 自治振興事業による県費助成率 

公共下水道 事業費の 3.0％

特定環境保全公共下水道 事業費の 4.0％

流域関連特定環境保全公共

下水道 

事業費の 2.0％

農業集落排水 事業費の 5.0％

農業集落排水（モデル事業） 事業費の 5.5％

漁業集落排水 事業費の 5.0％

コミュニティ・プラント 事業費の 3.5％

小規模集合排水処理施設 事業費の 8.4％

浄化槽（浄化槽市町村整備推

進事業） 

事業費の 3.4％

個別排水処理施設 事業費の 3.4％

浄化槽（浄化槽設置整備事

業） 

国庫交付限度基

準額の 1／4 

備考：上表の助成額の３分の１を補助、残りを貸

し付けとしている（浄化槽整備事業を除く）。 
 
４ 下水道の建設促進 

 公共用水域の水質汚濁に対処し、都市環境の改

善に資するため、県においては、４流域６処理区

で流域下水道事業を実施中（４流域６処理区すべ

てが一部供用開始済み）であり、市町の施工する

公共下水道事業については、29 市 12 町 1 一部事

務組合で整備促進を図っている。 

 平成 17 年度末における下水道の普及状況（処理

人口普及率。以下同じ）は、神戸市域では 98.4％、

神戸市を除く県下の地域では 85.7％、県全体では

89.1％となり、前年度から 1.0％の進ちょくをみ

せている。 

 その概要は第3-4-22表、第3-4-23表、第3-4-45

図、第 3-4-46 図のとおりである。 

 
第 3-4-22 表 公共下水道の整備市町 

（平成17年度） 

地 域 名 事 業 実 施 市 町 名 

阪神(８市１町) 神戸市、尼崎市、西宮市、芦

屋市、伊丹市、宝塚市、川西

市、三田市、猪名川町(８市

１町) 

播磨(13 市 9 町) 明石市、加古川市、西脇市、

三木市、高砂市、小野市、加

西市、加東市、姫路市、相生

市、赤穂市、宍粟市、たつの

市、稲美町、播磨町、多可町、

市川町、福崎町、神河町、太

子町、上郡町、佐用町、播磨

高原広域事務組合、 

（13 市 9 町１一部事務組合）

但馬(３市２町) 豊岡市、養父市、朝来市、香

美町、新温泉町 

(３市２町) 

丹波(２市) 篠山市、丹波市 (２市) 

淡路(３市) 洲本市、南あわじ市、淡路市

（３市） 

合計(29 市 12 町) 29 市 12 町１一部事務組合 
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第 3-4-23 表 流域下水道事業の概要 
（平成 18.3.31） 

名   称 全 体 計 画 １７年度事業 備   考 
猪名川流域下水道 
対象市町 
伊丹市、尼崎市、 
宝塚市、川西市、 
猪名川町 

処理面積：6,637.1ha 
処理人口：361.5 千人 
事業年度：Ｓ41～ 
事 業 費：1,260 億円 
管 渠：34.1 ㎞ 
処 理 場：1 ヵ所 

（処理場） 
水処理施設、土木、建

築、機械、電気工事ほ

か 

全市町供用済。幹線管

渠全線完成。一部高度

処理により猪名川の

一層の水質改善に貢

献。 

武庫川上流流域下水

道 
対象市 
神戸市、西宮市、 
三田市 

処理面積：6,995.5ha 
処理人口：264.8 千人 
事業年度：Ｓ53～ 
事 業 費：710 億円 
管 渠：16.3 ㎞ 
処 理 場：1 ヵ所 

（処理場） 
中央監視装置更新工

事ほか 

全市供用済。幹線管渠

全線完成。北摂・北神

ニュータウンを支え

る。 

武庫川下流流域下水

道 
対象市 
尼崎市、西宮市、 
伊丹市、宝塚市 
 

処理面積：6,650.2ha 
処理人口：622.8 千人 
事業年度：Ｓ44～ 
事 業 費：2,010 億円 
管 渠：33.8 ㎞ 
ポンプ場：3 ヵ所 
処 理 場：1 ヵ所 

（ポンプ場） 
南武ポンプ場、沈砂

池、機械、電気工事ほ

か 
（処理場） 
水処理施設高度処理

改築工事ほか 

全市供用済。幹線管渠

全線完成。阪神間の 4
市 の 下 水 道 整 備

100％をめざして整備

推進。 

加古川上流流域下水

道 
対象市町 
神戸市、西脇市、三木

市、小野市、加西市、

加東市 
 

処理面積：17,186.6ha 
処理人口：353.9 千人 
事業年度：Ｓ51～ 
事 業 費：1,900 億円 
管 渠：46.3 ㎞ 
ポンプ場：2 ヵ所 
処 理 場：1 ヵ所 

（処理場） 
汚泥処理施設機械、電

気工事ほか 

全市供用済。幹線管渠

全線完成。 
高度処理により、加古

川の水質改善に貢献。 

加古川下流流域下水

道 
対象市町 
加古川市、高砂市、 
稲美町、播磨町 
 

処理面積：9,215.2ha 
処理人口：413.3 千人 
事業年度：Ｓ62～ 
事 業 費：1,160 億円 
管 渠：28.4 ㎞ 
処 理 場：1 ヵ所 

（処理場） 
汚泥処理施設機械、電

気工事ほか 

全市供用開始済。幹線

管渠２条管目を除い

て全線完成。 
東播地区2市2町の普

及拡大に貢献。 

揖保川流域下水道 
対象市町 
姫路市、たつの市、宍

粟市、太子町 
 

処理面積：9,229.7ha 
処理人口：204.9 千人 
事業年度：Ｓ53～ 
事 業 費：1,860 億円 
管 渠：59.7 ㎞ 
ポンプ場：2 ヵ所 
処 理 場：1 ヵ所 

（処理場） 
水処理施設土木、機

械、電気工事ほか 

全市町供用済。皮革排

水全量受入済。幹線管

渠２条管目を除いて

全線完成。 
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第 3-4-45 図 各市町の生活排水処理率と下水道普及率（平成 17 年度） 

（注）生活排水処理率（白色）のうち、色付き部分が下水道普及率である。 
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第 3-4-47 図 ＣＯＤ発生負荷量 

第６ 瀬戸内海の水質保全対策 

１ 瀬戸内海の環境保全に関する兵庫県計画の

推進 

 「瀬戸内海環境保全特別措置法」第４条に基づ

き、昭和 56 年度に策定（昭和 62 年、平成４年、

平成９年及び平成 14 年に一部変更）した兵庫県計

画は、瀬戸内海の環境保全に関し実施すべき施策

を明確にし、より効果的なものにするための中長

期にわたる総合的な計画である。 

 この計画では、水質、自然景観等の保全・回復

に関する目標とその達成のための施策を体系的に

掲げており、その実効ある推進を図ることとして

いる。 

 
２ 総量規制の実施 

 広域的閉鎖性水域である瀬戸内海の水質保全を

図るため、県では「水質汚濁防止法」及び「瀬戸

内海環境保全特別措置法」の規定に基づき、第１

次から５次にわたり、発生源別の汚濁負荷量の削

減目標量及びその達成の方途を定めた「化学的酸

素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量

削減計画」（第１次から４次では「ＣＯＤに係る総

量削減計画」）を策定し、下水道整備等の生活排水

対策を推進するほか、総量規制基準値の改正によ

る総量規制対象事業場への規制強化等を進め、Ｃ

ＯＤ、窒素及びりんに係る汚濁負荷量の削減を行

ってきた。 

 その結果、兵庫県のＣＯＤ汚濁負荷量は昭和 54

年度の 156t/日から、昭和 59 年度 127t/日、平成

元年度 114t/日、平成６年度 92t/日、平成 11 年度

81t/日、平成 16 年度 61t/日と大幅な削減が図ら

れている。また、窒素及びりんの汚濁負荷量につ
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いても同様に、平成 11 年度の 82ｔ/日及び 5.3ｔ/

日から、平成 16 年度 61ｔ/日及び 3.3ｔ/日と削減

が図られ（第 3-4-47～3-4-49 図）、現在、平成 21

年度の削減目標量として、ＣＯＤ56ｔ/日、窒素

59ｔ/日及びりん 3.1ｔ/日とする第６次総量削減

計画を策定中である。 
 
 

 

 

  しかしながら、依然として一部で環境基準未達

成の水域が残っており、今後ともさらに継続した

汚濁負荷量の削減を行う必要があるため、国が定

める総量削減基本方針に基づき、平成 21 年度を

目標年度とする第６次総量削減計画を策定し、そ

の目標の達成に向けて施策の推進を図ることとし

ている。 
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第 3-4-48 図 窒素の発生負荷量

＜コラム＞ 瀬戸内海とは                          

 

 瀬戸内海は、本州、九州、四

国の３つの島に囲まれ、日本で

最も大きい閉鎖性海域であり、

広さ 23,000 ㎢、海岸線総延長

6,900ｋｍ、容量 8,800 億ｍ３、

平均深さ 38ｍの浅い海域です。

瀬戸内海の環境を守るため、瀬

戸内海環境保全特別措置法等の

法令に基づき、様々な対策が行

われていますが、その対象とな

る地域は、海に面した地域だけ

でなく、瀬戸内海に注ぐ川の流

域すべてが対象となります。 
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３ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施 

設の設置規制 

 瀬戸内海の水質の保全を図るため、「水質汚濁

防止法」適用工場等のうち、１日当たりの最大排

出水量が 50m3 以上の工場等については、「瀬戸内

海環境保全特別措置法」で、特定施設の設置・変

更の際には、許可を受けることとされている。な

お、平成 17 年度の許可の状況は第 3-4-24 表のと

おりであり、汚濁負荷量の削減に向けた種々の行

政指導を行っている。 

 
第 3-4-24 表 瀬戸内海環境保全特別措置法に基

づく設置許可状況等 

区分 

許可主体 
設置許可 変更許可 

県 ４９ ６３ 

神 戸 市  ２  ７ 

姫 路 市 １０ １６ 

計 ６１ ８６ 

 
４ 富栄養化※・赤潮防止対策 

(1) 富栄養化対策 

 兵庫県では、「瀬戸内海環境保全特別措置法」

に基づき、第１期から第３期までは「燐及びそ

の化合物に係る削減指導方針」、また第４期は、

「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物

に係る削減指導方針」を策定し、昭和 55 年度以

降削減指導を実施してきた。第１期から第４期

の削減指導方針については、いずれも目標を達

成している。これにより、兵庫県の瀬戸内海区

域において排出されたりんの負荷量は、昭和 54

年度 11.3t/日であったものが、昭和 59 年度

6.8t/日、平成元年度 6.1t/日、平成６年度 5.6t/

日、平成 11 年度 5.3t/日に減少した。同じく窒

素の負荷量は、平成６年度 95t/日であったもの

が、平成 11 年度 82t/日に減少した。また、平

成 10 年５月には、窒素・りんの環境基準の達

成・維持のため、新たに、工場・事業場の排出

水に係る水質管理値（指導値）の導入等の施策

を盛り込んだ「兵庫県瀬戸内海富栄養化対策推

進計画」及び「窒素及び燐に係る削減指導要領」

を策定し、各般の施策を実施している。   

 さらに、平成 16 年度を目標とする第５次総量

削減計画（平成 14 年７月 19 日策定）により窒

素及びりんに係る汚濁負荷量の削減対策を実施

してきたが、引き続き、平成 21 年度を目標とす

る第６次総量削減計画を策定し、その目標達成

に向けて富栄養化対策を推進していく。 

 海域については、瀬戸内海海域及びこれに流

入する公共用水域に排水する工場等のうち、通

常排出水量 50ｍ3/日以上であるものに対して、

窒素・りんの排水規制が実施されている。排水

基準値は、窒素 120mg/ｌ(日間平均 60mg/ｌ)、

燐 16 ㎎/ｌ(日間平均 8mg/ｌ)となっている。 

 なお、窒素・りんに係る水質管理値について

は、窒素：10～60mg/ｌ、りん：0.5～6mg/ｌの

範囲内で業種別、既設・新設別に設定し、その

順守を指導している。 

 湖沼については、指定された湖沼に関して、

通常排出水量 50ｍ3/日以上の工場等に対し、窒

素・りんの排水規制が実施されている。県下で

は窒素規制対象湖沼として、名塩ダム貯水池を

はじめ 17 湖沼、りん規制対象湖沼として、千苅

ダム貯水池をはじめ 59 湖沼が指定されている。 

 なお、排水基準値は、海域と同じ値である。 

 
(2) 漁場環境の保全、回復 

 埋立ての進行による藻場干潟の消失や、産業

排水、生活排水等の流入に伴って海域環境が悪

化し、水産生物の繁殖に悪影響を与えている。

このため、赤潮等に関する情報の収集及び指導

を行うとともに、漁業者による森づくり活動を

支援することにより、漁場環境の保全及び漁業

被害の防止・軽減を図っている。 

 ア 赤潮対策 

(ｱ) 赤潮調査・情報の収集伝達 

 赤潮発生などに関連する状況を把握するた

め、漁場の水質及び赤潮プランクトンなどの

調査を行うとともに、漁協などから情報を収

集して国と瀬戸内海沿岸府県の間で情報交換

を行い、これらの情報を関係機関に提供して

いる。 

(ｲ) 研修会の開催 

 県下漁業者、漁協等を対象とした赤潮など

に関連した研修会を開催している。 

※富栄養化：元来は、湖沼が、長い年月の間に流域からの栄養塩類の供給を受けて生物生産の高い富栄養湖に移り変わっていく現象

を指すものであったが、近年、人口、産業の集中等により、湖沼に加えて東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等の閉鎖性海域においても窒

素、燐等の栄養塩類の流入により、藻類等が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化することをいう。 
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(ｳ) 漁業被害をもたらす赤潮プランクトンの

広域共同調査 

 県では、これまでから瀬戸内海に多発する

赤潮の発生機構について、調査研究を行って

おり、平成 17 年度は対策が急がれているヘテ

ロカプサやシャットネラ等の赤潮プランクト

ンの発生状況とその変動について、隣県にま

たがる東部瀬戸内海で共同調査を行い、大量

発生機構の解明並びに予察技術開発の確立と

赤潮被害の軽減に努めた。 

 イ 監視調査 

 漁場環境の保全を図るため、各地域に漁業調

査指導員を配置し漁場の監視を行うとともに、

藻場の状況や底質・底生生物のモニタリング調

査を行っている。 

 ウ 漁業者による森づくり活動 

 豊かな漁場を育むためには、森から流れ出る

栄養バランスに優れた水が重要な役割を果たし

ている。このことに気づいた漁業者が、森・川・

海を一連のものとしてとらえ、豊かな海を取り

戻すために自らの手で森づくりを推進している

ことから、この運動を盛り上げるとともに、幅

広い県民に漁場環境保全への理解と協力を得る

ことを目的として支援を行っている。 

 
５ 瀬戸内海の環境保全に関する会議等 

(1) 瀬戸内海環境保全知事・市長会議 

 瀬戸内海の環境保全を図るため、兵庫県をは

じめ関係 11 府県３政令指定都市の知事・市長に

より「瀬戸内海環境保全知事・市長会議」が、

昭和 46 年に設立され、「瀬戸内海環境保全憲

章」を採択し、その実現を目指して、広域的な

相互協力の下に広域総合水質調査などの各種施

策を推進してきた(平成 17 年度末現在 13 府県、

５政令指定都市、12 中核市で構成)。平成 17 年

度においても 9 月 16 日に神戸市で開催した第

35 回知事・市長会議総会において、瀬戸内海の

環境の保全と再生のための法整備及び瀬戸内海

の環境保全に係る財政上の特別措置について、

国に対して要望することを決議し、要望を行う

とともに、瀬戸内海再生方策及び新たな法整備

について検討していくため、「瀬戸内海再生フ

ォーラム」を開催した。 

 
(2) 兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会 

 県下における瀬戸内海の環境保全の推進を図

り、快適で人間性豊かな生活ゾーンの確保に資

することを目的として、昭和 54 年３月に設立さ

れた「兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会」は、県、

関係市町、衛生団体、漁業団体、事業場など 359

団体(平成 18 年５月現在)を会員として、クリー

ン兵庫運動の実施（６月）、地域別研修会の開催、

環境保全情報資料の提供など、瀬戸内海環境保

全思想の普及啓発活動を展開している。 

 
(3) 社団法人瀬戸内海環境保全協会への協カ 

 瀬戸内海の環境保全に関する思想及び意識の

高揚、調査研究などの推進を図るため、昭和 51

年 12 月設立された「社団法人瀬戸内海環境保全

協会」に協力し、毎年６月の“瀬戸内海環境保

全月間”事業などを展開している。 

 

(4) 瀬戸内海研究会議 

 平成２年度に瀬戸内海環境保全知事・市長会

議等の主催により開催された世界閉鎖性海域環

境保全会議（エメックス 90）の成果を今後の瀬

戸内海の環境の保全と再生に向けて生かしてい

くため、「瀬戸内海研究会議」が、平成４年３月

30 日に設立された。 

 瀬戸内海などの閉鎖性海域の環境を保全しつ

つその利用を持続的に進めていくためには、課

題に対して、自然科学だけでなく社会科学、人

文科学も含めた学際的な立場からのアプローチ

が必要である。 

 瀬戸内海研究会議は、このような立場から瀬

戸内海の環境保全と再生に係る将来のあり方の

研究・提言を行ったり、瀬戸内海の各種研究に

関する情報、瀬戸内海の諸事情に関するデータ

の収集整理を行ったりすることをめざして活動

を行っており、県としても支援している。 
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第７ 地下水汚染対策 

１ 概況調査 

（調査機関:近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、

姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、

宝塚市） 

 地下水質の全体的な状況を把握する目的で、全

項目調査を基本として実施してきた。 

 姫路市では、新規地点として 20 地点で調査を行

い、姫路市以外では継続地点として 191 地点で調

査を行った。 

 これらの調査の結果、新たに環境基準を超過し

た地点は、砒素・ほう素・ふっ素で１地点（宝塚

市仁川高台）、鉛で１地点（西宮市段上）、硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素※で２地点（伊丹市千僧、

加東市藪）であるが、既に飲用指導を行っており、

健康影響が生じる恐れはない。 

 なお、これらの地点は、以後、定期モニタリン

グ調査等により、監視を継続していくこととして

いる。 

 

２ 定期モニタリング調査(汚染地区調査) 

(資料編第 5-29 表) 

 (調査機関:近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、

姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、

宝塚市、太子町) 

 過去に汚染が発見された井戸周辺地区等の継続

的な監視のため、25 市 6 町の 121 地区(284 地点)

で調査を行った。 

 内訳は、鉛３地区(９地点)、砒素 22 地区(40 地

点)、揮発性有機塩素化合物 56 地区(132 地点)、

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 32 地区（89 地点）、

ふっ素 15 地区（29 地点）である。 

 その結果、鉛１地区(２地点)、砒素 11 地区(17

地点)、揮発性有機塩素化合物 25 地区(36 地点)、

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 13 地区（19 地点）、

ふっ素 8 地区（12 地点）で環境基準を超過してい

る。 

 鉛、砒素及びふっ素の汚染原因は、自然由来と

考えられる。 

 揮発性有機塩素化合物による汚染については、

地下水や土壌ガス等の詳細な調査を実施し、汚染

範囲の確定や原因究明を行うとともに、原因者に

対しては、浄化対策指導等を行っている。 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による汚染につい

ては、人為的なものと考えられるが、原因の究明

を行うとともに関係機関と協議し、対応していく

こととしている。 

 
３ 対策 

 兵庫県におけるトリクロロエチレン等の有害物

質による地下水汚染は、昭和 58 年に太子町で水道

水源の汚染が発見されたのが最初で、その後、平

成３年度までの飲用井戸調査等によって、明石市、

伊丹市、三木市、小野市、市川町、宍粟市及び山

崎町でトリクロロエチレン等による地下水汚染が

見つかった。 

 この間、平成元年６月「水質汚濁防止法」が改

正され、地下水汚染の未然防止を図るため、トリ

クロロエチレン及びテトラクロロエチレンが有害

物質に追加され排水基準が適用されることになっ

たほか、有害物質を含む水の地下浸透が規制され

るとともに汚染の早期発見のために地下水質の常

時監視がスタートした。 

 その後、平成５年３月には地下水質評価基準項

 

第 3-4-25 表 環境基準超過等の概況 

                                   （単位：mg/l） 
市町名 地区名 メッシュ番号 物  質  名 検出値 

西宮市 段上 0154 鉛 0.035 

伊丹市 千僧 0166 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 14 

砒素 0.016 

ほう素 4.2 宝塚市 仁川高台 0164 

ふっ素 6 

加東市 藪 0521 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 12 

 

※硝酸性窒素と亜硝酸性窒素：窒素化合物のうち硝酸性塩のこと。窒素肥料や家畜のふん尿、工場排水などに含まれる窒素

が環境中で微生物に分解されて生成する硝酸性窒素と、中間生成物の亜硝酸性窒素がある。 
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目の大幅な追加がなされ、平成９年３月には地下

水質評価基準に代わり地下水質環境基準が設定さ

れ、さらに、平成 11 年２月には、硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素が環境基準項目に

追加された。 

 また、平成８年５月に「水質汚濁防止法」が改

正され、汚染地下水の浄化措置を汚染原因者に命

令できることとなった。 

 
第８ 土壌汚染対策 

１ 農用地土壌汚染対策 

 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に

基づき、昭和 47 年以降、農用地土壌汚染対策地域

を指定し、対策計画に基づいた土壌汚染対策等を

講じてきたが、平成５年３月 12 日に指定した口銀

谷・粟賀南部地域の対策が完了し、平成 13 年５月

２日に同地域の指定解除を行ったことにより、同

法に基づき対策を講じる必要がある地域について

は、すべて対策を完了した。 

なお、同法に基づき平成 17 年度に実施した玄米

中のカドミウム濃度調査の結果は第 3-4-26 表の

とおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 3-4-26 表 土壌汚染対策調査測定結果 

               （平成 17 年度末） 
玄米中カドミウム濃度

（ppm） 
濃度別地点数 市

 

町

 

名

調

査

地

点

数

最 

高 

最 

低 

平 

均 

1.0

ppm

以上 

0.99

～

0.40

ppm

0.40

ppm

未満

神

河

町

1 － － <0.02 0 0 1 

市

川

町

8 0.69 0.06 0.29 0 3 5 

福

崎

町

2 0.30 0.07 0.19 0 0 2 

香

寺

町

1 － － 0.03 0 0 1 

養

父

市

1 － － 0.05 0 0 1 

朝

来

市

22 0.44 <0.02 0.09 0 2 20 

計 35 0.69 <0.02 0.13 0 5 30 

 
２ 市街地に係る土壌汚染対策 

(1) 土壌環境基準 

 土壌は、水、大気とともに環境の重要な構成

要素であって、人をはじめとする生物の生存の

基盤として、また、物質循環のかなめとして重

要な役割を担っている。しかし、土壌は、水、

大気と比べ、その組成が複雑で有害物質に対す

る反応も多様であり、また、いったん汚染され

るとその影響が長期にわたり持続する蓄積性の

汚染となる等、土壌の汚染の態様は、水や大気

とは異なる特徴を有している。 

 このような環境としての土壌の役割や土壌の

汚染の態様を踏まえ、「環境基本法」に基づき、

人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで

維持することが望ましい基準として、土壌の汚

染に係る環境基準が平成３年８月に定められた

(資料編環境基準参照)。 
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 土壌汚染の環境基準は、土壌の汚染状態の有

無を判断する基準として、また、汚染土壌に係

る改善対策を行う際の目標となる基準として定

められたものであり、平成６年２月には大幅な

項目の追加がなされた。 

 
(2) 市街地等の土壌汚染対策 

 市街地の土壌汚染を未然に防止するため、事

業場に対し有害物質の使用、保管等に係る指導

を行うとともに、「土壌汚染対策法」が平成 15

年２月 15 日に施行されたことから、同法に基づ

いて土壌汚染対策を進めていく。 

 なお、平成 17 年度末の土壌汚染対策法施行状

況は第 3-4-27 表のとおりである。 

 
(3) 淡路地域における残土埋立て対策 

 淡路地域では、建設残土（いわゆる黒土）が

島外から輸送され、土取り跡地や低地等に埋め

立てられていることから、県が平成６年から７

年にかけて行った調査の結果、一部の土壌で環

境基準を超える砒素、鉛が検出された。このた

め、残土の埋立てによる土壌汚染または地下水

汚染の未然防止・運搬車両による交通公害の防

止及び災害防止を目的として、県では平成８年

４月に「淡路地域における残土の埋立事業の適

正化に関する要綱」を制定し、また、洲本市（旧

五色町）、南あわじ市（旧西淡町）及び淡路市（旧

一宮町）では許可制度や罰則を盛りこんだ独自

の条例を制定するなど、残土の埋立てによる土

壌汚染等の未然防止を図っている。 

 
(4) その他の汚染源対策 

ア 畜産環境保全対策 

 畜産に起因する環境汚染を解消し、地域社会

と調和した畜産経営の安定的な発展に資するた

め、平成６年度から「さわやか畜産確立対策」

を推進しており、次の事業を実施している。  

(ｱ) 環境保全型畜産確立推進事業 

 畜産経営による環境汚染問題の解消のため、

総合的な指導体制の整備と畜産環境保全技術

普及により、環境保全型畜産の確立を図る。 

 
(ｲ) さわやか畜産確立対策施設整備事業 

 家畜ふん尿処理施設設置基本計画に基づく

計画的な施設整備を行う。 

   a 環境保全型畜産確立対策事業 

  大規模な家畜ふん尿共同処理施設及び機

械の整備を行う。 

  平成 16 年度  ３カ所 

  平成 17 年度  ２カ所 

   b 家畜ふん尿共同処理施設設置事業 

  中小規模の家畜ふん尿共同処理施設の整

備を行う。 

  平成 16 年度 10 カ所 

  平成 17 年度  ８カ所 

 

  兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市 宝塚市 合 計

有害物質使用特定施設廃止件数 48 24 9 7 8 2 7 1 106 

ただし書確認（法第３条ただし書） 24 12 6 6 7 1 9 1 66 

土壌汚染状況調査実施（法第３条） 7 12 2 1 2 1 2 0 27 

土壌汚染状況調査命令（法第４条） 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

指定区域の指定（法第５条） 4 3 1 0 1 0 2 0 11 

汚染の除去等の措置の命令（法第７条） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

土地の形質の変更届（法第９条） 3 3 1 0 1 0 3 0 11 

注）加古川市で有害物質使用特定施設廃止件数＜ただし書確認となっているのは、土地が分筆されており、
１件の廃止事例について２件のただし書確認を行ったため。 

第 3-4-27 表 兵庫県内の土壌汚染対策法施行状況（平成 17 年度末） 
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  c 畜産環境整備リース利用促進事業 

  （財）畜産環境整備機構が行うリース事

業の利用料を助成することにより、個人利

用の環境保全関連施設等の導入を促進する。 

  平成 16 年度 18 カ所 

  平成 17 年度 ３カ所 

   

(ｳ) 堆
た い

きゅう肥総合利用促進事業 

兵庫県堆きゅう肥総合利用促進協議会及び

地域協議会等の組織を育成することにより、

良質堆きゅう肥の生産指導及び堆きゅう肥の

利用促進活動を行い、有効利用を図る。 

 平成 16 年度 ４カ所 

 平成 17 年度 ３カ所 

 
(ｴ) 畜産公害対策技術浸透事業 

 畜産環境保全のための講習会の開催及び環

境汚染防止のための知識、技術の普及啓発を

行う。 

 事業主体：（社）兵庫県畜産協会 

 
第９ 地盤沈下対策 

１ 大阪平野 

現在までに、尼崎市及び西宮市南部の約 100 ㎢

の地域で沈下が認められている。なお、尼崎市の

臨海部には約 16 ㎢のゼロメートル地帯がある。 

過去における沈下量は、昭和 30 年代が著しく、

昭和 36 年にＪＲ(当時国鉄)尼崎駅付近で年間約

20cm という沈下量が認められた。しかし、「工業

用水法」による工業団地地下水のくみ上げ規制が

進み、昭和 40 年以降は急激に沈下量が減少した。

最近では年間最大沈下量は１cm 前後となり、海岸

付近以外の地域ではほとんど沈下はみられなかっ

たが、平成７年度は阪神地域において地震による

影響と思われる沈下が一部でみられた。 

地下水位は、尼崎市、西宮市の南部では近年、

ほぼ横ばい状態である。 

なお、主要水準点の沈下量の経年変化は第

3-4-28 表、主要観測井戸の地下水位の経年変化は

第 3-4-29 表のとおりである。 

 
 

第 3-4-28 表 主要水準点における沈下量の経年

変化（大阪平野） 

          （単位：㎝、△は隆起） 

地点数 尼崎市東

浜町 
尼崎市末広

町 1 丁目 
西宮市枝川

町 
所管機関 
年次 

兵庫県 尼崎市 西宮市 

昭和 43年 1.81 1.90 1.81 
44 1.27 2.93 1.99 
45 0.65 △0.44 1.01 
46 0.41 1.82 1.36 
47 0.61 1.18 1.18 
48 0.71 0.33 △0.25 
49 0.36 1.36 1.55 
50 0.15 △1.15 △1.49 
51 0.23 △0.76 △0.36 
52 0.19 0.91 － 
53 0.14 0.70 1.46 
54 0.12 △0.96 － 
55 0.27 1.15 0.41 
56 0.18 0.27 － 
57 0.36 △0.03 0.69 
58 0.12 0.82 － 
59 0.15 0.19 － 
60 0.04 △0.49 0.72 
61 0.08 △0.10 － 
62 0.13 0.98 － 
63 0.11 △0.24 0.36 

平成元年 0.05 2.06 － 
2 0.21 0.84 － 
3 0.04 3.44 0.68 
4 0.17 2.81 － 
5 0.04 0.85 － 
6 0.08 － － 
7 (0.96) － 5.89 
8 0.44 0.12 － 
9 0.08 0.04 － 

10 0.01 0.42 － 
11 0.11 0.97 － 
12 △0.16 － － 
13 0.12 1.22 － 
14 0.10 － － 
15 0.09 1.51 － 
16 0.22 － － 
17 0.17 3.30 － 
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第 3-4-29 表 主要観測井戸における地下水位の 

経年変化（大阪平野） 

                 （単位：m） 

地点名 尼崎市 
中浜町 

尼崎市 
塚口本町 

西宮市 
高須町 

伊丹市 
北伊丹 

ストレーナー  
位置（管頭下

深さ m） 

140 208 ～

214 
113 51～71 

所管機関 近畿経済産業局 尼崎市 兵庫県 兵庫県 
地下水の種類 

年次 
自  由 
地下水 

被 圧 
地下水 

自 由 
地下水 

自 由 
地下水 

昭和 43 年 15.8 － 14.1 － 

44 12.6 － 12.6 13.6 
45 11.3 － 11.2 15.4 
46 10.8 33.5 10.7 16.1 
47 10.4 33.8 10.1 16.3 
48 9.2 34.5 9.7 18.4 
49 7.6 33.3 8.7 15.9 
50 7.0 31.4 8.1 17.4 
51 7.0 30.4 8.2 15.7 
52 6.5 29.6 8.0 15.8 
53 6.2 28.5 6.9 17.2 
54 6.1 27.7 7.6 18.7 
55 6.7 26.4 8.0 16.0 
56 7.2 25.1 9.4 16.5 
57 7.0 23.1 8.9 17.6 
58 6.9 22.4 8.7 19.7 
59 6.8 21.6 8.7 － 
60 6.6 20.7 8.5 28.3 
61 6.3 20.0 8.2 27.5 
62 6.4 19.9 7.0 28.1 
63 6.3 20.3 7.0 28.1 

平成元年 6.7 19.9 6.3 28.1 
2 7.2 19.7 5.9 27.9 
3 7.5 19.7 5.9 26.7 
4 6.4 19.7 6.7 － 
5 5.9 19.7 7.4 25.9 
6 5.5 20.0 7.5 25.9 
7 (6.3)* 20.1 （6.7） 26.2 
8 5.8 19.8 6.2 － 
9 5.5 19.1 4.8 － 
10 4.4 18.8 4.0 （24.9） 
11 4.4 18.4 3.9 （24.9） 
12 4.5 18.5 3.9 － 
13 4.6 16.1 4.7 － 
14 4.5 16.6 4.7 （24.6） 
15 4.5 16.2 4.5 － 
16 4.7 15.5 4.3 － 
17 4.5 16.5 4.5 （23.4） 

＊ （ ）は欠測を含む 
 

２ 大阪平野対策 

(1) 監視測定 

 水準測量は国土地理院が幹線（23 点）を受け

持ち、残りを県（18 ㎞ 19 点）、尼崎市（100 ㎞

121 点）及び西宮市（70 ㎞ 97 点＜平成 8 年度以

降欠測＞）が分担して実施している。 

 また、兵庫県と尼崎市で６カ所、５井の観測

井戸を設置し、地下水位と地盤沈下量の観測を

実施している。 

 
(2) 地下水の採取規制 

ア 同法律による地下水採取規制 

昭和 35 年に尼崎市全域が、昭和 37 年に西宮

市の阪急電鉄神戸線以南の地域が、昭和 38 年に

伊丹市全域が、「工業用水法」に基づく指定地域

となっており、指定時に許可基準に適合しなか

った既設井戸に対する水源転換は、昭和 43 年度

に終了している。 

 イ 条例による地下水採取規制 

尼崎市においては、昭和 48 年 11 月より「尼

崎市民の環境を守る条例」の中で、「建築物用地

下水の採取に関する規制」を定め、「ビル用水

法」の対象となる地下水採取について、採取の

届出、採取量の制限ができることとされている。 

 ウ 委員会における自主規制 

伊丹市においては、昭和 43 年に地下水利用対

策委員会（現伊丹市工業用水協議会）を設置し、

昭和 44 年５月より、市内の総揚水量を 40,000 

m3/日として、１工場あたりの揚水量を決定し、

自主規制している。 

 
(3) 水道整備事業 

ア 工業用水道整備事業 

「工業用水法」の指定地域となったことに伴

い、尼崎市、西宮市、伊丹市において工業用水

道の整備が実施され、給水を行っている。 

 イ 上水道整備事業 

西宮市、伊丹市においては、一部で水源を地

下水に依存している。水道需要の増加に対応す

るため、上水道の拡張事業が行われてきた。 

また、県と阪神水道企業団が、水道用水供給

事業を実施している。 
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３ 播磨平野 

昭和 45 年の水準測量で一、二の水準点に事故と

みられる変動があったものの、地盤沈下は特に認

められない。 

地下水位は、昭和 40 年以降低下の傾向がみられ

たが、最近は回復しつつある。主要観測井戸の地

下水位の経年変化は第 3-4-30 表のとおりである。 

 
４ 播磨平野対策 

(1) 監視測定 

 県では、11 井の観測井戸を設置し、地下水位

の観測を実施している。 

 

(2) 地下水の採取規制 

 ア 条例による地下水採取規制 

三木市においては、「三木市環境保全条例」の

中で、動力を用いる施設で揚水管の口径 50 ㎜以

上の揚水井戸について、地下水の採取規制を行

っているほか、赤穂市においても、「赤穂市生活

環境の保全に関する条例」の中で、工場などに

おける地下水採取を対象に水量測定器の設置と

揚水量の記録及び水質測定を義務づけている。

また、明石市においても、「明石市の環境の保全

及び創造に関する基本条例」により、地下水の

採取規制を行っている。 

 イ 協議会による自主規制 

昭和 43 年４月、東播磨地区の５市２町（明石

市、稲美町、播磨町の全域と神戸市、加古川市、

高砂市、三木市の一部地域）の地下水利用者、

国、県、市、町及び商工関係者により、東播地

域地下水利用対策協議会を組織し、揚水井戸の

新設を承認制として自主規制を行っている。 

 

(3) 水道整備事業 

 ア 工業用水道整備事業 

 東播磨地区（明石市・加古川市・高砂市・播

磨町）において、県営加古川工業用水道と 

高砂市営工業用水道が整備され、給水を行って

いる。 

また、西播磨地区（姫路市、太子町）におい

て、県営揖保川第１、揖保川第２、市川工業用

水道が整備され、給水を行っている。 

第 3-4-30 表 主要観測井戸における地下水

位の経年変化（播磨平野） 

             （単位：m、△は隆起） 

地 点 名 姫路市 
飾磨区 

加古川市
平岡町 

三木市 
志染町 

ストレーナ位置 
(管頭下深さ

m) 
8～13 76～87 54～66 

所管機関 兵庫県 兵庫県 兵庫県 
地下水の種類 

年次 自由地下水 被圧地下水 自由地下水 

昭和 43 年 3.4 9.4  
44 3.2 12.6  
45 2.3 12.9  
46 1.5 12.9  
47 2.1 14.0  
48 2.2 14.0  
49 2.7 13.6 43.9 
50 2.3 15.5 46.6 
51 2.3 10.4 48.4 
52 2.3 10.6 52.0 
53 2.6 12.8 53.0 
54 2.8 14.0 55.1 
55 2.2 12.2 55.3 
56 2.5 13.5 欠測 
57 2.8 13.5 55.1 
58 2.7 11.6 54.5 
59 3.2 12.5 57.2 
60 2.6 13.0 56.5 
61 2.4 13.4 63.5 
62 2.5 13.3 68.5 
63 2.5 13.4 68.2 

平成元年 3.2 13.5 55.5 
2 欠測 15.5 55.0 
3 欠測 欠測 51.8 
4 欠測 13.9 52.9 
5 1.9 12.7 54.2 
6 2.1 14.0 54.6 
7 2.0 13.1 56.1 
8 2.0 13.3 59.6 
9 1.9 13.1 57.3 
10 2.0 12.6 53.9 
11 （2.0） 11.6 51.4 
12 （2.1） （11.4） 52.5 
13 2.1 11.2 54.7 
14 △2.2 △10.4 57.6 
15 2.1 欠測 55.8 
16 2.1 欠測 53.0 
17 2.2 欠測 53.1 

＊ （ ）は欠測を含む 
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 イ 上水道整備事業 

 上水道の地下水依存率が高い地域がある。各

市町において、水道需要の増加に対応するため、

上水道の拡張事業が行われてきた。 

 また、県が水道用水供給事業を実施している。 

 
５ その他の地域 

(1) 淡路島南部(洲本市～南あわじ市) 

 国土地理院が過去に実施した一等水準測定量

により、わずかな沈下が認められたが、特に問

題となるものではない。 

(2) 豊岡盆地 

 消雪用の地下水くみ上げに起因するとも考え

られる沈下が年間１㎝前後観測されている(第

3-4-31 表)。 

第 3-4-31 表 水準点における沈下量の経年変化 

    （豊岡盆地） （単位：㎝、△は隆起）  

(3) 豊岡盆地対策 

 豊岡市が、毎年 19 ㎞ 17 点について、水準測

量を実施している。 

 また、近畿地方整備局、豊岡市で６力所、９

井の観測井戸を設置し、地下水位と地盤沈下量

の観測を実施している。 

 

第１０ 水環境の保全創造の推進 

 良好な水環境の保全と創造のため、それぞれの

水域の特性を踏まえつつ、県民・事業者・行政が

一体となった取組を推進している。 

 

１ ひょうごの森・川・海再生プランの推進 

「ひょうごの森・川・海再生プラン」は、自然

再生や健全な水循環の回復のため、ひょうごの

森・川・海再生に係る施策・事業を総合的に推進

し、人と自然とのかかわりを回復させながら参画

と協働のもと、特色ある取組を進めていくもので

ある。 

平成 17 年度からは、「森・川・海」をテーマに、

県民の環境の再生・保全等の実践活動につながる

よう環境教育・学習事業を行う「森・川・海環境

教育ステップアップ事業地域事業」を実施してい

る。 

平成 18 年度からは､「森・川・海」の自然環境

に加え、地球温暖化、資源循環型等の学習を包括

した「ひょうご環境学校事業」に再編成し実施す

ることにより、広く県民に普及・啓発を図り、世

代を超えて推進すべきプランとして定着を図って

いく。 

 
２ 瀬戸内海沿岸域の環境保全創造の推進 

国の瀬戸内海環境保全審議会において平成 11

年１月に答申された「瀬戸内海における新たな環

境保全・創造施策のあり方」では、失われた良好

な環境の回復と積極的な環境の創出などの施策の

方向づけがなされた。 

これを受けて、瀬戸内海沿岸域における環境保

全創造の新たな取組のあり方を示す「せとうち環

境創造ビジョン」を平成 12 年度に策定した。この

ビジョンの考え方・方向を、港湾、海岸整備等の

施策・事業に反映させながら、あらゆる主体の「参

水準点所在地 豊岡市京口 
水 準 点 番 号 1211 

所管機関 
年次 豊岡市 

昭和 40 年 15.87 
46 0.00 
53 16.00 
58 11.44 

平成元年 18.45 
2 1.47 
3 0.58 
4 1.43 
5 0.63 
6 1.31 
7 0.88 
8 1.66 
9 0.40 
10 0.88 
11 0.44 
12 1.38 
13 0.96 
14 0.54 
15 0.42 
16 △0.01 
17 1.21 

累計量 75.94 
※ 昭和 58 年までの数値は国土地理院の「昭和 58 年水準測量
成果表」及び水準測量結果による。平成元年以降の数値は豊岡市
の水準点測量結果による。 
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画と協働」のもと、地域特性に応じ、沿岸域にお

いて残された自然環境の保全、失われた環境の回

復及び望ましい環境の創造を進めている。 

 
第１１ ゴルフ場で使用される農薬等による水質

汚濁対策 

 「ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する

指導要綱」に基づき、農薬の適正使用や使用量の

削減について指導するとともに、水質調査を実施

している。 

 

１ ゴルフ場排水調査 

平成２年５月に環境庁から「ゴルフ場で使用さ

れる農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指

針」が示されたことに伴い、平成２年度から県内

の全ゴルフ場を対象に、毎年度春及び秋に排水口

等での流出実態を把握し、農薬等による環境汚染

の防止を図っている。平成 17 年度は、調査を行っ

たすべてのゴルフ場において、暫定指導指針に定

められた農薬 45 成分すべて指針値に適合してい

た(資料編第 5-30 表)。 

 

２ 河川水調査 

河川の監視として、ゴルフ場が多数立地してい

る加古川・武庫川等の 24 地点で、毎年度春及び秋

に水質調査を実施している（資料編第 5-31 表）。 

平成 17 年度は、春、秋の調査共に農薬 45 成分

すべて検出されなかった。 
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第４章 地域環境への負担の低減 

第３節 環境汚染物質対策の推進 

 
第１ 環境汚染物質排出・移動登録（ＰＲＴＲ）

制度の推進 

１ ＰＲＴＲ制度 

 ＰＲＴＲ制度とは、Pollutant Release and 

Transfer Register（環境汚染物質排出移動登録）

の頭文字を取ったもので、有害な化学物質が、ど

のような発生源から、どれだけ排出されているか

を事業者が把握し、都道府県を経由して国に届出

を行う。 

 国はこれらのデータを集計し、家庭や農地、自

動車等からの排出量の推計データとともに公表す

ることにより、事業者の化学物質の自主管理を促

進することを目的とした制度である。 

 我が国においては、平成 11 年７月に「特定化学

物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）※」が制定され、

平成 14 年４月から毎年度、前年度の排出量等の実

績が事業者から届出されている。 

 
２ 平成 17 年度届出データ集計結果の概要 

 平成 17 年度に兵庫県内の事業者から届出のあ

ったデータ（平成 16 年度実績データ）の集計結果

は以下に示すとおりである。 

 

(1) 届出事業所数 

 届出事業所数は神戸市を含めて 1,845 事業所

であり、平成 16 年度と比較して 16 事業所減少

した。 

(2) 届出排出量と届出移動量 

 排出量と移動量の合計は 25,356ｔ／年であ

り、これらのうち廃棄物に含まれての事業所の

外への移動量が最も多く、排出・移動量全体の

58.7％を占めている。 

 次いで、大気への排出（34.9％）、事業所内で

の埋立処分（4.1％）、公共用水域への排出

（1.9％）の順となっている（第 3-4-53 図）。 

(3) 物質別届出排出量 

 届出排出量は、10,391ｔ／年で、前年度と比

較して 533ｔ減少した。 

 物質別に見ると、第 3-4-50 図のとおり有機溶

剤・合成原料として広く使用されているトルエ

ンが最も多く、全体の 35.7％、次いでキシレン

（16.0％）、金属洗浄剤として使用されている塩

化メチレン（11.8％）の順となっている。 

第 3-4-50 図 物質別届出排出量 

 

塩化メチレ
ン 11.8%

トルエン
35.7%

キシレン
16.0%

その他
23.5%

マンガン及
び

その化合物

6.6%

ふっ化水素
及びその

水溶性塩

4.8%

総排出量
10,391t/年

(4) 地域別届出排出量 

 届出排出量を地域別に見ると、第 3-4-51 図に

示すとおり東播磨地域が 2,566ｔ／年で最も多

く、次いで中播磨地域（2,035ｔ／年）、神戸地

域（1,890ｔ／年）となっている。 

 第 3-4-51 図 地域別届出排出量 
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(5) 排出先別届出排出量 

 排出先別に見ると、大気への排出が 8,859ｔ

／年と最も多く、次いで事業所内での埋立て

（1,046ｔ／年）、公共用水域への排出（485ｔ／

年）の順となっている（第 3-4-32 表）。 

 

※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR 法）：工場や事業所が化学物質の環
境中への排出量や廃棄物としての移動量を把握し、行政に報告、行政が公表することを通じて、特定化学物質の適正管理を目的

とする法律。 
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 第 3-4-32 表 排出先別届出排出量 

排 出 先 排出量（ｔ／年） 割合（％）

大  気 8,859 85.3

公共用水域 485 4.7

土  壌 0 0.0

事業所内埋立て 1,046  10.1

計 10,391 100.0

(6) 業種別届出排出量 

 届出排出量を業種別に見ると、最も多いのが

化学工業で全体の 18.4％、次いで鉄鋼業

（13.2％）、一般機械器具製造業（10.8％）とな

っている（第 3-4-52 図）。 

第 3-4-52 図 業種別届出排出量 

３ 取組状況 

 県では、平成 15 年度に設置した「化学物質対策

検討委員会」の指導・助言に基づき、ＰＲＴＲ集

計結果を踏まえ、ダイオキシン類対策や環境ホル

モン対策を含めた総合的な化学物質対策を推進し

ている。 

 その主な内容は以下のとおりである。 

(1) ＰＲＴＲ制度への理解とリスクコミュニケ

ーション※の促進 

・県民向け資料及びホームページ向けコンテ

ンツの作成 

・県民講座の開催 

・県民意識アンケート調査の実施 

 

化学工業
18.4%

鉄鋼業
 13.2%

一般機械
器具製造業

10.8%ゴム製品
製造業

 9.5%

その他の
業種

 48.0%
総排出量
10,391t/年

 

(2) 事業者に対するリスク低減指導 

・事業者説明会の開催 

・代替物質への転換事業者等に対するヒアリ

ングの実施 

(3) ＰＲＴＲデータ活用によるリスクの低減 

・環境モニタリングの実施 

・集計・公表システムの整備・改良 

(4) 事業者による届出の促進 

・ＰＲＴＲ届出説明会の開催 

第 3-4-53 図  兵庫県の排出・移動量の状況（平成 16 年度実績） 

 

1.9％ 
（485t） 
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（1046t）

0.0％ 
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※環境リスクコミュニケーション：化学物質などによる環境汚染が複雑になり、それらによる人の健康や自然生態系などへ
の影響（環境リスク）について長期間の影響などを含め適切に評価することなどが重要となる中で、事業者・国民・行政など

が環境リスク情報を互いに共有しコミュニケーションを深めつつ共に対策を確立し進めていく手法。 
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 第 3-4-54 図 Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ の 基 本 構 造 

 

 
 

 ＜コラム＞ 「リスクコミュニケーション」 

 化学物質による環境汚染を減らすには、企業や行政に対して県民が不安に感じたことを問い合わせる等、

県民・事業者・行政の間でコミュニケーションを図り、地域全体での取組を進めていくことが重要です。 

 化学物質に関する情報を、県民・事業者・行政が共有し、お互いの意志疎通を図ることを「リスクコミ

ュニケーション」と呼んでいます。 

 言いかえると、リスクコミュニケーションとは、ＰＲＴＲデータなどの情報を通じて、県民・事業者・

行政が情報の共有と相互理解を進めるものであり、化学物質による環境汚染を減らす取組を進めるための

基盤となるものです。 

 いきなりリスクコミュニケーションを 

しようとしても、なかなかできるもので 

はありませんが、まず、身近な地域のこ 

とを知る手がかりの一つとして、地元の 

企業がどんな資材や物質を使って何を製 

造しているのかをＰＲＴＲデータパンフ 

レットやインターネット、市勢要覧など 

で調べてみましょう。 

 その中でわからないことがあれば、企 

業や行政、市民団体等に聞いてみてくだ 

さい。 

 さらに、企業や行政が開催する説明会、

県民講座に参加したり、企業の担当者に勉強会に来てもらい、もう少し詳しいことを聞くということも考

えられます。 

 こうした過程を通して、双方向の交流、つまり「相手の顔が見える」ような関係が生まれます。 
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第３節 環境汚染物質対策の推進 

第２ ダイオキシン類削減対策 

１ 発生源対策 

 ダイオキシン類は、非意図的に生成する化学物

質であり、その発生源は有機塩素系化合物の生産

過程や廃棄物の焼却過程など多岐にわたっている。

また、毒性が強く、その環境汚染が大きな社会問

題となっている。 
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 このため、県では、平成９年５月 30 日に設置し

た「ダイオキシン類対策検討委員会」の指導・助

言のもと、平成９年 12 月に「兵庫県ダイオキシン

類削減プログラム」を策定し、総合的、計画的な

ダイオキシン類対策を講じている。 

 また、平成 11 年７月に「ダイオキシン類対策特

別措置法」が制定され、平成 12 年１月に施行され

た。この中でダイオキシン類に係る大気汚染・水

質汚濁・土壌汚染・廃棄物処理にかかわる基準、

規制及び措置等が定められた。 

 これに基づき、特定施設に係る届出の受理、立

入検査により排出基準適合状況等の審査及び指導

を行うとともに、工場の調査やダイオキシン類に

よる環境の汚染状況の常時監視を行っている。 

 

(1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策 

ダイオキシン類対策特別措置法の適用を受け

ている工場等について、特定施設に関する届出

の審査及び燃え殻・ばいじん※の処理方法の確認

を行っている。 

平成 17 年度は延べ 175 事業所に対して立入検

査を行っている（第 3-4-33 表）。 

第 3-4-33 表 立入検査の状況（平成 17 年度） 

行  政  措  置 立入検査

件  数 改善命令 改善勧告 改善指示

 

175 0 0 2 

 
なお、平成 18 年３月 31 日現在、ダイオキシン

類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する

事業所数は、大気基準適用施設を設置するものが

353（そのうち、同法で権限が委任されている神

戸市、姫路市内のものは 73）、水質基準対象施設

を設置するものが 112（そのうち、神戸市、姫路

市内のものは 30）である。 

また、同法に基づき排出ガス、排出水、燃え殻・

ばいじんの自主測定及び報告義務が事業者に課

せられている。 

平成 17 年度の自主測定状況は、第 3-4-34 表の

とおりである。 

 
(2) ごみ焼却施設対策 

排ガス中のダイオキシン類濃度の規制が強化

された平成 14 年 12 月１日までに既存焼却炉の

改修（51 施設）や更新を進めた結果、平成 16 年

12月１日から平成17年11月 30日までの１年間

にごみ処理施設から排出されたダイオキシン類

の総量は、5.3g-TEQ で、測定開始の平成８年度

113.6g-TEQ と比べて 95％削減されている。 

 

第 3-4-34 表 自主測定結果報告状況及び排出基準の適合状況 

排出ガス 排 出 水 燃え殻 ばいじん 
区  分 

報告施設数 基準超過数 報告事業場数 基準超過数 報告施設数 基準超過数 報告施設数 基準超過数

兵庫県（神戸市、

姫路市を除く） 
２７６ ０ ２２ ０ ２３８ ０ １９１ ０

神戸市 ３６ ０ ６ ０ ３３ ０ ３２ ０

姫路市   ６１    ０ ６ ０ ３０ ０ １６ ０

備考１：兵庫県（神戸市、姫路市を除く）の数値は平成17年度末までに試料採取し、平成18年7月31日までに

報告のあったもの。 

備考２：神戸市の数値は平成17年度末までに試料採取し、平成18年7月4日までに報告のあったもの。 

備考３：姫路市の数値は平成 17 年度末までに試料採取し、平成 18 年 7 月 21 日までに報告のあったもの。  

※ばいじん：工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼時に伴い発生する物質。 
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(3) ばく露防止対策（ダイオキシン類による労働 

者への健康影響等の防止） 

廃棄物焼却施設からのダイオキシン類による

労働者への健康影響等を防止するため厚生労働

省から「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオ

キシン類ばく露防止対策要綱」(平成 13 年４月)

が示されており、県では、市町及び関係事業者

等への周知・徹底を行っている。 

また、解体時のばく露防止対策により、解体

撤去費が高額となっており、国において解体に

係る市町への補助制度が創設されたことから、

早期に解体撤去するよう市町を指導している。 

 

(4) 産業廃棄物焼却施設対策 

焼却からリサイクル型への転換促進、発生源

に対する規制、事業者による自主的取組の促進

方策等によりダイオキシン類の発生抑制を図る

よう、適切な指導、立入検査等を実施している。 

現在、県内で稼動中の産業廃棄物焼却施設は

68 施設である。そのうち、平成 16 年度に排ガ

スに係るダイオキシン類濃度の排出基準を超え

た１施設については、施設の停止を命じ、改善

計画について指導している。 

２ 環境調査 

 平成 17 年度も全県的にダイオキシン類の環境

濃度を継続して監視するため、大気、水質、底質、

地下水、土壌で調査を行った。 

 
(1) 大気（資料編第 8-1、8-2 表） 

 16 地点（年４回）で調査した結果、地点別年

平均値の濃度範囲は 0.010～0.062（全平均値

0.030）pg-TEQ/m3 ※で、ダイオキシン類に係る

大気環境基準（年平均 0.6 pg-TEQ /m3）をすべ

ての地点で達成している。 

 20 地点で調査を開始した平成 12 年度からの

全平均値の推移は減少傾向にある。 

 
第 3-4-55 図 県下 16 地点の年平均値の推移 
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 (2) 水質（資料編第 8-3、8-4 表） 
＜コラム＞ ダイオキシン類とは 
ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－

ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾ－フラ

ン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化ビフェニ

ル（コプラナーＰＣＢ）の総称で、主に炭素と塩

素を含んだものを燃やすことにより発生します。 
 その毒性は、モルモットによる急性毒性試験に

よると、人工化学物質の中では極めて高い急性毒

性がみられますが、通常そのような濃度のダイオ

キシン類にさらされることはありません。むしろ、

日常生活において食物等にごく微量存在するダイ

オキシン類を一生涯にわたってとり続けた場合、

健康にどのような影響があるのかが問題で、その

指標として耐容一日摂取量（Tolerable Daily
Intake：ＴＤＩ）４pg－ＴＥＱ／㎏／day が定め
られています。 
 ※ＴＤＩ：一生涯摂取しても、何ら健康に影響

を及ぼさない安全な摂取量（単位：ＴＥＱ／㎏／day） 

 河川では 23 地点で調査した結果、濃度範囲は 

0.067～0.70pg-TEQ/L、海域では 13 地点で調査

した結果、濃度範囲は 0.066～0.24pg-TEQ/L で

あり、すべての地点で、ダイオキシン類に係る

水質環境基準（年平均１pg-TEQ/L）を達成して

いる。 

 
(3) 底質 

 河川では 23 地点で調査した結果、濃度範囲は 

0.39～43pg-TEQ/g、海域では 13 地点で調査した

結果、濃度範囲は 0.4～23pg-TEQ/g であり、す

べての地点で、ダイオキシン類に係る底質環境

基準(150pg-TEQ/ｇ)を達成している。 

 
(4) 地下水 

 ４地点で調査した結果、濃度範囲は 0.040～
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※ＴＥＱ（毒性等量）：ＴＥＱ（Toxicity Equivalency Quantity）とは、ダイオキシン類には多くの異性体が存在し、異性
体毎に毒性が大きく異なるため、各異性体の濃度に、一番毒性の強いダイオキシン（２，３，７，８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジ

オキシン）の毒性を１とした場合の各異性体の毒性等価係数（ＴＥＦ：Toxicity Equivalency Factor）をかけて表したものを

いいます。 
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0.043pg-TEQ/L で、すべての地点で、ダイオキ

シン類に係る水質環境基準（年平均１pg-TEQ/L）

を達成している。 

 
(5) 土壌 

 12 地点で調査した結果、濃度範囲は 0.001～

0.21pg-TEQ/g で、すべての地点で、ダイオキシ

ン類に係る土壌環境基準（1,000pg-TEQ/g）を達成

している。 
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 第 3-4-35 表 調査地点(大気)  

地域 市町名 調 査 地 点 地図番号

芦屋市 山手小学校  1 

伊丹市 伊丹市消防局  2 

宝塚市 よりあいひろば 3 

川西市 川西市保健センター 4 

阪 

 

神 

三田市 三田市役所 5 

高砂市 高砂市役所 6 

播磨町 播磨町役場 7 

三木市 三木市役所 8 

東 

 

播 

 

磨 西脇市 西脇健康福祉事務所 9 

たつの市 たつの市役所 10 

赤穂市 赤穂市役所  11 

太子町 太子町役場  12 

西 

 

播 

 

磨 宍粟市 宍粟市役所 13 

但馬 豊岡市 豊岡総合庁舎 14 

丹波 丹波市 柏原総合庁舎 15 

淡路 洲本市 洲本総合庁舎 16 
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第 3-4-36 表 調査地点図（水質・河川） 
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海域 

水域名 地点名 地図番号

神戸市東部沖 1 24 

西宮市沖 1 25 

神戸市中央部沖 26 

洲本内港内 27 

大阪湾 

津名港内 28 

明石港沖 29 

高砂本港内 30 

大塩港内 31 

飾磨港内 1 32 

別府港沖 33 

播磨灘 

網干港沖 34 

淡路島西部南部 南あわじ市慶野沖 35 

日本海 津居山港内 36 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

水域名 地点名 所在市町 地図番号 水域名 地点名 所在市町 地図番号

神崎川 辰巳橋 尼崎市 1 千種川 下流 隈見橋 上郡町 14 

庄下川 庄下川橋 尼崎市 2 千種川 下流 坂越橋 赤穂市 15 

庄下川 尾浜大橋 尼崎市 3 円山川 上流 上小田橋 養父市 16 

昆陽川 尾浜橋 尼崎市 4 竹野川 竹野新橋 豊岡市 17 

武庫川 上流 大橋 三田市 5 佐津川 佐津川橋 香美町 18 

武庫川 中流 百間樋 宝塚市 6 矢田川 下流 油良橋 香美町 19 

法華山谷川 千鳥大橋 高砂市 7 岸田川 下流 清富橋 新温泉町 20 

明石川 下流 嘉永橋 明石市 8 竹田川 広田橋 丹波市 21 

谷八木川 谷八木橋 明石市 9 洲本川 潮橋 洲本市 22 

喜瀬川 野添橋 播磨町 10 三原川 脇田橋 南あわじ市 23 

別府川 十五社橋 加古川市 11 

天川 日笠歩道橋 高砂市 12 

市川 上流 神崎橋 福崎町 13 
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第 3-4-37 表 調査地点図（水質・地下水、土壌） 

 
地下水 

地点名 地図番号 

加古川市上荘町 1 

多可町加美区観音寺 2 

宍粟市波賀町斉木 3 

篠山市大山下 4 
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土壌 

地 点 名 地図番号

猪名川町つつじ

が丘 

向山公園 1 

川西市清流台 清流台２公園 2 

加東市藤田 第２グラウンド 3 

福崎町西田原 田原小学校 4 

姫路市夢前町前

之庄 

鹿谷中学校 5 

姫路市香寺町須

加院 

香呂南小学校 6 

上郡町上郡 上郡小学校 7 

豊岡市日高町 日高東中学校 8 

朝来市和田山町 筒江農村広場 9 

丹波市氷上町 南小学校 10 

淡路市佐野 佐野よい公園 11 

南あわじ市福良 福良児童公園 12 
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第 3-4-56 図 ダイオキシン類調査地点図（大気） 

  

 

 
118 



第４章 地域環境への負荷の低減 

第 3-4-57 図 ダイオキシン類調査地点図（水質・底質） 

 

 
 
 
 
 
 

第 3-4-58 図 ダイオキシン類調査地点図（地下水・土壌） 
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第３ 外因性内分泌攪
か く

乱化学物質※対策 

 外因性内分泌攪
かく

乱化学物質(いわゆる環境ホル

モン)は、人や野生生物の内分泌作用を撹乱し、生

物機能阻害、悪性腫瘍
しゅよう

等を引き起こす可能性があ

ると指摘されている。内分泌攪
かく

乱化学作用は、科

学的に未解明な点が多く、このため国は平成 10

年度から全国一斉調査を実施し、内分泌攪
かく

乱化学

作用を有すると疑われる化学物質の存在状況を把

握するとともに、これらの物質について有害性評

価を行い、我々のおかれている環境がもたらすさ

まざまな経路を通じたリスクを総合的に評価し、

それに基づいて有効な対策を策定しようとしてい

る。 

 県では、平成 10 年度から全庁的な協議・調整の

機関として「外因性内分泌攪
かく

乱化学物質対策連絡

調整会議」及び技術的、専門的な助言・解析を得、

今後の環境ホルモンに係る環境保全対策に関する

検討を行う機関として、「外因性内分泌攪
かく

乱化学

物質対策検討委員会」（平成 15 年度から「化学物

質対策検討委員会」に改組）を発足させるととも

に、県下全域にわたって詳細な環境調査を実施し、

実態把握に努めるとともに、今後の対策を検討し

ている。 

 
 
 
 
 

１ 大気（資料編第 9-1 表） 

 平成 17 年度は、６地点において、ＰＣＢ、ヘキ

サクロロベンゼンの２物質について調査を実施し、

両物質とも全地点において検出された。 

環境省調査結果(平成 16 年度)と比べると、両物

質とも低い値となっている。 

 
２ 水質及び底質 （資料編第 9-2 表）  

 15 河川の 15 地点で水質・底質調査を行った。

調査対象物質は、ＰＣＢ、ノニルフェノール、4

－ｔ－オクチルフェノール、ビスフェノールＡ、

フタル酸ジ－2－エチルヘキシル、フタル酸ブチル

ベンジル、フタル酸ジ－ｎ－ブチル、アジピン酸

ジ－2－エチルヘキシルの８物質。 

 
(1) 水質 

 ノニルフェノール等６物質については、全地

点において定量限界未満（ＮＤ）であり、ＰＣ

Ｂ、ビスフェノールＡの２物質については環境

省調査結果の範囲内である。 

 
(2) 底質 

 ノニルフェノール等３物質については、全地

点において定量限界未満（ＮＤ）であり、ＰＣ

Ｂ等５物質については環境省調査結果の範囲内

である。 

 
 

 
第 3-4-38 表 環境ホルモン調査結果（大気） 

 

物 質 名 測定結果 環境省調査結果 単位 

秋 季 0.010 ～ 0.33 
PCB 

冬 季 0.083 ～ 0.36 
0.020 ～ 3.3 ng/m3

秋 季 0.077 ～ 0.12 
ヘキサクロロベンゼン 

冬 季 0.011 ～ 0.12 
0.051 ～ 0.43 ng/m3

 

 
120 ※外因性内分泌攪

かく

乱化学物質（環境ホルモン）：環境中の化学物質で、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その化

学物質生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質を指す。動物の体内のホルモン作用を攪乱する

ことを通じて生殖機能を阻害したり、悪性腫瘍
しゅよう

を引き起こすなどの悪影響を及ぼしている可能性があると指摘されている。 
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 水 質 (μg/l ) 底  質 (mg/kg-dry) 

物 質 名 測定結果 環境省調査結果 測定結果 環境省調査結果

ＰＣＢ 0.0003～0.012 <0.00001～0.22 0.00006 ～ 0.79 <0.00001～2.2 

ノニルフェノール <0.1 <0.1 ～ 21 <0.05 <0.015 ～ 12 

４－ｔ－オクチルフェノール <0.01 <0.01 ～ 13 <0.005 <0.005 ～ 0.17

ビスフェノールＡ <0.01～0.05 <0.01 ～ 19 <0.005～0.007 <0.005 ～ 0.35

フタル酸ジ－２－エチルヘキシル <0.5 <0.3 ～ 9.9 <0.025～24 <0.025 ～ 210 

フタル酸ブチルベンジル <0.2 <0.1～0.1 <0.010 <0.010 ～ 1.4 

フタル酸ジ－ｎ－ブチル <0.5  <0.3 ～ 16 <0.025～0.50 <0.025 ～ 2.0 

アジピン酸ジ－２－エチルヘキシル <0.2 <0.01 ～ 1.8 <0.010～0.021 <0.010 ～ 0.066

第 3-4-39 表 環境ホルモン調査結果（水質・底質）

＜コラム＞ 環境ホルモンってなに？ 
 
◆ 定義 
「環境ホルモン」の正式名称は『外因性内分 
泌攪
かく

乱化学物質』といいます。国では、“動物 
の生体内に取り込まれた場合に、本来その生体 
内で営まれている正常なホルモン作用に影響を 
与える外因性の物質”と定義しています。 
 
◆ ホルモンの役割 
私たちの体内では微量のホルモンが必要に応 
じて分泌され、成長や生殖機能の発達を促した 
り、外部環境が変化しても身体の機能を一定に 
保つ恒常性（ホメオスタシス）を調節する役割 
を果たしています。 
 
◆ 環境ホルモンはなぜ悪い 
本来、ホルモンは細胞中のレセプター（受容） 
体と呼ばれるカギ穴のようなものに結合するこ 
とで作用します。普通はホルモン以外の化学物 
質はレセプターと結合しません。 
ところが、「環境ホルモン」は本物のホルモ 
ンの代わりにレセプターと結合してしまい、そ 
の結果、本物もホルモンと類似の作用をする場 
合や、逆に作用を阻害する場合があるといわれ 
ます。 
 
◆ どんな物質があるの？ 
国では、内分泌攪

かく

乱作用をもつと疑われてい 
る物質が約 70あるとしています。内容として 
は、ダイオキシン類などの非意図的生成物、殺 
菌剤、除草剤、殺虫剤等の農薬、フタル酸等の      出典：環境シンポジウム in北九州 
工業薬品、カドミウム等の重金属となっていま 
す。                                 
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第４節 資源循環システムの構築 

第 1 一般廃棄物※ 

１ 一般廃棄物処理の現況 

 一般廃棄物の処理に関して、市町は、当該市町

の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定め

なければならないこととなっており、この計画に

基づいて、必要な一般廃棄物処理施設を整備する

とともに、収集、運搬、分別、再生、保管、処分

等の処理を行っている。 

 平成 16 年度における一般廃棄物の総発生量は

2,593 千 t であり、総排出量は団体による集団回

収量の 195 千 t を除く 2,399 千 t で、１人 1 日当

たりに換算すると 1,165g である（資料編第 10-1

表）。 

 市町等が直営、委託業者、許可業者により計画

収集する量は2,199tで前年度と比較して2.2ポイ

ント減となっている。 

 市町等における処理方法は、焼却、再資源化、

埋立て等で、焼却量は、直接焼却される 1,999 千

t に、焼却以外の粗大ごみ処理施設、資源化施設

等の中間処理施設の処理残渣物 132 千 t を加えた

2,132 千 t で、前年度比 1.5％減であり、また焼却

灰として残る 304 千 t、資源化量９千 t を除く

1,818 千 t が焼却による減量化量である。 

 最終処分量は直接最終処分の 54 千 t に、焼却灰

等の 345 千 t を加えた 399 千 t、資源化量は直接

資源化の 77 千 t に、中間処理施設の資源化物 88

千 t、焼却灰からの資源化量９千 t を加えた 174

千 t となっている。 

 また、資源化量の 174 千 t に、集団回収量の 195

千 t を加えた 369 千 t が再資源化されており、資

源化量＋集団回収量／総排出量＋集団回収量で示

したリサイクル率は 14.2％で、平成 15 年度の

13.5％を上回っているものの、平成 15 年度の全国

平均 16.8％を下回っている。 

 

※一般廃棄物：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた「産業廃棄物以外の廃棄物」。具体的には、住民の日常生活

に伴って生じたごみ、粗大ごみ、し尿などのこと。 

第 3-4-60 図 一般廃棄物の処理状況（平成 16 年度集計） 

発生量 市町等での処理量 (単位 千t／年)

収集ごみ量

2,199
直接資源化量

77
直接搬入ごみ量

200

自家処理量

0

集団回収量

195

中間処理等量

2,268
処理後残渣量

442
処理後処分量

345

資源化量

174

減量化量

1,826
直接最終処分量

54
最終処分量

399

処理後資源化量

97

 

（平成 14・15 年度実績は資料編第 10-1 図） 

可燃ごみ
1852

84.3%

その他
 6

  0.3%

混合ごみ
28

1.3%

粗大ごみ
122

5.6%

資源ごみ
121

5.5%

不燃ごみ
69

 3.1%

合　計
2,199ｔ

※四捨五入の関係で、内訳各数値の合計と、総計は
一致しない。  

第 3-4-59 図 ごみ処理内訳 

焼却、その他中間処理 
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１人１日平均排出量は昭和 60 年度以降増加し

つづけてきたが、平成８年度以降はほぼ横ばいで

平成 16 年度は 1,165g とやや減少している（第

3-4-61 図）。これは平成 16 年度の全国平均

（1,086g）と比較すると約７％多く、全国の都道

府県の中でも、排出量は多い。そのため、県とし

ても市町と協力し各種施策の展開を図り、一般廃

棄物の減量化に向けた取組を強化していく。 

し尿については、下水道の普及により年々減少

しており、市町が計画的に収集する汲
く

み取り便所

からのし尿は平成16年度で1日当たり821klと最

近の 10 年間でほぼ半減している（第 3-4-62 図）。 

第 3-4-61 図 ごみ１人１日平均排出量の推移 
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第 3-4-62 図 し尿処理状況の推移 
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２ ごみ処理対策の推進 

 一般廃棄物は、市町が一般廃棄物処理計画に従

って、生活環境の保全上支障が生じないうちに一

般廃棄物を収集し、これを運搬し、処分すること

となっている。 

県では、市町の責務が十分に果たされるよう、

廃棄物処理施設等への立入検査を実施するととも

に、学識経験者による清掃事業相談を実施し、技

術的支援を行っている。 

また、「兵庫県廃棄物処理計画」（平成 19 年３

月改定予定）等との整合を図りつつ、一般廃棄物

の資源化・減量化の推進が図れるよう、市町等に

対し一般廃棄物処理基本計画の改訂（原則５年ご

と）を要請している。 

 

(1) 県ごみ処理広域化計画の推進 

 ごみ処理の広域化を進めることは、リサイク

ル対象物も一定量が確保され、ごみの減量化・

リサイクルの推進に寄与するとともに、ダイオ

キシン類の排出削減や施設建設費、維持管理費

の軽減等の観点からも有効であるため、「兵庫

県ごみ処理広域化計画」（平成 11 年３月）に基

づき、広域化の早期実現に向けての市町間調整、

施設整備に係る技術的支援に努めている。 

この結果、川西・猪名川・豊能郡ブロック及

び西播磨ブロックで広域ごみ処理施設整備に着

手している。 

また、広域化に伴う施設整備を円滑に推進す

るため、ごみ処理施設の設置に住民の意見を十

分反映させることを目的に、施設整備実施計画

の策定から施設建設の段階に至るまでの手順等

を盛り込んだ「一般廃棄物処理施設設置マニュ

アル」（平成 12 年３月）を市町等に提供してい

る。 

 

(2) 一般廃棄物処理施設の整備促進 

 市町においては、一般廃棄物処理基本計画に

基づき、廃棄物の排出抑制に努め、リサイクル

可能なものは極力リサイクルを行い、その後に

なお排出される可燃性のものは焼却処理等を行

うとともに、積極的に熱エネルギーの活用等を

図るための施設整備が求められている。県では、

市町等が責任を持って的確な施設整備が出来る

よう国庫補助金の確保に努めている。また、平

成 17 年度には、循環型社会形成推進交付金制度

が創設された。 

（注）国庫補助率については、補助対象事業費の 1/2～1/4

となっており、地域・施設種別によって異なる。 

なお、平成 16 年度の一般廃棄物処理施設の整

備状況は第 3-4-40(1)表のとおりである。 

 
 
 
 

平成 17 年度国庫補助事業 
施  設  種  別 施設数 

継続 国庫補助金（千円） 備    考 

ごみ処理施設 51 1 1,744,284 猪名川上流広域ごみ処理施設組合 

ごみ燃料化施設（ＲＤＦ） 2 0 －  

粗大ごみ処理施設 23 0 －  

廃棄物運搬・中継処理施設 1 0 －  

廃棄物再生利用施設 44 2 391,543
猪名川上流広域ごみ処理施設組合、北播
磨清掃事務組合 

埋立処分地施設 45 3 1,476,706
姫路市、明石市、宍粟郡広域行政事務組
合 

廃棄物運搬用パイプライン施設 1 0 －  

コミュニティ・プラント 106 1 137,900 南あわじ市 

し尿処理施設 35 0  

合計 7 3,750,433  

注：施設数は、平成 18 年４月１日現在、稼動中のもの 

第 3-4-40(1)表 一般廃棄物処理施設の整備状況 
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第２ 産業廃棄物 

１ 産業廃棄物処理の現況 

 平成 15 年度の兵庫県下における産業廃棄

物の推計排出量は 25,593 千 t である。 

一方、平成 14 年度の全国における産業廃棄

物の推計排出量は 411,623 千 t であり、これ

と比較すると、兵庫県における産業廃棄物排

出量は全国の約 6.2％を占めている。 

排出された産業廃棄物のうち、約 23％にあ

たる 5,851 千 t はそのまま再生利用され、約

２％にあたる 381 千 t はそのまま最終処分さ

れるため、残りの約 76％にあたる 19,361 千 t

が焼却等により中間処理されている。このう

ち14,787千tが中間処理によって減量化され、

さらに、3,968 千 t が再利用、606 千 t が最終処分

されるため、最終的には発生量の約４％に相当

する 987 千 t が最終処分(埋立)されている。 

産業廃棄物処理については、事業者自ら行う

ことが原則であり、処理に際しては、処理基準

に従い、適正処理することとされている。また、

事業者は、自ら処理する他、産業廃棄物処理業

者に委託することができることとなっている。 

排出事業者の委託を受けてその処理を担う処

理業者は、知事（神戸市、姫路市、尼崎市及び

西宮市＜以下「政令市」という＞にあっては市

長）の許可を受け、処理基準に従い、産業廃棄

物を適正処理しなければならないこととされて

いる。 

産業廃棄物処理業者数は、平成 18 年３月 31

日現在で第 3-4-41 表のとおりであり、収集運搬

業が大部分を占めている。 

廃棄物処理法※に規定する産業廃棄物処理施設

を設置する場合、知事（政令市においては市長） 

※廃棄物処理法：正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。戦後、都市人口の増加や高度経済成長に伴い、排出される

廃棄物の多種・多様化が進むと同時に、各地で公害問題が発生したため、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別、保管、収集、運搬、

再生、処分等の処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として 1970 年（昭和 45 年）に制定された。 

 

第 3-4-41 表 産業廃棄物処理業者数 

（平成 18 年 3 月 31 日現在）

年度 兵 庫 県 神 戸 市 姫 路 市 尼 崎 市 西 宮 市 計 

収集

運搬業
4,819 2,784 2,113 2,029 1,425 13,170

中間

処分
201 47 77 42 6 373

産
業
廃
棄
物 

処
分
業 最終

処分
17 4 3 0 0 24

収集

運搬業
395 311 255 200 154 1,315

中間

処分
9 8 9 6 1 33

特
別
管
理 

産
業
廃
棄
物 

処
分
業 最終

処分
0 2 1 0 0 3

合計（※延べ） 5,441 3,156 2,458 2,277 1,586 14,918

注：業種の重複あり 

第 3-4-42 表 産業廃棄物処理施設設置数の推移 

（各年度末現在）

年度 兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 西宮市 合計

S60 495 114 112 86 807 

H２ 533 101 92 109 835 

H７ 493 113 120 106 832 

H８ 514 112 127 104 857 

H９ 562 114 133 104 913 

H10 488 116 92 107 803 

H11 502 127 92 110 831 

H12 521 143 132 123 

 

955 

H13 586 143 141 126 36 1032

H14 510 126 128 121 39 924 

H15 526 125 132 121 39 943 

H16 535 79 152 114 40 920 

H17 372 75 132 78 26 683 

注：西宮市は平成 12 年 4 月 1 日から保健所設置市となった

ので、平成 11 年度以前の数は兵庫県域分に含まれる。 

第 3-4-40(2)表 平成 17 年度循環型社会形成推進交付金交付状況 

対 象 事 業 事業数 交付額（千円） 備    考 

熱回収施設（ごみ処理施設） 

 

ストックヤード 

1 14,057 西宮市 

ストックヤード 3 101,913 淡路市、小野市、篠山市 

熱回収施設（ごみ処理施設） 1 1,150 姫路市 

最終処分場 1 5,082 北播磨清掃事務組合 

合計 6 122,202  
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の許可を受けなければならない。この産業廃棄物

処理施設の種類ごとの設置状況と設置数の推移は、

平成 18 年３月 31 日現在でそれぞれ第 3-4-42 表、

資料編第 10-2 表のとおりである。 

産業廃棄物の適正処理の推進には、排出量及び

処理の状況や将来動向を的確に把握することが必

要であり、県では、産業廃棄物処理実態調査を実

施している。この実態調査から集計された平成 15

年度の産業廃棄物処理量は、第 3-4-63 図のとおり

であり、地域別で見ると、全体の９割以上を阪神・

播磨地域で占めている。種類別で見ると、最も多

い汚泥が全体の５割を占め、以下、鉱さい、がれ

き類となっており、この３品目で全体排出量の約

８割を占めている。 

また、産業廃棄物の処理状況は第 3-4-64 図のと

おりであり、排出量の約 42％に相当する 9,820 千

ｔが直接または中間処理の後に再生利用されてい

る。また排出量の約 58％が減量化され、最終的に

は排出量の約４％に相当する 987 千ｔが最終処分

（埋立）されている。 

（単位：千ｔ／年）

直接再生利用量（Ｂ） 再生利用量（Ｉ）

(22.9%) (38.4%)

処理残さ量（Ｅ）

(17.9%)

排　出　量（Ａ） 中間処理量（Ｃ）

( 100% ) (75.6%)

減量化量（Ｆ）

(57.8%)

直接最終処分量（Ｄ） 最終処分量（Ｊ）

(1.5%) (3.9%)

※ 四捨五入処理を行っているため、合計値が合わない場合があります。

4,574

処理後最終処分量（Ｈ）

(2.4%)

25,593 19,361 606

14,787

381 987

5,851 9,820

処理後再生利用量（Ｇ）

3,968
(15.5%)

第 3-4-63 図 産業廃棄物排出状況（平成 15 年度集計） 

第 3-4-64 図 産業廃棄物の処理状況（平成 15 年度集計） 

(1) 地域別排出量

阪神地域
12,276
48.0%

東播地域
6,276
24.5%

西播地域
5,522
21.6%

淡路地域

535
2.1%

丹波地域

257
1.0%

但馬地域
728

2.8%

25,593千ｔ

（100%）

(2) 種類別排出量

汚泥
13,914
54.4%

鉱さい
3,568
13.9%

がれき類
2,080
8.1%

その他
1,936
7.6%

動物のふん尿
1,688
6.6%

金属くず
1331
5.2%

ばいじん
1,077
4.2%

25,593千ｔ

（100%）
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２ 排出事業者に対する指導 

(1) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）※制度に

係る指導 

 廃棄物処理法により、排出事業者は、運搬を

委託した収集・運搬業者に対して、（特別管理）

産業廃棄物を引き渡すと同時に、マニフェスト

を交付しなければならない。これまで県では

「兵庫県環境保全管理者協会」等の各種団体を

通じ、排出事業者に対する説明会等を行い、マ

ニフェスト制度の周知を図ってきた。 

今後は、電子情報を活用する電子マニフェス

ト制度の普及を図っていく。 

 
(2) 多量排出事業者に対する指導 

 廃棄物処理法により、前年度に産業廃棄物が

1,000ｔ以上、または特別管理産業廃棄物が 50

ｔ以上発生した事業場を有する事業者は「多量

排出事業者」となり、（特別管理）産業廃棄物

の排出の抑制、再生利用等について定める処理

計画とその実施状況について、都道府県知事等

に提出しなければならず、これらの提出書類は

１年間、公衆の縦覧に供されることとなって

いる。 

現在、県内の多量排出事業者は約 700 社で

あり、県内の産業廃棄物総排出量の約８割は、

これらの事業者によるものである。多量排出

事業者に対する毎年の処理計画・報告書の提

出指導などにより、産業廃棄物の排出抑制・

再生利用を促進している。 

 

３ 処理業者に対する指導 

産業廃棄物処理施設の設置及び産業廃棄物の処

理業を行うにあたっては、廃棄物処理法に基づく

許可が必要である。 

許可にあたっては､廃棄物処理法に規定する構

造基準、維持管理基準及び処理基準等を踏まえ厳

正に審査を行い、適正な処理施設の設置及び処理

業者の確保に努めている。 

また、処理業者の資質向上を図るため、県では

政令市と協調し、（社）兵庫県産業廃棄物協会によ

る研修会の開催について支援している。 

４ 不適正処理防止対策の強化 

(1) 不適正処理の現状 

本県管轄区域における産業廃棄物の不法投

棄・野外焼却に係る通報件数は第 3-4-43 表の

とおり、平成９年度以降急増したが、14 年度

以降の通報件数は減少している。 

また、大規模な不法投棄は、第 3-4-44 表  

に示すとおり平成 14 年度以降減少したが、平

成 17 年度には、土砂を覆土した悪質な不法投

棄事案が発生し、再度増加した。 

第 3-4-43 表 不適正処理に係る通報件数の推移 

         （平成18年3月末現在） 

年  度 9 10 11 12 13 14 15 16 17

不法投棄 15 24 57 85 129 79 65 41 78

野外焼却 159 148 191 252 182 79 120 75 74

（注1）平成11年度までは、神戸市、姫路市及び尼崎市の

区域を除く。 

（注2）平成12年度以降は、神戸市、姫路市、尼崎市及び

西宮市の区域を除く。 

 

第3-4-44表 不法投棄件数・投棄量の推移 

（平成18年３月末現在） 

 

(2) 不適正処理防止体制の整備 

 ア 監視・指導体制の強化 

不適正処理の防止を図るため、県民局に不法

処理監視員６名を配置し、管内の監視や不適正

処理事業者への指導を強化している。また、夜

間、休日のパトロールを行っている。 

平成 15 年度から、刑事告発も視野に入れた

不法投棄現場の監視、広域的な不法投棄事案に

対応するため、県警からの出向職員を増員した

監視機動班（３名）を設置し、機動的な監視、

指導を行っている。 

また、平成 16 年度には、郵便局及びＪＡと

年 度 11 12 13 14 15 16 17 

  15   11   15  10  13  14 13

件 数 
  10t 以上 
 
 100t 以上   3    8   11   5   4   2 8

6,550 20,691 19,604 4,393 3,730  971 14,610

投棄量 
 10t 以上

  
100t 以上 6,281 20,651 19,450 4,270 3,477  597 14,491
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の間において通報協定を締結し、平成 17 年度

には宅配業者と通報協定を締結し不法投棄の

早期発見に努めてきた。 

さらに、地域による不法投棄防止意識の高揚

をめざし、住民との合同監視パトロールの実施

や自治会との通報協定の締結などにより、不法

投棄を許さない地域づくりを推進している。 

  

イ 「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関

する条例」の施行 

産業廃棄物等の不適正な処理を未然に防止す

るため、産業廃棄物及び特定物（使用済自動車、

使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用

機器）の保管の届出制及び土砂埋立て等の許可

制を内容とする「産業廃棄物等の不適正な処理

の防止に関する条例」を施行（平成 15 年 12 月）

しており、廃棄物処理法との一体的な指導強化

により、不法投棄の拡大防止に努めている。平

成 18 年３月末までの届出等の状況は、産業廃棄

物保管届 27 件、特定物多量保管届 58 件、特定

事業（土砂埋立て等）の許可 70 件である。 

 
 ウ 兵庫県不法投棄防止対策協議会等の設置 

県及び国の関係機関、市町、関係団体で構成

する「兵庫県不法投棄防止対策協議会」や地域

ごとの「地域廃棄物対策会議」において、連絡

情報網の整備や個別事案の対応協議等により関

係機関と連携を図りながら不適正処理の防止を

図っている。 

 
エ 不法投棄事案の撤去推進 

 不法投棄事案への対応として、投棄者に対す

る撤去指導を基本としているが、生活環境保全

上の支障があるものについては、行政代執行や

(財)ひょうご環境創造協会に設置した兵庫県廃

棄物等不適正処理適正化推進基金の活用により

撤去を進めている。 

 

(3) 立入検査による不適正処理の是正 

 廃棄物処理法に基づき、排出事業者及び処理

業者に対して立入検査を実施し、処理施設の維

持管理等について、不適正な場合には、厳格な

是正指導を行っている。 

また、悪質事案については改善命令を発する

など厳格な対応をとっている。 

第 3-4-45 表  改善指示等の状況（平成 13～17 年度） 

年度
取消

処分

措置

命令
告発 

停止 

命令 

改善

命令

文書

指示

13 1 0 0 0 2 24 

14 1 0 2 0 4 46 

15 10 3 1 2 2 50 

16 14 4 0 0 1 41 

17 10 0 0 0 0 60 

 

５ 産業廃棄物処理施設整備の促進 

 平成元年度に施行した「産業廃棄物処理施設の

設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基

づき、住民のコンセンサスを得た事業となるよう

手続きを進めている。本条例に定める手続きは、

処理施設の設置にあたって、事業者に対し、地元

住民に説明会等を実施させるとともに、地域住民

の意向を踏まえつつ、必要に応じ、地元市町長へ

の協力要請、紛争解決のあっせん、産業廃棄物審

議会の意見聴取等を行うこととなっている｡本条

例の施行により、平成 18 年３月末までに条例対象

事案 263 件のうち、244 件の手続きが終了し、19

件については手続きを継続実施している。 

 
６ ＰＣＢ※廃棄物対策の推進 

(1) 国の取組 

ア ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法の制定等 

ＰＣＢを含むトランス、コンデンサ等の廃棄

物については、廃棄物処理法により保管が義務

づけられているが、保管が長期間となった結果、

事業者の倒産、移転等による紛失が発生してお

り、これらの早期処理が望まれていた。 

このため、国（環境省）では、「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法」（以下「ＰＣＢ特措法」という）を

平成 13 年６月 22 日に制定し、保管事業者に対

して、平成 28 年７月までの適正処理を義務づけ

るとともに、都道府県等による処理計画の策定

や保管事業者に対するＰＣＢ廃棄物の届出義務

等が規定された。 

※ＰＣＢ（Poly Chlorinated Biphenyl）（ポリ塩化ビフェニル）：PCB は 1929 年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐熱

性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢

性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、1974 年に化学物質審査規制法に基づく特定化学

物質（現在では第一種特定化学物質）に指定され、製造及び輸入が原則禁止された。これ以降、廃 PCB 等の処理施設の整備が進まなか

ったことから、事業者が長期間保管し続けてきており、環境保全の観点から、早急に PCB を処理することが求められている。 
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さらに、平成 15 年４月には、ＰＣＢ特措法第

６条に基づき、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処

理基本計画」を策定し、ＰＣＢ廃棄物の確実か

つ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するこ

ととしている。 

 
 イ 処理施設の整備等 

国は、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理を推進する

ため、日本環境安全事業株式会社（旧：環境事

業団）を活用して、広域的なＰＣＢ処理施設の

整備を進めている。また、中小事業者の処理を

支援するため、国、都道府県が出捐
しゅつえん

する基金を

独立行政法人環境再生保全機構に設置する等、

処理の実現に向けた取組を実施している。 

 
(2) 県の取組 

 ア 適正保管の徹底 

 県が全国に先がけて制定した「ポリ塩化ビフ

エニール（ＰＣＢ）等の取扱いの規制に関する

条例」やＰＣＢ特措法等に基づき、保管事業者

等に対して立入検査や保管状況調査等を実施す

るなど、適正保管について一層の周知徹底を図

っていく。 

 
 イ ＰＣＢ廃棄物処理基金への出捐

しゅつえん

 

ＰＣＢ廃棄物の処理にあたって、中小企業者

の処理費の負担を軽減するため、独立行政法人

環境再生保全機構に設置されている基金に各都

道府県が出捐
しゅつえん

することとなっており、県におい

ても平成18年度当初予算で8,700万円の予算措

置をしている。 

 
第３ 循環型社会システムの構築 

１ 資源循環利用の促進 

 持続可能な循環型社会を目指して、廃棄物の発

生抑制、再使用、再資源化及び適正処分に係る各

種施策を推進するとともに、推進体制を整備し、

県民・事業者の意識啓発を図ることにより、廃棄

物の減量化・リサイクルを進め、資源の循環利用

の促進を図る。 

(1) ひょうご循環社会ビジョンの推進 

 21 世紀を迎え、目指すべき循環型社会の姿を

明らかにするとともに、地方からの積極的な情

報発信を図るため、単なる既存事業や既存施策

の枠組みにとらわれることなく、長期的な視点

に立った、今後の廃棄物・リサイクル対策のあ

り方として、平成 13 年５月に「ひょうご循環社

会ビジョン」を策定した。 

 本ビジョンでは、目指すべき社会とその実現

を図るための基本的方策として、以下のことを

掲げている。 

ア 目指すべき社会：持続可能な循環型社会 
 イ 具 体 的 な 姿：①自然生態系との共生が

図られている社会 
②市民の自律による安

全で快適な社会 
③環境と経済が調和し

環境ビジネスが発展する

社会 
 ウ 基本的方策 

①廃棄物となるものの発生抑制を第一に、次

いで廃棄物の再使用、再資源化を行い、最終

的に適正処分を行うという原則に基づいた

「物質循環の促進」を図ること 

②事業活動や消費活動における「環境負荷の

低減」を図るとともに、それらに起因する「リ

スクの管理」を行うこと 

③社会のすべての構成員による合意と実践に

より持続可能な循環型社会を達成するために、

「社会のあらゆる主体の参画と協働」を実現

すること 

④持続可能な循環型社会の実現の障害となっ

ている法制度や経済ルールの見直しによる

「新たな仕組みづくり」を推進すること 

エ 重点戦略 

①すべての社会活動における物質循環フロー

を把握する 

②広域リサイクル拠点の整備を推進する 

③広域的かつ公共関与による適正処理を推進

する 

④県民と行政の情報交流、事業者情報の自主

的公開を進める 
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⑤ごみ処理の従量料金制の推進を図る 

 

(2) 廃棄物処理計画の策定 

 平成 12 年６月の廃棄物処理法の改正により、

都道府県の区域内における一般廃棄物と産業廃

棄物を合わせた、廃棄物の減量その他その適正

処理に関する計画を定めなければならないこと

になり、県では、「ひょうご循環社会ビジョン」

の趣旨や国が定めた基本方針を踏まえて、平成

13 年度に「兵庫県廃棄物処理計画」を策定した。 

 同計画に定める基本方針及び計画の目標は次

のとおりである。 

ア 基本方針 

 （ｱ）５Ｒの推進 
・個人や地域における５Ｒに配慮した自律的

なライフスタイルを実現する。 

・それぞれの地域ごとに５Ｒの実現による地

域内物質循環を基本としつつ、都市と農村、

又は産業間の連携を推進する。 

・５Ｒの受け皿となる循環型産業を積極的 

に創出・支援し、本県の産業構造を循環型

に改革する。 

 （ｲ）適正処理の確保 

・市町責任、排出者責任の原則による適正処

理、また、これによる処理が困難な場合に

は広域的かつ公共関与による適正処理を進

める。 

・ダイオキシン類の発生を抑制するとともに、

過去に排出された負の遺産（ＰＣＢ廃棄物

等）を解消する。 

・環境に悪影響を及ぼす不適正処理を徹底し

て防止する。 

 
イ 減量化の目標 

 計画の目標年次である平成 22 年度に、一般

廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を平成９

年度からほぼ半減させるという主目標に加え、

排出量を抑制し、再生利用量を増加する目標を、

第3-4-46表、第3-4-47表のとおり定めている。 

直近の実績では、一般廃棄物及び産業廃棄物

の排出量の抑制及び最終処分量の削減につい

ては、目標達成に向け順調に推移しているが、

一般廃棄物の再生利用量については、十分とは

言えない状況であり、目標が達成できるよう市

町を指導していく。 

 

 平成10年度 

（基準） 

平成16年度 

（実績） 

平成17年度 

（中間目標） 

平成22年度 

（目標） 

排 出 量 2,681 (100) 2,593 ( 97) 2,600 ( 97) 2,574 ( 96)

再生利用量 280(10%) (100) 369(14%) (132) 494(19%) (176) 592(23%) (211)
中間処理に 
よる減量 1,605(60%) (100) 2,268(87%) (141) 1,506(58%) ( 94) 1,522(59%) ( 95)

最終処分量 796(30%) (100) 399(15%) ( 50) 600(23%) ( 75) 460(18%) ( 58)

（焼 却 量） 2,037 (100) 2,132 (105) 2,037 (100) 1,966 ( 97)

（１人１日当たり排出量）  1,336 (100) 1,165 ( 87) 1,250 ( 94) 1,228 ( 92)

注：後段の（ ）内は平成10年度に対する割合を示している。 
排出量には集団回収量を含む。 

          第 3-4-46 表 一般廃棄物の減量化の目標値     （単位千 t/年） 

           第 3-4-47 表 産業廃棄物の減量化の目標値    （単位千 t/年） 

 平成10年度 

（基準） 

平成15年度 

（実績） 

平成17年度 

（中間目標） 

平成22年度 

（目標） 

排 出 量 27,801 (100) 25,593 ( 92) 29,298 (105) 28,599 (103)

再生利用量  9,147(33%) (100)  9,820(38%) (107) 10,226(35%) (111) 10,288(36%) (112)
中間処理に 
よる減量 16,660(60%) (100) 14,787(58%) ( 88) 17,557(60%) (105) 17,138(60%) (108)

最終処分量 1,994( 7%) (100) 987(3.9%)( 49) 1,515( 5%) ( 76) 1,173( 4%) ( 59)

注：後段の（ ）内は平成10年度に対する割合を示している。 
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(3) ひょうごエコタウン※構想の推進 

 健全な物質循環を促進し、環境と経済が調和

した持続可能な循環型社会を構築していくた

めには、使用済み製品等の資源をリサイクルす

るための受け皿施設の確保が不可欠である。 

このため、県の提唱により、平成 12 年 10

月に「広域リサイクル拠点整備協議会」（事務

局：（財）兵庫県環境クリエイトセンター）を

設置し、産学官が一体となってリサイクル拠点

の事業化検討を進め、複数の事業計画が具体化

してきた。 

県では、これらの検討成果をもとに、既存の

産業基盤等を活用した広域的な資源循環体制

の構築を目指す「ひょうごエコタウン構想」を

策定し、平成 15 年４月 25 日付けで、環境省及

び経済産業省から「地域におけるゼロ・エミッ

ション構想推進のためのエコタウンプラン」と

して承認を受けた（近畿では初、全国では 18

番目のプラン承認）。 

この構想は、県内全域を対象地域とし、他地

域にはない独創性・先駆性を有しており、その

概要は第 3-4-65 図のとおりである。 

なお、この構想の主要施設である「廃タイヤ

ガス化リサイクル施設」が、平成 16 年７月 28

日に姫路市広畑地域で竣工した。 

さらに、ひょうごエコタウン構想の推進母体

として、県が中心となり、県民・事業者・大学

研究機関・関係団体・行政等の幅広い参画のも

と、産学官が一体となった「ひょうごエコタウ

ン推進会議」を設立（平成 15 年 12 月）した（平

成 18 年度会員数：315 事業所・団体）。この推

進会議は、(財)兵庫県環境クリエイトセンター

に事務局を置き、リサイクルに関する①事業化

支援 ②情報収集・提供事業 ③調査研究事業を

行うとともに、企業等によるリサイクル研究会

の開催などの事業展開を行っている。 

また、環境ビジネスに携わる県内企業の販路

開拓やビジネスマッチングを支援するため、平

成 18 年 10 月４日から５日にわたり、神戸国際

展示場において国際フロンティア産業メッセ

2006 等と連携し、“ひょうご環境ビジネス展” 

を開催したほか、新たなリサイクルビジネスの

創出を支援するため、シーズ・ニーズフォーラ

ムを開催した。 

※エコタウン：「ゼロ・エミッション構想」を地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想として位置づけ、併せて、地域振
興の基軸として推進することにより、既存の枠にとらわれない先進的な環境調和型まちづくりを推進することをめざし、経済産
業省と環境省の連携事業として、平成 9 年度に創設された制度。それぞれの地域の特性に応じて、都道府県または政令指定都市
がプランを作成し、国の承認を受けた場合、当該プランに基づいて実施されるリサイクル施設の設備事業などに国の総合的・多
面的な支援が実施される。
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第 3-4-65 図 ひょうごエコタウン構想・概念図 
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(4) 県民協働容器回収システム構築の支援 

空き缶の散乱を防止するとともに、貴重な資

源の確実な回収を図るためには、使用済み容器

の回収に一定の経済的インセンティブ（誘因）

を与えるデポジット制度※が有効である。 

このため、平成 14 年度にはパイロット事業、

平成 15-16 年度にはモデル事業を実施し、先導

的かつ主体的な取組を進める事業者の活動支

援を行い、兵庫型デポジット制度の導入による

容器回収システムの構築に努めるとともに、平

成 17 年度からは、より幅広い主体の参画によ

りシステムの普及拡大を図るため、事業主体と

して新たに地域団体等を追加し、拠点整備の推

進を図っている。 

 
(5) 減量化・資源化の推進 

 「環境の保全と創造に関する条例」（平成７

年兵庫県条例第 28 号）に基づき、県民・事業

者・行政の参画と協働による廃棄物の減量化・

資源化に取り組んでいる。 

ア 再生資源利用促進基準の適用（生産） 

 一定規模以上の製造業者等（大手製造業、電

気業等<約 80 社>）における再生資源の利用等を

促進するため、「再生資源利用促進基準」を定め

ている。 

 イ 再生資源利用促進製品の指定（消費） 

 一定規模以上の事業所等における再生紙等の

再生製品の利用を促進するため、「再生資源利

用促進製品」として、印刷用紙等の紙製品を指

定している。 

 ウ 回収促進製品及び回収促進区域の指定 

（回収） 

 飲料容器の回収と再資源化を促進するため、

「回収促進製品」として自動販売機で販売され

る飲料容器を指定するとともに、「回収促進区

域」を指定し、自動販売機設置業者に回収量等

の帳簿記載を義務づけている。 

 
(6) 容器包装リサイクルの推進 

容器包装リサイクル法は、住民が分別し、市

町が分別収集した容器包装廃棄物を、事業者の

負担により再商品化し、住民、行政、事業者の

三者の取組により容器包装廃棄物の効率的な

リサイクルを行おうとするものである。市町・

事務組合の策定する「分別収集計画」及び県の

策定する「兵庫県分別収集促進計画」に基づき、

それぞれの市町において取組が進められてい

る。 

分別収集品目は、平成９年度にスチール缶、

アルミ缶、ガラスびん（無色、茶色、その他）、

紙パック及びペットボトルの７品目を対象に

スタートし、平成 12 年度からは、段ボール、

紙パック及び段ボール以外の紙製容器包装と

ペットボトル以外のプラスチック製容器包装

の３品目が加わり、計 10 品目を対象としてい

る。 

平成 16 年度実績では、スチール缶、アルミ

缶、無色ガラスびん、茶色ガラスびんについて

全市町が分別収集に取り組んでおり、他の品目

についても順次取組の充実が図られている。 

平成 17 年度に、平成 18 年度から平成 22 年

度を計画期間とする第４期の兵庫県分別収集

促進計画を策定しており、この中で分別収集の

対象及び量をさらに段階的に拡大することと

している。 

 
(7) 家電リサイクルの推進 

 平成 13 年４月から家電リサイクル法により、

家電小売店や家電メーカー等に対し廃家電（エ

アコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の

４品目）の回収と再商品化が義務づけられた。

この法律の趣旨を踏まえ、県では、消費者の理

解と協力を得ることが最も重要であるという

認識に立って、兵庫県電機商業組合、家電メー

カー、県下各市町及び（財）兵庫県環境クリエ

イトセンターと協議して、県独自の廃家電の回

収・運搬システムを構築し、平成 13 年４月か

ら運用を開始した。このシステムは、運営主体

を兵庫県電機商業組合とし、廃家電の引き取り

ルートの販売店への一元化等により、効率化を

図っている（平成 17 年度実績 36,203 台）。 

 

※デポジット制度：製品本来の価格にデポジット（預託金）を上乗せして販売し、使用後の製品が所定の場所に戻された際

に預託金を返却することにより、消費者からの当該製品の回収を促進しようとするもの。なお、広義のデポジット制度として、

預託金なしの「回収報奨金方式」があり、国内では多くの自治体において採用されている方式である。兵庫県のデポジット制

度もこの方式を採用している。 
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(8) 建設リサイクルの促進 

 建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約

２割、最終処分量の約４割を占め、さらに不法

投棄の約６割を占めている。今後も建築解体廃

棄物の増加が予想され、最終処分量の削減、使

用資材の再資源化が必要であるため、「建設工

事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建

設リサイクル法）が制定され、一定規模以上の

建築物やその他工作物の解体工事、新築工事等

については、コンクリート、アスファルト、木

材等についてこれらを現場で分別し、再資源化

することが義務づけられた（平成 14 年５月 30

日施行）。 

本県においては、建設リサイクル法の施行に

伴い、建設廃棄物の再資源化等の適正な実施を

確保するため、建設事業者に対して分別解体及

び再資源化に係る普及啓発を実施するととも

に、法に基づく助言、勧告、命令等を行い、環

境部局と建築部局との合同パトロールも定期

的に実施している。 

また、平成 16 年１月には「兵庫県建設リサ

イクル推進計画」を策定し、再資源化等に関す

る目標を設定し、建設リサイクルに対する取組

の強化を図っている。 

 
(9) 自動車リサイクル法の推進 

 平成 17 年 1 月に全面施行された自動車リサ

イクル法に基づき、使用済自動車のリサイクル、

適正処理を推進するため、事業者に対し法の周

知を図るとともに、登録・許可業務及び指導監

督を行っている。 

平成 18 年 3 月末現在、引取業者(2,001 業

者)・フロン類回収業者（605 業者）の登録、

解体業者（164 業者）・破砕業者（32 業者）の

許可を行った。 

不法投棄の防止に資するため、電子マニフェ

スト制度、リサイクル料金の新車時(車検時)

預託、自動車重量税還付制度の仕組み等の導入

が制度化されている。 

 
(10) 食品リサイクルの推進 

 食品廃棄物については、「食品循環資源の再

生利用等の促進に関する法律」（平成 12 年６月

７日法律第 116 号）（いわゆる、食品リサイクル

法）に基づき定められた基本方針において、平

成 18 年度までに、すべての食品関連事業者（食

品の製造・加工業者、食品の卸売・小売業者、

飲食店及び食事の提供を伴う事業を行う者）が

再生利用等（①発生抑制 ②再生利用 ③減量）

の実施率を 20％以上にすることが、目標として

定められている。 

 また、消費者についても、食品廃棄物の発生

抑制に努めること等が求められている。 

本県では、農林水産業及び食品産業等の農林

水産関連産業から発生する生物由来の有機性資

源（バイオマス）を有効な資源ととらえ、その

利活用等を推進する「『農』のゼロエミッション」

を推進している。 

食品廃棄物についても、その中で、食品リサ

イクル県庁率先運動や各種普及啓発を行ってお

り、各家庭での生ごみのコンポスト化や一部企

業での先導的なたい肥化、飼料化、エネルギー

化等による利活用の取組が始まっている。 

 
２ 減量化・再資源化の意識啓発 

 減量化・再資源化の推進については、県民一人

＜コラム＞ 「ごみ」から「資源」へ発想の転換を 
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循

環型社会」への転換が求められています。 
このような、「循環型社会」を構築していくうえでは、これまで何気なく捨てていた「ごみ」や「廃棄物」を

「新しい資源」ととらえていく必要があります。 
近畿 2府 7県で構成される近畿ブロック知事会の「廃棄物問題研究会」では、このような視点から「廃棄物」

に代わり、「循環利用資源(物)」「利用困難資源(物)」という新たな呼称を提案しています。 
「循環利用資源」は有価物として循環的利用が行われる物、及び廃棄物処理法における「廃棄物」のうち、

循環的な利用が行われる物を、また「利用困難資源」は現時点で技術的、コスト的に見て循環的な利用が行わ
れない物をそれぞれ指しています。 
このような、新しい呼称を使うことをきっかけとして、天然資源の消費抑制や資源の有効利用、環境への負

荷低減をめざす「持続可能な社会」の構築に向けた一歩を踏み出しませんか。
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ひとりが廃棄物の発生者責任を自覚し、そのライ

フスタイルを、発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、

再資源化（Recycle）、拒絶（Refuse）、修理（Repair）

を実践する「５Ｒ生活」に変革するよう意識啓発

に努める必要がある。 

 
(1) 推進体制の整備 

 全国組織である「３Ｒ活動推進フォーラム」

（平成４年設置。平成 14 年に改称）のもと、

生産、流通、消費、再生の各界代表と関係行政

機関からなる「兵庫県５Ｒ生活推進会議」、県

下６ブロックに「地域別５Ｒ生活推進会議」を

設置し、ごみの発生抑制、減量化・再生利用等、

５Ｒ生活の実践を推進している（第 3-4-66 図）。 

 

(2) 意識啓発事業の実施  

ア スリム・リサイクル宣言の店の指定 

兵庫県５Ｒ生活推進会議では、空き容器の回

収、簡易包装の実施などごみの減量化や再資源

化に取り組む県下の店舗等を「ごみ減量化・再

資源化推進宣言の店（通称：スリム・リサイク

ル宣言の店）」として指定している。 

平成７年４月から募集を開始し、平成 18 年８

月１日現在 1,829 店舗を指定している。 

 
 イ マイ・バッグ・キャンペーンの展開 

 ３Ｒ活動推進フォーラムの提唱により、消費

者の意識啓発を図るため、平成７年度から兵庫

県５Ｒ生活推進会議の事業として「マイ・バッ

グ・キャンペーン（買い物袋持参運動）」(重点

実施期間：毎年 10 月)を展開している。 

 
 ウ ごみをへらすアイデア・標語の募集 

平成４年度から開始した「ごみをへらすアイ

デア」の募集を、平成 17 年度からは「ごみをへ

らすアイデア・標語」として募集を拡大し、県

内の小学校４年生の児童を対象に家族や周りの

友達とごみについて話し合ってもらい、ごみの

減量化、資源化の意識啓発を行っている。 

平成18年度は、アイデア1,927点、標語2,514

点もの応募があり、審査の結果、入賞 43 作品（入

選 15（アイデア 10、標語５）、佳作 28（アイ

デア 15、標語 13））を決定し、入選受賞者につ

いては平成 19 年２月 15 日に開催した「省資源

省エネルギー運動・５Ｒ生活推進県民大会」に

おいて表彰した。 

 
 エ ５Ｒ生活推進県民大会の開催 

 廃棄物の減量化、リサイクルの推進の普及啓

発を目的として、平成６年度から「ごみ減量化

推進県民大会」を開催しており、平成 14 年度か

らは、「５Ｒ生活推進県民大会」として５Ｒ生

活の実践を推進している。 

平成 17 年度は、18 年２月 22 日に神戸市内に

おいて、ごみ減量化・リサイクルへの取組に関

する事例発表、講演会を実施した。 

 
３ 環境美化対策の推進 

 ごみの散乱を防止し、快適で美しいまちづくり

を推進するためには、県民自らが環境美化に配慮

第 3-4-66 図 ５Ｒ生活推進体系 

３Ｒ活動推進フォーラム 

兵庫県５R 生活推進会議 

地域別５R 生活推進会議 

生 産 流 通 消 費 再 生 行 政 
製造ﾒｰｶｰ等 量販店等 住民団体等 再生業者等 市町・県民局等 
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した積極的な行動に取り組むことが必要なことか

ら、地域別５Ｒ生活推進会議での情報交換などを

通じて、市町と一体となって美化意識の啓発及び

高揚に努めている。 

 
(1) 環境美化区域の指定 

 環境の保全と創造に関する条例に基づき、公

園、道路、海水浴場等公共の場所等で、特に必

要があると認められる区域を昭和 56 年度から

環境美化区域（平成 18 年３月末現在、29 市 11

町で 154 カ所）として指定し、ポイ捨ての禁止

やごみ容器の設置を義務づける等ごみの散乱防

止を推進している。 

 
(2) 環境美化推進事業の実施 

環境月間（６月）、環境衛生週間（９月 24

日～10 月１日）を中心に、県、市町では、不

法投棄多発個所のパトロールや啓発活動を実

施している。 

また、市町においては、平成 17 年 4 月現在、

20 市 11 町において独自の環境美化条例（ポイ

捨て禁止条例等）を制定し、地域ぐるみで環境

美化対策に取り組んでいる。 

今後は、全市町等の環境美化活動の計画をと

りまとめ、ホームページ等で公表することによ

り、県内各地の活動情報等の提供を行い、年間

を通じて、全県的で自由な参加を促進する。 

 
(3) クリーンキャンペーンの推進 

平成８年度から市町等との連携のもと推進

協議会を設置し、県下全域で環境美化統一キャ

ンペーン「クリーンアップひょうごキャンペー

ン」を展開している。キャンペーン期間はごみ

ゼロの日（５月 30 日）から７月末であり、各

種団体の機関誌等を活用した啓発や資材の提

供により、美化活動の実施や美化意識の高揚を

図っている。 

なお、平成17年度は、79団体の協賛を受け、

全県で約 60 万人以上が清掃及び啓発活動等に

参加し、回収したごみの量は約 2,000ｔであっ

た。 

 

＜コラム＞ 平成 18 年度ごみをへらす標語【入選作品】 

県では、「ごみ」について学習している小学校４年生を対象に、『ごみをへらすアイデア・標語』を

募集しています。 

家族や友達と話し合い、子どもたち一人ひとりが素直な気持ちで考えた作品が、毎年県内各地域か

ら多数寄せられ、平成 18 年度は合わせて 4,441 点の応募がありました。 

その中から、ここでは、標語部門での入選作品（計５点）を紹介します。 

姫路市立大津茂小学校 ４年 穐田 佳久 さんの作品 

気がついて！ ゴミ箱
ばこ

 しげんの宝 箱
たからばこ

 

洲本市立鮎原小学校 ４年 播磨 宏・ さんの作品 

買い物をする時から考えるゴミの事 

加古川市立氷丘小学校 ４年 霜門 佳世子 さんの作品 

ちょっと待て あなたのひと手間 大きな資源 

加古川市立平岡南小学校 ４年 下条 裕 さんの作品 

分別は 地球にやさしい 第一歩 

赤穂市立尾崎小学校 ４年 有田 朋生 さんの作品 

分別は ぼくにもできるお手伝い 
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第４ 廃棄物広域処理対策 

一般廃棄物は市町が、産業廃棄物は排出事業者

がそれぞれの責任で処理することが原則であるが、

用地確保と合意形成の困難性、あるいは多額の初

期投資を必要とすること等の問題から、個々の市

町や事業者の努力のみでは、最終処分場等の確保

が困難な状況である。 

このため、県では、広域的な立場から廃棄物の

適正処理を推進すべく、地元市町、業界と連携・

協力し、必要性の高い地域ごとに広域最終処分場

等処理施設の確保対策を推進するとともに、現在

実施している広域処理体系を維持・促進するため、

各事業主体を支援している。 

 

１ 大阪湾フェニックス事業 

大阪湾圏域から生じた廃棄物の適正な海面埋立

てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備

を目的として、昭和 57 年３月に大阪湾広域臨海環

境整備センターが設立され、平成２年１月から廃

棄物の受け入れを開始した。 

本県は、25 市 9 町が受け入れ対象区域となって

おり（全体では２府４県 177 市町村 平成 18 年 3

月 27 日現在）、現在、本県に関連する施設として

は、尼崎沖埋立処分場、神戸沖埋立処分場及び海

上輸送のための積出基地である尼崎基地、播磨基

地、津名基地、神戸基地、姫路基地が稼働中であ

る。 

尼崎沖埋立処分場では、海面埋立てが進み、管

理型区画については、平成 13 年度末に廃棄物の受

け入れを終了した。 

 

 

また、神戸沖埋立処分場が平成 13 年 12 月に完

成し、同月から廃棄物の受け入れを開始している。 

さらに、建設中の施設としては、大阪沖埋立処

分場があり、平成 13 年７月に公有水面埋立免許を

取得し、同年 10 月から建設工事に着手しており、

今後、施設整備が進められることとなる（第

3-4-67 図）。 

 
２ 環境クリエイトセンター事業 

本県では、平成７年８月に（財）兵庫県環境ク

リエイトセンター（以下「クリエイトセンター」

という）を設立し、同年 11 月に廃棄物処理法に基

づく「廃棄物処理センター※」の指定を受けた。 

市町から強い要請のあるばいじん等の処理につ

いては、当面の措置として、兵庫西エースセンタ

ーの施設を利用して、溶融処理事業を平成 11 年

10 月から開始しており、その概要は第 3-4-68 図

のとおりである。 

また、平成 13 年４月から兵庫県電機商業組合の

委託を受けて、廃家電の回収・運搬システムの運

営を行っている。 

さらに、最終処分場が不足している但馬地域に

おいて、地元建設業界からの要請を受けて、安定

型最終処分場を整備、平成 13 年 10 月から廃棄物

の受入を開始しており、その概要は第 3-4-69 図の

とおりである。 

なお、容器包装広域リサイクルシステム及びば

いじん・焼却灰の溶融処理のあり方等について引

き続き検討を行っている。 

※廃棄物処理センター：産業廃棄物等の処理施設の設置は、従前からの設備や技術では、適切な処理が困難な廃棄物が増大している

状況の中で、各種の法規制の強化等により困難になっていることから、公共の信用力、公的及び民間の賃金、人材、ノウハウを活用

した廃棄物の適正かつ広域的な処理施設の整備を図るため、廃棄物処理法による環境大臣の指定に基づく廃棄物処理センターとして、

国の認めた公益性の高い機関が、安全性と信頼性の確保を図りながら、廃棄物の適正な処理を行うための制度が導入されている。 

第 3-4-67 図 大阪湾フェニックス事業（埋立処分場の概要） 

        尼崎沖埋立処分場      泉大津沖埋立処分場 
・位  置  尼崎市東海岸町地先     泉大津市夕凪町地先 
・埋立面積  約 113ｈａ           約 203ｈａ 
・埋立容量  約 1,600 万 m3          約 3,100 万 m3 
        神戸沖埋立処分場      大阪沖埋立処分場（建設中） 
・位  置  東灘区向洋町地先      此花区北港緑地地先 
・埋立面積  約 88ｈａ          約 95ｈａ 
・埋立容量  約 1,500 万 m3         約 1,400 万 m3 

※全体計画の廃棄物埋立期間：平成元年度～平成 33 年度 
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              溶融処理センター 
・位  置  姫路市網干区網干浜 
・処理能力  ４０ｔ－ＤＳ／日×３基（ばいじん、焼却灰を下水汚泥と混合溶融） 

        但馬最終処分場 
・位  置  美方郡香美町香住区油良字ヨウロ 
・面  積  約７ｈａ 
・埋立容量  約 91 万 m3 
・埋立期間  平成 13 年度から 23 年度まで 

 環境クリエイトセンター事業 

第 3-4-68 図 

第 3-4-69 図 
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第５章 自然環境の保全と美しい環境の創造 

第１節 自然環境の保全 

 
第１ 自然環境の保全 

１ 地形と気象 

 兵庫県は、地形的にみると、標高 1,000m 内外の

中国山地がやや北寄りに東西に走り、日本海側と

瀬戸内海側との分水嶺をなし、その東は加古川の

谷によって丹波山地に相対している。南東部には

六甲隆起帯があり、明石海峡を経て淡路島に続い

ている。 

 但馬海岸は、典型的な沈降型海岸地形で、いわ

ゆるリアス式海岸となっている。これにひきかえ、

大阪湾から姫路に至る海岸は、六甲隆起帯にある

ため、隆起型の直線的で単調な海岸を示している。

揖保川以西と淡路島南西部は沈降型の海岸地形で

ある。 

 平野は、瀬戸内海に流れる諸河川の三角州と六

甲隆起運動との複合効果により、大阪湾及び播磨

灘に面したところに海岸平野として発達している。

これに対して、日本海側は、沈降型の地殻運動の

性格を強く反映して広い海岸平野の発達はなく、

各河川沿いに細長い谷底平野が見られるだけであ

る。 

 気候も、中国山地及び丹波山地を境にして、そ

の北と南で大きく異なっており、冬の日照時間と

降水量に顕著に差が現れる。すなわち、日本海側

は降雪日が多いのに反して、瀬戸内側は晴天続き

で異常乾燥の状態を呈する。 

 年平均気温は、神戸で 16.8℃、姫路で 15.4℃、

豊岡で 14.5℃、洲本で 15.3℃となっており、南北

差は小さい。特に、日本海沿岸で比較的温暖な気

候となっているのは、対馬海流の影響によるもの

である。降水量は、神戸で 687.0 ㎜、姫路で 753.5

㎜、これより北に行くにつれて増加し、豊岡では

2113.5 ㎜となっている。淡路島では南へ行くほど

多くなり、洲本では 900.5 ㎜であり、播磨灘沿岸

が最も少なくなっている（気温、降水量ともに平

成 17 年の数値）。 

 

 
 

２ 植生 

 自然環境の状況を把握する一つの方法として

「植生自然度」がある。これは、人為の加わって

いない自然草原や原生林から市街地や造成地など

の植生のほとんど残存しない地区までを改変の程

度の少ない順に 10 から１までランクづけしたも

のであり、土地の自然性がどの程度残されている

かを示す指標となる。 

 兵庫県の植生自然度の分布をみると、植生自然

度７の一般に二次林とよばれているコナラ林やア

カマツ林が最も広い面積を占めており、植生自然

度２の耕作地、緑の多い住宅地がこれに次いで広

い面積となっている（資料編第 6-1 表参照）。 

 一方、数ある植物群落のうち、原生林や湿原な

ど学術上重要なものや保護の必要なものとして、

「兵庫県版レッドデータブック※－2003－」にお

いて県内で 409 カ所が選定されている。 

 このうち、常緑広葉樹林は 159 群落あり、その

うちの大半は神社、寺院、仏閣の周りに残ってい

る樹林となっている。このことから、県下の自然

林の保全に、いわゆる「社寺林」が極めて大きな

役割を果たしていることがわかる。 

 常緑広葉樹林としてあげられた群落の多くは、

暖帯域の低山帯を主領域とするもので、中でもス

ダジイ、コジイで特徴づけられているシイ型森林

が半数を占めている。これに次いで、暖帯上部を

主領域とするウラジロガシ、シラカシ、ツクバネ

ガシなどが優占するカシ型の森林が目につく。 

 乾燥気候下の県南部臨海地のがけ状地に見られ

るウバメガシ林は７群落選ばれているが、特異な

ケースとして海岸から約 40 ㎞の内陸に生育して

いる西脇市の西光寺山や砂浜に生育している洲本

市の成ケ島があげられる。 

 一方、タブが優占するタブ型の森林は４群落選

ばれているが、県南部に位置するものは御津町室

津の賀茂神社のイスノキ・タブ林として、ただ１

群落しか残存していない。そのほか、暖帯林とし

ては、ヒメユズリハ林、イヌマキ林、シリブカガ

シ林、イチイガシ林が含まれている。 

 落葉広葉樹林と針葉樹林は合わせて 79 群落あ

り、いわゆる中間温帯域の群落としては、モミ・

ツガ型の森林、イヌブナ林が中央山地の南部に残

※レッドデータブック：環境省が、日本の絶滅のおそれのある野生生物の種についてそれらの生息状況等をとりまとめたもの。 
全世界レベルのレッドデータブックを編さんしている IUCN（国際自然保護連合）で、より定量的な評価基準に基づく新たなカテゴ

リーが平成６年に採択されたこと等を受け、わが国においても平成７年よりレッドデータブックの見直し作業を開始している。新し

いレッドデータブックは、レッドリストの公表後に作成しており、平成 18 年 8 月までに、｢爬
は

虫類・両生類｣｢植物Ⅰ(維管束植物)｣｢植

物Ⅱ(維管束植物以外)｣｢哺
ほ

乳類｣｢鳥類｣｢汽水・淡水魚類｣｢陸・淡水産貝類｣｢クモ形類・甲殻類等｣｢昆虫類｣が刊行済みである。 
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存している。一方、アスナロ林、カシワ林が日本

海側に残存していて、瀬戸内気候との相違をよく

反映している。 

 温帯域の群落では、ブナ林と谷あいの緩傾斜地

に成立するトチノキ林があげられている。 

 湿地植生は 56 群落あり、その一つは、西宮市の

甲山周辺にみられるように低海抜地の泥炭たい積

のない湿地にヌマガヤ、ミカヅキグサなど北方・

高地系の湿原草本、モウセンゴケ、ミミカキグサ

などを含むものである。 

 他は、香美町村岡区の大沼、養父市の古生沼な

どにみられるようにミズゴケ類やヤマドリゼンマ

イを伴った高層湿原的性格をもった湿原群落であ

る。 

 草地植生は 14 群落あり、砥峰高原や鉢伏高原の

ススキ草原など火入れや草刈りなどの人間活動に

よって維持されてきたものが多い。 

 河辺植生と池沼植生は合わせて 67 群落あり、そ

のうちの半数近くは播磨東部のため池に生育して

いる。 

 海浜植生は 21 群落あり、数少なくなった海岸砂

丘の海浜植物群落とシバナなどの塩沼地植物群落

がある。 
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 このほかに、ツメレンゲ、マツバランなどの岩

上植物群落やシャクナゲ個体群などがある。 

（注）群落の数は群落複合を含む数で、複数の異な

るタイプの群落を含む群落複合は重複して計上して

いる。 

 
３ 自然環境保全地域等の指定 

 県下の貴重な自然環境や身近で大切な自然環境

を保全し、次世代に引き継ぐため、「環境の保全と

創造に関する条例」に基づき、自然環境保全地域、

環境緑地保全地域、自然海浜保全地区及び郷土記

念物を指定し、指定地域等の中で行う一定の行為

については、許可または届出を要することとして

保全を図っている。現在の県下の指定状況は、第

3-5-1 表のとおりである。 

 

 
 
 

第 3-5-1 表 自然環境保全地域等の指定状況 

（平成 18 年３月末現在） 

自然環境保全地域 

16 カ所 

総面積 398.30ha 

自然的社会的条件からみて

当該自然環境（優れた天然

林、特異な地形・地質等）を

保全することが特に必要な

地域 

・置塩城跡コジイ林（姫路市

夢前町）など 
環境緑地保全地域 

36 カ所  

総面積 122.37ha 

市街地周辺または集落地若

しくはその周辺にある樹林

地、水辺地等で風致、形態等

が住民の健全な生活環境を

確保するために特に必要な

地域 

・保久良神社の森ヤマモモ林

（東灘区本山町）など 
自然海浜保全地区 

３カ所 

総延長 3,000m 

瀬戸内海の海浜地及びこれ

に面する海面のうち、海水浴

等のレクリエーションの場

として利用されており、自然

の状態が維持されている地

区 

・洲本市安乎など 
郷土記念物 

49 カ所  
植物及び地質、鉱物で地域の

自然を象徴し、県民に親しま

れ、または由緒由来があり、

特に保全することが必要な

もの 

・西方寺のサザンカ（篠山市

今田町）など 
 

 明石公園の大ラクウショウ（郷土記念物） 
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４ 貴重な野生生物等の保全 

(1) 改訂・兵庫の貴重な自然（兵庫県版レッド

データブック 2003） 

 貴重な野生生物、地形・地質など優れた自然

を積極的に保全していくため、兵庫県として保

全の対象とすべきものを明確にし、その分布状

況を把握することを目的として、平成７年３月

に「兵庫の貴重な自然（兵庫県版レッドデータ

ブック）」を作成したが、その後、新たな情報の

蓄積や前回作成時にあまり得られなかった生物

情報の収集が進んできたため、平成 10 年度より

改訂作業に着手し、その結果を平成 15 年３月に

「改訂・兵庫の貴重な自然（兵庫県版レッドデ

ータブック 2003）」として取りまとめた。 
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 県下の動物、植物、植物群落、地形・地質・

自然景観を対象に選定し、貴重性の高いものか

らＡ、Ｂ、Ｃのランク付けを行い評価をした。

調査結果の概要とランク区分は第 3-5-2 表のと

おりである。今回の改訂の特徴は、選定・評価

の対象として新たに動物ではクモ類、ウニ類、

ナマコ類、甲殻類、星口類、ユムシ類、ゴカイ

類、花虫類を、植物では蘚苔類を加えたことと、

植物群落において、前回あまり情報が得られて

いなかった湿地や海浜、草原などを選定したこ

とである。 

 
(2) 貴重な自然生態系保全・再生活動への支援 

 開発や乱獲、里地･里山の放置などによる自然

生態系の質の劣化等により、生物多様性の危機

が進行している一方で、ＮＰＯ等による自然環

境の保全・再生への実践活動が根付きつつある。 

このため、県民による自然環境保全活動の一

層の進展を図るべく、「改訂・兵庫の貴重な自然

（兵庫県版レッドデータブック 2003）」を基に、

貴重な自然生態系を有する地域のうち、緊急に

保全再生を行う必要がある２地域をモデル地域

として県民の参画と協働による貴重な自然生態

系の保全・再生活動を推進している。 

 各モデル地域では地域住民、活動団体、専門

家、県行政関係者、関係市町等による検討会で

自然生態系保全・再生活動実施計画を策定し、

保全・再生事業を実施している。 

[モデル地域] 

・播磨ため池群 

・氷ノ山周辺地域 

[実施スケジュール] 

・平成 16～17 年度 

 保全・再生活動実施計画策定 

・平成 17～21 年度 

保全・再生事業実施（平成 17 年度は計画の実

証事業として一部実施） 

第 3-5-2 表  調査結果の概要とランク区分

《動  物》 Aランク： 118 種 
Bランク： 134 種 
Cランク： 167 種 

《植  物》 Aランク： 285 種 
Bランク： 230 種 
Cランク： 227 種 

《植物群落》 Aランク：  56 力所 
Bランク：  115 力所 
Cランク： 205 力所 

《地形・地質・自然景観》 
Aランク：  51 力所 
Bランク： 173 力所 
Cランク： 220 力所 

◎動植物の貴重性ランク 
A ランク…県内において絶減の危機にひんし

ている種 
B ランク…県内において絶滅の危険が増大し

ている種 
Cランク…県内において存続基盤が脆弱

ぜいじゃく

な種 
◎植物群落、地形・地質・自然景観の貴重性ラ

ンク 
A ランク…規模的、質的に優れており、全国

的価値に相当するもの 
B ランク…A ランクに準じ、都道府県的価値

に相当するもの 
C ランク…B ランクに準じ、市町村的価値に

相当するもの 

 
５ 上山高原エコミュージアム※

 イヌワシなど貴重な野生生物が生息する新温泉

町上山高原とその周辺地において、豊かな自然環

境の保全や自然と共生した地域の暮らしを学び実

践する「自然環境保全・利用のモデル拠点」づく

※エコミュージアム：地域全体を 1 つの博物館に見立て、そのなかの自然及び文化遺産などをそのまま保存・展示し、それら
を生き物や自然の植生などとのふれあい、地域の自然や文化を学ぶことができる体験施設や地域活性化の場として活用しよう

という概念。 
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りを県民の参画と協働により進めている。18 年 7

月 29 日のビジターセンター「上山高原ふるさと

館」開館に伴い、地域住民を主体とした運営体制

の充実を図るとともに、ススキ草原やブナ林復元

等の自然再生活動、自然観察体験作業プログラム、

特産品販売等を実施している。 

・自然再生活動や自然観察等プログラム実施 

・イヌワシ生息状況調査等モニタリング調査 

・遊歩道の整備、ビジターセンター整備 

 
６ 里地里山保全再生モデル事業の実施 

 環境省のモデル事業（全国４カ所）として、兵

庫県南部（北摂）地域を対象に、行政・ＮＰＯ・

専門家等との連携による里地里山※の保全再生の

モデル事業を計画・実施し、全国に発信するため

の事業を 16 年度より進めている。 

・地域戦略の策定（平成 16～18 年度） 

・モデル事業の実施（平成 19～20 年度） 

 
７ 野生鳥獣の保護管理 

(1) 鳥獣 

 県下の野生鳥獣は、 変化に富む自然環境によ

り、生息する種類は豊富で鳥類 330 種、獣類 39

種が記録されている。 

 鳥類は、氷ノ山、扇ノ山など標高の高い山岳

地帯に、イヌワシ、クマタカなどのワシタカ類、

オオルリ、キビタキ、センダイムシクイ、ホト

トギスなど森林性の鳥類が生息、繁殖している。 

 また、冬期にはたつの市近藤池、尼崎市臨海

部、赤穂海浜公園などにカモ類が多数渡来し、

春秋期には西宮市浜甲子園干潟などにシギ・チ

ドリ類が渡来する。 

 しかし、近年人間社会の影響などにより鳥類

の生息環境が変化し、特に、希少なワシタカ類

や瀬戸内沿岸のヨシ原の壊滅によるオオヨシキ

リ、ヨシゴイ、バンなどへの影響が大きくなっ

ている。 

 一方、ヒヨドリ、ムクドリ、カラス類、キジ

バト、ドバトなど鳥類が増加傾向にあり、農作

物及び生活環境に被害を与えている。 

 獣類は、多くの種類が生息し、特徴的なもの

はイノシシ、シカ、サル、ツキノワグマなどで

ある。イノシシは全県に広く生息し、シカは神

戸・阪神地区及び播磨東南部の沿岸を除く広い

地域に生息している。サルは多紀連山、神河町、

佐用町、豊岡市、香美町、洲本市などに群れで

生息している。 

 これらの獣類は、人間の生活様式の変化など

により里山まで生活圏を広げ、人里に頻繁に出

没して、農林作物に被害を与えている。 

この結果、農林業被害や精神的被害が深刻に

なり、人と野生動物との「あつれき」が高まっ

ている。 

 また、外来種では、ヌートリアに加え、近年

アライグマによる農業被害、人家侵入被害が急

増し社会的問題になっている。 

 このため、第９次鳥獣保護事業計画（平成

14.4.1～平成 19.3.31）により、鳥獣の保護管

理に努めることとしている。 

 
 ア 鳥獣保護区の指定 

 野生鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区

を指定し、さらに、鳥獣保護区内で特に鳥獣の

保護繁殖上重要な区域については、特別保護地

区を指定している。 

 
 イ 休猟区の指定 

狩猟鳥獣の増加を図るために、３年以内の期

間を定めて設定している。平成 17 年度は１力所

1,950ha を解除した。 

 
 ウ 銃猟禁止区域の指定 

 銃猟により、人間などに危害を及ぼすおそれ

のある区域を危険防止のため設定している。平

成 17 年度は 4カ所 1,724ha を新規設定し、4力

所 232ha を拡大した。 

 平成18年4月1日現在の鳥獣保護区等の指定

状況は第 3-5-3 表のとおりである。 

第 3-5-3 表 鳥獣保護区等の指定状況 

区   分 個所数 面積(ha) 

鳥獣保護区 

（内特別保護地区） 

97 

（11） 

43,504 

(1,397) 

休猟区 2 2,987 

銃猟禁止区域 150 195,754 
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※里地里山：奥山と都市の中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成され、
かつては農林業などのさまざまな人間の働きかけを通じて、多様な生き物を育んできたが、近年、過疎化等による手入れ不足

や開発等により、質の低下や消失が進行している。 
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 エ 鳥獣保護員の配置 

鳥獣保護思想の普及啓発、鳥獣保護区等の管

理、狩猟の取り締まり等を行うため鳥獣保護員

を各県民局に配置している。 

・鳥獣保護員  48 名 

 
 オ 科学的・計画的な保護管理の推進 

人と野生動物との「あつれき」を解消し、調

和のとれた共存を図るため、科学的・計画的な

野生動物の保護管理（ワイルドライフ・マネジ

メント）を推進する。 

このため、生息地管理（森林など安定した生

息環境の保全と整備）、個体数管理（過密な生息

密度の適正化と危機的な減少の防止）、被害管理

（農林業や人身への被害を防除）を総合的に進

める。 

 
 カ その他の動物 

わが国の中央部に位置し、気侯や地形も変化

に富んでいる兵庫県は南方系の動物と北方系の

動物の分布の接点ともなっており、多様な動物

の生息が見られるとともに、多くの動物の分布 

の限界ともなっている。 

本県を特徴づける動物としては、両生類では

世界最大の「生きた化石」といわれるオオサン

ショウウオが内陸部の河川に生息しており、国

の特別天然記念物に指定され保護されている。

また、小型サンショウウオ類のアベサンショウ

ウオは但馬地域に生息しているが、全国で兵庫

県、京都府、福井県にのみ生息が知られている。 

は虫類では、全国で瀬戸内海沿岸地域の一部

に分布が限られているタワヤモリが家島群島及

び淡路島の一部に生息している。 

淡水魚類では、兵庫県が分布の東限になって

いるオヤニラミが河川の中流から上流に生息し

ている。 

昆虫類としては、全国でも極めて限られた場

所でしか生息が確認されておらず、最も絶滅の

おそれが強い昆虫の一つと考えられているベッ

コウトンボが播磨地域のため池で確認されてい

る。また、河川の汽水域のアシ原に生息するヒ

ヌマイトトンボは県内では円山川流域で平成４

年６月に初めて生息が確認されている。さらに、

湧水湿地に生息するヒメタイコウチは全国で兵

庫県南部と伊勢湾周辺のみに分布する昆虫であ

る。 

 
 
 
 

＜コラム＞森林動物研究センター（仮称）の整備について 

 兵庫県では、ワイルドライフ・マネジメント推進体制の確立を図るため、野生動物に関す

る調査研究の拠点施設として「森林動物研究センター」（仮称）の整備を進めている。 
（１）設置場所 丹波市青垣町 
   （平成１９年４月開設予定） 
（２）主な機能 
①野生動物に関する調査研究 
②行政施策の企画立案支援 
③被害現場対応の技術的支援 
④人材育成、県民への普及啓発 
⑤情報発信、ミュージアム機能 

（３）森林動物専門員・指導員（仮称）の配置 
   野生動物の保護管理の総合的推進、サルやクマの出没対策、野生動物被害に強い集落

環境づくりのコンサルティングなどを行う専門技術者を養成し、「森林動物専門員」とし

て研究センターに配置するとともに、野生動物との共生を可能にする森づくりの支援等

を行う「森林動物指導員」を各県民局に配置することとしている。 
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８ 特定外来生物対政策の推進 

(1) 目的 
  平成 17 年 6 月の特定外来生物による生態系
等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）

の施行を踏まえ、特定外来生物に係る生態系等

への被害を防止するため、NPO や市町、漁協
等関係団体等の協力を得て、生態系等への被害

の軽減や防止を図るための対策を実施している。 
 
(2) 実施状況 

 ア 普及啓発の取組 

  自然保護関係の機関紙「自然とともに」等を

通じて県民に特定外来生物について基本的な知

識等の普及啓発を行うとともに、自然観察指導

者研修会を開催し資質の向上を図っている。 
 
 イ 農林漁業被害対策 

①平成 18 年度にアライグマ防除指針を策定。 

   市町に対し防除計画を指導し、被害の軽減

を図っている。併せて、市町が実施するア

ライグマ・ヌートリアの捕獲・処分に対す

る支援を引き続き実施する。 

  
②外来魚対策については、河川や連続するた

め池で外来魚の食性調査を実施している。

また千種川、円山川で外来生物の駆除モデ

ル事業を行うとともに、緊急総合対策とし

て漁協の実施する駆除事業への支援を引き

続き行う。 
  
 ウ 人の生命・身体への被害対策 

  セアカゴケグモの出現箇所での防除や、カミ 
ツキガメ等に係る警察への技術指導、さらに動 
物由来感染症に係る疫学調査を行うとともに、 
県広報やホームページ等による危険な動物等の 
情報提供や疫学調査を踏まえた動物由来感染症 
の啓発を実施している。 

 
 エ 生態系保全対策 

①地域固有の生態系が残っており、②動植物

の種の多様性が高く、③貴重種も確認される

外来生物対策の急がれる県内 5つの地域（防

除優先実施地域）を平成 17 年度に選定し、
環境保全団体や市町、漁業協同組合、関係機

関等と協力して、対象となる特定外来生物を

防除していく。 
 
第２ 優れた自然の風景地の保護 

１ 自然公園地域の指定 

 優れた自然の風景地を保護するとともに、利用

の増進や保健・休養・自然学習に役立てるため「自

然公園法」により環境大臣が国立公園及び国定公

園を、「兵庫県立自然公園条例」により知事が県立

自然公園を指定している。 

 現在、県内では、これらの公園面積は県土の約

20％を占め、県内の優れた自然の風景地の保護を

図るとともに、県民の自然とのふれあい促進に重

要な役割を果たしている（資料編第 6-4 表）。 

 
第 3-5-4 表 県内の自然公園の指定状況  

         (平成 18年 3月末現在) 

公園区分 面 積 

(ｈａ) 自然公園の名称 

国立公園 

（２カ所） 19,458 
瀬戸内海（六甲地

域・淡路地域・西播

地域）、山陰海岸 
国定公園 

（１カ所） 25,200 氷ノ山後山那岐山 

県立自然公園 

（11 カ所） 121,357 

多紀連山、猪名川渓

谷、清水東条湖立杭、

朝来群山、音水ちく

さ、但馬山岳、西播

丘陵、出石糸井、播

磨中部丘陵、雪彦峰

山、笠形山千ヶ峰 
計（14 カ所） 166,015 － 
 
２ 自然公園の保護 

(1) 自然公園の保護管理 

 自然公園の優れた自然を保護するため、自然

公園を特別保護地区、特別地域、普通地域に区

分し（資料編第 6-3 表参照）、その地区内におけ

る開発行為（工作物の新築、木竹の伐採、土地

の形状変更など）について規制している。それ

らの許可などの状況は第 3-5-5 表のとおりであ

る。 
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第 3-5-5 表 自然公園許可届出等の処理状況 

                 （単位：件）   
種別 

 

 

 

 

年度 

工

作

物

の

新

改

増

築 

木

竹

の

伐

採 

土

石

の

採

取 

土

地

の

形

状

変

更 

水

面

の

埋

め

立

て 

広

告

物

の

設

置 

そ

の

他

計 

平成 8年度 162 3 14 12 4 9 48 252

平成 9年度 146 4 7 13 1 5 45 221

平成 10 年度 204 2 24 7 4 4 55 300

平成 11 年度 206 4 14 11 3 18 35 291

平成 12 年度 42 0 3 10 0 1 2 58 

平成 13 年度 34 7 5 7 0 4 5 62 

平成 14 年度 30 4 1 11 0 0 4 50 

平成 15 年度 33 12 4 7 0 5 3 64 

平成 16 年度 48 8 6 8 1 1 12 84 

平成 17 年度 34 5 3 8 0 0 6 56 

 

 (2) 国立公園内の美化清掃活動 

 自然公園には多くの人々が訪れるため、散乱

ごみの問題は、自然環境の保全上も、利用者に

不快感を与えないためにも解消する必要がある。

自然公園法では、国・県・市町・地元が協力し

て国立公園内の公共の場所における自然環境を

清潔に維持するものとしている。  

 そのため、昭和 52 年度に「兵庫県自然公園美

化推進協議会」が設立され、国立公園内の主要

な利用地域において、ごみ等の廃棄物の収集・

処分の事業を実施するとともに「ごみ持ち帰り」

の啓発運動を推進しており、県はこの協議会に

対し、清掃活動費の一部を支出している。 

 
団体名 重点清掃地域 

兵庫県自然公園 
美化推進協議会 

(瀬戸内海国立公園) 
六甲山、慶野松原、鳴門岬、

赤穂御崎、由良・三熊山 
 
(山陰海岸国立公園) 
玄武洞、竹野、香住、浜坂 

 
 

(3) 自然公園指導員の設置 

 自然公園の風景を保護し、その利用の適正化、

動植物の保護、自然環境の美化及び事故の予防

を図るため、環境省により委嘱された自然公園

指導員が、利用者の指導、情報収集等を行って

いる。現在、本県では 64 名の指導員が活動して

いる。 

 
第３ 自然保護活動の推進 

１ 自然保護指導員の配置 

 自然環境の保全と自然の適正利用に関する思想

の普及啓発を図るため、自然についての高度な知

識・経験を有する者を自然保護指導員として配置

し、自然環境の保全活動を積極的に推進している。 

 

(1) 現員    40 人 
(2) 活動内容 

   ・自然公園、 自然環境保全地域等の巡回 
   ・自然保護、 自然の適正利用の指導 
 
２ 自然観察指導者研修会の開催 

 自然観察等の指導に携わる者の資質向上を図る

ため、(社)兵庫県自然保護協会と共催で、研修会

を開催している。 

 平成 18 年度は「都市の自然」をテーマとして、

明石公園内に生息する虫や鳥、植物や、明石周辺

の地質などについて学び、あわせて活動の意見交

流を行った。（８月開催） 

 

３ ナチュラルウオッチャー制度の実施 

 県民の自然観察活動を促進するとともに、自然

環境の保全を県民参加のもとに推進するためナチ

ュラルウオッチャー制度を(財)ひょうご環境創造

協会の協力を得て実施している。県民の自然環境

保全への意識、身近な自然とのふれあい、保全・

再生の取り組みへの気運の高まりなどを背景に、

18 年度からは、地域の自然環境の保全再生への積

極的な参画意欲のある県民を、「ナチュラルウオ

ッチャーリーダー」として登録し、自然環境地域

の保全再生テーマへの自主的な活動の育成や相互

の連携等を図っていく。併せて、「自然とともに」

（新装版・年 2回）の発行など、県民への普及啓
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発、情報提供を効果的に推進していく。 

ナチュラルウオッチャー登録者には「活動の手

引き」や情報誌「自然とともに」を送付するとと

もに、貴重な自然等に関する情報の収集、提供に

取り組んでいる。 

また、現在のナチュラルウオッチャーに加え、

新たに自然環境保全団体等を通じて「ナチュラル

ウオッチャーリーダー」の新規募集の呼びかけを

行っている。 

 
ナチュラルウオッチャー 
・平成 18 年 12 月末現在登録者数  11,170 名 

ナチュラルウオッチャーリーダー 

・平成 19 年１月末現在登録者数     103 名 
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第２節 美しい環境の創造 

第１ さわやかみどり空間の創出 

１ ゆとりのある空間の確保 

 安らぎを感じるさわやかな空間の創造に県民自

らが取り組むことを広げるための普及啓発やセミ

ナーの開催を行っている。 

 
(1) 花と緑あふれる美しい県土づくり 

 コンクールの実施やみどりの章の授与をはじ

め、各種広報媒体を活用して、県民への普及啓

発を進めている。 

 
ア ひょうご花と緑のコンクールの実施 

県民による花や緑に満ちたまちづくりの促進

を図るため、家庭や職場・学校・まちかど等で

四季折々に育てられている花や緑の優良事例を

顕彰している。 

○募集部門  家庭緑化部門、学園緑化部門、

職域緑化部門、コミュニティ

緑化部門 

○応募件数 253 件(平成 17 年度) 

○表彰件数 109 件(平成 17 年度) 

 
 イ みどりの章の授与 

県民運動の啓発と参加意欲の高揚を図るため、

緑化・環境美化・まちづくりなど日常的で身近

な活動により、さわやかな県土づくりの推進に

貢献した個人や団体を顕彰している。 

○授与件数 15 件(平成 17 年度) 

 
(2) 緑化セミナーの開催 

 県民による緑化活動のより一層の普及を図る

ため、緑化活動に興味を有する県民や実践者等

を対象に、花と緑を活用した地域づくりについ

て考えるセミナーを開催している。 

 ○参加人員 300 人(平成 17 年度) 

 
２ 豊かで多様なみどりの創出 

 「さわやかみどり創造プラン」に基づき、豊か

で多様な緑を創出するため、緑の量の創出や質の

向上、県民の主体的参画による緑化の推進等の取

組を総合的に推進している。 

 
(1) さわやかみどり創造プランの推進 

 「さわやかみどり創造プラン」（計画期間：平

成 13～22 年度）は、県の緑に関する施策の長期

的な方向を示す総合計画であるとともに、県民、

ＮＰＯ、事業者、行政等が参画と協働により取

り組む指針として、平成 13 年 3 月に策定した。 

 「確保を超えて創造へ」を推進コンセプトに

緑の“量に加え、質に配慮した緑の創造”をめ

ざし、緑の量の創出や質の向上、県民の主体的

参画による緑化の推進に関する取組を総合的に

推進している。 

 緑の量の創出については、①新たな手法を導

入した今後のモデルとなる緑の創造 ②地球温

暖化防止の一環となる二酸化炭素の吸収源の確

保を図る緑づくり ③循環型社会の基盤となる

緑づくり ④緑のまとまりやつながりを重視し

た緑のネットワークづくりに重点的に取り組ん

でいく。 

 また、緑の質の向上については、“植える”こ

とから“育てる”ことを重視し、緑を適切に維

持管理するとともに、地域特性を踏まえた緑の

保全、創造を進めていく。 

 さらに、県民の主体的参画による緑化の推進

については 21 世紀の成熟社会に対応した“参画

と協働”による新たな緑の保全・創出の仕組み

づくりを進めていく。 

 
(2) 建築物及びその敷地の緑化の推進 

 「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、

これまでの建築物の緑化に加え、平成 18 年 10

月からは市街化区域内の建築物の敷地の緑化を

義務付け、都市緑化の一層の推進を図っている。 

また、民間施設における建築物の緑化の取組

を支援するため、助成制度を設けている。 

 
(3) 県民まちなみ緑化事業の実施 

平成 18 年度から課税が開始された県民緑税

を活用し、都市地域における防災性の向上や環

境改善などを図るため、住民団体等が公園、学

校、住宅地等で行う緑化や、駐車場の芝生化、

建築物の屋上緑化等に対して、苗木の購入費や
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必要となる緑地整備費等の実費相当分の補助を

行っている。 

 

(4) さわやかみどり創造のための基金助成 

 県が公共事業等によって減少させた緑の機能

を長期的な視点から確保するため、その財源を

緑化基金へ拠出し、森林など緑の有するさまざ

まな公益的機能を高めるための事業など、さわ

やかみどり創造のための施策を進めている。 

 ア 緑のパトロールの実施 

植樹後の維持管理と地域の風景と調和した修

景緑化を推進するために、「緑のパトロール隊」

を設置して、道路沿線の樹木の育成、管理状況

の点検指導を行うとともに、緑化活動を行う住

民の育成・支援を行っている。 

〔主な事業〕 

（ｱ）公共施設等の樹木の育成、管理状況の点検

指導 

（ｲ）点検結果に基づく応急措置 

（ｳ）住民団体に対する資材提供 

（ｴ）空き地等の修景緑化（道路沿線の緑化） 

  ・配置状況（県下全域に配置） 

  緑のパトロール隊 19 人 

 
イ 花・緑団体レベルアップ支援事業 

地域に根ざした県民の緑化活動を幅広く支援

するために、他団体との交流や支援活動を実践

するなど、先導的な緑化活動を展開している団

体を支援する。 

・助成団体数 12 団体（平成 18 年度）  

〔助成内容〕 

・広報誌・パンフレット作成費、学習セミナ

ー・シンポジウム等の開催費、一般県民や

他団体への技術指導や普及啓発にかかる地

盤整備・資材費等 

・限度額：100 万円 

 
 ウ 花のあるみちづくり事業 

花と緑あふれるさわやかな県土を創造すると

ともに、本県のイメージアップを図るため、プ

ランターの設置による花のあるみちづくりを進

めている。 

〔対象路線〕 

国道 175 号など 37 のモデル路線 

 

 エ 県民運動等による緑化推進事業 

県民運動による「さわやかみどり創造プラン」

の着実な推進を図るため、地域住民の緑化活動

の場づくりや、県民・企業等による植樹活動を

支援している。 

・住民組織の育成・支援 

 

 オ 花と緑のまちづくり研究所の運営支援 

さわやかな県土づくりの積極的な推進を図る

＜コラム＞ 屋上緑化 
建築物の屋上や壁面の緑化は、植物が建物を覆うことや植物の蒸発散作用により建物への

蓄熱が抑えられ、ヒートアイランド現象の緩和に効果を有することから、近年、注目を集め

ています。 

 

 屋上緑化等の主な効果 

  身近な環境改善効果…火災延焼防止、空気の浄化、騒音低減、豊かさ安らぎ感の向上 

  経済的効果…建築物の保護効果、省エネルギー効果、集客・宣伝効果 

  都市の環境改善効果…ヒートアイランド等の軽減、雨水流出の緩和、都市景観の向上 

 

 建築物の屋上や壁面の緑化は、こうした様々な効果を有し、緑化可能地が限られた都市部におい

て総合的な緑化を進めていく上で、公園や街路樹の整備等とともに重要な役割を果たすことから、

兵庫県では建築物を新たに緑化スペースとしてとらえ、建築物の緑化を推進しています。 
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ため、幅広く関連分野の専門家の英知を結集し、

花と緑による美しい地域景観の創造に関して、

調査研究及び提言を行うとともに、市町等の行

う事業や県民の実践活動への支援を行っている。 

（ｱ）花と緑を中心とする地域景観の創出手法等

に関する調査及び研究 

（ｲ）市町、民間団体及び県民等の行う実践活動

に対する指導、助言 

（ｳ）機関誌の発行など県民、実践活動団体等に

対する普及啓発 

（ｴ）花いっぱい運動推進員の設置及び花いっぱ

い運動地域ワークショップの開催 

（ｵ）ひょうごガーデンマイスターの設置 

 

(5) ひょうごグリーンネットワーク事業 

 被災地の緑を取り戻し、「いのちある街」に再

生するために開始された「ひょうごグリーンネ

ットワーク」運動の呼びかけにより全国から提

供された寄付金等を受け入れ、被災地の復興に

合わせ、樹木の植栽を進めている。 

 
第 3-5-6 表 ひょうごグリーンネットワークによ

る植樹実施状況 

    (平成 18 年 3 月末現在) 

区  分 
植樹本数 

（平成 8 年度からの累計）

寄付金による植樹事業 133,687 本 

提供苗木による植樹事業  16,702 本 

グリーンボランティアによる植樹 155,467 本 

計 305,856 本 

 
第２ 自然とふれあいの場の整備 

１ 自然豊かな親しみやすい水辺空間の創造 

 水がわれわれに与えてきた風土と文化を子孫に

継承するため、水質浄化はもちろんのこと、うる

おいと親しみのある水辺空間の保全と創出を行う

ことにより、水とのふれあいを促進している。 

 
(1) 流域水環境保全創造指針 

 河川流域の水質、水量、水生生物、水辺地等

の水にかかる環境の保全と創造のための総合的

な流域水環境保全創造指針を定め、流域の特性

に応じ良好な水環境の保全と水辺空閤の創造を

めざした取組を推進している。 

 
(2) 水辺空間の整備 

 河川、海岸、ダム、砂防、港湾などの水辺空

間について、県民が水と緑に親しみ、ふれあえ

る場を創出するため、千種川等で、ふるさとの

川整備事業を実施するとともに、武庫川では水

辺区間とまちづくりを一体的に整備するマイタ

ウン・マイリバー整備事業を実施している。ま

た、青野ダムでダム湖利用適正化の推進に引き

続き取り組むとともに、魚道整備を行い、その

利活用や、機能検証を進めている。 

 加えて、岡城川（宍粟市）ほかで渓流の環境

に配慮した砂防事業を実施するとともに、尼崎

西宮芦屋港ほかにおいて、親水機能を高める港

湾環境整備事業等を実施する。 

 
２ 優れた景観の形成 

 長い歴史の中で積み重ねられ構築されてきた風

景と伝統的なまちなみは、地域の文化を代表する

ものであることから、美しい景観の形成を促進す

るための施策を展開している。 

 
(1) 景観の形成等に関する条例の施行 

 さわやかな県土づくりの一環として、優れた

景観の形成等を図ることを目的に制定した。条

例の柱である「景観形成地区の指定」「風景形成

地域の指定」「星空景観形成地域」「大規模建築

物等の届出」等の円滑かつ積極的な運用により、

現存している優れた景観の保全と魅力ある新た

な景観の創造を推進している。 

  また、平成 18 年度からホテル・旅館、パチン

コ店などの特定建築物について、事業者が計画

段階から住民の意見を聴くなどの手続きを盛り

込んだ景観影響評価制度を導入し、優れた景観

形成を図るための誘導を図っている。 
 
(2) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例の施行 

地域の独自性と主体性を生かしつつ、適正な

土地利用の推進、森林の保全、緑化の推進並び

に優れた景観の形成により、緑豊かな地域環境

を形成し、自然的環境と調和した潤いのある地
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域社会の実現を図っている。 

 
(3) 屋外広告物条例の施行 

屋外広告物の持つ機能や役割に配慮しつつ、

美観風致を維持し快適な生活空間を創造するた

め、広告景観対策を実施している。 

  また、平成 18 年度は「のじぎく兵庫国体」の

開催に向けて違反対策を強化し、県、警察、市

町、電力会社をはじめ、住民ボランティアや関

係団体等の協力を得ながら定期的に合同パトロ

ールを実施した。 
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３ 自然とのふれあいの推進 

 豊かな自然とその生態系を県民共有の財産とし

て次の世代に引き継ぐため、 地球環境保全の視点

から生態系の破壊を未然に防止し、 エコロジカル

な地域づくりを進めるための施策を展開している。 

 
(1) 自然公園の利活用 

ア 県内の自然公園の利用状況 

 平成 17 年の県内の国立公園、国定公園及び県

立自然公園の利用者数は、約 31,971 千人であっ

た（第 3-5-7 表）。 

 
 
 

第 3-5-7 表 県内の自然公園利用者数（単位:千人） 

年

種別 
平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

国立 

公園 
16,789 16,820 16,098 15,757 16,268

国定 

公園 
2,773 2,735 2,627 2,603 2,577

県立自

然公園
11,290 12,424 12,809 13,057 13,126

合計 30,852 31,979 31,534 31,417 31,971

 

イ 自然公園施設の整備・利用促進 

 自然公園において、利用者が安全で快適に自

然とふれあえる場づくりを進めるため、公園計

画の利用計画に基づき、施設の計画的な整備、

更新、維持管理を行うとともに、施設の利用促

進を図っている。 

(ｱ）上山高原エコミュージアム事業の推進 

   上山高原のエコミュージアム活動の推進を

支援するフィールドの施設整備を行っている。 

 
 
 
 
 
 

＜コラム＞ 上山高原エコミュージアムでの自然再生活動 －ブナの森復元活動－ 
 
上山高原では、かつてのブナの森を復元 

するための活動を行っています。 

 まず、スギを適度に伐採し、林の中を明 

るくし、切ったスギはさらに適当な長さに 

切り、段組みにまとめます（ウサギなどの 

隠れ家になります）。 

土を掘るなど地拵
ごしら

えを行い、ブナなどの 

広葉樹の苗を植樹します（苗は、地域で採 

取した種子から育てたものを使います）。 

植栽後は苗が大きくなるまで下草刈りを 

行います。 
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場 所 整備年度 整備内容 

平成15 

年 度 

・避難小屋の建築 
・自然学習歩道の整備
（丸太階段・木道） 

平成16 

年 度 

・自然学習歩道の整備
（歩道・学習案内版） 
・サブ拠点２カ所 駐車場

新温泉町 

上山高原 

 

平成17 

年 度 

・ビジターセンター１棟
駐車場 
・自然学習歩道の整備
（歩道・案内板等） 
・ビジターセンター展示
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(ｲ) 氷ノ山自然学習歩道の整備 

氷ノ山後山那岐山国定公園の豊かな自然を

保全するとともに、環境学習の場として利用

者に提供するため、施設整備を行った。 

場 所 整備年度 整備内容 

養父市 

氷ノ山 

平成16～

18年度 

既設登山道の整備 

（丸太階段・案内板等） 

四阿
あずまや

の整備 

 

(ｳ) 近畿自然歩道の利用促進 

   県のホームページでのコース紹介などによ

り、近畿自然歩道の利用促進を図っている。 

路線延長 約590㎞（１日コースの合計） 
完成年度 平成14年度 

施   設 標識類、休憩所、トイレ等 

路   線 山陽路ルート､淡路島ルート､日本

海沿岸ルート､子午線円山川ルー

トの４ルート（65の１日コースが

ある） 

そ の 他 「兵庫の環境」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで紹介 
URL 

http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN

/apr/hyogoshizen/shizenhodou/ 

 
(ｴ) 竹野ｽﾉｰｹﾙｾﾝﾀｰ・ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰの利用促進 

豊岡市竹野町に位置する竹野ｽﾉｰｹﾙｾﾝﾀ ・ーﾋﾞ

ｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰでは、スノーケル教室や磯観察会・

野鳥観察会・ネイチャークラフトなど、自然

に親しみ、自然への理解をより深めるための

プログラムや行事を企画・開催している。 

こうした取組を支援し、海の環境学習をよ

り一層推進するため、運営経費の一部を負担

している。 

 
 

 (2) 六甲山地区国立公園編入５０周年記念イベ

ントの開催 

平成 18 年５月に六甲山地区が瀬戸内海国立

公園に編入されてから５０周年を迎えたことを

契機として地域の活性化に資するため、「六

甲・まや・有馬エコツーリズムフェスタ」の開

催などにより、自然とのふれあいや環境学習、

エコツーリズムの推進を図った。 
 

ア 六甲・まや・有馬エコツーリズムフェスタ

の開催 

「おしゃれに自然を楽しもう、みんなの六

甲摩耶・有馬」をコンセプトに展開する各種

イベントを支援するとともに、エコツーリズ

ムフォーラムを開催し、六甲摩耶・有馬地区

のエコツーリズムの定着を図った。 
なお、６月５日に実施したエコツーズムフ

ォーラムにおいて、児童、町内会長、婦人会

長等市民が中心となって「六甲山の日」宣言

が行われ、６月５日を「六甲山の日」とする

ことが満場一致で承認された。 
○実施主体：六甲まや有馬エコツーリズムフ

ェスタ実行委員会（神戸県民局、

神戸市、環境省、地元運輸・観

光事業者等で構成） 
○期  間：平成１８年５月～７月 
○イベント：六甲・まやカーニバル＆チェン

ソーアートフェスティバル、エ

コツーリズムフォーラム等約１

２２イベント 
○集 客 数：約１８万人 
○エコツーリズムフォーラムについて 
  開 催 日 平成１８年６月５日 
開催場所 神戸市立灘区民ホール 
内  容 基調講演、児童による発表、リ

レートーク等 
参加者数 約３５０人 
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                             本館のレクチャールームでは、「六・三・一環

境学習セミナー」のほか、様々な団体による講

演やセミナーなどが開かれており、センター周

辺を利用した自然観察会なども実施されている。   

イ 六甲山自然保護センターにおける六甲山

地区国立公園編入５０周年記念展の実施 

     六甲山の自然や文化にふれあいながら
六甲山の自然を守り育てる心を育む環境学

習・教育の充実を図るため、六甲・まや・

有馬エコツーリズムフェスタ開催期間を中

心に、県立人と自然の博物館と連携して六

甲山自然保護センターにおいて企画展示や

セミナーを実施した。 
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ウ 六甲山健康づくりウォーキングの普及 

国立公園六甲山地区整備促進協議会が実

施する記念ハイキングと連携し、兵庫県健

康財団の協力を得て、山歩きを通じて楽し

みながら健康づくりを行うウォーキングの

普及を図った。 

 ・時期 平成１８年５月３日 

 ・場所 県立六甲山自然保護センター 

 ・内容 専門家による健康づくり講話、健

康チェック（健康増進プログラム）

等 

  
 エ 「Mt.Rokko JAZZ Fsetival」の開催 

六甲山地区国立公園編入５０周年を記念

する各種イベントのメイン事業として、ま

た、「のじぎく兵庫国体」で神戸を訪れる人

たちをおもてなしし、神戸の魅力を発信す

る事業として、神戸が発祥地であるジャズ

の祭典を六甲山上で開催した。 
 ・時期 平成１８年１０月１日 

 ・場所 六甲山カンツリーハウス 
 

(3) 県立六甲山自然保護センターの運営 

県立六甲山自然保護センターは、昭和５０年

に開設し、瀬戸内海国立公園六甲山地区のビジ

ターセンターとして、六甲山の自然や文化など

を写真パネルや標本展示、ビデオなどにより紹

介している。 

当センターには、本館、六甲山ガイドハウス

(分館)、休憩所などの建物があり、研修や休憩

の場としても利用できるようになっている。 

六甲山ガイドハウスは、平成 17 年に開設した

もので、六甲山の魅力を総合的に情報発信する

案内所機能を備え、ボランティアガイド「山の

案内人」の活動拠点ともなっている。 

場  所 
平成17年度

利用者数 

神戸市灘区六甲山町（記念碑台） 63,394 人 

 

 

 
 

県立六甲山自然保護センター本館 
 

 
 

六甲山ガイドハウス 
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(4) 県立南但馬自然学校の運営 

県立南但馬自然学校は、朝来群山県立自然公

園の一画にあり、広大な自然環境を活用して、

野生味あふれる「ふれあい体験」ができる自然

学校受け入れ施設である。 

 分散型の生活棟が６棟、雨の中でもファイア

ーができる大屋根広場、そのほか、食堂棟、浴

室棟、自然観察館、但馬ふるさと館、フレッシ 

ュエアーテント、野外キッチン、自然観察路な 

どの施設が整備されている。 

 平成 17 年度は、自然学校利用延べ約３万２千

人、自然学校以外の利用延べ約１万６千人が、

自然とのふれあい、人とのふれあい、地域との

ふれあい活動を展開した。 

 また、自然学校の児童の受け入れだけでなく、

教員を対象とした自然学校指導者講座、一般・

大学生、施設職員を対象とした自然学校指導者

養成研修を実施するとともに、自然学校の先導

的プログラム開発や自然学校に関する調査研究

さらには、自然学校の情報提供を行っている。 

 

 
 
 
 
 

 

 

(5) 三木山森林公園の運営 

 三木山森林公園は、多様な森林を育成し、豊

かな緑の中で勤労者をはじめ広く県民の文化活

動及びレクリエーション活動の促進を図ること

によって、森林とのふれあいを深めることがで 

きる公園である。 

 公園区域は約 81ha の広がりがあって、森林は

コナラ等の落葉広葉樹が多く、新緑・緑陰・紅

葉・冬枯れといった四季折々の雑木林の美しい

姿を提供しており、来園者は開園 12 年で 500

万人を突破するなど多くの県民に利用されてい

る。 

 この森林公園内に、大芝生広場・イベント広

場をはじめ、森の文化館（音楽ホール・展示ホ

ール等）・森の研修館（会議室・緑の相談室等）・

森のクラフト館・茶室・森のバーべキュー広場 

等の利用施設を点在的に配置しており、森のコ 

ンサート・親子木工教室・野烏観察会等の森を

媒介とした各種イベントの開催により、人と森 

林とのふれあいを深めるとともに、これらの施

設の利用促進を図っている。 

 

 
 
 
 
 

＜コラム＞ 竹野スノーケルセンター・ビジターセンター 
 竹野スノーケルセンター・ビジターセンターでは、山陰海岸国立公園の優れた自然や、竹野地区の

海や川・野山に暮らす生き物たちとその環境とのつながりについて、ハイビジョンやオープンジオラ

マ、リアルタイム映像などを通じて紹介している。 
 また、スノーケル教室や磯観察会・野鳥観察会・ネイチャークラフトなど、自然に親しみ、自然へ

の理解をより深めるためのプログラムや行事を企画・開催している。 
 
場 所：豊岡市竹野町切浜字大浦 1218 
開館時間：午前９時～午後４時 45 分 
休 館 日：無休（年末年始は休み） 
入 館 料：無料。スノーケル教室､観察会等は有料。 
T E L：0796-47-1932  
H P：http://www.takeno-scvc.jp/ 

 
※ スノーケル教室に必要な機材はセンターで 
用意しており、初めての方や泳げない方でも、 
インストラクターが丁寧に指導している。 
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スノーケル教室 
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(6) 丹波の森公苑の運営 

生活創造センターの第 1号施設である丹波の 

森公苑は緑豊かな森とのふれあいや創作活動へ

の主体的な取組、地域や世代を超えた交流など

が展開される丹波の森構想の推進拠点であり、

また、新しいライフスタイルづくりやこころ豊

かな丹波づくりの活動・交流拠点の場となる施

設である。 

・設置場所 丹波市柏原町柏原 5600 

・主要施設 生活創造センター(会議・セミナー

室、 多目的室、創作工房等)ホー

ル(プロセニアム形式※の舞台（800

人収容)、練習室・楽屋、アトリエ

(絵画棟、彫刻棟) 

スポーツ施設（多目的グラウンド、

テニスコ一ト８面）、親水河川、

芝生広場、イベント広場、主幹園

路等（プロセニアム形式） 

・主要事業 住民主体（学び・実践）の地域づ

くり（地域創造市民塾「森の市民

塾」、丹波の森フェスティバル等）、

丹波情報の全国発信（情報誌「丹

波の森」発行等）、地域を愛する丹

波っ子の育成（丹波の森子ども美

術クラブ等）、食と暮らしの安全・

安心（食の安全・安心相談室、消

費者セミナー等）、豊かな芸術文化

育成（丹波の森アートフェスティ

バル等）の各事業 

 
154 ※プロセニアム形式：プロセニアム・アーチというガクブチ状の構造物で、舞台を縁取ってあるタイプの劇場のこと。 
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第 3-5-1 図 自然公園配置及び自然歩道図（平成 18 年 3 月 31 日現在） 
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４ 特色ある地域環境の創造 

 地域の自然条件、時代の文化、人々の暮らし方

等を反映し、ゆとりとうるおいに満ちた個性と魅

力にあふれたまちづくりを行うため、緑化をはじ

めとする県民運動が活発に展開できるよう支援を

行っている。 

 
(1) 全県花いっぱい運動の推進 

 淡路花博を契機にその理念を継承し、全県で

花をいかしたまちづくりを県民運動として推進

するため、現在、県及び市町等で個別に実施さ

れている各種花づくり支援事業や県内各地の花

づくり活動団体等との連携を図ることにより、

新たに「全県花いっぱい運動」として展開し、

美しい県土の実現を目指す。 

 
（2）淡路景観園芸学校の運営 

 淡路景観園芸学校は、「景観園芸」という新し

い概念を実践する教育研究機関として、平成 11

年４月に津名郡北淡町（現淡路市）に開校した。 

大学卒業者を対象にした「景観園芸専門課程」、

園芸療法の指導者を養成する「園芸療法課程」、

一般の方も参加できる「まちづくりガーデナー

コース」等多彩な課程が開設されている。 

 平成 18 年度は、自治体職員、社会人、実務者

を対象にした「自然環境ＧＩＳ入門コース」、自

然保護教育の指導者を養成する「自然観察指導

員講習会」、県民の方を対象に竹林と上手につき

合う方法を学ぶ「竹林の維持管理手法の習得」

等を開設している。 
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第６章 地球環境問題への対応 

第１節 地球温暖化防止対策の促進 

 
第１ 地球温暖化対策の動き 

 地球温暖化問題は、全世界的な問題であること

から、「気候変動に関する国際連合枠組条約」（平

成６年３月発効）に基づき、国際的に取組が進め

られており、平成９年 12 月に京都で開催された

「気候変動に関する国際連合枠組条約第３回締約

国会議（ＣＯＰ3）」において、「京都議定書」が

採択され、平成 16 年 11 月にロシアが参加したこ

とにより要件が満たされたため、平成 17 年２月

16 日に発効した。 

 その主な内容は、①先進国については、温暖化

ガスの排出量を 2008 年から 2012 年までの第１約

束期間に 1990 年レベルから５％削減する（我が国

は、６％削減）②温暖化ガスの対象は、二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素、ＨＦＣ（ハイドロフ

ルオロカーボン）、ＰＦＣ（パーフルオロカーボ

ン）、ＳＦ6（六ふっ化硫黄）の６種類のガスとす

る③柔軟性のある国際的仕組み（京都メカニズム）

として「排出量取引」「共同実施」「クリーン開

発メカニズム※」等の措置を認める、等である。 

 京都議定書の発効を受けて「地球温暖化対

策の推進に関する法律」の平成 14 年改正法が

全面施行され、それに基づき政府は京都議定

書の約束を守るための「京都議定書目標達成

計画」を平成 17 年４月に策定した。 

 また、平成 17 年６月に「地球温暖化対策の

推進に関する法律」を、平成 17 年８月には「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律（省エ

ネ法）」を改正し、地球温暖化防止に向けて

取組の強化を図った。 

 本県においても、地域から地球温暖化対策に

積極的に貢献していくため、平成８年３月に策定

した「兵庫県地球温暖化防止地域推進計画」を見

直し、県民・事業者・行政の温暖化ガス排出量削

減対策のマスタープランであり、それぞれの主体

の具体的行動指針となる「新兵庫県地球温暖化防

止推進計画」を平成 12 年７月に策定（平成 18 年

7 月に改訂）し、削減量を数値化した対策に基づ

いて取り組むこととした。 

＜コラム＞ 地球温暖化のしくみ 
 大気中の微量に存在する二酸化炭素、メタン、一酸

化二窒素、フロン等は、地表面から反射される赤外線

を吸収する性質があり、大気の温度を上昇させる。こ

の働きがちょうど温室に似ていることから、このよう

な効果を持つ気体を温暖化ガスという。 

 温室効果は、大気に元来備わっているもので、これ

がないと地球の地表面温度は－18℃と推計されてい

る。 

 しかし、人間活動の活発化にともなって温暖化ガス

の濃度が増加することにより地球の平均気温が上昇

してきており、これを地球温暖化と呼んでいる。 

この地球温暖化に対する寄与が大きいのが二酸化炭

素で、その寄与率は地球全体で 64％となっている。

【地球温暖化のメカニズム】 

＜コラム＞ 地球温暖化の影響 
二酸化炭素がどのような速度で増えていくのかは、

将来の石油、石炭などの燃料の使用量によって異なる

が、平成13年４月のＩＰＣＣ(気候変動に関する政府

間パネル)第３次報告によると、温暖化ガス排出抑制

策がほとんどとられなかったとすると、21世紀末に

は、1.4～5.8℃の平均気温上昇、約9～88㎝の平均海

面水位の上昇、極端な高温等の気象変動の極端化が予

測されている。 

こうした温度上昇のため、海面水位上昇による土地

の喪失、豪雨や干ばつなどの異常気象の増加、生態系

への影響や砂漠化の進行、農業生産や水資源への影

響、マラリアなど熱帯性の感染症発生数の増加など、

私たちの生活にもさまざまな影響が出ると予測され

ている。 

※クリーン開発メカニズム：京都議定書で定められた温暖化ガス排出量を削減する国際制度（京都メカニズム）の一つで、先
進国が途上国で地球温暖化対策を実施した場合にその削減分の一部を自国の目標達成に利用することができる制度。 
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 また、地球温暖化対策推進法に基づき、県では

普及啓発の拠点になる「兵庫県地球温暖化防止活

動推進センター」として、平成 12 年４月に（財）

ひょうご環境創造協会を指定し、県民に対しきめ

細かな普及啓発を行うとともにプランナー・コー

ディネーターとしての活動をボランティアで行う

「兵庫県地球温暖化防止活動推進員」を平成 12

年８月に委嘱した。さらに平成 14 年３月には、推

進員に協力して普及啓発活動を行う「兵庫県地球

温暖化防止活動推進協力員」を委嘱して、地球温

暖化防止実践活動の普及を図っている（平成 18

年 12 月１日現在、推進員 312 名、推進協力員 34

名）。 

 さらに、県の事務・事業から排出される温暖化

ガスの排出を抑制するため、平成 13 年２月に策定

した「兵庫県地球温暖化対策実行計画」を平成 17

年３月から「環境率先行動計画（ステップ３）」

として、県自らも地球温暖化対策に取り組んでい

るところである。 

 

 

 
 

第２ 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の推進 

１ 計画の基本的方向 

 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」は、我が

国の削減目標を踏まえつつ、県民・事業者・行政

が、実施可能な最大限の努力を払うという姿勢の

もと、本県における平成 22 年度の温暖化ガス総排

出量を、平成２年度比で６％削減することを目標

としており、県民・事業者・行政のそれぞれの役

割に応じて取り組むべき地球温暖化防止活動の具

体的な行動計画となるものである。 

 今後、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の

確実な目標達成を図るため、「京都議定書目標達

成計画」及び地球温暖化対策推進法や改正条例に

基づく大規模事業場の排出抑制計画を踏まえ、平

成18年7月に「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」

の改訂を行った。 

 

２ 温暖化ガスの排出状況 

 平成 15 年度の兵庫県における温暖化ガスの総

排出量は、二酸化炭素換算で 7,323 万ｔとなり、

「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の基準年度

である平成２年度の排出量 7,303 万ｔに比べ、

0.3％の増加、平成 14 年度の 7,399 万ｔに比べる

第 3-6-1 図 部門別二酸化炭素排出量と県民一人当たりの二酸化炭素排出量の推移 
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と、1.0％の減少となっている。この要因は、県の

温暖化ガス総排出量のうち大部分（約 95％）を占

めるＣＯ2の約 70％を占める産業部門における取

組が進んでいることによると思われる。 
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なお、平成 15 年度の全国の温暖化ガス総排出量

は 13 億 5,823 万ｔであり、兵庫県はその 5.4％を

占めている。 

 兵庫県内の温暖化ガス排出量の 95％を占める

二酸化炭素の排出量は、6,928 万ｔとなり、平成

２年度に比べ、1.5％の増加となっている。 

 また、平成 15 年度の県民一人あたりの二酸化炭

素排出量は、12.4ｔであり、全国平均値 10.6ｔを

上回っている。 

 部門別の排出割合は、産業部門が 67.9％、運輸

部門が 12.9％、民生（家庭）が 10.5％、民生（業

務）が 4.1％を占めており、産業部門からの排出

比率が全国値（40.1％）と比較して高いのが特徴

となっている。 

 
３ 主体別の行動 

温暖化ガス排出量の削減目標を達成するため、

県民・事業者・行政は、それぞれの主体がそれぞ

れの役割を十分認識し、ステップアップ方式によ

り、積極的な行動を起こすとともに、パートナー

シップのもと、相互の連携により削減対策に取り

組むことが必要である。 
 

 
 

 

 
第 3-6-2 図 平成 15 年度の全国及び兵庫県にお

ける部門別二酸化炭素排出量 
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第３ 地球温暖化防止活動の推進 

 県民・事業者・行政のパートナーシップによる

地球温暖化防止活動を促進するための拠点として

（財）ひょうご環境創造協会を「兵庫県地球温暖

化防止活動推進センター」に指定するとともに、

県民のライフスタイルを地球温暖化防止に配慮し

たものに変革していくため、「兵庫県地球温暖化

防止活動推進員」や、「兵庫県地球温暖化防止活

動推進協力員」を県民から公募のうえ委嘱し、そ

の活動を支援している。これら推進員等は、地域

の集会やイベント等に参加し、パンフレット等に

よる普及啓発活動を行ったり、地域ぐるみで太陽

光発電・バイオマスエネルギー※の導入を促進す

る活動などに取り組んでいるほか、幼稚園児とそ

の親、小中学生を対象にした「温暖化ＳＴＯＰ親

県民の行動 
大量消費・大量廃棄型のライフスタイルを省エネ・省資源

を基調とした環境にやさしいものに転換する。 

事業者の行動 
事業活動から直接排出する温暖化ガスの排出削減の努力を

行うとともに、事業活動によって製造・販売する製品を省

エネ型のものにする措置を講ずる。 

行政の行動 
行政は、温暖化ガス排出削減等のための施策を推進すると

ともに、自らの事務事業に関する温暖化ガス排出削減のた

めの措置を講じる。 

※バイオマスエネルギー：生物体を構成する有機物（木くず、生ゴミ、家畜糞
ふん

尿等）から、酸化・燃焼などの化学反応を介し

て利用されるエネルギーのこと。 



第３部 環境の現況と取組の状況 

子教室」を開催し、子どもの頃からの地球温暖化

防止に関する意識醸成を図る活動を行っている。 

 
160 

 

第４ グリーンエネルギー※の導入促進 

 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」に基づく

削減目標を達成するため、国の「長期エネルギー

需給見通し」を踏まえて、省エネルギーや新エネ

ルギーの導入促進を図ることを目的に、平成 14

年７月に「グリーンエネルギー推進プログラム」

を策定した。 

 プログラムでは、一層の省ネルギー対策と新エ

ネルギーの導入を県民・事業者とともに進めるた

めに、省エネルギー及び新エネルギー対策のそれ

ぞれについて対策の方向性と目標を示すとともに、

行政としてグリーンエネルギー導入を進めていく

ために、「環境創生５％システム」(平成 17 年度

対象事業からは｢環境創生 15％システム｣に改正)

による県発注の公共工事のグリーン化の促進や風

況マップの作成による風力発電導入の促進の他、

菜の花から食用油をつくり、使用後の廃食用油を

回収して、バイオディーゼル燃料を製造する「あ

わじ菜の花エコプロジェクト」や県民・事業者の

ボランタリーな基金（ひょうごグリーンエネルギ

ー基金）により、県内各地のシンボリックな建物

に太陽光発電施設等を設置する等の先導的プロジ

ェクトの推進を図ることとしている。 

兵庫県地球温暖化防止活動推進センターの機能

〈情報センター機能〉 
・ 情報の収集・提供 
・ 調査研究 

〈活動支援機能〉 
・ 兵庫県地球温暖化防止活動推進員・同
推進協力員の活動支援 

・ 県民、ＮＧＯ等の活動に対し、助成・
助言等の支援 

・ セミナー開催等の普及啓発活動 
・ パネル・パンフレット等啓発資材の作
成・提供  

 また、グリーンエネルギーについて、県民・事

業者に広く情報を提供し、普及啓発を図るため、

県内 10 地域において、太陽光パネル等グリーンエ

ネルギー関連機器の展示等を行う「グリーンエネ

ルギーメッセ」を開催する他、国・県・市町・関

連メーカー等で構成する「グリーンエネルギー導

入促進会議」を設置し、市町等での計画的導入の

促進などを行っている。 

 さらに、中播磨及び淡路地域において、地域の

特色を生かしたグリーンエネルギー導入等を検討

する協議会が設置され、地域におけるグリーンエ

ネルギーの導入促進が図られている。 

 

第５ 温暖化特定事業実施届出制度 

（温暖化アセス） 

 温暖化ガスの排出抑制を効果的に実施するた

めに、一定規模以上の施設等の新増設を行おうと

する際に、温暖化ガスの排出抑制措置が積極的・

自主的に講じられているかどうか評価するために、

事前に届け出る制度を「環境の保全と創造に関す

る条例」に規定し、平成８年７月１日から施行し、

第 3-6-3 図 ひょうごグリーンエネルギー基金の概念図 

地域のｼﾝﾎﾞﾘｯｸな建物等

県民発電施設
会員 

①拠出 

 

④会員証等 

③発電収益 

発電収益は次の県民発電施設
のために使用します。 

②設置 

会員証をお送りするとともに、削減した二酸化炭
素の量を定期的にお知らせします。 

ひょうごグリーンエネルギー基金
（兵庫県地球温暖化防止活動推進センター）  

基金を拠出していただきます。 この基金で太陽光発電施設等を設置します。

※グリーンエネルギー：エネルギー効率の高い家電製品等の使用、製造工程におけるエネルギー使用の合理化等の省エネル
ギー対策と、太陽光発電、バイオマス発電の導入等の新エネルギー対策を併せた総称。 
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平成 12 年９月に、対象事業の範囲等を拡大した。 

 平成17年度の届け出件数は２件となっている。 

 
第６ 工場等にかかる温暖化ガスの排出抑制 

 本県における温暖化ガス排出量の約７割を占め

る工場等における排出を抑制することにより、

「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の達成が図

られるよう、平成 15 年 10 月１日に「環境の保全

と創造に関する条例」を改正して、一定規模以上

の工場等に対し、温暖化ガス排出抑制計画の提出

と今後毎年の排出抑制措置結果の報告を義務付け

ており、事業者の自主的な温暖化対策への取組を

推進している。 

  また平成 18 年４月 1日に条例を改正し、工場等
の対象範囲を広げ、新たに自動車運送事業者を対

象に加えた。 
 
第７ ヒートアイランド対策 

 本県においても熱帯夜の増加等、都市部におい

てヒートアイランド現象が観測されることから、

平成 17 年度に策定した「兵庫県ヒートアイランド

対策推進計画」に基づき、次の４つの柱となる項

目について、それぞれ目標を定め、県民・事業者・

行政が一体となって推進していく。 

①人工排熱の低減 
②地表面被覆の改善 
③都市形態の改善 
④ライフスタイルの改善 

 

＜コラム＞ ヒートアイランド現象 
都市では高密度のエネルギーが消費され、また、地

面の大部分がコンクリートやアスファルト等で覆わ

れているため水分の蒸発による気温の低下が妨げら

れ、郊外部に比べ気温が高くなっています。 

この現象は、等温線を描くと都市部を中心とした

「島」のように見えるためヒートアイランド現象と呼

ばれています。 
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第２節 オゾン層保護対策の推進 
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 平成 13 年６月 22 日に「特定製品に係るフロン

類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」

が公布され、冷媒としてフロン類が充てんされて

いる業務用冷蔵・冷凍機器を廃棄する際にフロン

類の回収等が義務付けられ、オゾン層を破壊し、

地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大

気中への排出が抑制されることとなった。 

 本県では、全国的に先駆けて、「環境の保全と

創造に関する条例」において、罰則を伴うフロン

放出禁止を規定し、平成８年７月１日から施行し

ている。 

 また、フロン※の回収・処理を推進するため、

フロン回収装置の購入、脱フロン化のための空調

機器の導入に対して、兵庫県地球環境保全資金〔環

境保全設備設置資金〕を適用し、導入、更新を促

進している。 

 
第１ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の  

実施の確保等に関する法律 

 廃棄される第一種特定製品（業務用冷蔵冷凍庫、

業務用エアコン）からフロン類を回収する事業者

は平成 13 年 12 月 21 日から登録が開始され、平成

17 年度末で 1,111 の事業者が登録している。 

 登録業者に対しては、平成 14 年４月１日から、

フロン類の回収・引き取り・引き渡し等にかかる

基準等が義務付けられ、フロン類の回収が行われ

ている（第 3-6-4 図）。 

なお、廃棄される第二種特定製品（カーエアコ

ン）からのフロン類の回収については、平成 17

年 1 月に自動車リサイクル法に引き継がれた。 

 また、①行程管理制度（第 3-6-5 図）、②廃棄

時に加えて整備時とリサイクル時のフロン類の回

収、③建物解体時の第一種特定製品の有無の確認

などを規定した改正法が、平成 19 年 10 月 1 日よ

り施行される。 

登録業者より報告された平成 17 年度の第一種

特定製品からのフロン類の回収量は、102,672 ㎏

（ＣＦＣとして 7,153 ㎏、ＨＣＦＣとして 82,593

㎏、ＨＦＣとして 12,926 ㎏）となっている。 

 

 

＜コラム＞ フロンとオゾン層の破壊 
冷媒、洗浄剤、発泡剤、エアゾール噴射剤等

に使用される特定フロン(フロン11・フロン12、

フロン113、フロン114、フロン115)や消火剤に

使用される特定ハロン(ハロン1211、ハロン

1301、ハロン2402)等が大気中に放出されると、

対流圏内ではほとんど分解されず、徐々に成層

圏に達し、強い太陽光により分解され、塩素が

放出される。 

この塩素が成層圏内のオゾンを連鎖的に破壊

する。1985 年イギリスのファーマン博士が 1980

年以降、南極の成層圏オゾンが毎年春先に著し

く減少することを発見し、前後して日本、アメ

リカの研究者によりこの現象が確認され、これ

を「南極オゾンホール」と呼んでいる。 

 

＜コラム＞ オゾン層破壊による影響 

 太陽から降り注ぐ紫外線のうち、波長の短い

紫外線(ＵＶ－８)は成層圏オゾンに吸収される

ため、オゾンの減少は地表に到達する紫外線(Ｕ

Ｖ－Ｂ)の増加をもたらすこととなる。紫外線

(ＵＶ－Ｂ)の増加は生物に悪影響を及ぼすこと

から、人の皮膚がんや白内障の増加等の健康被

害が心配される。 

さらに、海洋生態系の基礎となる動植物プラ

ンクトンに壊滅的な打撃を与えるほか、穀物等

農業生産の減少も懸念される。 

 

※フロン：フッ素を含む炭化水素化合物の総称（正式名称：フルオロカーボン）でＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）、ＨＣＦＣ
（ハイドロクロロフルオロカーボン）、ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）などがあります。無毒性、不燃性、化学的安定性等

に優れた性質を持つことから、カーエアコン、電気冷蔵庫や業務用冷凍冷蔵機器などの冷媒のほか、断熱材の発泡剤などさまざ

まな用途に使用されています。 
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第 3-6-4 図 フロン回収破壊法の概略図（平成 17 年 1 月 1日以降） 

 

 

第 3-6-5 図 行程管理制度の概要（平成 19 年 10 月 1 日以降） 
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第２ 兵庫県フロン回収・処理推進協議会による 

取組 

 兵庫県フロン回収・処理推進協議会では、県民・

事業者・行政が一体となったフロン回収・処理を

進めるため、次の事業を行っている。 

１ フロン回収・処理について広く消費者等の理

解と協力を得るため、パンフレット等を作成・

配布する。 

２ オゾン層保護対策推進月間（９月）等に県そ

の他関係機関が実施する環境保全のための事業

に積極的に協力する。 

３ 国・県等行政機関及び関連業界の動向の把握

及び連携強化に努め、回収・処理等にかかる情

報収集を行う。 

４ その他フロンにかかる技術的動向等最新の情

報を収集し、研修会、講習会を開催する。 

 
第３節 酸性雨・酸性霧対策 

第１ 世界の動向 

 酸性雨は硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物（Ｎ

Ｏｘ）等の発生源から数千㎞も離れた地域にも沈

着する性質があり、国を超えた広域的な現象であ

ることが特徴である。欧米では、酸性雨を防止す

るため、昭和 54 年に「長距離越境大気汚染条約」

を締結し、関係国がＳＯx、ＮＯx等の酸性雨原因

物質の削減を進めるとともに、共同で酸性雨のモ

ニタリングや影響の解明などに努めている。 

 また、近年、開発途上国における目ざましい工

業化の進展により、大気汚染物質の排出量は増加

しており、地球サミットで採択された「アジェン

ダ 21」では、開発途上国を含め、今後、酸性雨等

広域的な環境問題への取組を強化すべきであると

している。 

 
第２ わが国における酸性雨の状況 

 わが国の酸牲雨問題は、欧米と異なり、人体へ

の影響に端を発している。昭和 48 年～昭和 51 年

の梅雨時期に、関東地方を中心に霧雨により目の

痛みや皮膚の刺激を訴える被害者が３万人以上に

のぼった。この現象は「湿性大気汚染」と命名さ

れ、この現象の解明のため、環境省では昭和 50

年～54 年度の５年間、実態把握を中心とした調査

を実施している。 

 さらに、わが国でも欧米並みの酸性雨が観測さ

れていることや生態系への影響に着目していく必

要があることなどを背景に、昭和 58 年に検討会が

設置され、昭和 58 年度～昭和 62 年度に第１次、

昭和 63 年度～平成４年度に第２次、平成５年度～

平成９年度に第３次、平成 10 年度～平成 12 年度

に第４次調査が実施された。 

 平成 16 年６月に発表された酸性雨対策調査総

合とりまとめ報告書は、第１次から第４次までの

酸性雨対策調査と、平成 13 年度及び平成 14 年度

の酸性雨調査を併せた計 20 年間の調査結果をと
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酸性雨は、工場や自動車から出された硫黄酸化物（ＳＯx）や窒素酸化

物(ＮＯx)等の大気汚染物質が大気中で硫酸や硝酸などに変化し、これを

取り込んで生じると考えられるｐＨの低い雨のことであるが、広義には、

雨のほか霧や雪などの湿性沈着（wet deposition）及び雨などに取り込

まれずに粒子やガスの状態で降下する乾性沈着（dry deposition）の両者

をあわせたものである。 

雨は空気中の炭酸ガスを含んでおり、通常でもｐＨ5.6 程度の酸性を

示すが、炭酸ガス以外にも自然的に発生する酸性化物質があるため、現

在ではｐＨ5.0 以下の値を酸性雨の目安とすることが多い。 

酸性雨については、①湖沼や河川等陸水が酸性化し、魚類等へ影響を

与えること②土壌が酸性化し、森林等へ影響を与えること③酸性雨が直

接樹木や文化財等に沈着することによりこれらの衰退や崩壊を助長する

ことなどの広範な影響が懸念されているが、欧米においては、既に酸性

雨によると考えられる湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されている。 

＜コラム＞ 酸性雨の発生のしくみ
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りまとめたもので、概要は次のとおりである。 

 
・植物に対して急性被害が懸念されるｐＨ3.0 未

満の降水は観測されなかった。しかしながら、

平成12年から14年に全国23地点で実施した調

査においては、ｐＨ４未満の試料が全体の約

５％を占め、依然として欧米並の酸性の降雨が

観測された。 

・日本海側の地域では大陸に由来した汚染物質の

流入が示唆された。 
・現時点では、酸性雨に起因する植生衰退が広範

に認められる状況にはなく、酸性雨による生態

系被害が顕在化しているとは判断できなかった。 
・全般的には急激な土壌の酸性化は進行していな

いと考えられた。 
・岐阜県伊自良湖等への流入河川や周辺土壌にお

いて、ｐＨの低下等酸性雨の影響が疑われる理

化学性の変化が認められた。ただし、これらの

変化はいずれも直ちに人の健康並びに流域の植

物及び水性生物等の生態に何らかの影響を及ぼ

すレベルにはない。 
 
 環境省では、酸性雨による影響は長期継続的な

モニタリングの結果によらなければ把握しにくく、

また、湖沼や土壌の緩衝能力が低い場合には一定

量以上の酸性物質の負荷の集積により急激に影響

が発現する可能性があること等から、今後も長期

モニタリングを着実に実施していく必要があると

している。 
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第３ 本県における酸性雨の状況 

 本県では、阪神、播磨地域の大気汚染の直接的

影響があると考えられる「神戸」、汚染物質の移

流による影響があると考えられる「丹波」、東ア

ジア地域の影響があると考えられる「豊岡」の３

地点において酸性雨自動採取測定機による測定を

行っている。 

 平成 17 年度の降水量は、例年より少なく、各地

点における雨水のｐＨの年平均値は神戸 4.4、丹

波 4.3、豊岡 4.3 であった。ｐＨ値の経年変化を

みると、平成２年度以降、各地点とも多少の変動

はあるものの、ほぼ横ばいの状況にある。 

 県では、今後も酸性雨の監視を行うとともに、

原因物質といわれている硫黄酸化物、窒素酸化物

の排出量を抑制するため、「大気汚染防止法」及

び「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」（平

成５年 11 月制定）に基づく対策を推進し、県下主

要工場と締結している環境保全協定に基づき、排

煙脱硫・脱硝装置の導入、低ＮＯx バーナーの導

入、燃焼管理方法の改善、燃料の良質化等をさら

に強力に指導していくこととしている。 

 
第４ 本県における酸性霧の状況 

 霧は雨に比べ粒径が小さいために大気中での滞

留時間が長く、酸性化原因物質である硫黄酸化物、

窒素酸化物等をより多く取り込むことから、雨水

より強い酸性を示し、森林等の生態系に与える影

響が大きいと考えられている。 

 そのため、酸性霧の実態を把握することを目的

に、六甲山自然保護センターに酸性霧自動捕集装

置を設置し、酸性霧の発生状況等を監視した。 

 平成17年度は、ｐＨの年平均値は3.29であり、

ほぼ例年並みであった。 

 
 

第 3-6-6 図 酸性雨・霧の測定地点 
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第 3-6-7 図 酸性雨自動測定機による測定結果 
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第 3-6-8 図 酸性霧自動捕集装置によるｐＨ監視測定結果（六甲山） 
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第７章 調査・研究 

第１節 県立健康環境科学研究センター 

（安全科学部） 
第１ 「兵庫県ダイオキシン類削減プログラム」

に基づく各種対策の削減効果の数値的検証及

び新たな施策の低減に関する研究  

 ダイオキシン類の排出状況や環境濃度の現状を

把握し、各種削減対策の効果を確認、評価すると

ともに、ダイオキシン類の環境リスクに対する地

域住民の不安解消のための情報を提供することを

目的に研究を実施した。 

 
１ 地域の汚染実態の継続的な把握 

当研究所が開発し、公定法として採用されたロ

ーボリウムエアサンプラー法により継続的な濃度

レベルの把握を行い、環境省による全国調査結果

と比較して低濃度側にあることを明らかにした。

起源推定の観点から、低塩素化ダイオキシン類や、

毒性係数が示されていないその他の異性体を含め

た詳細なダイオキシン類分析を実施し、地域や地

点による汚染原因の把握を行った。 

また、大気中の臭素化ビフェニル（PBB）、臭素

化ジフェニルエーテル（PBDE）、POPs 類の分析を

行い、濃度レベルの把握に努めた。 

 
２ ダイオキシン類濃度予測のための発生源デー

タの整理 

県下の対象事業所等の緯度経度座標の把握を行

い、基礎となるデータベースを構築しながら、環

境情報データや解析結果を地図上に容易に可視化

できる方法として簡易 GIS の確立に努めた。この

システムを用いて、2000 年度以降のダイオキシン

データに基づき、県下の発生源データの整理を行

った。 

 
３ 新規分析法の開発 

大気中ジクロロベンゾニトリルの分析法を開

発した。 

 
４ 県下の高濃度検出個所についての詳細調査

の実施 

これまでのモニタリングにおいて相対的に高い

濃度が観測されている大気や河川を対象として、

詳細調査を実施した。大気の PCB 高濃度地点に関

しては、昨年度までに解明した建築物のシーラン

ト由来 PCB について、引き続きその監視を行った。

また、河川については、かつて使われていた農薬

中の不純物が原因になっている可能性を明らかに

した。 

 

第２ 生体試料によるダイオキシン類暴露モニタ

リング 

 母乳中ダイオキシン類の濃度の推移を把握し、

体内ダイオキシン類を減少できるライフスタイル

を見出すとともに、地域生態系の汚染度とその推

移を把握することを目的として研究を行った。 

野生生物のモニタリングに関しては、野生生物

中のダイオキシン類を分析するにあたり、野生生

物の収集を行い、分析方法を検討した。他研究機

関との協力体制を構築し、野生生物試料の入手経

路を確立した。 

 

第３ 有害化学物質環境リスク評価の地域特化と

総合化に関する研究 

 POPs 条約対象物質、内分泌撹乱化学物質、農薬、

PRTR 法指定化学物質など、人や生態系への影響が

懸念される微量有害化学物質の環境リスクについ

て、地域に対応しかつリスクを総合的に評価する

ことを目的に研究を実施した。 

 
１ PRTR・統計データの解析 

PRTR 法指定化学物質である揮発性有機化合物

42 物質を対象として、届出排出量以外の影響を把

握するため、届出外排出量推計結果を加味した排

出状況と検出状況の比較方法について検討を行っ

た。また、(独)産業技術総合研究所化学物質リス

ク管理研究センター開発の化学物質水系暴露解析

モデルにより、内分泌撹乱化学物質の暴露解析を

行った。 

 
２ 機器分析法の開発および適用法の検討 

PRTR 指定化学物質の農薬 8 種類、PCB 代替絶縁

油のジイソプロピルナフタレン、非イオン界面活

性剤のジメチルドデシルアミンオキシド、フッ素
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系界面活性剤の PFOS、PFOA などについて、分析法

の開発と環境試料への適用を検討した。 

 
３ バイオアッセイ・包括分析法の開発 

ヒトエストロゲン受容体遺伝子を組み込んだ酵

母による酵母ツーハイブリッド・アッセイ法を河

川水試料に適用し、前処理方法、従来法と改良法

との比較、エストロゲンレセプターαバインディ

ングアッセイキットの有効性などについて検討し

た。また、化学物質の環境モニタリングに有望な

免疫化学測定キット（ELISA キット）の有用性を

検討した。 

 
４ モニタリング最適化の検討 

農薬が集中して使用される水田地域を対象とし

て、水田除草剤や殺虫・殺菌剤を中心とした 85

種類の農薬について、周辺河川での農薬の流出状

況を調査し、農薬が高頻度で使用される時期に連

動したモニタリングの有用性を明らかにした。ま

た、ELISA キットの農薬モニタリングへの適用性

を検討した。 

 

第４ PCB 汚染物等の適正処理技術構築及び施設

管理に関する研究   

PCB 廃棄物処理に関しては、PCB 特別措置法によ

り平成 28 年 7 月までの処理義務が定められ、早急

な処理施設整備と処理の実施が必要となっている。

しかし、液状 PCB 廃棄物以外の PCB 汚染物につい

ては、保管実態・性状が把握されておらず、処理

技術が確立していないことから、PCB 汚染物等の

適正な処理技術の研究を実施した。 

これまでに、液状物以外の PCB 汚染物の種類お

よび保管方法を把握するとともに、簡易分析法を

開発し前処理とクリーンアップの迅速化を行った。

昨年度は、環境に優しいシクロデキストリン化合

物を用いた PCB の処理技術構築のために基礎実験

を行った。 

 

（水質環境部） 

第５ 瀬戸内海沿岸の環境浄化能･汚濁蓄積特性

の評価及び経済的環境評価に基づく環境保全･

創造施策の提言に関する研究 

 海域の水環境汚染は、環境基準・排出基準等の

設定・強化により一定の改善がみられるものの、

依然として赤潮発生や底層貧酸素化が観測されて

いる。近年、更に良質な海域環境の創造が求めら

れており、流域・海域の適切な管理が必要となっ

ている。そのため、良好な水環境管理方策を見い

だすことを目的として研究を行った。 
 
１ 干潟・砂浜・藻場・人工海岸等が生態系・水

質保全に果たす役割の解明 

 沿岸域における干潟・砂浜・藻場等は生物活動

が盛んであり、有機物分解能、窒素・燐除去能の

高い水質浄化能があることから環境保全上重要と

されている。富栄養化が進行している尼崎港内に

造成された人工干潟では、外部からアサリを移入

してかごの中で養成すること、養成したアサリに

より環境浄化を行うことが可能であることを示し

た。本研究では、人工干潟中で発生し成長するア

サリを調査することで、当該人工干潟が生物の生

息する場としての役割を担っていく可能性を検討

した。 
個体数が多い時期には、最も干出時間が短い潜

堤から 6m の地点（以下 6m 地点とする）で最多の

個体数が認められた。しかし、夏季に頻発する大

量死以後は中間地点である潜堤から 12m の地点

（以下 12m 地点とする）で最多の個体数が認めら

れた。大量死における死亡率は6m地点、12m地点、

最も陸側である潜堤から 20m の地点（以下 20m 地

点とする）の順にそれぞれ対 6 月比で 98%、87%、

92%であり、海水面下となる時間が最長である 6m

地点で貧酸素化の影響が顕著に認められた。また、

海水面下である時間は 6m 地点と比較して短いが、

直射日光による温度上昇が大きくなると考えられ

る 20m 地点においても、貧酸素化を含む夏季の環

境条件の悪化はアサリの生存に厳しいことが示さ

れた。一方 12m 地点では、他の地点で認められた

悪条件を減少させることとなり、死亡率の減少や

大量死以後に最も多くの個体数を確認できたこと

に繋がったと考えられる。 

今回の結果から、富栄養化海域において、夏季

の貧酸素化のような環境条件の悪化による二枚貝

類の大量死が高い確率で起こり得ること、貧酸素
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化条件下における二枚貝類の生残および稚貝の成

長に干潟内の地点間で差があることが分かった。 

この結果は、持続的な環境修復のためには早期

に自然発生的な回復（二枚貝類の再生産）を効果

的に行うことが重要であり、その手段としての有

益な知見となる。 

 

２ 貧酸素水塊の発生機構とその未然防止対策の

検討 

尼崎港内に新規に造成した人工干潟において、

貧酸素化の底質環境への影響を把握するため、底

質中の硫化物をモニタリングし、二枚貝の生存量

との関係を評価した。 
硫化物量は、冬季は 0.1 ㎎/ｇ以下、春季は 0.1

㎎/ｇ程度で推移したが、2005 年 6 月以降増加傾

向を示し、2005 年 9 月に最高値 0.38 ㎎/ｇを示し

た。その後は漸減傾向を示したが11月までは0.30

㎎/ｇを超過し、高い値を示した。硫化物量の増加

は、青潮が数回発生する等貧酸素化が複数回発生

し、二枚貝の大量死が起こった 2005 年度夏季の海

域環境悪化と重複しており、環境悪化の連関の一

例になることが分かった。底生生物に環境浄化の

一翼を担わせるには、水中のみならず、硫化物生

成抑制のためにも底質中の酸素消費物質である有

機物量等の把握と低減化が必要になることが分か

った。 

 
３ 流入河川の流域管理状況が海域の生態系に与

える影響の解明 

 沿岸域の水質の違いを流入河川との関連から検

討するため、尼崎港内に造成された人工干潟にお

いて、植物プランクトンの異常増殖を引き起こす

海水中の窒素を存在形態別（アンモニア性窒素、

亜硝酸性窒素、硝酸性窒素）にモニタリングし、

隣接する武庫川流域下水処理場による陸域（淡水）

由来の負荷との関係を調査した。 

下水排水の特性を反映し、アンモニア性窒素の

割合が最大であった。このことは、気温、水温が

低下する冬季においてより顕著であった。亜硝酸

性窒素、硝酸性窒素についても変動はあるものの、

大阪湾内の他海域と比較して高めであり、3 形態

の合計である溶存態無機窒素量は大阪湾最奥部に

設定されている全窒素の環境基準値である 1㎎/L

を超過していた。還元型のアンモニア性窒素量が

多いということは、海水中で亜硝酸性窒素、硝酸

性窒素に酸加されることにより溶存酸素を消費し

貧酸素化を助長してしまうことになる。また、冬

季にアンモニア性窒素が増加することは夏季の貧

酸素化の原因物質を蓄積する可能性があり注意が

必要である。溶存態無機窒素量が全窒素の環境基

準値を超過していたことは、早期の窒素の総量規

制達成と環境修復双方向からの対策の必要性を示

している。 

 

第６ 河川水質の改善、水量の確保、水辺空間の

保全に向けた面源負荷の削減対策や適切土地利

用形態の提言に関する研究 

 流域の適切な水環境保全のため、河川水質を決

定する流域の各種の要因とその負荷量を把握する

ことを目的として、山林集水域や農村集落排水か

らの汚濁物質の流出特性を解明するため本研究を

実施した。また、水性生物の生息状況からみた水

質環境を評価することを試みた。 
 

１ 長期モニタリング結果から見た酸性降下物に

よる山林集水域の陸水への影響について 

兵庫県中央部に位置する市川上流の生野ダム流

域において、本流のダム湖流入前（魚ヶ滝）とダ

ム湖周辺の３つの山林集水域の渓流河川流末（谷

川１、２、３)、およびダム湖流出口において、月

１回の採水を行った。バルク降水（乾性及び湿性

降下物）は、生野ダム管理所屋上に簡易型デポジ

ットゲ－ジを設置して採取し、1 か月分をまとめ

て分析した。試料はいずれも 0.22μm のフィルタ

－でろ過後、イオンクロマトグラフ法で分析した。

ダム湖の流入出水量は、ダム管理所月報の測定値

を用いた。年平均降水量（1996 年 4 月～2004 年 4

月）は 1,772mm であった。 

8 年間の総貯水量と総流入量から計算した滞留

時間は 0.3 年である。また、ダム湖面への降水量

は総流入水量の 2.1～3%と計算された。NO3
-の流出

量は流入量より多いが、Cl-、K+、および Mg2+につ

いてはほぼ収支がとれていた。一方、SO4
2-、およ

び Na+と Ca2+の場合は流出量が少なかった。降下物
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に含まれる NH4
+は、流入する渓流水やダムからの

流出水にはほとんど検出されなかった。 

谷川 1 において１年間の全降雨時を加味した流

出量調査から見積もられた負荷量は、１週間に１

回の定期調査による結果に比べて、NO3
-について

は 1.7 倍、その他の主要溶存成分は 1.1～1.2 倍多

くなることが分かっており、SO4
2-、および Na+と

Ca2+に加えて NO3
-の総流入量も流出量より多くな

る可能性が示された。 

このように、滞留時間の短いダム湖であっても、

流入した主要溶存成分の多くはほぼそのまま流出

するが、いくつかの項目は収支からみてダム湖内

に蓄積されることを示唆していた。 

 

２ ため池を含む農村地域の水循環の特徴につい

て 

兵庫県は全国一多いため池を有しており、農村

地域の水循環を評価する上で重要な要素となって

いる。ため池の水源は、雨水、河川水、湧水、地

下水と多様であり、水路によってお互いに結ばれ

ているためその水循環は複雑である。そこで、明

石市をモデル地区として水循環マップを作成し、

ため池を含む農村地域の水循環の特徴を明らかに

するために、水質調査を行った。 

明石市中央部から西部にある西明石～大久保地

区の 3 水利組合が管理する 20 のため池で、2005

年 11～12 月に調査を実施した。pH、EC、アルカリ

度（pH4.8）、主要無機イオン、TOC、窒素（TN、NO3-N、

NO2-N、NH4-N）、リン（TP、PO4-P）、プランクトン

を測定した。 

pH は 7.3～9.3 の範囲にあり 8 前後の値を示す

ため池が多かった。ため池水質のうち溶存無機成

分は山林域のため池を除くと全体に高濃度であり、

下流部側に位置するため池で高くなる傾向を示し

た。キーダイヤグラムで検討したところ、中間型

のⅣ型と Na-K が多いⅤ型に分布していた。Na+と

Cl-の等量関係を見ると直線的な関係を示すが、

Cl-に比べて Na+は少なく、海塩由来以外の Cl-の存

在が推察された。リンについては、TP では山間部

に位置する口無池が 0.013 mg/L と最も低く、農地

の中にある平池が 2.08 mg/L と飛びぬけて高く、

ため池による濃度差は大きかった。PO4-Pは、0.001 

mg/L～1.96 mg/L の範囲にあり、平池では 1.96 

mg/L 全てを、鳴池では TP は 0.024 mg/L と低いが

PO4-Pは 0.022 mg/Lと TPの大部分を占めていた。

しかし、大部分のため池では PO4-P の占める割合

は 10%以下であった。TNは 0.28 mg/L～3.85 mg/L

の範囲にあり、1 mg/L 以上の濃度は松陰地区では

大池を除く全てのため池と松陰地区の下流域、お

よび鳥羽新田地区にあった。無機態窒素は口無池

を除くと、検出下限値以下であり、窒素のほとん

どは有機態であった。プランクトンについてはき

れいな水質から富栄養の水質までに存在する様々

なプランクトン生息していたが、大道池と藤治ケ

池では、富栄養化の指標種となる渦鞭毛藻の

Peridinium が出現していた。栄養塩についても上

流側から下流部側に位置するため池で高くなる傾

向にあるが、ため池群ごとの差があり、それぞれ

の土地利用との関連が推察された。 

 

３ 渓流水質の分布状況とその特徴について 

渓流水水質の面的な分布および季節変動につい

て調査し、渓流水質の形成に及ぼす諸要因との関

係を解析するとともに過去の結果との比較から水

質の変化状況について検討した。 

六甲山系の地質は大部分が花崗岩類からなり、

東部には丹波層群と有馬層群が一部分布している。

六甲花崗岩類は、布引花崗閃緑岩と六甲花崗岩に

分けられ、この他に土橋花崗岩類や八幡谷花崗岩

類も区分される。六甲花崗岩は最も広範囲に分布

するが、これをさらに東部の芦屋川花崗岩と、南

西側の摩耶花崗岩に区分できる。六甲山系の渓流

河川を対象にその上流に人家やレジャー施設等が

ないと考えられる 57 地点において採水を行い、上

記の地質ごとに分類し地質と水質との関係を調べ

た。 

渓流水質は各地質区分ごとにまとまったグルー

プになっていた。各地質区分の水質の特徴を見る

と、布引花崗閃緑岩地域の渓流水は、F-を除いて

いずれの成分も他に比べて高い値で、特に硝酸イ

オンは 10mg/L～25mg/L と高濃度であった。芦屋

川花崗岩地域ではアルカリ度や Ca2+が高く、F-に

ついては平均値で 1.7mg/L と環境基準値を超える

濃度であった。また、SO4
2-は各地質区分の中で最
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も低い濃度となっていた。摩耶花崗岩地域の場合、

芦屋川花崗岩地域に比べて渓流水の Mg2+は高いが

Ca2+は逆に低く、F-は 1/6 以下の濃度であった。 

1970 年代前半に行われた調査結果と比較し、30

年の水質変化を検討した。Ca2+と Cl-は増加してい

るが、その他は大きな変化は認められなかった。

六甲山系の渓流水質は地質の違いを反映している

こと、少なくとも過去 30 年間に全体として著しい

水質変化は認められないことが示された。 

 

４ 底生動物群集による水環境評価  

－水生生物調査の啓発普及手法についての検討－ 

揖保川とその支流林田川の水質は 1994 年に急

速に改善した。この水質の改善に伴う底生動物群

集の回復を検討し、1997 年までの結果については

既に報告した。また、猪名川でも底生動物の経年

的な変化と水環境の現状を評価、把握した。本年

度は、啓発普及活動の機会を通して水生生物調査

に関する啓発普及手法について検討し、実施した。 

水生生物調査指導者技術講習会を6月～7月に7

回開催し、合計 134 人を指導した。小学校、子ど

も会、エコクラブなどに、合わせて 20 回の水生生

物調査を指導した。これらの啓発普及活動の機会

を通して水生生物調査に関する環境学習、環境教

育の効果的なプログラムや実施方法などについて

検討し、実施した。 

 

（大気環境部） 
第７ 酸性雨・酸性霧の生態系および建築物・文

化財への影響に関する研究 

 酸性雨の被害を未然に防止するため、酸性雨の

実態把握を行うとともに、森林生態系への影響を

解明する根拠資料を提供する目的で実施した。 

 

１ 兵庫県山間部集水域における降水、霧水、大

気中ガス・エアロゾル、渓流水からみた硫黄の収

支バランスについて 

酸性雨問題の原因は、大気圏からの酸性物質の

多量の負荷が原因であるが、本来は負荷だけが論

じられるのでは不十分で、河川水等による流出と

のバランスが総合的に調査・研究される必要性が

ある。集水域での実測に基づく収支バランスを総

合的に検討した事例はほとんどなく、影響・対策

を検討する際には集水域での実測に基づく収支バ

ランスを総合的に検討する必要がある。そこで、

降水、霧水及び大気中ガス・エアロゾルによる集

水域への硫黄の負荷と河川水による硫黄の流出に

ついて、その収支バランスを解析・考察した。 

その結果、県内集水域(4.28 km2)における硫黄

の収支としては、負荷量が約 7000 kgS（32 
kgS/ha/year に相当)であるのに対し、流出量が約 
3200 kgS（15 kgS/ha/year に相当）であり、負荷

量が流出量の約２倍であった。このことから、今

回の調査対象とした集水域においては硫黄成分の

過度の負荷・蓄積が進んでおり、このことにより

土壌を含めた森林生態系の酸性化が進んでいると

考えられた。 
 
第８ 自動車公害の実態把握と汚染特性の解明に

関する研究 

 自動車公害、特にディーゼル排ガスなどから排

出される大気中微小粒子状物質 PM2.5(粒径が 2.5

μm 以下の粒子)による大気汚染の実態把握及び

道路沿道における騒音・振動対策の効果の検証を

行った。 

 
１ 大気中微小粒子状物質 PM2.5 による大気汚染

の実態把握と生成機構の解明 

インパクター方式の分級装置を取り付けたロー

ボリュームサンプラーを製作し、幹線道路近傍の

芦屋市役所別館（芦屋市精道町）及び当センター

（神戸市須磨区）の 2地点で PM2.5 濃度の長期モ

ニタリングを実施している。PM2.5 濃度の 2005 年

度平均は芦屋で 19.4μg/m3、須磨で 18.5μg/m3

であり、ほぼ同じような推移をしていた。2005 年

度は 2004 年度に比べて芦屋で 4%、須磨で 6%濃度

が増加した。また、ディーゼル排気粒子（DEP）の

指標と考えられる元素状炭素（エレメンタルカー

ボン）については、PM2.5 粒子中の含有量を熱光

学式炭素分析計で測定している。エレメンタルカ

ーボン濃度の 2005 年度平均は芦屋で 2.2μg/m3、

須磨で 1.6μg/m3 であり、芦屋は須磨より約 40%

高い濃度推移を示した。 

エレメンタルカーボンの動向について過去から
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のデータが皆無であるが、その傾向を推定するた

め、金属物質監視調査で保存されている 1986 年以

来の浮遊粒子状物質(SPM)試料を用いて推定した。

その結果、SPM 中のエレメンタルカーボン濃度の

長期トレンドは、SPM 濃度とともに増減を繰り返

しながらも減少傾向にあることが分かった。2003

年度のエレメンタルカーボン濃度の年平均値は

1986年度に比べて伊丹で52％減、芦屋で70％減、

加古川で 62％減、稲美で 54％減となっていた。 

 

第９ 兵庫県における温室効果ガスの削減対策と

県民生活への影響予測に関する研究 

兵庫県が作成している独自の統計データから

LCA 手法を基礎とした排出量推計方法により温室

効果ガスの分野別・種類別の排出量を推計した。

これまでは国の作成した排出量を一定の根拠に基

づいて按分して求めていたが、本方法は県の経済

統計に基づき推計するため、従来より現実的なも

のとなった。また、他機関の集計した統計データ

を用いるのではなく、県行政データに基づく県独

自の排出量推計方法を確立した意義は大きい。 

また、吸収源についても県下の森林の果たす役

割と可能性を示すことが出来た。  

温室効果ガスのモニタリングでは亜酸化窒素の

大気中濃度およびその濃度上昇について、兵庫県

独自のデータを収集することができ、道路交通網

の発達した兵庫県では自動車からの発生量の監視

が重要であることが明らかとなった。 

 
第１０ 光化学スモッグの機構解明に関する研究 

春季にオキシダント濃度が高濃度になるため、

平成 15 年度より光化学スモッグの発令期間を従

来の 5 月 1 日から 10 月 31 日を 4 月 21 日から 10

月 17 日までに早められた。また大きな発生源が無

く従来は汚染地域と考えられていなかった地域で

も光化学オキシダント濃度が高濃度となるため、

西脇市、丹波市が発令地域に加えられた。しかし

ながら、光化学スモッグによる人体被害の原因物

質は特定されておらず、オキシダントの主成分で

あるオゾンが単独で作用するのではなく、大気汚

染物質が高濃度となり過酸化物が生成される条件

で発生する物質が原因であると考えられるため、

夏季に人体被害が集中する傾向にある。オゾンの

高濃度と現象と光化学被害の原因物質の生成要因

の関連性を調べることを目的とした。 

光化学スモッグの原因物質であるオキシダント

はオゾンを主成分としているが、オゾンは成層圏

でも光化学的に多量に生成される。このため、同

じ成層圏で宇宙線により作られる天然放射性核種

である 7Be を指標元素として成層圏に由来するオ

ゾン量を評価し、地上でのオゾン濃度への寄与率

を把握することを目的として実施した。 

六甲山山頂でオゾンと 7Be 濃度を調査した結果

有意の相関関係があることがわかった。さらにオ

ゾン濃度が春季よりも低い他の季節について調査

を行った。オゾン濃度は春季、秋季、冬季、夏季

の順に濃度が低くなり、オゾンと 7Be の濃度には

春季、秋季には 1％の危険率で、冬季には 5％の危

険率で相関があると認められたが、夏季には 5％

の危険率でも相関は認められなかった。夏季には

成層圏由来のオゾンと 7Be は別の要素で濃度変動

していると考えられ、地上発生した物質によりオ

ゾンの生成や消費が起こり、オゾンと 7Be の濃度

は相関関係が認められなくなったと推定される。 

これらの結果から、春季オゾン濃度が高くなる原

因は成層圏のオゾンが落下してくる結果だと考え

られる。ただし地上のオゾンと 7Be 濃度の関係は

季節ごとに異なった関係を示し、7Be 濃度から地

上のオゾン濃度を推定することは必ずしもできな

い。 

 

第２節 県立工業技術センター 

第１ 放置竹林の竹を用いた竹繊維強化グリーン

複合材の開発 

 放置竹林の拡大は、森林の荒廃や生物多様性の

低下などを引き起こすために、国内各地で大きな

問題となっている。放置竹林の竹を有効利用する

ため、その竹からガラス繊維の代替可能な微細竹

繊維を安価に取り出す方法を検討し、さらに、熱

可塑性樹脂に繊維充填率５１％以上の竹繊維強化

グリーン複合材の製造が可能な連続混連造粒技術

を開発する。 
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第２ 魚介廃棄物由来の抗炎症・抗ガン機能を持

つ海洋性化粧品の開発 

 魚介の非食品用部位からなる廃棄物の有効利用

を目指して、「抗炎症」及び「抗がん」機能性を

有する化粧品（塗布薬）を開発する。また、鰯の

廃棄物（頭部および尾部）の脂溶性画分にＤＮＡ

合成酵素阻害活性、ヒトがん細胞増抑制活性、マ

ウス耳の抗炎症活性成分の単離・精製と構造決定

を行う。さらに商品化開発のためのクリーム（界

面活性剤）との調合やスケールアップ抽出方法を

検討する。 

 
第３ デンプンを主原料とした生分解性包装材お

よび袋材の開発 

 自然に分解するという環境に優しい特性をもつ

セルロース、デンプンをはじめとした天然高分子

に、可塑剤として塩類を添加し、天然高分子の低

い柔軟性等の力学的特性を改善することを検討す

る。特に、デンプンを主原料として、現行のポリ

乳酸等の生分解性材料と同等の引っ張り強さおよ

び伸びを有する包装材および袋材を開発する。 

 
第３節 県立農林水産技術総合センター 

第１ 安全な農産物を生産するための調査・研究 

  

１ 農薬の挙動に関する調査・研究   

 農薬取締法に基づき登録農薬の少ない地域特産

物について、登録適用に向けた申請データ作成の

ため、農薬の効果、薬害及び作物残留試験を行っ

ている。 

 

２ 農薬以外の総合的な防除技術の開発  

農作物に多大な被害をもたらす難防除病害虫に

よる被害を軽減するため、農薬等の化学合成物質

以外による防除技術の開発を行っている。拮抗
き っ こ う

微

生物を利用した防除では、レタスビッグベイン病

防除に効果のある内生細菌を利用した生物農薬の

開発、稲の斑点米の原因となるカメムシの警報フ

ェロモンを利用した忌避剤などについて開発を進

めている。その他、クリの子実害虫対策として温

湯処理技術を開発し普及に移している。 

 

３ 土壌汚染に関する調査・研究 

県下の農耕地土壌中のカドミウム濃度を効率的

に低下させるファイトレメディエーション（植物

の吸収、持ち出しによる土壌浄化）技術の開発を

進めている。 

カドミウムをより多く吸収するイネ及びイネ科

牧草を検索した。夏作では、高吸収イネとして、

「IR-8」と「宮崎飼 42 号」を選抜した。冬作では、

エンバクの野生種である「ネグサレタイジ」を選

抜した。土壌中カドミウム濃度が、約３mg/kg の

汚染ほ場において、夏作イネで、約 200g/ha、冬

作エンバクで約 100g/ha のカドミウムの取り出し

が可能である。選抜植物が最も多くカドミウムを

吸収する栽培管理技術を検討している。 

 
第２ 豊かな自然環境の維持保全のための調査・

研究  

１ 農林水産業が持つ環境浄化機能の開発 

 近年、農業用水中の窒素濃度は増加傾向であり、

農地からも硝酸性窒素の流出が懸念されている。 

 このため、森林から流出する渓流水や水田、た

め池の水質を調査し、これらの持つ窒素浄化機能

を評価するとともに、水質浄化機能の開発を行っ

ている。 

 森林と水生植物のあるため池は、窒素浄化機能

を持つが、冬季に枯死するため、水生植物を収穫

し池から持ち出す必要がある。 

 

２ 農林水産業による景観・アメニティ・ビオト

ープ空間の創出 

 近年、農林水産業においては、森林、農地の持

つ豊かな景観や、水土保全、生物多様性の確保と

いった多様な機能の著しい低下を招いている。 

このため、農村の景観と環境の評価を行うとと

もに、景観や野生生物環境に配慮した、ため池、畦
け い

畔
は ん

、池塘
ち と う

※、林縁などの適切な管理法の開発と実証

を行っている。 

農林業の生産活動が停滞し管理作業が行われな

くなると生物多様性が低下するため、刈り払い等

の管理を適度に行う必要がある。 

 
 

池塘
ち と う

：池の堤体のこと。池の水を貯める堤防・土手部分のこと。 
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第３ 農のゼロエミッションを進めるための調

査・研究 

（兵庫県バイオマス総合利用計画を推進するため） 

１ 農林水産業から排出される有機未利用資源の

再利用技術の開発 

 地域に局在する牛ふんを有効に利用し、かつ環

境負荷を低減するため、堆肥の肥効を抑えた「低

窒素放出型堆肥」の開発に取り組んでいる。 

 牛ふん堆肥を熱処理することにより、作物が吸

収できる堆肥中の窒素分を最大 54%減少させるこ

とができた。今後は更に、肥効抑制に有効な他の

手法と組み合わせ、いっそうの肥効制御と低コス

ト化を図る。 

 また、逆に堆肥の肥効を高め、利便性を向上す

ることで広域での利用促進を目指す「新堆肥」の

開発にも取り組んでいる。 

 

２ 浄水発生土の有効利用に関する研究 

浄水処理で取り除かれる土砂、沈殿物を乾燥さ

せた浄水発生土を農業分野で有効利用するため、

兵庫県企業庁の４浄水場で発生する浄水発生土を

用いて、野菜、花き栽培用培土への利用、水稲の

育苗培土への利用、水田多量施用による土壌改良

への利用の試験を実施している。浄水発生土の混

合割合を変えて水稲の生育への影響を調査したと

ころ、混合割合が増加するとリン酸欠乏等により

生育が遅れた。しかし、浄水発生土を水稲の育苗

培土へ混合すると、稚苗の生育は 25%混合区で無

混合区と同等以上であり、良い生育を示した。 

           
３ 乳用牛の尿汚水の簡易浄化処理に関する調

査・研究 

 環境に優しい酪農経営をめざし、乳用牛の尿汚

水を活性汚泥法で処理した処理水を脱色するため

のろ材を検討した。 

 脱色能力に優れたろ材は石灰焼却灰で、その色

素除去能力は８Ｌ/ｋｇであった。さらに色素除去

後の処理水中の窒素とリンを除去するために、水

耕栽培により植物栽培を行った。除去能力に優れ

る夏季ではヨシ、冬季ではイタリアンライグラス

であった。 

 これらを組み合わせた簡易浄化処理装置を作成

し、その処理能力を調査したところ、窒素の除去

量は夏季 83％、冬季 41％となった。また、ＢＯＤ、

ＣＯＤ、ＳＳ及びリンについては年間を通じて

95％以上の高い除去率となり、窒素の土壌還元を

併用することで高い除去能力を発揮できることが

判明した。 

 

４ 木質系バイオマスの利用  

 製材工場などで排出される鋸屑
お が く ず

や端材、樹皮等

の廃棄物系バイオマス処理や森林の間伐材等の未

利用系バイオマスの有効活用が課題となっている。

このため、木粉とセメントを複合した舗装用ブロ

ックなどの再整理用製品の開発や菌床きのこの培

地利用への実証試験を行っている。また、間伐材

を用いた畦道
あ ぜ み ち

等の雑草抑制用の被覆工としての実

証試験などを実施している。 

 

第４ 豊かな森林空間を創出する調査・研究 

生物多様性を高める森林の整備手法として、林

道の法面に外来種ではなく、森林表土を用いる試

験を実施している。森林表土は在来植物の種子を

多く含み、盛土法面への種子吹き付け技術の開発

により、従来工法の約５倍の種類の在来植物の出

現が確認された。また、松くい虫に抵抗性をもつ

アカマツについて、より抵抗性を高め、農薬への

依存を低下させる試験研究などを行っている。 
 

第５ 自然災害に強い森づくりのための調査・研

究  

 自然災害に強い森づくりのために、①針葉樹一

斉林の一部を伐採し、広葉樹を植栽することによ

り針広混交林を育成する技術開発②道路などに近

接する里山林の防災機能を高度に発揮させる技術

開発③野生動物の生息地管理のために動物との共

存の森づくり技術の開発に取り組んでいる。 
 

第６ 漁場環境の再生と整備を進める調査・研究 

１ 漁場保全環境調査 

  播磨灘、大阪湾、紀伊水道の 38 地点において、

月１回、透明度、水温、塩分、濁度、ｐＨ、栄養

塩類濃度などを測定し、漁場環境の把握に努めた。

本調査で得られたデータを解析し、「水産技術セ
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ンターだより 漁場環境情報」として、毎月定期

的に漁業協同組合等へ配布するとともに、ホーム

ページによる情報提供を行っている。 

 

２ 生物モニタリング調査 

  加古川沖の４地点において、底生生物及び地質

を調査するとともに、赤穂市沿岸においてアマモ

場分布調査を実施し、漁場環境の把握に努めた。 

 

３ 藻場再生基礎調査 

  藻場の再生を目標として、既存資料の収集整理、

アンケート調査、デジタルサイドスキャンソナー

による現況調査等を行い、「藻場造成指針」の作成

に取り組んでいる。 

 

第７ 漁業被害防止のための調査・研究 

１ 赤潮被害防止技術開発試験 

  赤潮を形成して漁業被害を発生させる有害プラ

ンクトンや養殖ノリの色落ち原因となる大型珪藻
け い そ う

について、モニタリング調査から環境要因と増殖

の関係及び有害種の出現特性を明らかにし、予察

技術の精度を向上させるため、香川県、徳島県、

岡山県等と共同調査を実施した。本調査の一部は

「水産技術センターだより 赤潮情報」「珪藻
け い そ う

※赤

潮情報」「珪藻
け い そ う

赤潮予報」として、適宜、漁業協同

組合等の関係機関へ情報提供するとともに、ホー

ムページによる情報提供を行っている。 

 

２ 貝毒発生監視調査 

  県内瀬戸内海沿岸８地点において採取されたア

サリ、マガキについて、まひ性及び下痢性貝毒の

分析を県立健康環境科学研究センターに依頼する

とともに、原因プランクトンの発生の有無と分布

状況を調査した。本調査の一部は「水産技術セン

ターだより 貝毒情報」として、適宜、漁業協同

組合等の関係機関へ情報提供するとともに、ホー

ムページにより県民への周知を行っている。 

 
第４節 県立人と自然の博物館 

第１ 県民の参画による「リサーチプロジェクト」

（平成 18 年度） 

 「リサーチプロジェクト」とは、身近な自然や

環境を各地で県民からの情報により調査するプロ

ジェクトである。 

（http://info.hitohaku.jp/research/RP_top.htm） 

 
＜今年度の調査対象＞ 

 ・ウスバツバメ 
 ・ピラカンサ 
 ・マツ枯れ 
・タンポポ 

 
第２ 総合共同研究と部門研究（平成 18 年度） 

 河合雅雄名誉館長の提唱する「共生博物学」を

基軸に、兵庫県での自然環境、人と自然のかかわ

りを明らかにして、各種の行政課題にも対応する

研究を行っている。 

１ 総合共同研究  

全研究部で総合的に取り組む研究課題である。 

(1) ひょうごの生物多様性スポットの過去・現

在・未来－氷ノ山・扇ノ山地域における自然

利用のあり方 

氷ノ山・扇ノ山地域を対象とし、人口減少

社会における自然環境の変遷の把握と、生物

多様性保全の提言に向けて、今年度は以下の

基礎調査を行っている。 

・希少種を中心とした生物相調査 
・自然利用のあり方の聞き取り調査 
・野生動物の分布と動態調査 
・エコロジカルネットワーク解析の開発 

 
(2) 兵庫県但馬地域における自然・環境遺産の開

拓と統合化に関する研究 

 但馬地域のうち、特に竹野町などの海岸地

域を中心に、この地域の自然遺産の発掘とと

もに、その成果をエコツアーのアイテムとし

て活かす。 

・但馬のほ乳類化石の研究とそのツーリズム

への適用 

・但馬海岸の景観を作り出した地質現象の解

析 
・アクセスが困難な景観資源と人間の冒険心

の関係性に関する研究 
・豊岡市西部域における植物資源のツーリズ 

珪藻
けいそう

：植物の一種、単細胞植物で細胞膜が珪酸化した藻類のこと。 
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ムに関する評価 
・但馬地域の海浜生息性昆虫の生態と分布調

査 
 
２ 部門研究 

研究部単位で取り組む課題研究である。 

 ＜主な研究課題＞ 
・瀬戸内の自然史研究，全史解明に向けた企

画調査 

・山崎断層帯の活動性に関する基礎的研究 

・兵庫県産古生代化石の研究 

・生態学的にみた共生の現実と未来 

・都市公園における住民参加型公園運営とソ

ーシャルキャピタルの育成に関する研究 

・但馬地域における集落実態調査その１ 

・21 世紀の森構想支援のための都市林及び里

山林の生態学的研究 

 
第３ 自然・環境に関するシンクタンク 

（平成 18 年度） 

１ データバンク  

  本館では、兵庫県の自然環境に関するデータ

を収集して、館外からでもネットワークを通じ

て利用できるように整備している。また、県民

や関連部局からのデータ受け入れを行い、それ

らのデータの管理・発信を行っている。 

＜平成 18 年度に収集しているデータ＞ 

・兵庫県下におけるタケ類天狗巣病の蔓延状況 

・兵庫県下の野生動物の生息状況に関連するブ

ナ科堅果類の豊凶と下層植生の状況に関する

広域基盤データ 
・阪神北地域蘚苔類相 
・但馬海岸における貴重植物 
・歴史的遺物のレヒュージアとしての公園 
・兵庫県におけるオオサンショウウオおよび小

型サンショウウオの分布 
・ひょうごの大・中型野生動物の生息状況と人

との軋轢の現状 
 

２ ジーンバンク 

  本館では、兵庫県産の絶滅危ぐ植物の保全の

ために、系統保存、植生の復元・創造などを行

っている。 

＜平成 18 年度に依頼により受け入れている植物＞ 

・サイコクヌカボ、サデクサ、ニオイタデ、 
アゼオトギリ、ゴキヅル、タチモ、オギノツ

メ、ウキシバの種子または株 
（東播磨県民局） 

・ヒメナミキの種子 
（国土交通省豊岡河川国道事務所） 

・ウマスゲの株 

（国土交通省姫路河川国道事務所） 

・フウラン、ホウライカズラの株 

（国土交通省紀の川ダム統合管理事務所） 

など 

 
＜平成 18 年度に依頼により行っている植生の復

元と創造＞ 

・関西電力南港発電所の照葉人工林 

（関西電力） 

・尼崎の森中央緑地植栽計画（阪神南県民局）      

                   等 
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